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１ 議 事 日 程（初日） 

   〔令和４年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    令和４年８月29日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

 日程第２       会期の決定 

 日程第３       諸般の報告 

 日程第４ 報告第６号 専決処分の報告について（市公用車による一般車両損傷事故の損害賠償

の額の決定） 

 日程第５ 報告第７号 専決処分の報告について（市公用車によるブロック塀損傷事故の損害賠

償の額の決定） 

 日程第６ 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 議案第37号 太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第８ 議案第38号 令和の都太宰府ふるさと納税基金条例の制定について 

 日程第９ 議案第39号 令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第10 議案第40号 令和４年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第11 議案第41号 令和４年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第12 議案第42号 令和４年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第13 議案第43号 令和４年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第14 認定第１号 令和３年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第15 認定第２号 令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第16 認定第３号 令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第17 認定第４号 令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第18 認定第５号 令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第19 認定第６号 令和３年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

 日程第20 認定第７号 令和３年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

 日程第21 報告第８号 令和３年度太宰府市健全化判断比率の報告について 

 日程第22 報告第９号 令和３年度太宰府市水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第23 報告第10号 令和３年度太宰府市下水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第24 報告第11号 太宰府市土地開発公社の経営状況報告について 

 日程第25 報告第12号 公益財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況報告について 
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 日程第26 報告第13号 公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について 

２ 出席議員は次のとおりである（１７名）        

  １番  タコスキッド 議員         ２番  馬 場 礼 子 議員 

  ３番  今 泉 義 文 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  宮 原 伸 一 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  木 村 彰 人 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  舩 越 隆 之 議員         10番  堺     剛 議員 

  11番  笠 利   毅 議員         12番   田 久美子 議員 

  14番  陶 山 良 尚 議員         15番  小 畠 真由美 議員 

  16番  長谷川 公 成 議員         17番  橋 本   健 議員 

  18番  門 田 直 樹 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  13番  神 武   綾 議員 

４ 会議録署名議員 

  ９番  舩 越 隆 之 議員         10番  堺     剛 議員 

５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１２名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  原 口 信 行 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  山 浦 剛 志 

          村 田 誠 英        市民生活部長  中 島 康 秀 

  健康福祉部長  川 谷   豊                行 武 佐 江 

  都市整備部長  髙 原   清                山 崎 謙 悟 

  観光経済部長  友 添 浩 一        教 育部理 事  堀   浩 二 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  木 村 幸代志        議 事 課 長        花 田 敏 浩 

  書    記  三 舛 貴 市        書    記  井 手 梨紗子 

         

総 務部経 営 
企画担当理事 

都市整備部理事
兼総務部理事

健康福祉部高齢者福祉担当理事
兼高齢者支援課長
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              開会 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は17名です。 

 定足数に達しておりますので、令和４年太宰府市議会第３回定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（門田直樹議員） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、 

    ９番、舩越隆之議員 

    10番、堺  剛議員 

   を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（門田直樹議員） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月21日までの24日間にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 なお、会期内日程については、お手元に配付しております会期内日程表によって運営を進め

たいと思います。また、本会議、委員会とも改めて通知を差し上げませんので、よろしくご協

力をお願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（門田直樹議員） 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 お手元に報告事項の一覧表を配付しております。監査関係の資料につきましては、事務局に

保管しておりますので、必要な方はご覧いただきたいと思います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４から日程第１３まで一括上程 

○議長（門田直樹議員） 日程第４、報告第６号「専決処分の報告について（市公用車による一般
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車両損傷事故の損害賠償の額の決定）」から日程第13、議案第43号「令和４年度太宰府市下水

道事業会計補正予算（第１号）について」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 楠田大蔵 登壇〕 

○市長（楠田大蔵） 皆様、おはようございます。 

 本日ここに、令和４年第３回太宰府市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

おかれましては、大変ご多用の中にご参集いただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、心配された出水期でありますが、今のところ、私が就任後初めて福岡県内では特別警

報が発出されておらず、本市でも避難情報を発令せずに済んでおり、胸をなで下ろしておりま

す。 

 とはいえ、断続的にゲリラ豪雨が発生しており、先日は落雷により水城西小学校の空調など

が大きな被害を受け、現在復旧に全力を挙げております。皆様も引き続きご注意ください。 

 コロナ禍は今なお陽性者数が本市でも高止まりしており、着実なワクチン接種やいち早く開

始した陽性者や濃厚接触者に対する食料、生活物資支援などを行っているところであります。 

 また、３月補正予算によるキャッシュレス商品券だざいふペイを８月より、要望の強かった

だざいふ紙ラク商品券を10月より販売し、生活の下支えと経済の活性化を図ります。 

 加えて、７月請求分から大幅な恒久引下げを実現した下水道使用料について、続く原油高、

物価高による影響を緩和するため、年末の入り用の時期の１か月無料化の提案をいたしており

ます。 

 さらには、小・中学校給食のミルク代無料化や保育所等の給食の質を維持するための費用、

全事業者への燃料費の助成など、家計や経営の固定費を軽減する予算を提案しております。 

 そのほかコロナに係る緊急支援策として、市民の安心・安全を確保するための全公民館への

ＡＥＤ配備費用、ＦＭ等活用により、観光、渋滞、コロナ関連情報などを広く発信する費用、

子ども食堂を運営する団体等への支援として、食材の保管などを行う冷蔵庫を設置する費用、

男性トイレにサニタリーボックスを設置する費用などを計上、提案しております。 

 引き続き、国、県とも緊密に連携し、重症化リスクの高い高齢者をはじめ皆様の命と健康を

守るための取組に全力を挙げてまいりますので、皆様の引き続きの対策をお願いいたします。 

 また、認定案件であります令和３年度太宰府市一般会計歳入歳出決算は、コロナ禍を乗り越

え、１期目の最終年度として公約を実現すべく、全力で駆け抜けた集大成の決算であります。

その結果としまして、意欲的なコロナ対策を大胆に実施しつつ、コロナ禍の影響で大幅な減収

が懸念された市税も微減にとどめ、実質収支は21億円余の黒字決算とすることができました。 
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 また、ふるさと納税は、返礼品の拡充や積極的広報、企業版ふるさと納税の開始などに取り

組み、倍増となる約４億7,000万円の大幅増を成し遂げ、９億円を超えるまでに至りました。 

 歳出につきましては、生活道路の改良事業の拡大、にしのまどぐち開設や証明書のコンビニ

交付の開始、子育て世代包括支援センターの開設など、特に市民生活の向上に注力しました。 

 １期目の最終決算を経て、未来への備えとして過去最高の基金残高を記録し、将来へのツケ

を可能な限り残さないよう、市債も着実に減らすことができたことは本望であります。 

 そして、６月議会以降も各種施策を鋭意進めております。６月議会にて大枠の方針の承認を

いただきました中学校完全給食につきましては、受入れ施設の設計業者の入札を既に終え、配

食業者の選定にも着手しております。今後も、就任以来、着実に増加傾向の市税収や基金、本

議会で提案します令和の都太宰府ふるさと納税基金などを活用し、来年度中できるだけ早い時

期の開始に向け全力を挙げてまいります。 

 令和発祥の都太宰府「梅」プロジェクトでは、本年度の目玉と位置づけております官学連携

での梅の成分の分析調査研究を始めました。引き続き、さらなるブランディングを図ってまい

ります。 

 観光施策としては、観光協会の一般社団法人化を実現し、タビットキャラクターを活用した

カラーマンホールカード配布を開始しました。さらなる回遊性の向上を図ってまいります。 

 ７月22日には、念願の太宰府市文化財保存活用地域計画が文化庁長官より認定されました。

世界に冠たる令和の都太宰府に向け、さらなる飛躍を図る上での不可欠の計画となります。本

市の文化財の主要要素である大宰府関連史跡群や日本遺産、太宰府天満宮とその門前、市民遺

産などを相互に連関させ、官民連携によりさらなる保存や先進的多用途活用を図ります。 

 ７月末には、約500人の市内外の皆様が参加される中、96年の歴史を誇るラジオ体操が、市

制施行40周年を記念して大宰府政庁跡からＮＨＫラジオで全国中継されました。元号令和発祥

の地でもある会場の大宰府政庁跡には、当日はまさかの虹も出て、1,300年の時空を超えて、

この地がＮＨＫ全国放送の発信地となりましたことは感慨深いものでありました。 

 今月頭からは、１階市民課窓口待合状況閲覧システム運用が開始され、待合状況の見える化

や遠隔確認が可能となりました。うれしいことに、若手職員の発案によるゼロ予算での実現で

あります。 

 ウクライナ避難民学生に対しては、ふるさと納税、クラウドファンディングなどにより、全

国各地から総額1,400万円を超える寄附金が集まり、激励メッセージと併せて直接贈呈するこ

とができました。今後は彼らと市内の子どもや学生たちとの交流を仲立し、戦争の現実や平和

の大切さを知り、未来の両国のかけ橋となってもらうような取組を進めてまいります。 

 姉妹都市、友好都市との交流につきましては、20周年を迎える奈良市とは現地で、10周年を

迎える扶餘郡とはオンラインで、それぞれトップ対談を行いました。さらなる連携を目指して

まいります。 

 今後も引き続き、「令和の都さらに羽ばたく太宰府」の実現に向け、私の持ち得る力を出し
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尽くす所存でありますので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日ご提案申し上げます案件は、報告案件８件、人事案件１件、条例改正１件、条例

制定１件、補正予算５件、決算認定７件、合わせて23件の議案のご審議をお願い申し上げるも

のであります。 

 それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

 報告第６号から議案第43号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、報告第６号「専決処分の報告について（市公用車による一般車両損傷事故の損害賠

償の額の決定）」についてご説明申し上げます。 

 本件は、市公用車による一般車両損傷事故の損害賠償の額を定めたものであります。 

 事故の概要といたしましては、令和４年５月18日、子育て支援課職員が太宰府市文化ふれあ

い館の駐車場に駐車していた公用車をバックさせ、駐車場から出ようとした際、車両左側後方

が駐車場内に駐車中の一般車両左前方に接触し、当該車両を損傷する事故が発生いたしまし

た。その後、相手方と協議を行い、車両の修理費用を支払うことで合意に至りました。この事

故による損害賠償の額を定めることについて、令和４年６月１日付で専決処分を行ったもので

あります。 

 この専決処分につきましては、地方自治法第180条第１項に規定する議会の委任による専決

処分でありますので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 なお、賠償金につきましては、本市が加入する自動車保険から全額相手方にお支払いいたし

ております。 

 次に、報告第７号「専決処分の報告について（市公用車によるブロック塀損傷事故の損害賠

償の額の決定）」についてご説明申し上げます。 

 本件は、市公用車によるブロック塀損傷事故の損害賠償の額を定めたものであります。 

 事故の概要といたしましては、令和４年３月10日、都市計画課職員が公用車を運転中、車両

右側後方が民家ブロック塀に接触し、ブロック塀角を損傷する事故が発生したものでありま

す。その後、相手方と協議を行い、ブロック塀の修理費用を支払うことで合意に至りました。

この事故による損害賠償の額を定めることについて、令和４年７月４日付で専決処分を行った

ものであります。 

 この専決処分につきましては、地方自治法第180条第１項に規定する議会の委任による専決

処分でありますので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 なお、賠償金につきましては、本市が加入する自動車保険から全額相手方にお支払いいたし

ております。 

 次に、諮問第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」ご説明申し上げ

ます。 

 現委員であります舩越隆之氏の任期が、令和４年12月31日付をもって満了となりますので、

新たに後任として成富善行氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議
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会の意見を求めるため、ご提案申し上げるものであります。 

 成富氏は、昭和44年４月に地元企業に就職され、平成22年９月に退職をされるまでの間、市

内小学校のＰＴＡ会長を務められた経歴をお持ちで、退職後も、太宰府市交通安全指導員、市

内自治会役員を務められるなど、子どもの健全育成、地域社会の発展に向けて尽力されてお

り、人権擁護委員として十分任務を果たせる方であると確信しております。略歴などを添付し

ておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第37号「太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て」ご説明申し上げます。 

 今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、太宰府市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法第96条第１項第１号の

規定により議会の議決を求めるものであります。 

 内容といたしましては、育児休業の取得回数制限の緩和及び非常勤職員の育児休業の取得要

件等の緩和を行うものであります。 

 次に、議案第38号「令和の都太宰府ふるさと納税基金条例の制定について」ご説明申し上げ

ます。 

 本条例につきましては、６月議会でも触れておりましたが、中学校完全給食の財源化も含

め、ふるさと納税制度により寄せられた寄附金等を活用した令和の都太宰府のまちづくりを推

進することを目的に制定するもので、地方自治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決

を求めるものであります。 

 次に、議案第39号「令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について」ご説明申し

上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ20億174万4,000円を追加し、予算総額

を310億5,930万4,000円にお願いするものであります。 

 主な内容といたしましては、コロナ禍における原油価格、物価高騰などを踏まえた緊急支援

策として、市民や事業者の経済的負担を軽減するため、１か月分の下水道使用料を全額免除す

るための費用、市立小・中学校給食のミルク代を無料にするとともに、保育所等や市立小学校

において保護者の経済的負担を増やさずに給食の質を維持するための費用、事業者へガソリン

代等を助成することにより経済的負担を軽減し、事業継続を支援するための費用を計上してお

ります。 

 そのほかコロナに係る緊急支援策として、市民の安心・安全確保のため、最も身近な場所で

ある全公民にＡＥＤを配備する費用、ＦＭ等活用により観光、渋滞、コロナ関連情報などを広

く発信し、年末年始の太宰府を住まう人も訪れる人も安心して楽しんでいただくための費用、

子ども食堂を運営する団体等への支援として、食材の保管などを行う冷蔵庫を設置する費用、

男性トイレにサニタリーボックスを設置し、誰もが安心して利用できる環境を整えるための費

用などを計上しております。 
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 コロナ対策以外には、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一層の連携

強化のため、子育て支援センターを充実強化するための費用、日本遺産「西の都」の認知向上

と理解促進を目的にウオーキングイベントなどを行うための費用などを計上しております。 

 また今回、将来の財政需要への備えとして、令和３年度決算剰余金を財源としまして、公共

施設整備基金、地域福祉基金、そして新設の基金として提案しております令和の都太宰府ふる

さと納税基金への積立てを計上しております。 

 あわせまして、債務負担行為の追加を15件、変更を１件計上しております。 

 次に、議案第40号「令和４年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、保険事業勘定の歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ１億885万8,000円を追

加し、予算総額を60億5,825万4,000円にお願いするものであります。 

 内容といたしましては、令和３年度の介護給付費、地域支援事業費などが確定したことによ

る国庫支出金、県費支出金、支払基金交付金などの返還及び前年度繰越金などを計上するもの

であります。 

 次に、議案第41号「令和４年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について」ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ258万8,000円を追加し、予算総額を

294万円にお願いするものであります。 

 内容といたしましては、令和３年度決算における258万8,000円の剰余金を、住宅新築資金等

公債償還積立金に計上するものであります。 

 次に、議案第42号「令和４年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」ご説明

申し上げます。 

 今回の補正予算は、債務負担行為の追加を１件お願いするものであります。 

 内容といたしましては、太宰府市浄水場浄水業務及び北谷ダム管理の一部委託業務が令和５

年３月31日で満了となりますことから、本年度中に次期契約を行うことに伴いまして、債務負

担行為として計上させていただくものであります。 

 次に、議案第43号「令和４年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について」ご説

明申し上げます。 

 今回の補正予算は、収益的収入を100万円増額し、総額17億8,267万3,000円とし、収益的支

出を同額の100万円増額し、総額14億5,169万2,000円とするものであります。 

 内容といたしましては、コロナ禍における原油価格や物価高騰を踏まえた経済対策として、

１か月分の下水道使用料を全額免除するため、一般会計から１億100万円の補助を受けるとと

もに、これを下水道使用料１億円の減額補填及びシステム改修のため料金調定システム電子計

算機など改修委託料に充てるものであります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（門田直樹議員） 説明は終わりました。 

 自席へどうぞ。 

 これから報告第６号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで報告第６号の質疑を終わります。 

 次に、報告第７号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで報告第７号の質疑を終わります。 

 諮問第３号から議案第43号までについて、質疑は８月31日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１４から日程第２０まで一括上程 

○議長（門田直樹議員） お諮りします。 

 日程第14、認定第１号「令和３年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程

第20、認定第７号「令和３年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について」

までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 楠田大蔵 登壇〕 

○市長（楠田大蔵） 認定第１号から認定第７号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、認定第１号「令和３年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」ご説明申し

上げます。 

 令和３年度は、今なお続くコロナ禍において、市民や事業者の皆様の支援に取り組みなが

ら、太宰府市長として１期目の任期満了を迎えるに当たり、公約を実現すべく、全力で駆け抜

けた１年でありました。 

 その結果としまして、令和３年度一般会計決算額は、歳入が306億4,572万1,324円、歳出が

281億6,676万3,110円となり、前年度と比較しますと、歳入は35億8,667万9,686円、10.5％の

減、歳出は46億9,555万9,014円、14.3％の減となりました。 

 令和２年度に実施した総額70億円を超える特別定額給付金事業の影響により、歳入歳出とも

に決算額は減となりましたが、歳入から歳出を差し引いた形式収支は24億7,895万8,214円、繰

越明許費及び事故繰越による翌年度に繰り越すべき財源３億4,542万5,600円を差し引いた実質

収支は、21億3,353万2,614円の黒字決算とすることができました。 
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 歳入につきましては、コロナの影響による大幅な減収が懸念された市税は、約１億2,000万

円の微減にとどめることができました。また、ふるさと太宰府応援寄附につきまして、返礼品

の拡充や企業版ふるさと納税の開始など積極的に取り組み、倍増となる約４億7,000万円の大

幅増を成し遂げ、９億円を超えるまでに至りました。 

 歳出につきましては、市民生活に直結した生活道路の改良事業の拡大、市民サービスの向上

を目的としたにしのまどぐち開設や証明書のコンビニ交付の開始、そして市税などのスマホ納

付の開始、また子育て世代をワンストップの相談窓口で支援する子育て世代包括支援センター

の開設などを行いました。そのほかにも、コロナ対応支援策をはじめ様々な事業を展開してき

たところでありますが、いずれの事業でも遂行に当たっては、限られた予算の中で積極的かつ

効率的に事業の推進に努めてきたところであります。 

 今なお続くコロナの脅威、また原油価格、物価の高騰は、市民や事業者の皆様の生命や財

産、生活などあらゆる面において大きく影響しておりますが、本年度編成した当初予算や今議

会に提案させていただいている補正予算などを通じて、これらの課題に対応し、市民や事業者

の皆様と共にこの困難を乗り越えて、未来の飛躍につなげてまいりたいと考えております。ど

うか議員の皆様をはじめ市民各位のなお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 次に、認定第２号「令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 令和３年度は、歳入総額が71億5,381万5,921円、歳出総額が70億3,289万7,542円となってお

ります。前年度と比較いたしますと、歳入は３億709万928円、4.5％の増、歳出は２億7,322万

9,249円、4.0％の増となり、歳入から歳出を差し引いた収支は１億2,091万8,379円の黒字決算

となっております。 

 次に、認定第３号「令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 令和３年度は、歳入総額が13億5,335万8,814円、歳出総額が13億888万9,934円となっており

ます。前年度と比較いたしますと、歳入は3,862万745円、2.9％の増、歳出は4,734万

3,916円、3.8％の増となり、歳入から歳出を差し引いた収支は4,446万8,880円の黒字決算とな

っております。 

 次に、認定第４号「令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明申し上げます。 

 令和３年度は、保険事業勘定の歳入総額が55億1,573万6,715円、歳出総額が54億692万

1,836円で、前年度と比較いたしますと、歳入は２億5,583万7,460円、4.9％の増、歳出は１億

7,601万5,876円、3.4％の増となっております。なお、歳入から歳出を差し引いた収支は、１

億881万4,879円となっております。 

 歳出の主な内容といたしましては、保険給付費が49億878万9,958円で、歳出総額の約90％を
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占めており、前年度より3.6％の増となっております。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳入総額は5,909万5,606円、歳出総額は5,909万5,606円で、

歳入歳出差引き残額は０円となっております。 

 次に、認定第５号「令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について」ご説明申し上げます。 

 令和３年度は、歳入総額が598万5,772円、歳出総額が339万7,081円となっておりまして、歳

入歳出差引き258万8,691円の繰越しとなっております。前年度と比較いたしますと、歳入は

176万3,854円の増、歳出は230万6,584円の増となっております。歳入歳出ともに増額になった

主な理由は、前年度の償還金が増加したことに伴い、前年度からの繰越金が増加したことによ

るものであります。 

 次に、認定第６号「令和３年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について」

ご説明申し上げます。 

 まず、令和３年度末における給水人口は、前年度に比べ0.2％増の６万716人で、普及率は

84.8％となっております。また、年間総給水量は570万8,105で、前年度に比べて0.4％の減

となっております。 

 次に、建設改良につきましては、総額で２億2,237万9,336円を投じ、配水管の新設及び布設

替え工事などを行いました。 

 次に、経理面でありますが、収入総額14億228万6,729円、支出総額11億6,487万8,633円で、

差引き２億3,740万8,096円の純利益が生じております。 

 なお、剰余金の処分でありますが、9,029万8,278円を建設改良積立金に積み立て、１億

4,710万9,818円を資本金に組み入れるものであります。 

 資本的収支につきましては、収入総額437万2,300円に対し、支出総額３億5,154万4,106円と

なっております。差引き３億4,717万1,806円の不足額につきましては、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補填いたしております。 

 以上が令和３年度の水道事業会計における剰余金の処分及び決算の概要であります。 

 次に、認定第７号「令和３年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 まず、令和３年度末における水洗化人口は、前年度に比べ0.1％減の６万9,727人で、水洗化

人口普及率は97.4％となっております。また、年間有収水量は、前年度に比べ0.5％増の644万

2,729となっております。 

 次に、建設改良につきましては、総額で２億2,010万9,102円を投じ、汚水人孔蓋更新工事な

どを行いました。 

 次に、経理面でありますが、収入総額18億1,554万5,766円、支出総額13億3,432万381円で、

差引き４億8,122万5,385円の純利益が生じております。 

 なお、剰余金の処分でありますが、１億9,338万1,986円を減債積立金に積み立て、４億
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5,038万6,004円を資本金に組み入れるものであります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入総額１億9,618万800円に対し、支出総額８億

4,299万6,214円で、６億4,681万5,414円の不足が生じましたので、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補填しております。 

 以上が令和３年度の下水道事業会計における剰余金の処分及び決算の概要であります。 

 よろしくご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（門田直樹議員） 説明は終わりました。 

 自席へどうぞ。 

 お諮りします。 

 日程第14から日程第20までの令和３年度各会計決算認定につきましては、議員全員で構成す

る決算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 お諮りします。 

 決算特別委員会の正副委員長を慣例により決定したいと思います。 

 決算特別委員会の委員長に総務文教常任委員会委員長の陶山良尚議員、副委員長は各常任委

員会副委員長の輪番制で、今回は建設経済常任委員会副委員長の木村彰人議員とすることに決

定したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 ここで決算特別委員会の日程等について委員長の説明を求めます。 

 決算特別委員長 陶山良尚議員。 

              〔14番 陶山良尚議員 登壇〕 

○１４番（陶山良尚議員） 今回の決算特別委員会の委員長に私、陶山良尚、副委員長に木村彰人

議員が選任されました。特別委員会が効率よく運営されるよう努めてまいりますので、議員各

位のご協力をよろしくお願いいたします。 

 日程について説明いたします。 

 本日の本会議散会後、１日目の決算特別委員会を開催し、まず総務部長及び各所管部長から

それぞれの決算状況の概要説明を受けたいと思います。２日目からの決算特別委員会の日程に

ついては、９月14日及び９月15日の午前10時から、決算書及び各資料を基に具体的項目につい

ての内容審査を行います。 

 なお、予備日として９月16日を予定していますので、各委員及び説明者の出席をよろしくお

願いいたします。 

 また、資料要求は、配付されています資料要求書により、８月30日火曜日午後１時までに事

務局へ提出してください。資料の要求に当たっては、関係資料等の内容を十分に精査され、必
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要最小限の要求としてください。 

 次に、決算考査日は、本日の議会関係会議終了後並びに８月30日及び９月13日の午前10時か

らとなっています。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 説明は終わりました。 

 自席へどうぞ。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２１から日程第２６まで一括上程 

○議長（門田直樹議員） お諮りします。 

 日程第21、報告第８号「令和３年度太宰府市健全化判断比率の報告について」から日程第

26、報告第13号「公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について」まで

を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 報告を求めます。 

 市長。 

              〔市長 楠田大蔵 登壇〕 

○市長（楠田大蔵） 報告第８号から報告第13号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、報告第８号「令和３年度太宰府市健全化判断比率の報告について」ご説明申し上げ

ます。 

 本市の令和３年度健全化判断比率は、前年度に引き続き、一般会計等の実質収支が黒字であ

るため、実質赤字比率の表示はなく、公営事業会計も含めた実質収支の合計でも黒字であるた

め、連結実質赤字比率についても表示されません。また、実質公債費比率は前年度と比較しま

すと0.7ポイント上がり、2.9％となりました。将来負担比率につきましては、前年度に引き続

き、算定上マイナスになるため、比率の表示はありません。したがいまして、太宰府市の財政

状況は全て早期健全化基準及び財政再生基準以下であるため、健全化法に基づく財政健全化計

画及び財政再生計画の策定は不要であります。 

 次に、報告第９号「令和３年度太宰府市水道事業会計資金不足比率の報告について」ご説明

申し上げます。 

 令和３年度におきましても健全経営が維持されており、資金不足は発生しておりませんの

で、公表の際はバー表示となります。 

 次に、報告第10号「令和３年度太宰府市下水道事業会計資金不足比率の報告について」ご説

明申し上げます。 

 下水道事業におきましても水道事業と同様に資金不足は発生しておりませんので、公表の際

はバー表示となります。 
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 次に、報告第11号「太宰府市士地開発公社の経営状況報告について」ご説明申し上げます。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、太宰府市士地開発公社の令和３年度の事業

及び決算並びに令和４年度の事業計画及び予算について報告するものであります。 

 まず、令和３年度の事業及び決算についてでありますが、公有地取得事業については、事業

の執行はありません。また、公有地の処分についても行っておりません。 

 決算につきましては、収益的収入906円に対しまして収益的支出は254万7,392円となり、差

引き254万6,486円の当期純損失を生じております。 

 資本的収支については、収入額、支出額ともに０円となっております。 

 次に、令和４年度の事業計画及び予算についてでありますが、公有地取得事業では現在のと

ころ、具体的に公社による取得を依頼されているものはありません。また、公有地の処分につ

きましても計画はありません。 

 次に、報告第12号「公益財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況報告について」ご説明申

し上げます。 

 太宰府市国際交流協会では、市民一人一人が個性、多様性を認め合いながら、国際的な相互

理解を深める多文化共生社会の実現を図ることを目的に、公益認定を受けております国際交流

促進事業、外国人学生支援事業、在住外国人支援事業の３つの分野で事業を展開しておりま

す。 

 まず、令和３年度の事業及び決算についてであります。令和３年度に実施した事業でありま

すが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部の事業は中止となりましたが、国際交流

促進事業として、アフガニスタンで農業と医療支援を続けるＮＧＯペシャワール会の藤田千代

子さんを講師としてお迎えして開催した国際理解講座、パネル展などの広報活動などを実施い

たしました。外国人学生支援事業といたしましては、留学生フォーラムにおける日本での就職

に関する情報提供や、日本文化体験講座を実施いたしました。また、在住外国人支援事業とし

て、外国人を対象とした日本語教室の開催、生活情報ガイドブックを留学生が在籍する市内３

大学や市役所などへの配架などを行っております。 

 令和３年度の決算でありますが、経常収益につきましては、本市からの補助金、賛助会員か

らの会費などを合わせまして435万2,218円となっております。経常費用につきましては、事業

費支出227万5,650円、管理費支出241万2,597円、合計468万8,247円で、当期経常増減額は33万

6,029円の減となっております。 

 次に、令和４年度の事業計画と収支予算でありますが、令和４年度の事業につきましては、

当協会設立30周年となりますので、記念事業の開催や記念誌の作成を行うとともに、市民の国

際理解が深まる事業、外国人学生や在住外国人の支援事業について、新型コロナウイルス感染

症への対策について十分留意しながら、引き続き実施していく予定としております。 

 令和４年度の収支予算につきましては、経常収益として、市からの補助金などを合わせまし

て687万3,000円を見込み、経常費用といたしましては、事業費、管理費合わせまして、収益と
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同額の687万3,000円とし、当期経常増減額を０円と見込んでおります。 

 次に、報告第13号「公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について」

ご説明を申し上げます。 

 まず、令和３年度の事業と決算についてでありますが、主な事業といたしましては、いきい

き情報センターをはじめ９つの施設の管理・運営と文化スポーツの振興に関する事業を行い、

各種講座、イベント、展示事業など150事業を開催いたしまして、団体及び人材等の情報収集

と広範な情報提供を行ったところであります。この結果、財団が管理運営している施設におき

ましては、33万4,500人の方にご利用いただきました。 

 決算につきましては、主な収益として、指定管理料収益、自主事業収益、施設利用料収益、

市補助金などを合わせまして、当期経常収益計２億8,701万1,852円となっております。経常費

用につきましては、財団が管理・運営する各施設の事業費、管理費を合わせまして、合計２億

7,997万8,275円となり、当期経常増減額は703万3,577円となっております。これに一般正味財

産期首残高を合わせますと、基本財産を除き、一般正味財産期末残高は7,670万3,378円となっ

ております。 

 次に、令和４年度の事業計画と予算についてでありますが、公益財団法人に移行し10年目に

当たり、また財団設立30周年を迎えることから、当財団の設置目的を踏まえた周年事業を含め

た生涯学習支援事業や展示事業、また健康増進を図るスポーツ振興事業、イベントなどを、い

きいき情報センター、文化ふれあい館、男女共同参画推進センタールミナス、市民図書館の文

化施設並びに体育センター、歴史スポーツ公園の社会体育施設におきまして、合計259の事業

を計画しております。 

 次に、予算につきましては、７施設の指定管理料収益と自主事業収益、施設利用収益などを

合わせまして、収支予算として経常収益２億9,404万3,000円、経常費用計が３億2,413万

6,000円で、当期経常増減額はマイナス3,009万3,000円となります。一般正味財産期首残高

は、基本財産を除き5,299万3,401円を見込んでおり、それを加えますと、一般正味財産期末残

高は2,242万9,401円となります。 

○議長（門田直樹議員） 報告は終わりました。 

 自席へどうぞ。 

 これから質疑を行います。 

 報告第８号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 次に、報告第９号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 次に、報告第10号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 次に、報告第11号について質疑はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 次に、報告第12号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 次に、報告第13号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終結し、報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、８月31日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前10時43分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（２日目） 

   〔令和４年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    令和４年８月31日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第２ 議案第37号 太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第３ 議案第38号 令和の都太宰府ふるさと納税基金条例の制定について 

 日程第４ 議案第39号 令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第５ 議案第40号 令和４年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第６ 議案第41号 令和４年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第７ 議案第42号 令和４年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第８ 議案第43号 令和４年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第９ 請願第３号 「中学校完全給食」をテーマにした、「太宰府市長と語る会」の開催を

太宰府市長に求める請願書 

 日程第10 意見書第３号 教育予算の拡充等に係る意見書 

２ 出席議員は次のとおりである（１７名）        

  １番  タコスキッド 議員         ２番  馬 場 礼 子 議員 

  ３番  今 泉 義 文 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  宮 原 伸 一 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  木 村 彰 人 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  舩 越 隆 之 議員         10番  堺     剛 議員 

  11番  笠 利   毅 議員         12番   田 久美子 議員 

  14番  陶 山 良 尚 議員         15番  小 畠 真由美 議員 

  16番  長谷川 公 成 議員         17番  橋 本   健 議員 

  18番  門 田 直 樹 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  13番  神 武   綾 議員 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１２名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  原 口 信 行 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  山 浦 剛 志 

          村 田 誠 英        市民生活部長  中 島 康 秀 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元へ配付しておるとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（門田直樹議員） 日程第１、諮問第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 諮問第３号を適任として答申することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、諮問第３号は適任として答申することに決定しました。 

              〈適任 賛成16名、反対０名 午前10時01分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２から日程第８まで一括上程 

○議長（門田直樹議員） お諮りします。 

 日程第２、議案第37号「太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて」から日程第８、議案第43号「令和４年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、議案第37号から議案第43号までについて、ただいまのところ通

告がありませんので、質疑なしと認めます。 

 議案第37号及び議案第38号は総務文教常任委員会に付託します。 

 次に、議案第39号は、議員全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 お諮りします。 

 予算特別委員会の正副委員長を慣例によって決定したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認めます。 

 よって、予算特別委員会の委員長は総務文教常任委員会委員長の陶山良尚議員、副委員長は

各常任委員会副委員長の輪番制で、今回は総務文教常任委員会副委員長の神武綾議員とするこ

とに決定しました。 

 ここで、予算特別委員会日程等について委員長の説明を求めます。 

 予算特別委員会委員長 陶山良尚議員。 

              〔14番 陶山良尚議員 登壇〕 

○１４番（陶山良尚議員） 今回の予算特別委員会の委員長に私、陶山良尚、副委員長に神武綾議

員が選任されました。特別委員会が効率よく運営されるよう努めてまいりますので、議員各位

のご協力をよろしくお願いいたします。 

 日程について説明いたします。 

 予算特別委員会は、９月６日火曜日午後１時から令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第

４号）に係る審査を行います。各委員及び説明者の出席をよろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 説明は終わりました。 

 自席へどうぞ。 

 次に、議案第40号及び議案第41号は環境厚生常任委員会に付託します。 

 次に、議案第42号及び議案第43号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 請願第３号 「中学校完全給食」をテーマにした、「太宰府市長と語る会」の開催 

             を太宰府市長に求める請願書 

○議長（門田直樹議員） 日程第９、請願第３号「「中学校完全給食」をテーマにした、「太宰府
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市長と語る会」の開催を太宰府市長に求める請願書」を議題とします。 

 紹介議員の説明を求めます。 

 ７番木村彰人議員。 

              〔７番 木村彰人議員 登壇〕 

○７番（木村彰人議員） 請願第３号「「中学校完全給食」をテーマにした、「太宰府市長と語る

会」の開催を太宰府市長に求める請願書」について説明いたします。 

 請願の提案者は、住みよい太宰府を作ろう会Ⅲ、樋口誠様、なでしこ太宰府、白水心子様、

だざいふ市民会議、小池隆様、以上３つの市民団体による共同申請になります。紹介議員は

私、木村彰人です。 

 請願の趣旨は、太宰府市立中学における完全給食が持続的によりよく発展していく上におい

て、中学校給食の対象者である生徒、保護者、学校関係者への説明に加えて、太宰府市民への

説明と対話の機会が必要不可欠であり、太宰府市長に対して中学校完全給食をテーマとした太

宰府市長と語る会を開催することを求めるものです。 

 請願の理由につきましては、請願書が複数枚に及ぶ長文でありますので、請願理由の要旨、

ポイントを正確かつ簡潔にまとめてご説明いたします。なお、詳細につきましては、配付され

ました請願書を精読いただきますようお願い申し上げます。 

 本請願は、２つの要望から成る画期的な構成の請願になっています。 

 １つ目の要望は、中学校完全給食事業に関する詳細な説明を市長、執行部に求めるもので

す。 

 中学校完全給食実施方針で結論されたデリバリー食缶方式については、10年継続で財政負担

総額が最も抑えられる方式とされますが、しかしながら、実施方針に示された試算値を用いて

10年を超える試算を行ってみると、17年間以上継続すると、ほかの方式であるセンター方式が

逆転、最も財政負担が少ない結果になり、実施方針の正当性に関してさらなる丁寧な説明が必

要だと思われます。 

 加えて、実施方針には、今回、早期実施、食育推進、費用対効果、効率性の観点からデリバ

リー方式を選択し、早期の開始に努めるが、本市の財政状況や社会情勢を踏まえて、中学校給

食がよりよいものになるよう継続的な調査研究を行っていくと記載しています。デリバリー食

缶方式による給食が令和10年度までの期間であり、令和11年度以降に向けての継続的な調査研

究の重要性についても市民の意見を伺いたいところです。 

 これらを踏まえて、中学校完全給食が継続的によりよく発展していく上において、中学校給

食の対象者である生徒、保護者、学校関係者に加えて、広く太宰府市民への説明と対話の機会

がまさに今、市民に求められています。 

 ２つ目の要望は、現在休止中であります市民と市長、執行部との意見交換会の場である楠田

市長と語る会の再開を求めるものです。 

 市長と語る会は、市長が地域に直接出向いて市政運営について市民に説明し、市民からも市
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政やまちづくりについての意見をもらう取組として、楠田新市政で始まった取組です。現在の

ところ、44自治会のうち22か所で開催しましたが、コロナ禍もあって、令和２年11月の開催を

最後に休止状態が続いています。これまでは自治会単位での開催でしたが、全市民に関わるテ

ーマに関しては、従来の形式にとらわれることなく、全ての市民が参加できる新たなスタイル

での楠田市長と語る会の開催を楠田市長にお願いするものです。 

 今回の請願が画期的であるのは、２つの要望を１つの請願にまとめたところです。それが、

太宰府市民を対象にした中学校完全給食の実現をテーマにした太宰府市長と語る会の早期開催

を、楠田市長に求める請願です。 

 最後にもう一点、申し添えたいと思います。請願者についてです。本請願は、３つの市民団

体による共同請願になりますが、この３団体は、中学校給食に直接関係のない市民で構成され

ています。直接の受益者でない皆様からの提案であるがゆえに、中学校完全給食をめぐる議論

への市民参画という点においても貴重な提案であると考えます。 

 以上、請願の趣旨をご理解いただき、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（門田直樹議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） まず１つ、この請願は、内容的には、議会に請願がなされるより前に

市長に要請が行われるべき事柄のようにも思えるのですが、そのような経緯があったのかどう

か、そのことを教えていただきたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 市長に直接請求を求めるのが先ではないかということでよろしいです

か。これ、まず、なぜ市長、執行部に直接要望しないのかということだと思いますので、これ

については、まずは市長、執行部に要望を行い、それでも駄目なら請願を行うという考えもあ

ろうかと思うんですけれども、要望とは、市民の行政に対するお願いという話です。請願とは

要望より重みのある方法であり、それに見合うだけの願意の重要性と、時期を逃せば要望の意

味が失われてしまう緊急性が、この請願には込められていると思います。 

 また、議会の俎上に上げるということは、何より議員各位のご賛同をいただければ、請願が

求める提案の実効性をさらに高めることができると思いまして、要望ではなく請願という方法

を取らせていただきました。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） それはそれとして、じゃあ理解した上で、内容に関わる質問があるん

ですけれども、市長と語る会ということの考え方なんですけれども、市長その人に話をするこ

とが重要だと請願者は考えて請願されたのかというのが１点。 

 次に、給食導入事業は既に始まっているわけですけれども、現段階で市長と話をしなければ
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ならない、処理できない事柄があると考えているのか、それが２点目。 

 ３点目に、先ほどちょっと説明はありましたけれども、市長と語る会の実現の手段として、

議会を経て要請しなければならないのか、議会こそが市長が直接市民と語るべき機会を施策と

して提案すべきだと考えてのことなのか、確認的なことになろうかとは思いますけれども、な

ぜ議会こそがするべきだということについて、もう一言いただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） まずこれ、給食導入事業の現段階では市長でなければ処理できない事柄

があるのかということについてですけれども、まずあると思います。まずこれ、請願者が市長

と語る会、市長による直接の説明を求めているかについては、もちろんこれは市政に関心の高

い市民団体からの請願ですので、市長からの直接的な説明を求めていると私は考えています。 

 何よりこれ、すごく大きな事業ですので、担当課からのただの説明ではなくて、市長の口、

自らの説明が、そこでまた市民とのやり取りが必要だと思っています。 

 市長でなければ処理できない事柄があるのかと、当然意見交換する中で、例えば令和11年以

降の給食の方針についてなどは、担当課の一存では答えることができないと思います。それに

ついては、現段階、給食をスタートさせた市長自らの判断で、ここは政治的な判断が出てくる

かもしれませんけれども、できる限りしっかりと説明していただこうと思っています。 

 ２点目、市長と語る会の実現手段として、なぜ議会を経て要請しなければならないのかとい

うことですよね。これについては、先ほども申しましたとおり、要望というだけでは、市長、

執行部のほうにただ行くだけ、要望という形で終わってしまいます。請願という形をあえて取

らせていただいたのは、まずはこれ、我々議員、議会としてもしっかりこれを考えたいという

ところです。できればこれ、すごく画期的な請願ですので、ここで終わらせたくないと思って

います。議員各位がこの請願の願意をしっかり考えていただきたいという意味で、請願という

形を取らせていただきました。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） ここまではあらかじめ考えた質問だったんですけれども、事前に請願

の文面をおよそ見たときに、ちょっと分からなかったことに言及されたので、そのことをお尋

ねしたいんですけれども、実施方針の正当性に疑問があるということに関するところなんです

けれども、17年間以上やった場合には、計算上、センター式のほうがより安価になるので、そ

の正当性の説明を求めたいと先ほど説明があったかと思います。ということは、あらかじめ見

た段階では、請願者がセンター方式のほうが安価であり、デリバリー方式ではなく、そちらを

選ぶべきだったのではないかという願意があるのかと思ったんですけれども、必ずしもそうい

うことではないということでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） このデリバリー食缶方式が最安値でないというのを一つの理由として挙

げさせていただいたのは、これ要は説明がちょっと不足しているんじゃないかというところだ
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と私は解釈しております。 

 市が作成した実施方針に記載の数値を基に10年以降の費用を試算してみました。これ、私も

気づかなかったんですけれども、これ請願者のほうから指摘がありまして、これちょっと考え

てみたら、確かにそうなんですね。デリバリー食缶方式は、各方式の中で初期費用が一番安い

のですが、ランニングコストが大きくなるのが特徴ですね。一方、センター方式は、初期費用

が大きい代わりに、ランニングコストが一番小さくなります。これは単純なことなんですけれ

ども、両方式の費用を10年継続して比較すると、執行部の説明のとおりデリバリー方式が一番

安くなるんですけれども、これ同じ数値を用いて20年間継続すると、計算してみますと、ラン

ニングコストが低いセンター方式が逆転するという、最安値になるわけですね。 

 事業期間が長くなればなるほど、ランニングコストが小さいのが当然逆転する現象はあるん

ですけれども、これを市長、執行部のほうから説明がなかったと私は思っています。実施方針

の中では、10年間の必要経費を比較して、デリバリー食缶方式を最安値との説明を受けました

が、20年間、30年間の長期のトータルコストについても説明が必要だったんではないかと思い

ます。説明不足というところで、これを一つの説明会が必要だという理由に挙げました。 

○議長（門田直樹議員） ほかに質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 請願第３号は、太宰府市議会会議規則第139条第１項の規定により委員会付託を省略しま

す。 

 これから討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 １番タコスキッド議員。 

○１番（タコスキッド議員） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、「「中学校完

全給食」をテーマにした、「太宰府市長と語る会」の開催を太宰府市長に求める請願書」につ

いて、賛成の立場で討論させていただきます。 

 中学校完全給食に関して関係のある生徒、保護者、学校関係者、ＰＴＡなどに対する事前の

要望などの聞き取りや対話の機会、決定後の説明や意見交換の場が必要であったと思います

し、それ以外の太宰府市民に対しても、大きな予算を今後、長きにわたって必要とする一大プ

ロジェクトでありますので、十分な説明及び意見交換が必要なのではないかと考えます。 

 今後のよりよい運用の手がかりにもなりますので、ぜひ中学校完全給食をテーマにした太宰

府市長と語る会を開催していただきたいと思います。 

 以上を賛成討論とさせていただきます。 

○議長（門田直樹議員） ほかに討論はありませんか。 

 ３番今泉義文議員。 
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○３番（今泉義文議員） ただいま議長より討論の許可をいただきましたので、討論させていただ

きます。 

 このたびの中学校完全給食に向けて、請願書にも記載していただいているとおり、太宰府市

学校給食研究委員会からの答申を教育委員会が受け、実施方針案をまとめ、その後に市が太宰

府市中学校完全給食実施方針を決定しています。現在では、事業開始前の設計監理等委託料及

び債務負担行為について、６月議会で可決成立している状況です。このことについて、市の広

報紙「だざいふ」８月号やホームページに記載されています。私たち議員も、これ以上の情報

を持ち合わせていない状況です。 

 ただ、市長は、６月の議会全員協議会の太宰府市立中学校完全給食実施方針についての中

で、議会から様々な質問を受けながらお答えしていくことになる、研究委員会の中でも議論を

いただくことになる、そして市民の方に向けても、これから説明を尽くす上で意見をいただく

ことも可能であるし、そうした中で、よりよい給食に向けて少しでも実施に進めていきたいと

述べてあります。 

 市長を擁護するものではありませんが、現段階での執行事業における市の対応として、これ

から先、詳細な委託業者等の選定などの契約行為や詳細な事業計画立案などが出てくる段階で

あり、請願の必要性が現段階では存在していないと思います。 

 以上、同会派の宮原伸一議員と共に反対討論とさせていただきます。 

○議長（門田直樹議員） ほかに討論はありませんか。 

 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 反対の立場で討論させていただきます。 

 あらかじめ用意した討論を、先ほどの質疑を踏まえて若干変更することがあろうかと思いま

すので、お聞き苦しいことがあればお許しください。 

 この請願に対する賛否を判断するに当たって、中学校給食を今市長と語り合うことの適否、

そもそも市長と語る会というものをどういうふうに位置づけるか、それを考慮すべきだと考

え、請願を検討させていただきました。 

 まず、その趣旨についてですけれども、請願者は、中学校給食の実施が、直接の当事者であ

る生徒、家庭、学校関係者のみならず、一般的な市民が積極的、ポジティブな関心を持つこと

が重要だと認識していると思われます。その点は同感です。 

 同時に請願者は、中学校給食が改良され続けることを前提として求めており、その視点は長

期的なものだと思い、やはり同感です。 

 市長と語る会の開催というこの請願の直接的な内容は、ここまで同意した、そうした考え方

の手段として位置づけられると思います。したがって、論点は、市長と語る会という手段を選

択することのよしあしだと私は考えます。 

 先ほど、実施方針に対する疑問が事実として存在するということに関しては、若干私が理解

していたものとは違う理解が請願の側にあったと思うので、一言言及しますけれども、先ほど
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の説明では、事業期間が長くなればなるほど安くなるということから、この事業がデリバリー

方式で長期化するという前提で説明してほしいという趣旨だと考えます。 

 私自身は、今回の実施方針は、短期的には今この選択をするのが現実的だという判断だと理

解しています。長期的に見れば、必ずしもデリバリー方式が適切だと、望ましいとは、私自身

は考えていないんですけれども、その点では、請願の説明によって行われた、かなりの期間、

長期化することを前提としての考えということを私はしていません。そのことは一言言ってお

きます。 

 そうすると、給食の改善を図るべきだというプロセスについては、先ほど言いましたように

同意なんですけれども、私にとって給食の改善とは、食育をはじめとする学校生活と生徒の成

長、環境の改良、それがまず第一。その実現の過程で、地域社会もまたより豊かになり、地域

での暮らしの質も向上する、そういうことを目指すという意味を持っています。 

 現時点では、デリバリー方式が実際に導入されるまでの短い期間でどれだけのことが実現で

きるか、いかにして長期的な給食の改善というものにつながる要素を、そのデリバリー方式の

中に取り込める、それが大事だと私は考えています。これは、生徒の今に直結する事柄、教育

的な課題だと考えておりまして、市長よりは教育委員会が主導すべき事柄だと私は考えていま

す。市長は裏方でいいということです。 

 次に、全市民を対象として全市民に関わるテーマでの市長と語る会ということですけれど

も、このような市長と語る会を開催することについては、十分考慮に値する選択肢だと思って

いるんですけれども、留保すべき点があると考えています。先ほど説明がありましたように、

早急に開催することが必要だという請願ですけれども、趣旨で暗示されている請願者の長期的

な視点とは、必ずしも整合的でないというのが率直な感想でした。 

 ホームページの表現からも分かることですけれども、従来の市長と語る会は、市長その人が

直接市民と語ることを重要な要素としています。生身の市長を要素とする市長と語る会には意

味があり、市政を身近に感じてもらい、逆に市民生活の身近なところから市の施策の種を拾っ

ていく、そういうふうに位置づけることができると思います。ただし、それは政策形成の初期

の段階に位置づけるべきことだと私は考えています。無論、それが大きなテーマに育っていく

ことはあると思いますが、それは別の話です。 

 私は、大きなテーマであればあるほど、市長個人を強調する形で市が政策形成を図ることに

は反対で、それは市民参画の理念に本質的には逆行すると考えています。市長個人が力量を発

揮すべきときは、政策形成段階よりも政策実行段階であり、大きなテーマであればあるほど、

そうすべきだと思っています。市長一人が決めることではないということですね。 

 市長には大きな権限があると一般には観念されていることを思えば、実行段階にある政策を

テーマに市長と語る会で意見を出せば、それが市長判断ですぐ実行されると受け取られやすく

なると思います。逆に実行されなければ、市長の優柔不断ということになるでしょう。仮にそ

こですばらしい意見が出て、市長がそれを即断で実行したとしても、それは本来の市民参画と



－27－ 

は性格が異なり、市長の判断力を褒めたとしても、手法は独断的だと呼ぶしかないと思いま

す。たまたま出た結果は素直に喜べばいいんですけれども、それを期待して独断が繰り返され

ることがないようにするべきだと考えています。市長を監視する立場の議会の一員としては、

私はこう考えており、市長と語る会に僥幸的な変化を期待することはすべきではない。市長部

局には裏でしっかり汗をかいてほしいと思っています。 

 先ほどの説明では、そういうことよりも、長期的な観点で、ずっと先のことを市長にでなけ

れば話せないだろうということでしたけれども、逆に言うと、そんな先のことは市長が今語る

べきことではないだろうと私は思います。したがって、議会の立場として手順の問題として考

えれば、生身の市長を強調する市長と語る会を土壇場で開催することは、むしろ政策の攪乱要

因だろうと考えています。 

 現在、中学校給食は、その導入ということが政策の実行段階にあることは明らかで、しかも

喫緊の課題です。政策形成、よりよい中学校給食を実現していくということと、今導入すると

いう実行段階とは峻別すべきだと思います。 

 請願者の言うとおり、一般市民を対象とする説明と対話は必要だと思っています。私も思っ

ています。中学校給食の導入それ自体は、太宰府市にとっては年来の政策目標と考えるべき

で、楠田市長のゼロベースと言われる期間が説明不足であったことは否めないと私も考えてい

ます。それは、政策意思が太宰府市で共有されてから、具体策へと形成されるまでの説明が不

足していたということを意味します。その点では、請願者と同じ意見ですね。 

 請願者の本意とするのが、中学校給食の継続的な改善というのであれば、市長との対話の時

期としては、給食の導入時というよりも、導入後の政策形成をテーマにできる時期を選ぶほう

がよいと思います。 

 既に述べたことですが、現時点では、直接の当事者と教育委員会こそが説明と対話の主役と

なるべきで、それが効果的に行われ、そこでよい提言があれば、それを短時間で実行できるよ

うに最善を尽くし、それをきちんと伝えて全市民の納得を得ていくプロセスを踏む、そちらに

むしろ市長の役割はあると考えています。あたかも市長その人が早急に判断を主導し、決定す

ることができるような場面を設けるべき時期ではないと考えます。 

 今回の市長と語る会を主題を明確にした形でするというアイデアはいいと思っています。た

だし、主題化された市長と語る会は、テーマの選択や開催時期、当該政策の一連のプロセスの

中での位置づけ、そういったことの十分な検討を経た上で判断すべき事柄だと思います。長い

スパンで言えば、市長と語る会のようなものを考えていくこともこれから必要だと思っていま

すし、短期的にも実行しても構わないとは思います。しかし、その位置づけはより慎重に検討

する必要があると思えば、議会のほうから積極的に市長に実施を促す必要はないと私は考えて

います。 

 質疑を受けて討論しましたので、若干混乱したところがあったとすれば、その点はお許しく

ださい。 
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 以上をもって終わります。 

○議長（門田直樹議員） 賛成討論はございませんか。 

              （７番木村彰人議員 挙手） 

○議長（門田直樹議員） 木村議員は紹介議員で登壇されたのですが、通常、１議員は１回の意見

を述べるということではあるんですが。ご理解されますか。 

○７番（木村彰人議員） はい。 

○議長（門田直樹議員） いや、ちょっと待ってください。まだ許可していません。あえてそれで

も討論をされるということですか。 

○７番（木村彰人議員） はい。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 賛成の立場で討論いたします。 

 去る６月議会、中学校完全給食の実行予算が計上された補正予算に対する私の賛成討論の中

で、学校関係者、保護者、生徒と共に一般市民を対象とする意見交換会を開催することを楠田

市長にお願いしたところですが、残念ながら今のところ意見交換会の動きはないようです。そ

うしたところ、請願の紹介議員のご相談があり、まさに我が意を得たりの内容に賛同するとと

もに、紹介議員を引き受けた次第です。 

 さらに私の想定を超える部分が、市長と語る会を中学校完全給食に関する市民との意見交換

会の場にしてしまうところです。 

 先ほども議員各位の討論を聞いておりましたが、なかなかその間でも意見がなかなか食い違

うというところがありますので、ましてや一般市民にとっては、この給食の大きなプロジェク

トというのは、なかなかよく分からない部分がいっぱいあると思います。そういうところも踏

まえまして、中学校完全給食をテーマにした楠田市長と語る会、これは非常に有意義なことだ

と思います。 

 惜しむらくは、提案当日の即日採決になってしまったことで、審議、熟慮のための十分な時

間が確保できなかったことと、請願者自身による付託先委員会での提案理由説明が実現しなか

ったこと、これらは紹介議員として誠に残念であると思い、何より請願者であります３つの市

民団体に対して申し訳なく思います。 

 この画期的な請願を何としてでもここで終わらせたくない。請願の願意である中学校完全給

食をテーマにした楠田市長と語る会の実現を強く願っております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ほかに討論はありませんか。 

 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 私は、「「中学校完全給食」をテーマにした、「太宰府市長と語る

会」の開催を太宰府市長に求める請願書」について、反対討論をさせていただきます。 

 私は、中学校の完全給食は、貧困対策の面や、義務教育の９年間は、小学校、中学校の生徒
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が同じ物を食べることが望ましいという食育を願ったものでございました。 

 今まで太宰府市立中学校完全給食の実施方針も説明され、答申までされました。その内容に

つきましては、危機管理体制を含め、まだ検討が必要でございます。しかしながら、実施方針

案を確認もさせていただきました。 

 ６月の補正予算では、紹介議員は修正動議を出され、最終的には補正予算も可決されたとこ

ろでございます。中学校完全給食の実施は、今まさに進行中でございます。この請願は、市長

に対しての市長と語る会の請願と私は考えました。木村議員が先ほど言われましたように、議

員が一つになりということは、要望でなく、請願を出しましたということを言われましたけれ

ども、紹介議員の木村議員が議会に対して何の説明もなく、紹介議員一人が市民団体と今回、

今完全給食を実施されようとしている市に対してこのような請願を出されるのは、私は残念で

たまりません。 

○議長（門田直樹議員） 傍聴席は静粛に願います。 

○１２番（田久美子議員） 中学校給食をテーマにした太宰府市長と語る会の開催、中学校完全

給食をテーマにすることが、今なぜ必要なのか。中学校完全給食に反対ということですかね。 

 よって、この請願は、中学校完全給食が先延ばしにならないように、中学校完全給食が中止

にならないように、この請願については、同会派の陶山議員、入江議員と反対させていただき

ます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ほかに討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 請願第３号「「中学校完全給食」をテーマにした、「太宰府市長と語る会」の開催を太宰府

市長に求める請願書」を採択することに賛成の方は起立願います。 

              （少数起立） 

○議長（門田直樹議員） 少数起立です。 

 よって、請願第３号は不採択とすることに決定しました。 

              〈不採択 賛成２名、反対14名 午前10時36分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１０ 意見書第３号 教育予算の拡充等に係る意見書 

○議長（門田直樹議員） 日程第10、意見書第３号「教育予算の拡充等に係る意見書」を議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。 

 ８番徳永洋介議員。 

              〔８番 徳永洋介議員 登壇〕 
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○８番（徳永洋介議員） 日程第10、意見書第３号「教育予算の拡充等に係る意見書」について、

意見書の朗読をもちまして提出理由に代えさせていただきたいと思います。 

 提出者は私、徳永洋介、賛成者は太宰府市議会橋本健議員、長谷川公成議員であります。 

 教育予算の拡充等に係る意見書。 

 日本の将来を担い、安全で安心な社会の基礎づくりにつながる子どもたちへの教育は、極め

て重要です。 

 義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則にのっとり、教育の機会均等と教育水準の

維持向上を図ることを目的とし、我が国の義務教育の円滑な推進を支えてきた根幹的な制度で

す。厳しい財政状況の中、独自財源による人的措置等を行っている自治体もありますが、自治

体間の教育格差が生じることは大きな問題です。国の施策として、定数改善に向けた財源保障

をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられる条件整備は不可

欠です。 

 令和３年の法改正により、小学校の学級編制標準は段階的に35人に引き下げられました。今

後は小学校にとどまることなく、中学校での早期実現も必要です。加えて、きめ細かい教育活

動を進めるためには、さらなる学級編制標準の引下げ、少人数学級の実現が必要です。萩生田

元文科大臣も、改正義務標準法に関わる国会答弁の中で、30人学級や中高における少人数学級

の必要性について言及しています。 

 学校現場では、貧困、いじめ、不登校など解決すべき課題が山積しており、子どもたちの豊

かな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況とな

っています。また、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、新たな業務も発生しています。豊

かな学びを実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善が不可

欠です。 

 よって、国会及び政府におかれましては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治

体が計画的に教育行政を進めることができるようにするために、下記の措置を講じられるよう

強く要請します。 

 １、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の堅持ととも

に、教育予算の拡充を図ること。 

 ２、中学校での35人学級を早急に実現すること。また、さらなる少人数学級について検討す

ること。 

 ３、学校における豊かな学びを実現するため、加配の増員や少数職種の配置増など教職員定

数改善を推進すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） 文章の８行目、「令和３年の法改正により、小学校の学級編制標準

は段階的に35人に引き下げられました。」というところ、ここさらっと書いてありますけれど

も、とっても大事な内容が隠されておりまして、政府の2020年の骨太の方針に、少人数による

きめ細かな指導体制の計画的な整備が明記され、そこに2021年の予算編成で財務省とのかなり

衝突があって、文科省は今回、昨年の40年ぶりの大改革ということで、新聞にも大きな活字で

たくさん載りました。改正義務教育標準法が成立をして、５年間の間で検証を重ねながら、こ

のときの大臣もおっしゃっていましたけれども、この検証を重ねたときの第２ステージとし

て、中学校、また30人の学級に移行をということも明言をされております。 

 そんな中で、今までずっと毎年毎年のように35人学級という意見書をいただきましたけれど

も、また昨年のこの40年ぶりの大改革はやっと今から、今進められているという中でこの意見

書を出すというのは、どういう真意があるのか、また、これはまた来年も出されるのか、同じ

ように毎年毎年出すということの説明をもう少し下さい。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） この35人学級、段階的な引上げ、これは物すごい第一歩だと思います。

教育改革は非常にすばらしいことだと評価しています。 

 ただ、やはり教育予算、今回文科省も、いろいろなスクールソーシャルワーカーであると

か、いろいろな子どもたちのための組織、いろいろな提案を文科省も持っています。ただ、予

算が72億円なんですね、全国で。本市においても、結局病休者、退職者、福岡の自治体でも教

員不足になっています。いつ担任の先生がいない状況になるか分からない、ちょうどぎりぎり

の状態で定数を行っているので、例えば太宰府市の中学校でも40人を超す学級、これがもう少

し下げないと、実際、いじめでの自殺があったときに、本当に学校現場の責任なのか。できま

すか。 

 いろいろな子ども、発達障がいの子、いろいろな家庭の子、それを多忙な勤務時間の中で実

際やっているのが現状です。このままではいけないと思いますし、ただ本会議においての意見

書については、数年前出していましたけれども、教育予算拡充についての意見書は、ちょっと

覚えてないけれども、久しぶりだと思っています。出していません。毎年は行っていません。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） 前渡邊県議が市議会に籍を置いてあったときは、毎年のようにずっ

と出して、それを引き継がれるようにずっと出されてきた経緯があると思います。やっとこう

いう形で改革が始まったということで、今おっしゃいました教員に関しても、毎年3,000人を

超える改善と、合計１万4,000人をこれから雇っていくと、増やしていくと、そういう計画も

きちんと出ているんですが、これに対して福岡県も同じような意見書を出されているのか。ま
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た、福岡県が環境整備が一番これから大事になってくる。今おっしゃったのは、まさに環境整

備だと思うんですが、これをやっていく上での環境整備について、福岡県はどのような体制で

あるのかというようなやり取りというのはされてありますか。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 県についてはまだちょっと状況を把握していませんので、確認したいと

思います。 

              （15番小畠真由美議員「結構です」と呼ぶ） 

○議長（門田直樹議員） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 意見書第３号は総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月８日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前10時46分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（３日目） 

   〔令和４年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    令和４年９月８日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
馬 場 礼 子 

（２） 

1. ひとり親世帯の養育費確保の支援について 

 （１） ひとり親世帯の本市の現状（就業状況・平均年間収入の中

    央値）について伺う。 

 （２） 本市のひとり親世帯の相談窓口とその取り組み（主な相談

    内容と件数）について伺う。 

 （３） 本市での養育費取り決めの状況と支払い状況の把握につい

    て伺う。 

 （４） 福岡県が本年度保証契約締結支援事業を創設したが、本市

    では実施予定はあるのか伺う。 

 （５） ひとり親世帯の本市の就業支援の取組み内容について伺

    う。 

2. 地域包括ケアシステム構築における日常生活支援総合事業につい

 て 

  団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に生涯住み慣れた地域

 で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

 医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包

 括ケアシステム構築の実現が望まれると考え、２点伺う。 

 （１） 地域包括ケアシステム構築における日常生活支援総合事業

    の本市の基本的な考えと体制について伺う。 

 （２） 生活支援コーディネーターの育成について本市の取り組み

    を伺う。 

２ 
タコスキッド 

（１） 

1. 中学校完全給食について 

 （１） 広報だざいふ８月号において「給食が開始されてからも生

    徒および保護者、学校関係者などへのアンケートなどを実施

    し、契約期間中であっても必要に応じて運用の修正を行い改

    善に努めます。」とあるが、具体的にいつ、どのようなアン

    ケートを行われたのか伺う。 
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 （２） 同じく広報だざいふ８月号において「本市の財政状況や社

    会情勢などを踏まえ、中学校給食がより良いものになるよ

    う、継続的な調査、研究を行っていくこととします。」とあ

    るが、附属機関の設置などどのような形で進められるのか伺

    う。 

2. インターネット上の誹謗中傷、人権侵害、差別やＳＮＳでのいじ

 めについて 

 （１） 市では、どの部署がどのように情報を把握し、事象の解決

    に向け、対応されているのか伺う。 

 （２） ある小学校校長にＳＮＳによる児童間のトラブルは無いの

    かと伺ったところ、とても沢山ある。保護者などを通じて連

    絡が入るので学校が間に入って対応しているとのことだっ

    た。 

     続けて、学校教育課等には報告はしているのかと尋ねたと

    ころ、嫌な思いをしたというだけでいじめではないので報告

    していないと回答があった。文部科学省が示している【いじ

    めの定義】によると「当該児童生徒が、一定の人間関係のあ

    る者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神

    的な苦痛を感じているもの。」とある。太宰府市では太宰府

    市いじめ問題対策連絡協議会を設置しアンケートも頻繁に行

    われ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

    の設置により「認知件数」は年々減少し、県内でも少ないと

    されているが、前述の小学校校長の認識も氷山の一角であ

    り、認知件数にカウントされていない「いじめ」が沢山ある

    のではないかと思われるが現状の対策の良い面、また、今後

    改善が必要と考えられている点を伺う。 

３ 
長谷川 公 成 

（16） 

1. 「太宰府市立中学校完全給食実施方針」について 

  中学校完全給食の実施方法等について４点伺う。 

 （１） Ｐ11「実施方式別必要経費（概算）」について 

     10年間の必要経費が一番安価なデリバリー方式で決定した

    と思うが10年経過以降の必要経費は検討されたのか見解を伺

    う。 

 （２） Ｐ11「実施方式別検討結果」について 

     兄弟方式で実施されている自治体もある中、本市では検討

    がなされていない。市として慎重に様々な方式を検討すべき

    だったと思うが見解を伺う。 
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 （３） Ｐ13「デリバリー方式による給食の実施にあたって」につ

    いて 

     市による献立作成やアレルギー食対応の指示などについて

    は市が責任を持って主導するとあるが、給食の内容によって

    は保護者による弁当等柔軟な対応を選択できるよう検討いた

    だきたいと思うが見解を伺う。 

 （４） Ｐ14「給食費の額」について 

     月額5,000円超の給食費が各家庭負担になるが不登校生徒

    を持つ家庭やつばさ学級に登校している生徒についてはどの

    ような検討がなされるのか伺う。 

４ 
徳 永 洋 介 

（８） 

1. 公共施設の管理について 

 （１） 今後の公共施設等総合管理計画の方向性について伺う。 

 （２） 生徒数増が予想される教育施設について伺う。 

  ① 学業院中学校の校舎・体育館・プール・武道場の経過年数と

   各施設の改修・新築予定（配膳室）について 

  ② 今後５年間の学業院中学校の生徒数について 

  ③ 今後の学業院中学校の教室不足対策について 

2. 史跡地のバリアフリー化及び現状と課題について 

 （１） 大宰府政庁跡の活用計画について伺う。 

 （２） 史跡地における多目的広場の現状について伺う。 

５ 
木 村 彰 人 

（７） 

1. 中学校完全給食の財源と行財政改革について 

  令和４年６月に示された「中学校完全給食実施方針」に基づき、

 ６月議会に中学校給食関連の予算が補正計上・可決され、デリバリ

 ー食缶方式による中学校完全給食事業が動き始めたところである。

  この大事業の実施にあたっては、その裏付けとなる財源の確保と

 ともに、将来にわたる財源の見込みについても確認しておく必要が

 ある。 

  また、大きな財源を要する事業であることから、本市の喫緊の課

 題である行財政改革を、事業と同時並行で推し進めることが必然で

 あると考える。 

  そこで２点伺う。 

 （１） 中学校完全給食を安定的に実施し続けるための財源の見通

    しについて 

 （２） 財源の確保に欠かせない、行財政改革の具体的な取り組み

    と進捗状況について 
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６ 
神 武   綾 

（13） 

1. インボイス制度について 

  令和５年10月からインボイス（適格請求書）制度が導入されるこ

 とに伴い、消費税免税事業者の事業継続が困難になることが懸念さ

 れている。 

  太宰府市内の事業者への影響について２点伺う。 

 （１） 免税事業者への影響について 

 （２） シルバー人材センターへの対応について 

2. アスベスト対策について 

  水城小学校管理棟他改築事業において解体工事が行われる。アス

 ベスト含有施設であることから、飛散による健康被害が懸念され

 る。 

  市としての対応について３点伺う。 

 （１） 学校・保護者及び周辺住民への工事告知について 

 （２） 解体時の飛散状況の把握について 

 （３） 令和元年９月議会一般質問で要望していた建築物石綿含有

    建材調査資格者の立ち合いとアスベスト測定器の使用につい

    て 

3. 高齢者の生活支援について 

  コロナ禍における原油価格・物価高騰のなか、年金削減、１割負

 担者のうち一定以上の所得のある後期高齢者の医療費の窓口負担２

 割化など高齢者の生活が厳しくなっている。市としての支援につい

 て見解を伺う。 

７ 
 田 久美子 

（12） 

1. 高雄公園付近の市有地について 

 （１） 当該市有地の取得年度と整備計画について伺う。 

 （２） 当該市有地の今後の活用について伺う。 

2. 新生児聴覚検査の地方交付税措置について 

  新生児聴覚検査は地方交付税の中の少子化対策の内数として措置

 されていた。 

  令和４年度から新生児聴覚検査費として所要の金額が計上される

 ようになったが市として把握しているのか伺う。 

８ 
堺     剛 

（10） 

1. 本市のデジタル実装推進にむけて 

 （１） ソーシャルサービスの充実を醸成するため、市役所と共同

    利用施設や公民館等市民利用の公的施設とのネットワーク化

    を実現できないか伺う。 

 （２） マイナンバーカード普及促進に向けた本市の取り組みにつ

    いて伺う。 

 （３） 太宰府市版の自治体ＤＸ推進計画に伴う全体方針（ガイド

    ライン）の策定予定はあるのか伺う。 
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 （４） 今後ＤＸ推進の時に様々な業務内容や種々の制度の見直し

    もセットで行う必要があるが市の見解を伺う。 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  タコスキッド 議員         ２番  馬 場 礼 子 議員 

  ３番  今 泉 義 文 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  宮 原 伸 一 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  木 村 彰 人 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  舩 越 隆 之 議員         10番  堺     剛 議員 

  11番  笠 利   毅 議員         12番   田 久美子 議員 

  13番  神 武   綾 議員         14番  陶 山 良 尚 議員 

  15番  小 畠 真由美 議員         16番  長谷川 公 成 議員 

  17番  橋 本   健 議員         18番  門 田 直 樹 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２７名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  原 口 信 行 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  山 浦 剛 志 

          村 田 誠 英        市民生活部長  中 島 康 秀 

  健康福祉部長  川 谷   豊                行 武 佐 江 

  都市整備部長  髙 原   清                山 崎 謙 悟 

  観光経済部長  友 添 浩 一        教 育部理 事  堀   浩 二 

  経営企画課長  轟   貴 之        文書情報課長  髙 原 寿 子 

  管 財 課 長  堀   修一郎        市 民 課 長  野 寄 正 博 

          河 野 貴 之        国保年金課長  山 口 辰 男 

  福 祉 課 長  井 本 正 彦        介護保険課長  立 石 泰 隆 

  保育児童課長  伊 藤 健 一        子育て支援課長  松 田 勝 実 

  建 設 課 長  齋 藤 実貴男        産業振興課長  満 崎 哲 也 

          福 田 久 博        学校教育課長  鳥 飼   太 

  文 化財課 長  中 島 恒次郎 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  木 村 幸代志        議 事 課 長        花 田 敏 浩 

  書    記  三 舛 貴 市        書    記  井 手 梨紗子 

         

総 務部経 営 
企画担当理事 

都市整備部理事
兼総務部理事

人権政策課長兼 
人権センター所長 

健康福祉部高齢者福祉担当理事
兼高齢者支援課長

社会教育課教育 
施設整備担当課長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 議事に入ります前に皆様に申し上げます。 

 本定例会の一般質問におきましては、密集回避のため、本会議場内の議員出席数を10名とさ

せていただきます。他の議員の皆様は、議員控室のモニターにて視聴いただきますようお願い

いたします。 

 なお、答弁いただく執行部も質問者数ごとに最少人数で臨み、簡潔明瞭にご回答ください。 

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

 本定例会での一般質問通告書は16人から提出されております。そこで、一般質問の日程は、

さきの議会運営委員会におきまして２日間で行うことに決定していますことから、本日８人、

９日８人の割り振りで行います。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 ここで議員８名退場のため、暫時休憩します。 

              休憩 午前10時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時01分 

○議長（門田直樹議員） 会議を再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（門田直樹議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 ２番馬場礼子議員の一般質問を許可します。 

              〔２番 馬場礼子議員 登壇〕 

○２番（馬場礼子議員） 議席番号２番馬場礼子でございます。ただいま議長より一般質問の許可

をいただきましたので、通告に従い、２件について質問いたします。 

 まず、１件目、ひとり親世帯の養育費確保の支援について質問いたします。 

 ひとり親世帯となることで特に深刻となるのは、就業、収入面に関する問題です。厚生労働

省の平成28年度全国ひとり親世帯調査結果によりますと、母子家庭世帯は123万2,000世帯、父

子家庭世帯は18万7,000世帯となっています。各世帯の就業状況を見ますと、母子家庭世帯は

81.8％が就業、そのうち44.2％が正規雇用、父子家庭世帯では85.4％が就業、うち68.2％が正

規雇用となっています。そのほか、この調査結果から、生活に困窮しているひとり親世帯の実

態が見られます。このようなひとり親世帯の状況を踏まえ、質問いたします。 
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 まず、１項目め、本市のひとり親世帯の現状、就業状況と平均収入についてお伺いいたしま

す。 

 ２項目め、ひとり親世帯の相談窓口とその取組、主な相談内容と件数についてお伺いいたし

ます。 

 ひとり親世帯に対して、政府や各自治体では自立支援の導入や数々の手当の給付を行うこと

で自立していけるよう対策を講じていますが、それに加えて、養育費の確保は必須であると思

います。そもそも養育費とは子どもの監護、教育のために必要な費用のことで、一般的に言え

ば、未成熟子が自立するまでに要する費用のうち、生活に必要な経費、教育費、医療費などで

す。未成熟の子どもに対する養育費の支払い義務、扶養義務は、親の生活に余力がなくても、

自分と同じ生活水準を保障しなければならないとされています。仮に自己破産した場合でも、

子どもの療育費の負担義務はなくなりません。厚生労働省の調査で、「養育費の取決めをして

いる」が42.9％、「していない」が54.2％、「養育費を受けている」が24.3％、「受けたこと

がない」が56％という結果となっていることを受けまして、３項目め、養育費についてお伺い

いたします。本市の養育費の取決めの状況と支払い状況について、それを市は把握されている

かお伺いいたします。 

 ４項目め、その養育費に関する取決めを促し、養育費の継続した履行、確保を図るため、令

和４年度から福岡県は、養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用、保証料につ

いて補助する制度を創設しております。これが福岡県養育費保証契約締結支援事業という取組

です。現在は、令和４年４月１日以降に保証会社と養育費保証契約を締結した福岡県内の町村

に居住するひとり親で一定の要件の全てを満たす方が補助金交付の対象となっており、県内の

市では福岡市、久留米市、飯塚市で実施されているようです。本市では、このような支援事業

をどのように受け止めてありますでしょうか。そして、本市においてこの支援を行う計画はあ

りますでしょうか。 

 ５項目め、ひとり親世帯の本市の就業支援の取組について、どのようなものがあるかをお伺

いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 次に、地域包括ケアシステム構築における日常生活支援総合事業について質問いたします。 

 団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、

生活の支援、５つの要素が相互に連携しながら切れ目なくサービスが提供されることが求めら

れます。その中でも、介護予防や比較的元気な高齢者の社会参加を促進する介護予防・日常生

活支援総合事業は、地域包括ケアシステムには欠かせない住民互助の体制を整備、強化する上

で重要な取組だと認識しております。いわゆる住民が主体的に参加し、自らが担い手となって

いくような地域づくり、住民など地域の多様な主体に参画を求め、地域の支え合いの体制づく

りを推進していくことです。そこには、ご近所付き合いや町内会、住民ボランティア活動をは
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じめとした住民互助、お互いを助け合う互助の考え方が必要となります。将来的には、高齢者

のみならず赤ちゃんからお年寄りまで、対象世代の拡大を視野に入れた動きが必要かと思いま

す。そこで、次の２項目についてお伺いいたします。 

 １項目め、地域包括ケアシステム構築における日常生活支援総合事業の本市の基本的な考え

と体制についてお伺いいたします。 

 ２項目め、これを現実化するためには、ボランティア、サポーターを募り、そのネットワー

ク化などを行う生活支援コーディネーター、地域支え合い推進員が必要となっていきます。そ

こで、生活支援コーディネーターの育成について本市の取組をお伺いいたします。 

 以上２件、よろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） おはようございます。 

 １件目のひとり親世帯の養育費確保の支援についてご回答いたします。 

 まず、１項目めのひとり親世帯の本市の現状、就業状況、平均年間収入の中央値についてで

すが、ひとり親世帯の現状につきましては、本市では、児童扶養手当の現況届におきまして毎

年600人を超える方を対象に個別の面談により確認しているところであり、それらを取りまと

めました本市独自の統計的なデータは持ち合わせておりません。ただし、福岡県が昨年11月に

北九州市、福岡市、久留米市を除いて実施いたしましたひとり親世帯等実態調査におきまして

は、母子世帯の場合、就業形態は正社員、正職員の割合が50.5％、月の収入、手取り額は15万

円未満が48.4％、税込みの年間収入の平均額は276万円、また61.7％が300万円未満ということ

になっておりますことから、本市におきましても非常に厳しい状況であるということは認識し

ております。 

 次に、２項目めの本市のひとり親世帯の相談窓口とその取組、主な相談内容と件数について

ですが、ひとり親世帯の相談窓口としましては、保育児童課では、先ほど申し上げました児童

扶養手当の現況届の個別面談も含めまして随時、相談対応を行っております。その内容につき

ましては、児童扶養手当、特別児童扶養手当の相談とともに就業支援や子ども医療、就学援助

等、多岐にわたり、必要に応じて所管部署につないでおりますが、相談内容にはそれぞれ異な

る事情があり、それらを安易にまとめることは適当でないとの考えから、具体的な件数は記録

しておりません。 

 次に、３項目めの本市での養育費取決めの状況と支払いの状況の把握についてですが、本市

での養育費の取決めの状況は把握できておりませんが、令和３年度の児童扶養手当の現況届に

おける養育費に関する申告書によりますと、提出者626人のうち153人、24.4％の方が養育費を

受給していると申告されています。なお、福岡県の実態調査によりますと、母子世帯において

何らかの形で養育費の取決めをしている世帯は53.2％、現在も養育費を受けている世帯は

32.0％となっています。 

 次に、４項目めの、福岡県が本年度、保証契約締結支援事業を創設したが、本市では実施予
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定はあるのかについてですが、養育費は子どもの権利と言うべきものであり、その継続した履

行確保を図ることは重要なことと認識しています。このことから、福岡県が当該事業と同じく

町村にお住まいの方を対象に今年度から始めました養育費に係る公正証書等作成支援事業と併

せまして、その実施につきましては前向きに検討してまいりたいと考えております。 

 最後に、５項目めのひとり親世帯の本市の就業支援の取組内容についてですが、本市におけ

るひとり親世帯の支援といたしましては、親の残業や就職活動その他の際に、ご家庭などに支

援員を派遣して生活援助や子育て支援を行う日常生活支援事業、看護師、介護福祉士、美容師

などの資格取得のために養成機関で修業する期間に一定額を給付する高等職業訓練促進給付金

事業、就職につながる特定の教育訓練講座を受講する際に受講料の一部を補助する自立支援教

育訓練給付金事業、さらには、高卒認定試験の合格を目指す講座を受講する際に受講料の一部

を補助する高校卒業程度認定試験合格支援事業などを実施しております。また、ハローワーク

と連携した講習会や求人の情報提供、児童扶養手当の現況届の期間に合わせた市役所内での出

張相談窓口の設置なども行っております。 

 議員ご指摘のとおり、ひとり親世帯が生活に困窮していることは大きな社会問題であると認

識しています。このことから、今後、窓口に相談に来られた方に対しましてよりきめの細かい

対応を心がけていくとともに、県、ハローワークなどとの連携を強化し、ひとり親世帯をさら

に支援してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。本市のひとり親世帯の就業状況、平均収入、明

確ではないということですが、ほとんど県の状況とさほど変わらないと察します。その結果か

ら、ひとり親世帯、特に母子家庭世帯の困窮度は大変大きいと思われます。厚生労働省が定め

た相対的貧困率というのがあります。母子家庭世帯が51.4％と半数以上で、さらに深刻な貧困

状態、ディープ・プアにある母子家庭世帯は13.3％と、かなりの世帯がいます。ひとり親の貧

困は、子どもの就業状況や最終進学目標、成長過程において様々な状況に影響し、将来に影を

落とす可能性もあると思われます。その結果、さらにひいては生涯独身、少子化の加速につな

がり、日本社会全体の成長の妨げにもなりかねません。ひとり親の現状においては、それほど

の影を潜めていると思われます。 

 そこで、ご質問なんですが、そのスパイラル、負の連鎖に関してどのように受け止められて

いますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 議員からご提示いただきました各種の数値からも分かりますが、ひ

とり親世帯、特に母子家庭の生活状況は非常に厳しいものがありまして、貧困や社会的不利益

の連鎖を断つための支援は重要であると認識しております。私どもとしましては、できるとこ

ろからやっていくということになりますが、今後、窓口に相談に来られた方に対しましてより
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きめの細かい対応を心がけてまいりますとともに、今回議員にご提案いただきました養育費確

保策の検討も含めまして、県、ハローワーク、近隣自治体との連携をさらに強化いたしまして

ひとり親世帯を支援してまいりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。あと一つ再質問なんですが、本市の婚姻件数、

婚姻率、離婚件数、離婚率、また離婚件数のうちの年代別はどのようになっていますでしょう

か。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 令和元年度における本市の状況でお答えさせていただきますが、婚

姻件数は311件で、人口当たりの婚姻率は4.33％、離婚件数は121件で、人口当たり離婚率は

1.68％となっております。また、世代別の件でございますが、現時点での児童扶養手当の受給

者のデータで申し上げますと、合計561件中、40歳から44歳が140件で全体の約30％となってお

りまして、最多となっております。全体的で申し上げますと、35歳から49歳までの方で約７割

を占めておるといった状況でございます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。この太宰府のデータも、ほぼほぼ国のデータと

同じ水準かなと思っています。35歳から49歳が離婚件数のうち７割とご回答いただきました

が、まさに子育て世代、離婚件数の比率が一番、子育て世代の年代が圧倒的に多いというのが

判明しました。ありがとうございます。 

 ２項目めの相談窓口、取組に関してお伺いいたします。相談窓口に関して、保育児童課が担

当されているということですけれども、そこへの担当職員というのはいらっしゃるんでしょう

か。そして、大体何人体制で行われているんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） お答え申し上げます。 

 保育児童課の専任の担当職員というのは置いていないわけですが、職員数としては担当６名

で行っておるところでございます。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） 私、個人的な意見としては、社会福祉士の資格を持たれる専門の支援相

談員という方がいらっしゃるといいかなというふうに思っております。あと、相談件数に関し

てですが、相談件数、把握をされていないということなんですけれども、今後の動向を見る上

でも数値の把握ぐらいはしていただけたらなと思っております。 

 あと、相談の方法なんですけれども、皆さんほとんど来庁でのご相談になるんでしょうか。

それともほかに、例えば電話とかメールとか、そういった方法を取られている方はどれぐらい

いらっしゃるんでしょうか。 
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○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 議員ご指摘のとおり、電話やメールでの問合せも当然あるわけでご

ざいますが、ほとんどが窓口での相談という実態となっております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ほとんどが、来庁というのが一番分かりやすいと思いますけれども、メ

ールとか電話での応対もしていただいているということで、なかなか足を運べない方もいらっ

しゃると思いますので、そこのところもご丁寧によろしくお願いいたします。 

 あと、３項目めの養育費の取決め、支払い状況に関してなんですけれども、児童扶養手当の

現況届の部分でのご確認をされていると思うんですけれども、現況届によって、受け取ってい

るというのが24.4％ということで、養育費に関する申告書での確認はできたんですけれども、

これも国の水準とほぼほぼ同じ水準かなというのは分かります。養育費の取決め率とか受給率

を上げていくことということこそが、ひとり親世帯の家庭の生活の安定とかひとり親家庭で育

つ子どもの健やかな成長につながるというふうに思いますので、本市でも今後もしっかり状況

把握というのはお願いしたいなと思っております。 

 あと、４項目めの保証契約締結支援事業についてですが、ご説明いただいたとおり、養育費

の保証契約というのは、養育費の未払いが発生した場合、養育費の取決めをしても実際にもら

っていないというご家庭がたくさんいらっしゃいます。それを保証会社が立替えや督促をする

ことを内容とする契約のことで、それを締結する際の補助が、上限額、支援を受けられるとい

うことです。そのために公正証書を作ったりもしないといけません。そういう際の負担額にし

ても、その初期費用数万円というのがなかなか、ひとり親母子家庭では出すことさえ大変な状

況かと思います。このような支援を受けて取決めをすることによって、養育費を毎月確実に支

払ってもらえるという精神的にも経済的にもゆとりができます。「他市ではこのような支援を

受けられるのに、何で本市では受けられないの」ではなく、ぜひぜひ本市でも実施方向で考え

ていただけたらと強くお願い申し上げます。 

 あと、５項目めの養育費の問題と同じく大きなものに就業への不安がありますが、いろいろ

取り組んでいただいていることは分かりましたが、そこでご質問ですけれども、ひとり親に向

けてのそういった、結局、就業実績とかそういったもの、どれぐらいの方がご相談に来て、ど

ういう回答になって、どういう就業にたどり着いたかというようなご報告というか、通信とい

う形でひとり親家庭に周知していただいたり、利用実績などの詳細をひとり親家庭の方へご報

告通信という形でしていただきたいと思うんですけれども、そうするとなお一層利用者も増

え、雇用に結びつき、問題解決の一端になるのではないかと思いますので、そこのところは就

業実績に関してひとり親家庭にご報告とか通信という形でされていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） まず、実績についてお答えさせていただきますが、令和３年度の実
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績で申し上げますと、日常生活支援事業は４世帯が利用されております。委託事業者に対する

事務費も含めて17万円を支出しております。次に、高等職業訓練促進給付事業につきまして

は、５名の方に対し、740万円を給付しております。また、母子家庭等自立支援教育訓練給付

金事業につきましては、２名に対し、約39万円を給付しております。最後に、高校卒業程度認

定試験合格支援事業につきましては、令和３年度は申請があっておりません。なお、これらの

事業につきましては、国、県の補助金を活用して実施しております。 

 議員からご指摘の通信の部分につきましては、今後の課題かなというところで考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。高等訓練にしても５名で740万円、その実績と

いうのはおありですか。受けられた後にこういったところに就業したとかというの、実績は把

握されているんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 無事、看護師として働かれているというようなお声は届いておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ぜひ前向きに、そちらのほうの実績の報告とかもひとり親の世帯の方に

していただければ、もっと利用者も増えるんじゃないかなと思います。お願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 次で。もういいですか、２番目で。 

 高齢者福祉担当理事。 

○健康福祉部高齢者福祉担当理事（行武佐江） ２項目めの地域包括ケアシステム構築における日

常生活支援総合事業についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの地域包括ケアシステム構築における日常生活支援総合事業の本市の基本的

な考えと体制についてですが、いわゆる団塊の世代が75歳を迎える2025年をめどに、高齢者が

住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができるように、医療、介護、地域、行政が一

体となって支える基盤整備を進めております。具体的には、新しい介護予防・日常生活支援総

合事業、在宅医療・介護連携の強化、地域ケア会議の推進、総合的な認知症施策の推進、生活

支援・介護予防の基盤整備の５つの柱を重点的取組事項としております。 

 その中で、日常生活支援総合事業は、なるべく介護を必要としない暮らしを続けられるよう

に、健康寿命を延ばすことを目指しております。具体的には、主に要支援の認定を受けられて

いる高齢者には、ご本人やご家族の要望を聞きながら、訪問型や通所型のサービスを提供して

おります。また、65歳以上の全ての高齢者を対象に、運動教室や出前講座、すこやか相談な

ど、介護予防のための健康づくりと閉じこもり防止に努めております。 
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 次に、２項目めの生活支援コーディネーターの育成について本市の取組についてですが、地

域包括ケアシステムの構築に欠かせない生活支援体制整備事業は、太宰府市社会福祉協議会に

委託しており、現在、３名の生活支援コーディネーターに地域で活動していただいておりま

す。このほかに、毎年、市内の施設において、福岡県介護福祉士会主催の訪問型生活支援担い

手研修を行っております。無事に全ての研修を修了された方には修了証書を交付し、太宰府市

シルバー人材センターや各訪問型サービス事業所において、身体介護を伴わない掃除、洗濯、

買物などの生活援助の担い手として活躍されております。 

 また、総合戦略にもうたっておりますとおり、新しい公共という概念の具体化に向けて、身

近な地域の中での支え合いを促進すること、そして、地域の担い手やリーダー役となる人材の

育成に取り組むなど、全世代型の居場所と出番を創出するため、地域の実情に応じた交流の場

や居場所づくりを推進してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ご回答どうもありがとうございます。２件目の質問に関しては、市民の

方からこうしてほしいとかああしてほしいとかという声を踏まえてのものですが、あまりにも

そのご要望に関しては多岐にわたり、早急に解決できるものではありません。それで、私自

身、地域の助け合い、支え合いに関して、他市の状況とか取組についていろいろ話を伺いに行

きました。ただ、例えば福岡市と本市、大野城市と本市、筑紫野市と本市では、地域の特性の

違いによって助け合いという考え方もやり方も違いがあるかなというのが思われます。それ

で、今回、本市の基本的な考え方を先ほどお伺いしたところです。 

 お互いを助け合う互助の重要性というのは、これからの高齢化社会にとっては共通のものだ

と思います。そこで、私が考える３つのご提案を申し上げたいと思います。 

 １つ目、市全体が一気に取り組むというのは厳しいと思いますが、より実現ができそうな自

治会とか地域、そういったところをモデルケースとしてまず取り組んでいただけたらなという

のが、それが全体に浸透していけばいいのかなというのも思っております。 

 ２つ目が、そこには必ず若手とか若い力が不可欠であるというのを考えます。本市には大学

も多くあります。ぜひ、学生の方々に本市の力になってもらえないかというところです。先

日、そこに携わっている方と私、お話をしましたとき、学生の皆さん自身も、社会に出る前に

ボランティアという部分でぜひお役に立たせてもらえたらなというお声を聞きました。そこの

連携を本市はぜひ視野に入れていただけたらと思います。 

 それと３つ目、昨日、44自治会のうちの４つの自治会の女性自治会長さんと女性議員の意見

交換会というのを行いました。そこで感じたことは、互助の考え方に関しても、そもそも本市

の自治会の在り方、このままでは縮小どころか存続さえもどうなのかなというところで、自治

会自体の在り方とか改善、そして本市の自治会に対しての関わり方、見直しが先決ではないか

なというふうに思っております。 
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 この３点に関しては次に、そのご回答を含め、ご提案という形で質問を終わらせていただき

たいと思います。ぜひ、次に向けてのご回答のほうよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員の一般質問は終わりました。 

 ここで10時45分まで休憩します。 

              休憩 午前10時32分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時45分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １番タコスキッド議員の一般質問を許可します。 

              〔１番 タコスキッド議員 登壇〕 

○１番（タコスキッド議員） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、２件質問させ

ていただきます。 

 まず、１件目、中学校完全給食について。 

 １項目めは、広報「だざいふ」８月号において、給食が開始されてからも生徒及び保護者、

学校関係者などへのアンケートなどを実施し、契約期間中であっても必要に応じて運用の修正

を行い、改善に努めますとあります。文面から察するに、給食が決定する以前にも生徒及び保

護者、学校関係者などへアンケートを実施されたと思いますが、具体的に、いつ、どういう対

象者に向けて、どのような内容のアンケートをされたのかを伺います。 

 次に、２項目め、同じく広報「だざいふ」８月号において、本市の財政状況や社会情勢を踏

まえ、中学校給食がよりよいものになるよう継続的な調査研究を行っていくこととしますとあ

りますが、例えば附属機関の設置を行い、市民や専門家の意見を取り入れていくなど、具体的

にどのような形で進められるのかを伺います。 

 次に、２件目、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害、差別やＳＮＳでのいじめについ

て。 

 １項目め、市ではこれらについて、どの部署がどのように情報を把握し、事象の解決に向

け、対応されているのかを伺います。 

 ２項目め、ある小学校校長に、ＳＮＳによる児童間のトラブルは表に出にくく、学校側が把

握するのは困難ではないのかと伺ったところ、「とてもたくさんある。最近の子どもたちはよ

く親に相談しているので、保護者を通じて連絡がある。その都度、学校が間に入って対応して

いる」とのことでした。続けて、学校教育課等には報告しているのかと尋ねたところ、「嫌な

思いをしたというだけなので報告していない」とのことでした。 

 文部科学省が示しているいじめの定義によると、当該児童・生徒が一定の人間関係にある者

から心理的、物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているものとあります。太

宰府市では、太宰府市いじめ問題対策連絡協議会を設置し、アンケートも頻繁に行われ、スク
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ールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの設置により認知件数は年々減少し、県内で

も少ないと言われているが、前述の小学校校長の認識を鑑みると、保護者に相談できている悩

みやいじめは氷山の一角であり、認知件数にカウントされていないいじめがたくさんあるので

はないかと思われます。そこで、現状の対策のよい面、また今後改善が必要と考えられている

点をお伺いいたします。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） １件目の中学校完全給食についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの、広報「だざいふ」８月号において、給食が開始されてからも生徒及び保

護者、学校関係者などへのアンケートなどを実施し、契約期間中であっても必要に応じて運用

の修正を行い、改善に努めますとあるが、具体的にいつどのようなアンケートを行われたのか

伺うについてです。過去のアンケートについては、平成16年と平成28年に中学校給食に関する

意識調査を行いました。どちらのアンケートも、生徒と先生方は給食を望む声は少なく、保護

者と市民は給食を望む声が多い結果となりました。その後も、令和３年度のランチサービス無

料試食会でもアンケートを行いました。アンケートは、ランチサービスの改善点や注文しない

理由、食に対する意識などについての質問でしたが、保護者の皆様からの自由記載欄には給食

を望むご意見が少なからずありました。 

 次に、２項目めの、本市の財政状況や社会情勢などを踏まえ、中学校給食がよりよいものに

なるよう継続的な調査研究を行っていくこととしますとあるが、附属機関の設置など、どのよ

うな形で進められるのか伺うについてです。中学校給食につきましては、給食を開始してから

も運用の修正を行い、太宰府らしい、よりよい中学校給食に向け、常に改善努力を怠らぬよ

う、まずは、今後も、常々担当部署で収集した情報を基に、部長会議や経営会議、三役会議等

を通じて調査研究を続けてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） １番タコスキッド議員。 

○１番（タコスキッド議員） ご回答ありがとうございます。平成16年と平成28年ということで、

データとしてはかなり古いんじゃないかなと思うところもあります。しかし、生徒、先生方が

あまり給食を望んでいる声が少なく、保護者と市民は給食を望む声が多いと。こちらに関して

は、現状、同じようなアンケート結果になるのではないかと思うところはあります。 

 先日、中学生にお話を聞いたところ、給食時間がとても短いと。僕が伺った話では、15分で

御飯を食べて、残りの時間で自由な時間ということになっているという話だったんですけれど

も、４中学校の状況を教えていただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 若干の違いはありますが、現在は給食じゃございませんでランチです

ので、ランチの準備、それから給食を食べる時間ということで、大体20分から25分間の時間を
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取っておりますが、ただそこで実際に食べる時間が何分なのかというところは日によってとか

準備の状況によっても変わると思いますので、明確に何分というところは申し上げられません

が、それぐらいの時間でございます。 

○議長（門田直樹議員） １番タコスキッド議員。 

○１番（タコスキッド議員） ありがとうございます。ばたばたと食べないといけないという現状

があったり、準備などで先生たちの負担が大きいというところで、先生側、生徒側からは望む

声が少なく、給食があると助かるというところ、保護者の方、それから食べられない子どもた

ちということを考えると、市民の方の意見としても給食を望む声が多かったのかなと思いま

す。 

 アンケートに関してなんですけれども、当事者である中学生、保護者、もちろんそれ以外の

市民の方からも、事前にもっと意見を求めてほしかったという声を聞いております。スピード

感や財政状況がデリバリー食缶方式を採用された大きな理由かと思いますし、その観点から見

ますと、いち早く全員喫食に向けてスタートが切れるということで喜ばれている保護者も多い

かと思います。しかしながら、市民の皆様に安心していただけるように、想定される問題を広

く集め、事前に検討し、説明することが大切だと思われます。 

 例えば、配送時のアクシデントや工場での異物混入など緊急時の対応。例えば、大手製パン

工場者、製造業や弁当製造業者との連携。各小学校でどの程度増産可能かなどの検討といっ

た、トラブルが起きた際のリスクをどれだけ減らせるかというようなことを市民の方、保護

者、生徒、中学校関係者と共に対話の中でつくり上げていただければ、より漏れが少なく、安

心した中学校完全給食事業になると思いますので、今後はアンケートのみならず対話の機会を

設けていただきたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） ２件目ですね。 

 市長。 

○市長（楠田大蔵） ２件目の、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害、差別やＳＮＳでのいじ

めについてご回答いたします。 

 改めて申し上げておきますが、６月議会と同様、質問の前提が間違っているところが多々あ

りますが、その点は最後に回しまして、まず我々の取組を伝えます。 

 本市では、人権に関する行政の総合的な推進を図り、時代に即した実効性のある人権行政を

積極的に推進するため、太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針を策定し、部落差別をは

じめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人など個別の人権問題の解決に向け、具体的な

施策の取組を行っております。そのため、様々な部署で相談業務を実施しており、その内容も

多岐にわたっております。相談内容のうち、部落差別をはじめとする人権侵害、差別に関する

事案など共有すべきものについては、部長職で構成する同推部長会議にて情報共有の上、経過

や問題点などを検証し、組織的に啓発などの対応に取り組んでいくこととしております。 

 次に、２項目めのいじめの認知に対する現状の対策についてご回答いたします。 



－49－ 

 ＳＮＳのトラブルについてですが、児童間のトラブルにつきましては、個別事象なので詳細

は控えさせていただきますが、いじめに発展したものを含めて複数件発生しております。ＳＮ

Ｓの書き込みの在り方については問題意識を持っておりますので、市教育委員会として、まず

は各学校のＩＣＴ活用カリキュラムに情報モラルについての指導を明記し、指導の充実を図る

よう努めております。 

 また、いじめ全般については、本市の小・中学校においては、いじめを適切に認知し、継続

した指導を行うための取組を実施しております。まず、教職員が日常的にいじめを適切に認知

するとともに適切な指導を実施できるようになることを目的とした、いじめの認知や対応につ

いての研修を実施しております。また、毎月、児童・生徒を対象とした学校生活アンケート、

年３回、児童・生徒及び保護者を対象としたいじめに特化したアンケートを実施しておりま

す。学校は、アンケートに上がった事案全てについて関係者への聞き取りや指導など丁寧に対

応するとともに、全て市教育委員会に報告してもらっております。もちろん、アンケート以外

にも、教職員が発見したり、本人や保護者、他の児童・生徒からの申出があったりするなど、

いじめやいじめの兆候が明らかになった場合も同様に対応しております。 

 これらの取組を通し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応が促されていると捉えており

ますが、いじめはいつでもどの学校、どの学級でも起こるものであることを全ての教職員が認

識し、我々も認識し、児童・生徒を見守り、指導する必要があると考えておりますので、徹底

した対策を継続してまいります。 

 ここで、先ほど申しました質問の内容の誤りについて指摘しておきます。 

 最初の通告書にありました人権政策課での職員とのやり取り、部落差別に関する情報は把握

しているが、それ以外は各課に情報があると思われ、共有はしていないとの回答だったと、そ

う書いていますが、職員に確認したところ、このような発言はしておりません。 

 また、校長先生の発言として先ほど質問に取り上げておられましたが、小学校の校長では少

なくともありませんし、また、嫌な思いをしたというだけで、いじめではないので報告してい

ないといった発言はしておらず、全く事実無根であります。 

 いずれにしましても、本市職員や学校職員とのやり取りを、事実をねじ曲げて、このような

質問の場やＳＮＳでさらす行為をこれからも続けられるとすれば、彼ら自体、議員と接触する

ことに大変萎縮いたしますし、我々の取組が誤って市民に伝わるということになりますので、

今後接触させられないということになります。 

 また、先ほどいじめの定義を議員本人があえて取り上げておられましたけれども、当該児

童・生徒が一定の人間関係にある者から心理的、物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦

痛を感じているものとあります。先日の議員協議会でも取り上げられたとお聞きしております

けれども、かつてＳＮＳで私の発言を取り上げて、市長には全て決める権利があるとおっしゃ

っていましたというＳＮＳの書き込みは全く事実無根でありましたが、その釈明として第三者

の発言ですという言い訳も全くのでたらめであります。これにおっしゃっていましたと書いて
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いますからですね、ご本人が。ですので、そうしたことも含めて、しかもこうした書き込みを

信じて、けしからん、問題発言だと炎上してしまっていますので、まさしく先ほどのいじめの

定義そのものの議員の所業とも言えると思っております。 

 議員の行い自身がまさしくいじめを助長しており、しかも当の本人がそれに気づいていない

と。そうしたことこそが、まさにいじめがなくならない原因ではないかと考えておりますけれ

ども、反問権として議員はどうお考えかお答えください。 

○議長（門田直樹議員） 反問権ということですね。 

 １番タコスキッド議員。 

○１番（タコスキッド議員） 先ほど市長が申されましたこと自体も僕は誤りがあると思っており

まして、まず、学校の校長先生及び人権政策課の方との僕を含めた面談とか聞き取りなども行

われていない状態で一方的に判断されるのはいかがなことかなと思います。それと、ＳＮＳの

発言に関しては、それは正しい訂正ではございませんで、別の項目に関するところを取り上げ

たものでございます。正しく回答されたものは議長経由で市長宛てに前回提出させていただい

ておりますので、そちらをしっかりと見ていただければと思います。 

 今回、反問権ということは、こちらはどうなるんでしょうか。回答を続けてよろしいでしょ

うか。 

○議長（門田直樹議員） 今の市長の質問に対してお答えいただければと思います。 

○１番（タコスキッド議員） なるほどですね。今申したとおり、きちんと聞き取りをした上で否

定していただけるのであればよいのですけれども、一方の話だけで確認していただくのはどう

かなと思います。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 聞き取りをしていないわけではもちろんありませんで、当該職員、そして当

該先生も含めて心当たりがないか確認をした上で、それを私は今発言をしております。そし

て、議員本人からは、ＳＮＳでの書き込みがありますので、もちろんご本人が書いておられる

でしょうから、ご本人の発言として照らし合わせて、そこが間違っているとお伝えをしていま

す。 

 そして、先ほどの釈明について間違って伝わっているということでしたが、釈明がどうであ

れ、そうした書き込みをしていることは今でも続いておりますし、炎上していることも事実で

ありますので、事実無根の発言を続けられるということは、同じ政治家として私はあってはな

らないことだと。事実をねじ曲げてこうした議論が行われれば、本来の議論を行うことができ

ないということは、昨今の風潮からしましても強く申し上げておきたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） １番タコスキッド議員。 

○１番（タコスキッド議員） 私のＳＮＳの発言に関する取扱いに関しましては、先日、議員全員

協議会で話合いを持ちまして、現在、議会事務局の方と一緒に訂正する文章を作成して確認し
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ているところであります。後日、後ほど、事実に関して適切に対処することと、今後ＳＮＳの

取扱いに関しては気をつけていくことはお約束させていただきます。 

○議長（門田直樹議員） タコスキッド議員、全員協議会ではなく議員協議会ですね。 

○１番（タコスキッド議員） はい、議員協議会です。 

○議長（門田直樹議員） 市長、もう特に、この件に関してはよろしいでしょうか。 

              （１番タコスキッド議員「この件に関して続けられないということ

……」と呼ぶ） 

○議長（門田直樹議員） まだ許可しておりません。 

 １番タコスキッド議員。 

○１番（タコスキッド議員） この後、お願い事がありましたが、続けられないということですの

で、今回は質問を取り下げさせていただきます。 

○議長（門田直樹議員） １番タコスキッド議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時15分まで休憩します。 

              休憩 午前11時02分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 16番長谷川公成議員の一般質問を許可します。 

              〔16番 長谷川公成議員 登壇〕 

○１６番（長谷川公成議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告して

おりました太宰府市立中学校完全給食実施方針について４点質問させていただきます。 

 初めに、私が中学校給食の一般質問を最初に行ったのが平成26年６月議会でした。あれから

約８年、ようやく一歩前進したと捉えております。しかしながら、新規事業であり、成長期の

生徒が口に含み、食するという非常に重要なことでもあり、これからの生徒たちの体づくり、

健康、成長の観点からも、今後の詰めが非常に大事になってくると思われます。そこで、保護

者に協力を得まして、完全給食実施に向けて疑問、不安等、意見や要望を聴取してきましたの

で、この場で質問させていただきます。 

 まずは、実施方式別必要経費（概算）について。10年間の必要経費が一番安価な食缶による

デリバリー方式に決定したと思われますが、10年経過以降の必要経費は検討されたのか、見解

をお伺いいたします。 

 次に、実施方式別検討結果について。兄弟方式で実施されている自治体もある中で、本市で

は検討がなされていないようです。市として慎重に様々な方式を検討すべきだったと思います

が、見解をお伺いいたします。 

 ３点目に、デリバリー方式による給食の実施に当たってについて。市による献立作成やアレ

ルギー食対応の指示などについては市が責任を持って主導しますとありますが、給食の内容に
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よっては、保護者による弁当等で柔軟な対応を選択できるよう検討していただきたいと思いま

すが、市の見解をお伺いいたします。 

 最後に、給食費の額について。月額5,000円超の給食費が各家庭の負担となりますが、不登

校生徒を持つ家庭やつばさ学級に通っている生徒に対してはどのような検討がなされるのかお

伺いいたします。 

 以上、ご回答よろしくお願いします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 太宰府市立中学校完全給食実施方針についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの実施方式別必要経費（概算）について、10年経過以降の必要経費は検討さ

れたのかについてご回答いたします。 

 実施方針には、実施方式別に給食開始から10年間の必要経費の概算を記載しておりますが、

この必要経費は初期整備費に10年間の運営費を加えて算出したものです。実施方針においても

その旨を明記しておりますとおり、センター方式や自校方式など、施設を保有する方式におい

て常々発生する可能性がある調理施設の維持管理費、改修費などについては計算に含んでおり

ません。これは、日常の修繕や故障対応、いつどういった改修を行うかといった条件や人件

費、資材価格など経費を検討する際の不確定要素が多く、必要額の見込みが立ちにくいためで

す。例えば、先日、水城西小学校に落雷があり、電気系統をはじめ大きな被害を受け、復旧に

は一定の費用が発生する見込みです。このような費用は、事前に見積もることは困難と言わざ

るを得ません。 

 さらに、給食施設は日常的に大量の調理や食器の洗浄などを行うため、長く使うほど施設の

傷みや不具合箇所が生じ、10年あたりを超えてきますと、施設や調理器具の不具合や改修箇所

が増えるなど、様々な費用が発生する可能性が高くなります。これらの費用は、センター方式

や自校方式などでは財政面に直接的に影響しますが、民間の調理施設を活用するデリバリー方

式においては、仮に委託料に転嫁されたとしても、当該施設を利用する複数自治体で按分され

ることになるため、本市への影響は限定的になると考えられます。 

 これら維持管理、改修費用等は定量化することが難しいものですが、常々発生する可能性が

あります。実施方針の実施方式別必要経費（概算）については、給食開始10年程までであれ

ば、これら維持管理、改修費等の影響がまだ大きくならず、より公平に各方式の必要経費を比

較できるのではないかと考えて記載した経緯があります。その上で、給食開始後10年まではデ

リバリーの食缶方式が最も経済的に有利であると考えておりますが、いずれにしましても中学

校給食をよりよく行っていくために、今後も調査研究を継続することが重要であると考えてお

ります。 

 次に、２項目めの、実施方式別検討結果について様々な方式を検討すべきであったのではな

いかとのご質問についてご回答いたします。 

 兄弟方式については、一部の中学校に調理施設を造り、そこから他の中学校に給食を運んで
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提供するという方式であり、親子方式と同様、複数校分を調理する場合の調理施設は工場とし

て取り扱われ、そのための開発許可申請や関係機関との協議、親校の施設整備などに時間を要

し、給食開始までに相当の期間がかかることになります。また、複数の学校に調理施設を建設

する場合はセンター方式のようなスケールメリットは期待できなくなる上、１校に絞るにして

も、調理施設を学校敷地内に建設することになることから、配送車の出入りなど教育環境上の

問題が発生する可能性が高くなります。今回、早期実施並びに財政状況を考慮するという基本

方針を踏まえての検討でありますため、現時点においてよりよい方式は兄弟方式よりもデリバ

リー方式であろうと結論づけております。 

 次に、３項目めの、デリバリー方式による給食の実施に当たって、給食の内容によっては保

護者による弁当など柔軟な対応を選択できるよう検討いただきたいとのご質問についてご回答

いたします。 

 給食実施において、アレルギー対応は特に気をつけるべき重大事項の一つとして捉えており

ます。何より給食を食べる生徒たちの安全が第一に守られるよう、今後選定する委託事業者と

も協議を重ねてまいります。アレルギー対応については、市の責任の下、学校と保護者、委託

事業者が連携、協力して行いますが、小学校と同様、アレルギーの内容、程度によっては家庭

からの弁当などの対応も検討してまいります。 

 最後に、４項目めの給食費の額について、不登校生徒を持つ家庭やつばさ学級に登校してい

る生徒の給食費についてご回答いたします。 

 現在、小学校においても長期欠席の児童の給食費は返還しておりますので、小学校の給食で

の取扱いを参考に、今後、方向性を決定してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員。 

○１６番（長谷川公成議員） ありがとうございます。まず、デリバリー方式で、もちろんそうで

すけれども、業者委託にはなると思うんですけれども、デリバリー方式になると、修理、改修

費用は含まず、維持管理費等がかからないというご回答だったと思うんですね。その中で、例

えば業者選定しました、その業者さんが、もちろん老朽化してくると思うんですね。そのとき

に、市のほうに修理費、改修費等負担してくれってもし言われた場合は、決定まだしていない

とは思うんですけれども、どのような対応をされるのかお伺いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 基本的な考え方といたしましては、そういうことも含めて委託料とい

うことにしておりますので、そのような額は発生しないというふうに現在捉えております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員。 

○１６番（長谷川公成議員） 分かりました。１項目めはさらっとで、もう決定していることです

ので、これ以上いろいろ言ってもしょうがないことですので、安全に進めていっていただきた
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いなというふうに思っております。 

 ２項目め、兄弟方式の件なんですけれども、実施方式に関しては、私を含め、過去、一般質

問等で議論された内容があったと思います。あと、議会で委員会を設置して、その後提出され

た要望書等、様々な意見が資料としてあるわけですね。その中で、研究委員会の中の資料とし

て、議員、議会要望書等、そういうふうなのが資料として配付され、議論されたのか。それと

も、研究委員会では全くの白紙の状態から議論して食缶でのデリバリー方式に決定されたの

か、お伺いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） これまで非常に長い時間、検討を進めてまいりましたので、そのこと

から分かってきたこと、蓄積したデータも含めてこちらのほうからご提供いたしまして、それ

を基に議論を進めていただいたという経緯がございます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員。 

○１６番（長谷川公成議員） 分かりました。白紙の状態ではなく、ある程度データ化した中で、

そういったのを配付した後に議論されたということですね。密室で、密室って言い方はおかし

いですけれども、傍聴者なしの状態でこの会議が進んでいったんで、どういった形でやったの

か、正直、誰も分からない状態だったんで。こういった意見が反映されてこれに決定したとい

うのであれば、納得するところでございます。２項目めはこれで終わりますね。 

 ３項目めは、デリバリー方式による給食の実施に当たってということですが、生徒や保護者

の意見の中で最も多いのが、食べる時間がないと、ゆっくりとですね。ということで、女子生

徒なんか非常に小さな弁当箱を持って登校しています。それを朝、足りるのと聞くと、時間が

ないから仕方ないんですと、そういった答えが返ってくるんですね。また、食べる時間がない

から、弁当をせっかく持っていっていても残す生徒もいるということで、給食になってそこま

で小学校のように時間が取れるのかという、ここは中学生の子たちが一番不安視しているとこ

ろなんですね。質問としては、この時間をぜひとも取っていただきたいということで、給食に

なってもこの時間が取れるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 時間については先ほどもご意見いただきました。非常に大きな課題だ

と思っております。現在、校長先生方も含めて、どのように時制をつくっていくのかというこ

とを進めております。給食をそもそも始める目的としては、子どもたちにちゃんと栄養を取っ

てほしいということでございますので、時間がないから残すということはあってはならないこ

とであると思っております。ただ、時間は限られたものでございますので、いかにこの時間を

つくるのかということをいろいろな面から今後考えていくことになると思いますので、今のご

意見も参考にしながら進めてまいります。 

 以上でございます。 
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○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員。 

○１６番（長谷川公成議員） 確かに、時間に中学生追われていると思うんですね。その後を逆算

していくと、帰宅するまで部活動があったり、最終下校時間もありますからね。そういったこ

とで、本当時間取るのが大変だと思いますけれども、ゆっくりというのもあれでしょうけれど

も、給食を残さず食べれるように時間を取っていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 あと、アレルギーの件なんですけれども、これやっぱり小学校でも自校方式なんでできてい

るのかなと思うところがあるんですね。何年何組誰々という名前が書いてある給食が、その子

専用に自校方式だったら作られるわけですね。それが果たして、どれだけアレルギー対応がで

きるのかというところが非常に多かったですね。献立によっては食べれるものが少なくて、満

足に食べれないと。やはりアレルギー食になりますからね。そういった児童も今、現時点でい

ます。そういった児童の保護者に話を伺うと、非常に不安だなという意見も伺っております。

アレルギーに関しては命に関わる問題なので、保護者としても慎重にならざるを得ません。ア

レルギー対応に対して今現在どのような検討がなされているのかお伺いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） アレルギーに関しては除去食ということで検討は進めてまいりますけ

れども、今から業者のほうが決定いたしますので、そこでどういう対応ができるのかというこ

と、できるだけ不便をおかけしないようにできたらというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員。 

○１６番（長谷川公成議員） デリバリー食缶で１つの業者から配送されるわけですね。ですか

ら、取り分けのときとかどのようになるのかな、そこは今理事がおっしゃったように業者との

協議の中で、果たして本当に一人一人対応できるのか、ここは大丈夫かなというところです。

私も心配しているところです。配送ですからね。果たして本当に間違いなくその生徒の手元に

ほぼ毎日届くのかという、そういった不安があるわけですね。 

 アレルギー対応給食だったら、先ほども申しましたとおり、食べれる食材も限られます。そ

の中で、生徒によっては好まない食材で調理されることもあると思われます。どうしても苦手

で食べられない給食が出る場合、その日は弁当を持ってきていいよというふうな対応も必要に

なってくると思うんですね。１答目のご回答でもありましたように、そういったところは検討

しますとおっしゃられたんですけれども、これ私、重要なことだと思うんですね。大事なこと

で、その給食によって、例えば献立を見て、今日は食べれないから学校に行きたくないとか、

ひょっとしたらそういう生徒も出てくるんじゃないかって、そういうふうに不安がありますの

で、これは重要な検討課題だと思っております。進めていく上において、今のお考えではどの

ようなお考えを持ってあるのかお伺いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 
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○教育部理事（堀 浩二） 嫌いなものが出たから食べられないと。それが先ほどの学校に行きた

くないというところにつながるのかというところになると、これは個別の対応は当然必要にな

ってくると思います。ただ、昔、どうしても全部食べなさいというような指導もあっておりま

したが、今はそこまで指導していないとか、そういうこともございますので、今のご意見も踏

まえて、どのような対応ができるのかというのを今後検討していくことになると思うんです

が、ただ大前提に、給食の目的としましては、成長期にバランスの取れた栄養が取れるだと

か、あと将来にわたって望ましい食生活というのを培っていくという狙いがありますので、で

きる限り子どもたちには食べてほしいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員。 

○１６番（長谷川公成議員） そうですね。私もそれを期待している、そのための給食だと思って

いるんでですね。 

 あと、保護者からの意見で、給食になっても、ひょっとしたら給食だけでは足りない生徒も

出てくるんじゃないかというところで、成長期ですので、その中で、例えば朝練がある部活、

一生懸命やっているところありますね。もちろん、朝御飯もさっと済ませてくるでしょうから

おなかもすく。給食じゃ足りないということになると、今、現時点でやっている売店、購買で

すね、そういったところでパン販売をしてほしいという要望もあるんですね。こういったこ

と、今後ご検討はされますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 売店の件につきましてもこれから検討することになりますので、まだ

ここでは具体的には申し上げられませんが、現時点で、売店で買ったパンを部活の前に食べる

というようなことは望ましくはないかなと思いますので、認めていないところだと思います

が、給食のよいところは、つぎ分けるときに多めにつぐとか少なめにつぐというような調整も

できますので、そういったところでも対応ができるのかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員。 

○１６番（長谷川公成議員） そうですね。食べれる生徒、特に女の子は、先ほども言いましたけ

れども、遠慮がちな生徒も結構いるんですね。思春期なんで、多く入れられると恥ずかしいと

か、そういった感じの子も出てくるのかなと思っているところもあります。これは始まってみ

ないと分かりませんから、検討課題として持っておいてください。 

 最後になりますけれども、給食の開始時期が現時点ではまだ不明なんですけれども、給食が

始まって３か月後とか半年後でも結構なんですけれども、生徒、保護者に対してアンケート調

査を、今後行っていくということだったので、そこは期待したいところでもありますけれど

も、こればっかりは始まってみないと分かりませんので、アンケート調査で様々な意見や要望

を受けて改善していくというふうな期待を込めたいと思いますけれども、最後、ご答弁いかが
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でしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） そちらにつきましては広報のほうにも載せさせていただきましたが、

子どもたちにとってよりよいものになるように、アンケート等も実施しながら改善を進めてい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員。 

○１６番（長谷川公成議員） またご意見、ご要望がありましたら、この議会でも取り上げていろ

いろお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 終わります。ありがとうございました。 

○議長（門田直樹議員） 16番長谷川公成議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時45分まで休憩します。 

              休憩 午前11時35分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時45分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ８番徳永洋介議員の一般質問を許可します。 

              〔８番 徳永洋介議員 登壇〕 

○８番（徳永洋介議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従って

２件質問させていただきます。 

 １件目は、公共施設の管理について２点伺います。 

 平成29年、2017年、太宰府市公共施設等総合管理計画の「あいさつ」では、「本市では、昭

和40年代から50年代にかけての高度経済成長期における急激な人口増加を背景に、多様化する

社会要請や市民ニーズに対応するため、様々な公共施設等が集中して建設されました。この時

期に整備された施設の多くが築後30年を経過し、老朽化が進行していることから、適切な改

修・更新の必要性が高くなっています。」と記されています。計画策定時に築後30年を経過し

た公共施設は、現在、40年を経過しようとしています。そこで、１項目めは、今後の公共施設

等総合管理計画の具体的な方向性について伺います。 

 ２項目めは、公共施設の55.1％と過半数を占めている教育施設について伺います。 

 教育施設のうち、特に学業院中学校においては、体育館、校舎、プール、武道場の各施設は

いずれも老朽化しています。また、空き教室の数は１教室となっています。今は少子化の時代

です。しかし、本校区内では新築のマンション、住宅の建設が進んでおり、生徒数増が予想さ

れることから、３点伺います。 

 １点目、学業院中学校の校舎、体育館、プール、武道場の経過年数と各施設の改修、新築予

定について。施設の改修あるいは新築については、計画されている中学校給食における配膳室
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の設置箇所にも影響が出てくると思われますので、どのようにお考えかお伺いします。 

 ２点目、今後５年間の学業院中学校生徒数について。 

 ３点目、今後予想される学業院中学校の教室不足対策について。 

 以上、３点について回答をお願いします。 

 ２件目は、史跡地のバリアフリー化及び史跡地の現状と課題について２点伺います。 

 先日、市民の方から、母が政庁跡に行きたいと言ったので連れていった。しかし、車椅子の

母を見学させることができなかった。何とかしてほしいという相談を受けました。 

 太宰府市文化財保存活用地域計画概要版の目指す方向には、平成26年、2014年以来、欧米や

アジア諸国も含め1,000万人もの来訪者を迎えるまでに成長し、かつ令和改元に伴い、令和発

祥の地として知られるようになり、史跡や悠久の歴史文化に改めて大きな注目が集まっていま

す。今後は、コストのかかる維持保存型から価値を生み出す活用型へ、すなわち史跡の維持保

存にとどまらない先進的な多用途の活用を進め、税収や観光経済効果の向上を図ることで、本

市固有の文化遺産の保護にも寄与する令和発祥の都としてふさわしい好循環のまちづくりを目

指しますと記されています。令和発祥の都として、まずは政庁跡の整備が必要ではないでしょ

うか。社会的ニーズのある高齢者、障がい者、外国の方等に向けた配慮として、バリアフリー

化を考慮すべきと考えます。また、史跡地の多目的広場に関しても疑問を感じます。政庁跡な

どの多目的広場はこのままでいいのでしょうか。 

 そこで、１項目め、大宰府政庁跡の活用計画について伺います。 

 ２項目め、史跡地における多目的広場の現状について伺います。 

○議長（門田直樹議員） 総務部理事。 

○総務部理事（山崎謙悟） １件目の公共施設の管理についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの今後の公共施設等総合管理計画の方向性についてですが、平成29年３月に

策定いたしました太宰府市公共施設等総合管理計画が５年を経過しましたことから、国から示

された計画改訂の指針や留意事項を参考としながら、現在、副市長を委員長とし、全部長級で

構成する太宰府市公共施設等総合管理計画策定委員会及び各施設の所管課長等で構成する公共

建築部会（市長部局）、公共建築部会（教育委員会部局）、インフラ施設部会の３つの部会に

分かれて、鋭意、改訂作業を進めているところであります。改訂版の完成につきましては令和

４年度中を目標としておりますので、その中で今後の方向性もお示しすることができるよう努

めてまいりたいと考えております。 

 また、公共施設整備基金に、昨年の令和３年９月議会では５億円を積み立て、本議会にご提

案している一般会計補正予算（第４号）では10億円を積み立てる予定としており、公共施設の

老朽化に伴う今後の改修や更新、長寿命化対策などに着実に備えを整えておるところでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 
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○教育部理事（堀 浩二） 次に、２項目めの生徒数増が予想される教育施設について伺うの１点

目、学業院中学校の校舎、体育館、プール、武道場の経過年数と各施設の改修、新築予定（配

膳室）についてご回答いたします。 

 まず、校舎は棟ごとに建築年数が違い、職員室があります管理・特別教室棟は昭和44年から

昭和45年建築で、経過年数は52年から51年経過。体育館は、昭和45年建築で51年経過。プール

は、昭和47年建設で49年経過。武道場は、平成２年建築で32年経過しております。 

 次に、各施設の改修、新築予定についてですが、本市における学校施設の現状といたしまし

ては、老朽化やバリアフリー化、多様な学習活動等への対応など様々な課題を抱えておりま

す。また、施設の改修等に当たっては、児童・生徒数の推移も正確に見極めていく必要があり

ます。学業院中学校においては、複数のマンション建設や西日本新聞社ヘルスセンター跡地の

住宅地開発計画等により、校区内の人口増加に伴い、生徒数も一時的に増加することが予想さ

れています。あわせて、文化財等の敷地的制約などもありますので、今後実施される中学校給

食の配膳室の整備計画も含め、総合的な検討を行ってまいります。 

 次に、２点目の今後５年間の学業院中学校の生徒数についてですが、学業院中学校の生徒数

は、令和４年５月１日現在、914名です。先ほど述べましたように、校区内の人口の増加に伴

い、生徒数も一時的に増加することが予想されますので、今後も学業院中学校区の住宅開発な

どの情報には特に注意を払いながら、随時、生徒数の推移を注視してまいります。 

 次に、３点目の今後の学業院中学校の教室不足対策についてですが、短期的には生徒数の増

加により学業院中学校は教室数が不足することが今後予想されますが、中・長期的には現在よ

りも生徒数は減少することが見込まれています。まずは、現在保有している教室のレイアウト

の変更や配置の見直し、仮設教室の建設など可能な限りの工夫を行うとともに、社会情勢や財

政状況等を見極めながら、可能な限り適時適切な対応を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 公共施設の課題は、かなり市にとっても大きなものだと思います。それ

で、素人なんで教えてほしいんですけれども、建物系の公共施設、学校施設、生涯学習施設、

その他建設系の施設、インフラ系公共施設、道路、橋梁、上下水道、その他インフラ施設とい

うふうにあると思うんですけれども、素人考えで、道路、橋梁については市単独ではなかなか

難しいと思うんですが、その他の施設の国、県の補助金はどのような、分かりやすく説明して

いただければありがたいです。 

○議長（門田直樹議員） 総務部理事。 

○総務部理事（山崎謙悟） 補助金関係ということなんですけれども、長寿命化の補助金といたし

ましてですけれども、まず建物系の公共施設でございますが、こちら学校施設などにつきまし

てですけれども、こちらは国の長寿命化の補助事業のメニューがございます。ただ、それ以外

の建物系の施設に関しましては、全てこれ補助があるというふうなわけではございません。ま
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た、インフラ関係ですけれども、橋梁や下水道などにつきましては国の補助メニューがござい

ますが、道路の改修等、その他インフラ公共施設につきまして国の補助事業のメニューが存在

するというわけではございません。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） ありがとうございます。78施設の建物系の公共施設、主要な39施設、太

宰府にありますけれども、その主要な39施設の中、一番古いなと思ったのが教育支援センタ

ー、建物が54年経過しています。基本的に、60年経てばという基本的な考えがあると思うんで

すけれども、今現在で教育支援センターについての考え方というか、具体的に進んでいれば、

お願いします。 

○議長（門田直樹議員） 総務部理事。 

○総務部理事（山崎謙悟） 教育支援センターの老朽化対策につきましてですけれども、直近でご

ざいますと、令和２年度にトイレの改修をいたしておりまして、令和３年度には外壁の塗装や

床の一部を改修するなど、適切な維持管理には努めてございます。今後の方向性につきまして

は、教育委員会とも協議をしながら検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 60年近くなろうとすれば、いろいろそういう公共施設が増えてくると思

うんですけれども、６月議会でも言ったんですけれども、福岡県環境保健研究所の移転は決ま

っています。そこで、いろいろな考えが今あると思うんですけれども、市として、例えば男女

共同参画センターのルミナスであるとかスポーツ振興事務所であるとか教育支援センターであ

るとか、県の建物の中に太宰府市の公共施設が入るというようなことがあれば、僕は非常に効

果的ではないかなと思うんですけれども、市長は考えられていますか。眠そうなので。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） いえ、全く目はさえておりますので、しっかりお聞きしておりました。 

 この問題は、おっしゃるように様々な可能性を秘めていると思っておりまして、ピンチをチ

ャンスにという視点で情報収集なり、私自身も副知事ともこれまでも面会をしまして、要望は

伝えているところであります。ただ、一方で時間的には、令和９年度までにまずみやま市への

移転というのは決定しておりまして、その後、建物解体や土壌調査など、状況に応じて３年か

ら５年がかかると。その後に様々な設置なり、我々のほうでの建設なり、民間の誘致なり、そ

ういうことが出てきますので、少し時間が長くありますので、先ほどのご指摘も非常に有意義

なご指摘だと思いますので、様々な観点から、今後さらに緊密に県とも連携をし、可能性を探

ってまいりたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 非常に可能性を持ったことだと思うんで、議長のほうにもお願いして、
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議会として意思疎通しながら連携取ってやっていければなと思っています。 

 次に、学業院中学校の件についてですけれども、どの施設も老朽化している。学業院中の体

育館、あの当時、できた当初、まだ筑紫地区も中学校少なくて、那珂川中、筑山中、二日市

中、春日中、大野中、どの中学校の体育館と比べても学業院中の体育館はすばらしい。あの当

時、考えられないほどいろいろ最先端なものを取り入れて建設されたと思うんですけれども、

ただ、もうさすがに老朽化して、部活動中に女子生徒が、フロアのささくれが頭に刺さって、

病院のほうで切開して３針縫うという事故が起きています。このことについての安全指導は今

もうなされましたか。 

○議長（門田直樹議員） 教育長。 

○教育長（樋田京子） まずは、学校施設でけがをされたことにつきましては大変申し訳なく思っ

ております。今後このようなことが起こらないように、しっかり今、管理も含めて再発防止に

努めてまいりたいと考えております。 

 けがの後の今の点検等につきましてですけれども、具体的には、掃除や部活動、授業の時間

などについて日常点検をしっかりやるということで強化をしております。また、業者につきま

しては年２回の定期点検をしておりますが、今回、緊急の点検も実施したところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 保護者の方の思いとしては、いじめによってけがとか体罰によってと

か、原因があれば怒りもそちらに向くんですが、フロアの整備をきちっとやっていないわけじ

ゃなくて、2006年から2015年、10年ぐらいで全国で10件ぐらい、どうしても老朽化で、目視で

はなかなか確認できず。太宰府中とか、古くなってフロアとか完全改装して、それは正解だと

思うんですよね。ただ、学中は今やったらどうだろうかと。かなり老朽化しているので、文科

省のほうからも水を使ったワックスとか水拭きは禁止という通知も来ていますし、老朽化対応

のドレッシングというか、あるんで、できるだけもう二度とないように。また、中体連もあっ

ていますけれども、今、コロナ禍で保護者の方の応援は少ないですが、保護者の方が入った場

合、学中はギャラリーも、僕がいる十数年前から非常に不安を感じる。そんなに丈夫なギャラ

リーではないので、中体連の実施もどうかなというふうには思っています。 

 そこで、もう一件、プールですけれども、プールは、今、猛暑で、水温が非常に高い状態。

プールサイドもかなり高温。いつ生徒がやけどしてもおかしくない状況。本市の場合はいち早

く、市長のリーダーシップの下、水城西、水城、太宰府小ですかね、プールの指導をスイミン

グでと。改修してやっていくよりも、そっちが財政面でもいいということで。学中についても

同じように、太宰府市全体としてプールの方向性、全国の自治体では財政面でプールを持って

いない、プールをやめる自治体も増えてきていますんで、その辺のプールの方向性について何

か今具体的に説明ができれば、よろしくお願いします。 
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○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 教育長が本当はお答えすべきでしょうけれども、私が出しゃばりまして、思

い入れがあるもんですから。 

 当時、徳永議員なり複数の議員から慎重なご意見もいただいていたのですが、結果としては

民間にお任せをすることによって技術の習得が進んだり、また安全性がより高まったり、財政

的にも効率的になったり、様々なメリットが多く確認をされて、何より子どもたち、また障が

いをお持ちの子どもたちも意欲的に、休みが少なくなったと、プール授業のですね。そのよう

な話も聞いておりまして、何よりだと思っています。 

 そして、ご指摘の学業院中、水城小のプールというのが２つ、学業院中学校の敷地内にあり

まして、航空写真から見ますとよく分かるんですけれども、２つが何かほかのことに活用でき

れば、ただでさえ狭い学業院中学校が、少し土地利用の可能性が高まってくるのではないかと

捉えておりまして、そうした側面からも、また先ほど申しましたように様々なメリットから

も、可能な限りプールは今後は、外で暑い中でというよりは室内の、そうした民間の知恵を活

用していきたいと方向性は持っているところであります。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 学業院中の場合はどうしても敷地面積が狭いということで、水城小のプ

ールと学中のプール、あそこのスペースを効果的に使えないかなと僕は思うんですよね。でき

れば、僕はランチルームがベストだと思うんですけれども、そこに造るのはですね。そうする

と、いろいろその後の計画にもいいことが起きると思うんですが、一番今引っかかっているの

が、つい先日、下関の建物の倒壊、車７台が下敷き。1970年に鉄骨の２階建てを建てて、

1971年に３階を、それが倒壊と。やっぱり老朽化というのは非常に怖いんでですね。どの学中

の校舎も老朽化が進んでいるんですけれども、そこに配膳室を造るというのは正しい判断では

ないと思うんですけれども、やっぱり進めていきますかね。配膳室を造るメリットみたいなの

はあるんでしょうか。困ったときは教育長で。 

○議長（門田直樹議員） 教育長。 

○教育長（樋田京子） 配膳室を造るメリットということで、直接的なお答えになるかどうか分か

りませんが、今進めようとしています中学校給食を早期に実施していくためには配膳室または

配膳場所といったものが必要になってまいります。ただ、老朽化した校舎ということでござい

ますが、学業院中学校につきましては老朽化に加えて生徒増といった課題もありますので、総

合的な検討を行っていく必要があるというふうにも考えておりますので、そういう意味では、

今後、設計業者または給食業者等のノウハウも借りながら、様々な配膳室、配膳場所の確保に

ついての検討を行う必要があるというふうに考えております。配膳の仕方は様々な方法がござ

いますので、その中で工夫を凝らし、詳細を詰めていくというようなことになろうかと思って

いるところでございます。 

○議長（門田直樹議員） 徳永洋介議員。 
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○８番（徳永洋介議員） 今回は、あまり中学校給食については。ただ、総合的に課題解決して、

10年、20年、30年後の、そこを思いつきで配膳室造ったってなると、その後どうなのかなとい

う課題はあると思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。私としては、篠栗とか

よそにあるようなランチルームがプールのところにできれば、いろいろな教育環境、いろいろ

な教育ができるんですよ、そのスペースがあれば。非常に効果的なことができると思うので、

また12月議会に中学校給食に関しては質問させていただきたいと思います。 

 次、お願いします。 

○議長（門田直樹議員） ２件目ですね。 

 文化財課長。 

○文化財課長（中島恒次郎） ２件目の史跡地のバリアフリー化及び現状と課題についてご回答い

たします。 

 まず、１項目めの大宰府政庁跡の活用計画についてですが、特別史跡大宰府跡は、昨年、史

跡指定100年を迎え、日本遺産、古代日本の「西の都」の中心的な史跡でもあり、大正10年と

いう我が国でも先駆的な時期に史跡指定がなされました。特別史跡大宰府跡の整備に関して

は、昭和45年から本格的な整備を福岡県が主体的に進め、その後、本市によって段階的に整備

を行ってきております。本格的な整備から時間が経過していることもあり、身体的な面のみな

らず言語的な面などのバリアフリー化をはじめ、多くの課題があることを認識しているところ

でございます。 

 これらの課題を解決すべく、令和３年度から特別史跡大宰府跡の詳細地形測量を行い、今年

度から特別史跡大宰府跡整備基本設計の策定に着手しております。この特別史跡大宰府跡整備

基本設計の策定に当たり、施政方針でも触れておりましたバリアフリー基本構想や関係する法

令を考慮しつつバリアフリー化を進めるとともに、特別史跡大宰府跡に関わる方々の意見を吸

い上げつつ、みんなの史跡と感じてもらえるような整備へとつなげてまいりたいと考えており

ます。あわせて、「梅」プロジェクトなどを既に進めておりますが、これまでの維持保存型か

ら、これまでにない先進的な多用途の活用ができるような整備も行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２項目めの史跡地における多目的広場の現状についてですが、史跡地にある多目的広

場については、多くの皆様からその活用について様々なご意見をいただいており、本市といた

しましても、史跡地公有化の条件である史跡を保存する枠組みを保ちつつ、活用方法を試行し

てまいりました。そのような中、令和２年度に取り組みました内閣府所管の地方分権改革推進

提案に公有化した史跡地の活用範囲の明確化を求める提案をいたしましたところ、様々な活用

方法が文化庁から提示されるに至り、積年の課題を解決するための、まさしく規制緩和を勝ち

取るに至ったところです。 

 その中に多目的広場の活用手法も含まれ、文化庁が条件としております史跡利用のためであ

ることが明確になっていることという条件を満たす必要があり、史跡をご利用いただいている
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皆様から私的占用料を徴収するに当たっても様々な在り方を検討しているところです。その一

つの手法として、既に８月１日広報に掲載しておりますが、史跡をご利用いただいている皆様

の利便性向上のために、多目的広場へのフードトラック誘致の取組を、今年度は社会実験では

ありますが、産業振興課所管で文化財課と連携し進めており、その成果を集約、検討し、次年

度以降の取組へと生かしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 政庁跡というのが太宰府市民の方にとっても非常に心が潤うというか、

思い入れというかな、思い入れが強い施設と思うんですけれども、ただ市民の方も男性、女

性、年の差もあるし、市民以外の方、また外国の方、政庁跡に対してのそういう思いというか

な、アンケートみたいなことは市としては把握されているんですか。 

○議長（門田直樹議員） 文化財課長。 

○文化財課長（中島恒次郎） 先ほど申し上げました整備基本設計を策定するに当たりまして史跡

地の利用状況調査を行っており、その中で、利用の目的や利活用に当たってのいいところ、悪

いところについてのアンケート取得を夏、秋、冬、春の４回行うことにしておりまして、既に

夏の調査を実施しております。またあわせて、コロナ禍にあって状況把握が困難な面もありま

すが、外国からの利活用者に対しても同様のアンケートを取得するよう進めているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 市民の方が車椅子でって相談を受けたんですけれども、単純にバリアフ

リー化する、景観の絡みもあると思うんですけれども、景観を崩さずに駐車場から車椅子で行

くとか、そういったことは可能なんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 文化財課長。 

○文化財課長（中島恒次郎） 今、策定しておる基本設計の中でどのような在り方が望ましいのか

というのを考えていこうとは思っておりますけれども、バリアフリー化に関しては、身体的、

言語的と様々なバリアフリー化を行っていく必要を感じております。これらの課題を解決する

ために、先ほど説明いたしましたバリアフリー基本構想や関係法令、例えば文化財保護法、景

観法はもとより、施設整備の際の視点としまして福岡県福祉のまちづくり条例、福岡県福祉の

まちづくり条例施行規則など関係する法令を考慮して進めるとともに、一方で、議員もおっし

ゃいましたけれども、史跡の景観を考慮していく必要もありまして、両者の調和を図りつつ進

めていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 今回の質問とはちょっと違う部分になるかとは思うんですけれども、私
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としては、せっかく坂本八幡宮、令和発祥の地、それと政庁跡をもっと一体化して、ターゲッ

トを修学旅行生に絞るというのも一つの方法じゃないかなと思うんですよね。令和発祥の地と

してはちょっと遅れているような、あそこをもうちょっと、この前見に行ったんですけれど

も、段差がある橋があって、あそこからうちの犬が落ちたんですけれども、で、建物もありま

すけれども、もしあそこで坂本八幡宮に行って、政庁跡で太宰府市が行ったような人文字を上

空から撮る。そういう市としてのサービス、そういうのがあれば、太宰府市の飲食店と連携し

て市内班別はできると思うんですよ。現在、太宰府天満宮の駐車場に止めて、天満宮に行っ

て、帰る。そうやなくて、坂本八幡宮をスタートにしてやっていけば、僕が修学旅行の担当の

職員なら、また来ます。充実したことができるんじゃないかなと思うんで、活用型という部分

でいろいろ、また次のとき質問しますけれども、自分としてはそういうふうに思っています。 

 それと、２項目めの、特に水城館のところですかね。どう考えても関係ない車が止まってい

ると思うんですよ。政庁跡も非常に。その辺の、私的占用料って先ほど言われた、それは可能

なんですかね。単純に言うと、駐車場代みたいに私的占用料を取ることが現在できるのかどう

かお伺いします。 

○議長（門田直樹議員） 文化財課長。 

○文化財課長（中島恒次郎） 先ほどちょっとご説明さしあげましたけれども、この件につきまし

ては、令和２年12月18日付で閣議決定を受け、翌令和３年３月20日付で文化庁から発出されま

した公有化された史跡地に関する補助金適正化法の考え方について記載された事例が16件あり

ます。本市が提案した内容につきましても８つの事例が補助金交付の目的に反した使用になら

ないとされておりますので、その中で多目的広場の駐車場化、あと有料化については進めるこ

とが可能になりました。ただし、一方でここで注意しなければならないのは、多目的広場を駐

車場として利用されている方々が史跡を活用していることがどういった形で担保できるのか、

そこが明確化されないと許すことはできないということですので、要するに客館跡をもし有料

化した場合に、すぐ近くに西鉄二日市駅がございますので、多目的広場を駐車場化したとき

に、そこに止めてよそに行かれる。史跡地内には誰もいない。そういったことになると、これ

は目的外使用という扱いになりますので、そこら辺をどう担保して考えていくのかということ

に留意しながら、公有化した史跡地の多目的広場の活用の在り方について今検討を重ねている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） であれば、大宰府展示館でするとか、そういう方法を考えていくという

ことですね。 

 それで、もう一つ、僕が一番思うのは、特別史跡客館跡ですかね、あそこを車で何回も通る

んですけれども、まだ歩いたことがない。いや、車が止めれないんで、太宰府市民の方が何人

行かれたかなと思うんですけれども、客館跡についても活用型というか、何か目的を持って、
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車も止めれるような状態で、子どもたちにそこで太宰府市の文化の学習をさせる場面ができる

とか、何らかの目的を持ってやらないと非常にもったいないような気がするんですけれども、

その辺についてお考えありますか。 

○議長（門田直樹議員） 文化財課長。 

○文化財課長（中島恒次郎） あそこを整備しまして供用開始する段階で、あそこの元の土地の所

有者である西鉄さんとオープニングイベント等考えておったんですが、コロナになりまして、

コロナ感染症が拡大してまいりましたので、残念ながら断念したという経緯がございます。先

ほど申し上げましたけれども、史跡地を史跡として何か活用していただく、イベントでもあり

ますけれども、客館跡を何かイベントとして活用される場合には、たくさんの車がおいでにな

ることが可能になりますので、そのときにはオープンにして、車を止めるようなスペースも実

は確保しておるところでございます。ただ、日常的に車が止めれるような状態にしておきます

と、先ほど申し上げましたように駅がすごく至近の場所にありますので、全く目的外使用と取

られかねない場合も想定されますので、今のところ、文化財課にお申し出いただければ、どう

いうご活用されるのかということをお聞きした上で開けることは可能となっておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 太宰府市の特徴でもある史跡地、文化財、これを、先ほど述べられたよ

うに活用型、今までとはまたちょっと違う活用型をいろいろ知恵を出してやっていけたらなと

思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（門田直樹議員） ８番徳永洋介議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午後０時19分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 木村彰人議員から一般質問の資料配付の申出がありましたので、許可をし、議場に配付いた

しておりますので、お知らせします。 

 ７番木村彰人議員の一般質問を許可します。 

              〔７番 木村彰人議員 登壇〕 

○７番（木村彰人議員） それでは、通告に従い、質問いたします。 

 中学校完全給食の財源と行財政改革についてです。 

 令和４年６月に示された中学校完全給食実施方針に基づき、６月議会に中学校給食関連の予

算が補正計上され、可決されました。デリバリー食缶方式による中学校完全給食事業が動き始
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めたところです。 

 この中学校完全給食事業に関しては、現在まで、市長、執行部により議会に対して都合２回

の説明と質疑応答の機会がありました。中学校完全給食実施方針についての議会説明と、６月

議会での補正予算を審査するための予算特別委員会です。これら２回の機会において、私自

身、中学校給食の実施方式の選定過程とその内容について集中して質疑を行うあまりに、肝腎

の事業を行うための財源の確認がおろそかだったと反省しております。この大事業の実施に当

たっては、その裏づけとなる財源の確保とともに、将来にわたる財源の見込みについてもしっ

かり確認しておく必要があったのですが。 

 一方、中学校完全給食事業の財源の確保として欠かせない取組が行財政改革になります。行

財政改革による経常経費の削減から捻出される財源こそが、事業を実施するための確実な基幹

財源になると確信しております。この行財政改革については、平成29年９月議会での一般質問

においても取り上げたテーマになります。あれから５年が経過する現在においても、相変わら

ず優先して取り組むべき喫緊の課題となっています。大きな財源を要する中学校完全給食事業

と、財源を確実に捻出する取組である行財政改革を同時期に並行して進めることが、２つの重

点課題を効果的に解決するためのポイントになるものと考えます。そこで、２点伺います。 

 １点目、中学校完全給食を安定的に実施し続けるための財源の見通しについて。 

 ２点目、財源の確保に欠かせない行財政改革の具体的な取組と進捗状況についてです。 

 以上、お伺いします。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 中学校完全給食の財源と行財政改革についてご回答いた

します。 

 まず、１項目めの中学校完全給食を安定的に実施し続けるための財源の見通しについてでご

ざいますが、６月議会の予算特別委員会でも市長から説明いたしましたとおり、平成28年度に

財政事情を理由に給食導入を断念した際と現在では状況が異なってきております。市税収は、

平成28年度では81.5億円であったのに対し、楠田市長就任後、着実に増加を続け、令和２年度

で約３億円増の84.4億円、コロナ禍の逆風が強かった令和３年度でも約1.7億円増の83.2億円

と、確実に増加してきている状況です。加えて、令和のご縁も生かし、太宰府市の魅力を広く

アピールしてきたこともあり、直近の全国住みたい街ランキングでも昨年の233位から51位と

なるなど急上昇する中、通古賀や坂本等においても住宅開発がなされており、さらなる税収増

も見込んでいるところです。 

 また、ふるさと納税も大きく増加しており、令和３年度決算においては、就任当初の20倍を

超える９億円余りとなっております。そのうち、使途が子育て・教育、市長におまかせ、指定

なしを合わせると６億円を超えております。今後、寄附額が減少に転じる可能性も見込み、今

議会において提案しております令和の都太宰府ふるさと納税基金に随時積立てを行うなど、

様々な事態を想定した上で備えてまいります。あわせて、中学校完全給食に向けた施設整備を



－68－ 

行うべく、公共施設整備基金にも既に昨年度５億円を積み立てており、ランニングコストだけ

でなく初期投資に備えた準備を行ってきたところでございます。 

 さらには、楠田市長１期目の最終年度となる令和３年度決算でも、予算編成において厳しく

査定を行うとともに執行においても効率化を徹底すること等で、各種施策を実現しつつも21億

円余りの黒字を達成することができました。この剰余金も活用して、未来への備えとなる基金

は過去最高を記録し、将来へのツケとなる市債も着実に減らすことができたことで、１期目を

通じて財政的基礎体力を整えることができたと考えております。 

 このような状況を引き続き整えるとともに事業の優先順位を明確にすることで、中学校完全

給食を実施するための財源は十分に確保できているものと考えております。 

 次に、２項目めの財源の確保に欠かせない行財政改革の具体的な取組と進捗状況についてで

ございますが、先ほど申し上げましたように、昨年度決算においても、予算編成において厳し

く査定を行うとともに執行においても効率化を徹底することで、各種施策を実現しつつも、結

果として21億円余りの黒字を達成することができました。この剰余金を活用して、未来への備

えとなる基金も過去最高を記録し、将来へのツケとなる市債も着実に減らすことができたこと

は、コロナ禍の厳しい状況においての行財政改革の一つの成果として捉えております。 

 また、平成29年３月に策定いたしました太宰府市公共施設等総合管理計画が５年を経過しま

したことから、国から示された計画改訂の指針や留意事項を参考としながら、現在、副市長を

委員長とし、全部長で構成する太宰府市公共施設等総合管理計画策定委員会及び各施設の所管

課長等で構成する公共建築部会（市長部局）、公共建築部会（教育委員会部局）、インフラ施

設部会の３つの部会に分かれて、鋭意、改訂作業を進めているところであります。さらには、

総合戦略推進委員会、通称ビジョン会議においても行財政改革をテーマとしたグループを設け

ており、検討に当たりましては、市の展望も見据えながら議論を深めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） ６月議会の予算特別委員会で、中学校完全給食を安定的に進める財源に

ついては宮原議員のほうから質問があっただけだったと思うんですよね。もっとそこに私もこ

だわるべきではなかったかとすごく反省する次第なんですけれども、宮原議員の質問、これを

ベースに考えていきたかったんですけれども、宮原議員の質問に対するお答えとしては、まず

ふるさと納税、これが格段に寄附額が上がったということ。２件目としては、企業版ふるさと

納税も始めましたと。これについても着実な成果を上げているということ。３番目、令和の都

太宰府ふるさと納税基金の積立ての活用をこれからやっていくということ。４番目、住宅開

発、企業誘致、観光客の復調で数千万円規模の捻出が見込めるということ。最後に、行財政改

革で数千万円規模が捻出できるという話。これだけのしっかりしたお答えがあったと思うんで

すが、もうちょっとこの内容を見ていきたいと思います。 
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 今回、資料を配らせていただきました。お配りした資料ですけれども、ふるさと納税寄附額

一覧について、これは総務省からの資料を抜粋しているものです。福岡都市圏12市と７つの町

について、ふるさと納税の寄附額と返礼品の数をまとめたものです。これを参照しながら質問

を進めたいと思います。 

 この表を見ていきたいと思いますけれども、まず第１に、１位の新宮町なんですけれども、

断トツに寄附額が大きくなっています。約40億円です。次に、朝倉市、糸島市。こちらは、豊

富で充実した返礼品と、１件当たりの寄附額が大きいということで、かなりの寄附を集めてい

らっしゃると思います。３点目、大野城市を注目してみたいと思うんですけれども、返礼品の

バリエーションは朝倉市、糸島市には及ばないものの１件当たりの寄附額も少なめ、にもかか

わらず寄附件数が多くて、実は第３位という形です。何より本市ですね、本市、第６位。これ

については約９億円というところで、かなりの健闘をしとるんですけれども、そこで考えたい

ところなんですけれども、今回、中学校給食の財源としてはふるさと納税というのがかなりの

大きな後押しになったかと思うんですけれども、このふるさと納税、これがこれから中学校給

食を安定的に進めるための財源になり得るのかというところをしっかりお聞きしたいと思いま

す。 

 福岡都市圏12市７町のうち、本市の６番目はかなり健闘していると思いますけれども、ちな

みに上位のベスト５の市町は13億円を超えているんですよね。１位は、新宮町の39億円。上位

市町の特徴は、もちろん寄附件数が多いこと。１件当たりの寄附額が大きいこと。何より返礼

品の数が多く、内容が豊富であることだと思います。そこでまず、本市の、かなり健闘してい

ると思いますけれども、太宰府市のふるさと納税の特徴を考えていきたいと思うんですけれど

も、私の見解なんですけれども、この資料から読み取れるところは、本市の寄附の特徴は、１

件当たりの寄附額は平均1.1万円と少なめにもかかわらず、寄附件数が多いことが寄附額の増

加につながったと考えるのですが、これ以外に何か本市のふるさと納税の寄附の、かなりの金

額になっていますけれども、集めた理由については何かありますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 珍しくお褒めをいただきまして、ありがとうございます。ふるさと納税、最

初、私の就任時4,000万円でしたので、本来のネームバリューもありますし、いろいろな可能

性は秘めているんではないかと思いまして、力を入れてまいりました。ただ一方で、ご存じの

ように、農産物、いわゆる原材料がほとんど太宰府市はないんですね。専業農家もゼロであり

ますし、肉もない、魚もない、野菜もなかなかないということで、お酒もありませんし。そう

した中で、例えば都城が全国１位ですけれども、やはり肉と焼酎、ここが非常に大きな割合を

占めているとお聞きもしております。そうしますと、先ほど申しましたように、本市としては

話題をまずは提供すること。空振りも相当ありましたけれども、コト消費なり、そうしたこと

なり、かなり記者会見なども行って、令和シリーズなり太宰府シリーズなり、梅プロジェクト

もそうでありますけれども、そうした中で話題を振りまいて、そしてサイトをまず見てもらわ
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ないと寄附にはなかなかつながらないと思っていますので、そうした意味で、まずは太宰府市

に、各種ランキングも上がってきておりますが、関心を持っていただくことで、ただ実際、私

の友人も数多く寄附をしてくれていますし、逐一お礼をしておりますが、残念ながら、奥さん

と相談すると、なかなか奥さんがうんと言わないんだと。魅力的なものがないんだと。そうな

ってきますと、結局、のぞいたからせっかくなんで寄附しようと思うと、あまおうとかラーメ

ンとかめんたいことか、太宰府市産じゃない福岡県産のもの、ですから太宰府も福岡県の一部

でありますので、福岡っぽいものを買っていくと、寄附していくということになっているよう

でありまして、その点もう少し、梅プロジェクトなどで地元の特産品を増やしていきたいと。

そうした思いがございます。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 特徴がある返礼品がない本市だからこそ、情報発信で何かと関心を持っ

ていただくことが重要だと。私もそれについては同感です。そこで、もうちょっと本市のふる

さと納税を安定的に、できれば右肩上がりで増加させるための秘策を考えたいところなんです

けれども、３つ考えました。まずは、なかなか難しいですよね、返礼品の数と内容を充実させ

ること。難しいですけれどもね。それと２番目、太宰府市にゆかりのある皆さんへの働きか

け。これは既に市長自ら情報発信していらっしゃると思いますが。３番目、リピーターを増や

す取組ですね。これ３つだと思うんですけれども、まず１点目の返礼品の数と内容を充実させ

る取組について、今でも取り組んでいらっしゃると思いますが、具体的にご説明をお願いしま

す。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 返礼品拡充につきましては、日夜、我々担当のほうで営

業に回りまして、なるべく魅力ある返礼品を集めるように励んでいるところでございます。そ

ういった観点で、先ほどご指摘ございましたふるさと納税を増加させるための関係の策で我々

取り組んでいることでございますけれども、先ほど市長からも答弁させていただきましたけれ

ども、楠田市長就任直後から様々なプロジェクトを立ち上げてございまして、コト消費とか体

験型返礼品などを意欲的にエントリーするなど、様々な取組にチャレンジしてまいりました。

成果を上げたものもある一方、そうでなかったものもございますが、こうした経験を踏まえま

して、市として今、汗をかき続けているという状況でございます。その他、ふるさと納税大商

談会ですとか新作発表会、こういったものも開催いたしまして、マスコミへの露出度も高める

ことで太宰府市ふるさと納税の認知度を飛躍的に高め、寄附額の増加を実現してまいりました

ので、こういったプロモーション、引き続き充実を図ってまいりたいというふうに考えてござ

います。 

 また、さらなる寄附額の増加を図るべく、先ほど本市の単価が1.1万円とかそういったご指

摘もございましたけれども、これも大きくしていきたいと考えてございまして、寄附単価が多

いポータルサイト、具体的に申しますと三越伊勢丹ふるさと納税、こういったポータルサイト
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も併せて導入することとしたところでございます。その他、関係人口、交流人口を獲得すべ

く、個人の寄附者に対しましてはお礼状をお送りするとともに、サイトにもよりますけれど

も、希望される方にはメールにて最新情報をお送りしておりまして、リピーターを増やす、こ

ういったことにも注力しているところでございます。 

 企業版ふるさと納税の寄附者に対しましても、希望される企業につきましては寄附金贈呈式

の開催並びに広報紙の掲載を行っておりまして、こういった取組で太宰府市への愛着を深めて

いただくように取り組んでおるというところでございます。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 様々な取組をされているということは理解します。それで結果を出すと

いうのはなかなか難しいところなんでしょうけれども。 

 私もちょっと気づいたんですけれども、ベスト５に入っている市町なんですけれども、すご

く特徴があるのが新宮町、これも１件当たりの寄附額は１万1,000円と少ないんですよね。け

れども、格段と件数が、36万件もありますね。なぜここが40億円近いふるさと納税寄附金を集

めたのか、あまりにも額が大き過ぎて理由は分かりませんでした、私。しかしながら、もうち

ょっと近いところで大野城市、３位の大野城市の、これも本市と似ています。１件当たりの寄

附額は１万1,000円と少ないんですけれども、寄附件数が我が市の約２倍なんですよね。寄附

額も16億円と、かなりの高額です。寄附の種類というか、タイプは似ているんだけれども、か

なりの寄附を集めていらっしゃるというところで、ここをもうちょっと研究、調査して、そこ

にヒントがあるような気がするんですけれども。 

 そこで、先ほど申しました２点目の太宰府市にゆかりのある皆さんへの働きかけ、ここが、

私も今回気づきました。ふるさと納税のポータルサイトのメッセージを逐一見たところなんで

すけれども、それだけなんですが、返礼品が充実している市町のメッセージとちょっとばかし

違ったように感じています。返礼品が充実している市町は、おいしかったとか、よかった、ま

たよろしくお願いしますとか、返礼品に対する感想が多いんですよね。本市についてはかな

り、それこそ、まず出身者の方。私は本市出身ですと。それとか、親戚縁者が太宰府市ですと

か。もしくは、近隣市町の方で、年末年始に太宰府天満宮へよく行くんですとか。それとか、

まず旅行者ですよね。旅行して、すごくいい印象だったから本市にふるさと納税しますとか、

太宰府ファンですよね。こういうところをしっかり発掘すべきだと思うんですよね。 

 もう一つ、これは令和４年度の予算のときに資料として頂きました。寄附する方の属性です

よね。居住地の属性の資料をいただきました。そうすると、ほとんどが首都圏、関東と近畿、

中部の方なんですよね。大都市の方が何かしらのゆかりがあって本市に寄附をしてくれている

ということが分かるかと思うんですけれども、そこで太宰府市にゆかりのある皆さんへの働き

かけですね、これ何か工夫するところはありませんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ご指摘のように、例えば先ほどの住みたい街ランキング、同じ会社ですけれ
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ども、戻りたい街ランキングでは全国４位でありましたので、そして魅力度ランキングも大体

50位以内に最近は入りますので、そういう意味でまさしく、出身者の人が愛着を持っていただ

いている町である。そして、太宰府に観光地としてお越しいただいたり来たいと言っている

方、リピーターの方が非常に多い町であると。そういうことが太宰府市の特徴であろうと思っ

ておりまして、だからこそそうした方々にアピールすべく、我々としてもそうしたお礼状を出

したり、様々な観光地の中でもふるさと納税をアピールしたり、そうしたことを続けてきまし

た。 

 ただ一方で、先ほどご指摘ありましたように、新宮町は私も不勉強ですけれども、最近は

20億円台から30億円台をキープしているということですので、安定的にこれだけ桁違いに集め

ておられるということは、恐らく、かつて佐賀のほうに視察に行ったときに、別の会社を既に

建てられて、建てられてというか、何というんですかね、ちょっと名前忘れちゃいましたけれ

ども。別組織をつくって、そこで職員の方を雇って営業までしているというところがありまし

た。ただ一方で、私は、そこまでやっていくと市の、行政ののりを越えている部分もあるのじ

ゃないかということで、職員の頑張りで10億円を何とか達成したいというのが私のもともとの

コンセプトなんですが、そうしたことも含めて、何とか10億円をまず達成すべく頑張りたいと

思っております。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 施策として、３番目ですね、リピーターを増やす取組というところなん

ですけれども、私、メッセージを眺めるだけでリピーターなんだなと思ったんですけれども、

具体的にふるさと納税のデータとして、リピーターという皆さんは数的には把握できているん

でしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 例えば、１年間に複数回やられている方とかもいらっし

ゃいましたりですとか、一昨年やって、今年やらず、来年やったといったようなこともござい

ますので、なるべく把握できる範囲で把握しようとはしておるんですけれども、網羅的な数を

把握できているわけではございません。ただ、こういった活動がつながるように、先ほど申し

上げましたようなお礼状等々とかで、どういったことに使ったみたいなことも含めてしっかり

丁寧にＰＲしていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） そうですね。せっかく本市に関心を持って寄附を寄せてくれた方に対し

ては、メッセージをもらうと。それに対してはしっかりしたお返事と、あと、できるかどうか

分かりません、定期的なコネクションをつくるための情報発信ですね。ふるさと納税は使い道

というのが指定できますんで、そこら辺の結果報告みたいなものを、できれば、ペーパーで返

信するというのはなかなかコストがかかりますんで、今はデジタルですんで、メールというの

はかなりコストもかからないところで、一つこれ気持ちだけですよね。気持ちをしっかり持っ
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ていれば、そういう形での返信ができれば、しっかりリピーターをつなぎとめることができる

と思って、そこで資料に戻ります。 

 資料をざっと見ますと、本市のように右肩上がりばっかりの市町じゃないんですね。例え

ば、平成30年から令和３年までの４年間ですけれども、当初は十何億円と寄せられていたとこ

ろが今は半減しているというところもあるんです。多かったり少なかったり、かなり波がある

ところもあるんで、本市は今のところ右肩上がりですが、これを中学校完全給食の安定的な財

源とするためには、ふるさと納税が凸凹していたら心配ですよね。そこら辺で、先ほど言いま

した、これが安定財源たるのかというのはふるさと納税の寄附の安定性そのものと思うんです

が、そこで、ちょっとまた読みますね。ゆかりのある皆さんに働きかけてリピーターを増やす

ことが、本市へのふるさと納税を増加させるとともに、安定的に寄附をいただくポイントにな

るのではと思います。また、本来のふるさと納税の趣旨、あるべき姿に沿うものであり、ここ

ら辺を、返礼品を増やすというのも重要ですけれども、本市独自のふるさと納税の特色とし

て、ゆかりのある方、リピーターというところを増やす。ここに力を入れていただきたいと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 先ほどご指摘ありましたメールで返信は、これはもちろん、メールアドレス

が分かる方には積極的にやっているのですが、寄附者の中で半分以上の方だと思いますけれど

も、連絡先は公表しないでほしいという方もおられまして、そこに下手に送りますと逆にクレ

ームにつながってしまうということもありまして、ですので基本的には、郵送の中でもはがき

代のほうが安いので、はがきで、集まった額と使用させていただいた額を簡単に書いたもの、

今の新しい返礼品などをＰＲしたものを全員に、できるだけ知れる限りにお送りするようにし

てリピーター獲得に努めているところであります。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 関連しまして、企業版ふるさと納税についても、これも安定的な財源に

つながるものと私も考えています。本市に企業版ふるさと納税、寄附をした理由を、私も非常

に気になるところなんですけれども。ちなみに、令和４年度になって９件の寄附があったよう

ですね、ホームページ見たんですけれども。企業版ふるさと納税の目標件数は５件、既に達成

しております。企業誘致の目標は３件と。本市に寄附する企業の方というのは、やっぱりそれ

なりに、一般の寄附者よりもかなり寄附する動機というのが明確だと思うんですけれども、逆

に聞きやすいかもしれませんよね。ここら辺、なぜ本市にあえてこういう企業が寄附するの

か、この理由については調査していますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 先ほど申し上げましたけれども、企業版ふるさと納税し

ていただいた企業さんは、ご希望される場合は贈呈式等々も行っておりまして、そういった場

面ですとかそれ以外の場面も含めまして、我々としても、どのような思いでご寄附いただいた
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ということにつきましては可能な限り聞いているところもございます。ただ一方で、寄附した

こと自体の公表を希望されない団体もございますので、そういった点もありますので全て申し

上げられるわけではございませんけれども、可能な範囲でそういったことを取り組んでいると

ころでございます。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 企業版ふるさと納税なんですけれども、企業版ふるさと納税と企業誘致

を関連づけた取組をされると、かなり実績が上がると思います。 

 ２点目のほうに進みたいと思いますけれども、財源の確保に欠かせない行財政改革の具体的

な取組と進捗状況についてお伺いしましたけれども、本市の行財政改革の推移について私まと

めてみました。昭和63年度から平成23年度まで４次にわたる行財政改革を行ってまいりました

が、第４次行政改革大綱、平成17年から平成23年度を最後に大綱、計画は策定されておりませ

ん。平成29年９月議会での一般質問に対する回答、当時の芦刈市長によりますと、大綱、計画

はないものの行財政改革に取り組んできましたと。これから第５次行財政改革大綱の策定に向

けて行財政改革推進本部を立ち上げるとのことでしたが、その後の議会解散、市長交代で、第

５次行革大綱の策定は道半ばで頓挫してしまいました。 

 楠田新体制になり、楠田市長の２期目の公約として、行財政改革のさらなる断行をまずは推

し進めると強く宣言されましたが、ここでお伺いしたいんですけれども、庁内プロジェクトチ

ームを立ち上げ、行財政改革プランの策定に取り組むということ、これについてお伺いしたい

んですけれども、これについては、一般的な行財政改革の進め方である、市長をトップとする

行財政改革本部を立ち上げ、行財政改革素案を作成し、市民と有識者で組織される行財政改革

推進委員会へ諮問し、第５次になるか分かりませんが、行財政改革、これプランですよね、を

つくるということでしょうか。そこで、庁内プロジェクトチームというのは行財政改革本部設

置規程の中にあります行財政改革推進本部に当たるのか。もう一つ、行財政改革プランとは、

まさにかねてから要望しておりました第５次行革大綱のことなのか。これについてお答えくだ

さい。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 事務的にもし足らなければ補足させますが、いずれにしましても先ほど来答

弁しておりますように、議員もお気づきだと思いますが、今回の私の４年間やってきた最終年

度の決算も見まして、コロナ禍でありましたけれども、皆様のご理解、ご協力で思った以上に

剰余金も出て、基金も積み重なってまいりましたし、借金も先んじて市債も返還をしてまいり

まして、ある意味、準備は整ってきたと。今後の様々な行政ニーズのために果敢に使わせてい

ただくという準備が整ってきたという考え方でありますので、そうした意味では、給食の財源

をはじめ、そのために行革をしなければいけないという考え方は実はもう取らないようにして

おります。 

 一方で、行財政改革を不断に進めていくことは非常に重要だという認識をもちろんしており



－75－ 

まして、そうした意味で、先ほどのような委員会などを立ち上げるかどうかは全く未定であり

ますけれども、今、ビジョン会議でも議論をしておりますし、また公共施設の再編などは既に

副市長をトップに議論しておりますので、こうしたことはこうしたこととして今後もしっかり

と進めていく中で、より本市の財政状況を健全化できるように頑張ってまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） もうちょっと端的に聞きたいんですけれども、私もまちづくりビジョン

会議第２回を傍聴しました。そこでもワーキンググループというか、グループの報告を聞いた

んですけれども、行財政グループの報告の中でご説明されていたのが、ふるさと納税について

増額に取り組むと。２点目としては、まほろば号の運行補助金の1.5億円について見直すと。

３点目、公共施設の指定管理者を公募にするという見直しに取り組むという３点についてご説

明があったんですけれども、私は思うんですけれども、肝腎の行財政改革プランのほうです

ね、これ市長が述べておられました。プランを策定するというのがまずありきかなと思ったん

ですけれども、それがなくして個別の課題についてだけの説明に終わってしまったんで、この

プランの策定についてはどのように進んでいるんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ビジョン会議の中では、あくまで委員の方々に具体的な行財政改革の優先順

位といいますか、実際どのようなテーマがあるのかというご指摘なりご質問なりご要望もあり

ましたので、例示をして出したところでありますけれども、決してそれだけにとどまるもので

はありませんで、全体的な行財政改革というものを聖域なく行っていこうと考えております。

そうした中で、プランというものになるのか、様々な総合的な行財政改革として計画を出して

いくのか。その点も含めまして、ビジョン会議なり今後の庁内の議論の中で答えを出していき

たいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 個別の行財政改革の取組は分かりますけれども、まずプランがあってこ

そだと思っているんですね。行財政改革というのは、単年度、１年で結果が出るものってほぼ

ほぼないんですよね。今までの行財政大綱、計画についても、複数年度、５年以上の長い年月

をかけて取り組んだところで成果を出してきたのか、それでも出せなかったのかということが

あると思いますんでね。何より計画なくして行財政改革はないと考えています。先ほど市長も

言いました、中学校完全給食を実施するために行財政改革をやるわけではないというところな

んですけれども、あえて中学校給食をやるために同時に並行して進めるという考えも、行財政

改革を進めるための何かしらの動機づけになると逆に思っています。まずは行財政改革大綱、

計画を策定していただくことをお願いしたいんですけれども、着実に成果を上げるためには計

画があってのことだと思っています。強くお願いします。 

 中学校完全給食を将来的に安定的に実施し続けるためには、行財政改革の同時実施が、あえ
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て同時実施がこの大事業の成功のポイントになるんじゃないかなと思っています。どうぞよろ

しくお願いします。 

 以上で終わります。 

○議長（門田直樹議員） ７番木村彰人議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時50分まで休憩します。 

              休憩 午後１時36分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時50分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 13番神武綾議員の一般質問を許可します。 

              〔13番 神武綾議員 登壇〕 

○１３番（神武 綾議員） 議長より質問の許可をいただきましたので、通告しておりました３件

について質問いたします。 

 １件目、インボイス制度についてです。来年、令和５年10月からインボイス（適格請求書）

制度が導入されることに伴い、消費税免税事業者の事業継続が困難になることが懸念されてい

ます。太宰府市内の事業者への影響について２点伺います。 

 １点目、市内免税事業者へどのような影響が広がるのか、認識を伺います。 

 ２点目、シルバー人材センターでは会員が個人事業主扱いであることから、センター事業に

影響が出ると想像されますが、対応について伺います。 

 ２件目、アスベスト対策についてです。水城小学校管理棟他改築事業において解体工事が行

われます。アスベスト含有施設であることから、飛散による健康被害を懸念しています。市と

しての対応について３点伺います。 

 １点目、解体工事における学校、保護者及び周辺住民への工事告知方法について伺います。 

 ２点目、解体時の飛散状況の把握体制について伺います。 

 ３点目、令和元年９月議会一般質問で要望しておりました建築物石綿含有建材調査資格者の

立会いとアスベスト測定器の使用について、今回生かすことができたのか伺います。 

 ３件目、高齢者の生活支援についてです。コロナ禍における原油価格、物価高騰の中、後期

高齢者医療では１割負担者のうち一定以上の所得のある方については窓口負担２割化、加えて

年金削減などが続き、生活が苦しくなっています。今議会の補正予算において、高齢者に特化

した生活支援は見当たりません。見解と今後の対応について伺います。 

 以上３件について、ご回答お願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） １件目のインボイス制度についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの免税事業者への影響についてですが、インボイスとは、売手が買手に対

し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書
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や納品書、その他それらに類するものでございます。令和５年10月１日から、８％と10％の複

数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式であるインボ

イス制度が開始されますが、インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた消費

税の課税事業者であるインボイス発行事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入れ税額控除

の要件になりますので、インボイス（適格請求書）を発行できる相手方からの課税仕入れであ

れば、その際の仕入れ税額は控除対象とすることができますが、インボイス（適格請求書）を

発行できない相手方からの課税仕入れであれば、その際の仕入れ税額は控除対象とすることが

できないことになります。 

 こうしたことから、１点目の市内免税事業者にどのような影響が広がるかの認識といたしま

しては、年間売上げが1,000万円を超えない小規模事業者であっても、インボイス制度の登録

を受けなければ適格請求書を交付することができませんので、従来の取引に少なからず影響が

出ることが想定されます。そのため、取引先が仕入れ税額控除を受けることができるよう、消

費税の免税事業者に対し、課税事業者になることを要請されたりする可能性が考えられます。 

 インボイス制度への登録は事業者の任意で決めていただくことになり、事業形態に合わせて

ご判断いただくことになりますので、その判断が適切にできるよう、消費税の基本的な仕組み

やインボイス制度の中身を理解しておくことが重要だと考えております。これまで商工会にお

いてインボイス制度の説明会を開催いただいており、今後も継続して開催していくと伺ってお

ります。市といたしましても、国の動向を注視しつつ、最新の情報をホームページ等で提供す

るとともに、商工会等と連携してインボイス制度の周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 次に、２項目めのシルバー人材センターへの対応についてご回答い

たします。 

 現在、シルバー人材センターの会員につきましては、その全員が年間課税売上高1,000万円

以下の小規模事業者でありますので、消費税の納税は免除となっておりますが、インボイス制

度の導入に伴い、シルバー人材センターにおきましては、会員が免除となる消費税の部分を課

税仕入れ等に係る消費税額として控除することができなくなるため、納税の義務が生じてくる

ことが想定されます。この新たな納税コストをシルバー人材センターが負担することとなれ

ば、その運営に少なからず影響が生じることとなりますことから、全国シルバー人材センター

事業協会や福岡県シルバー人材センター連合会においても意見書を国や県に出されているとこ

ろであり、市シルバー人材センターによりますと、それらに対する動きや会員への影響、財務

状況等も考慮した上で対応を検討していくとのことであります。市といたしましても、こうし

た状況も含め、動向を注視しながら対応してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 
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○１３番（神武 綾議員） ありがとうございます。この制度自体が分かりづらいところがあるん

ですけれども、今、部長のほうから詳しく説明をしていただきました。今の時点で免税業者で

ある業者と取引をした企業、事業者は納税額が大きくなるために、免税業者との取引を解消ま

たは値上げ要求をすることが懸念されるというふうに聞いています。これは、今の回答の中に

ありました、少なからず影響が出るということにつながっていくのではないかと思います。 

 このことによって、今の業者さんが営業が続けられなくなるということが考えられます。先

日、新聞記事にありました、東京商工リサーチが実施したアンケートの中では、約１割の企業

が免税業者との取引を中止するというふうに回答したというふうに書いてありました。税負担

が増える免税業者との取引縮小の動きが加速する可能性が高いということで、危惧をしている

というふうにあります。 

 このインボイス（適格請求書）を発行する事業者になるかならないかということを、まずよ

く分からない、そしてなるかどうかを迷っているというふうな、今まだそういう状況です。実

際に事業が進むのが来年の10月ですので、１年前ですけれども、今そのような状況にありま

す。商工会のほうで告知、説明会を開催しているということで、この前も広報には載っており

ましたが、そのような事業者さんに対してのお知らせを増やしていかないといけないでしょう

し、実際になるかならないか、なることによってどういう影響があるのかということもきちん

と話をしなければならないのではないかなというふうに思っていますけれども、そのような相

談窓口などを開設する予定はありますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） 事業者の方につきましては、市のホームページ等もご覧になられて

いるというふうに伺っておりますので、まずは市ホームページの掲載のほか、商工会のほうに

もご協力をいただきながら、定期的に発行されております商工会ニュース、商工会ホームペー

ジにも掲載の協力をお願いしたいと考えておりますし、本市におきましても、商工会の説明会

の開催等にも協力してまいりたいと考えております。 

 加えまして、商工会が発行しておりますチラシに、国の税務署等の直接の説明会、オンライ

ン説明会等の紹介も掲載をさせていただいております。ＱＲコード等で簡単に読み取って、動

画による分かりやすい制度解説というのもあっているというふうに伺っております。そういっ

たところを活用しながら、周知徹底を図ってまいりたいというふうに思っているところでござ

います。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） 対象者が年間売上げ1,000万円以下の小規模の事業者さん、個人事業

主さんになるんですけれども、細かく言えば、個人タクシーの方や、それからヤクルトレディ

ーさん、それから劇団員さんとかというところで、想像していなかったような方にも影響があ

るというふうなことになっています。気づかれていない方もいらっしゃると思いますので、そ

ういう意味ではお知らせをして、商工会また産業振興課での窓口対応をお願いしたいと思いま
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す。そして、そこで、今、事業者さんがコロナ禍で大変な思いをされているというふうな状況

もありますので、そういうことも聞き取りながら、どのような判断をするべきなのかというこ

とを進めていただきたいなというふうに思います。 

 そして、市内の事業者さんへの影響なんですけれども、免税事業者さんが今太宰府市内にど

のくらいあるのかという数字は把握しておりませんが、今の対象者になる枠からいきますと、

市が公共事業として取引のある軽微な工事を頼んでいる委託業者さんだったりとか、あと施設

の管理ですね、個人的にお願いしている方たちがいると思うんですけれども、そういう方たち

との取引にも影響が出てくると考えられます。こういう方たちが地域経済を支えていたという

ふうに思うんですけれども、そういう方たちもいらっしゃいますし、地産地消推進で補助金な

どをつけて今事業を進めていらっしゃいますけれども、これ地域の業者支援だと思いますが、

そういう方たちにも影響が出てくるという中で、公共事業での取引について影響はどのように

考えてあるのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） 制度導入に向けて、庁内のほうでまた検討してまいりたいというふ

うに考えておるところでございます。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） 実際に取引が、インボイス制度が始まれば、そういうことになりかね

ませんので、そのことをきちんと認識して、地域経済に影響があると事業者も少なくなってい

くのではないかというふうなことも含めて、インボイス制度について太宰府市としての見解を

考えていただきたいと思います。 

 ２点目のシルバー人材センターについてですけれども、先ほどの説明の中にもありました、

実際に、会員さん自体が個人事業主になるということで、負担が増えるというようなことが明

らかになっておりまして、シルバー人材センター自体が国に要請したりということがあってい

るんですけれども、太宰府市の場合に今の会員さんの仕事量に対して負担する総額、個人の総

額ですね、が恐らく200万円から300万円ぐらいになるのかなというふうに思いますけれども、

そこら辺の試算は出ていますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） お答え申し上げます。 

 令和５年10月から制度が導入されまして、当初の３年間は仕入れ税額の８割が控除される経

過措置がございますので、本市の場合、シルバー人材センターの試算によりますと、令和５年

度は半年間で約90万円ほどの負担増となる見込みと伺っております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） 令和５年度は年度途中から始まるということでの90万円だと思います

ので、年間で200万円ぐらいというふうな試算になるかと思います。シルバー人材センターさ
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ん自体が、高齢者の方の生きがいづくりだったりとか、あと地域社会の活性化に貢献する組織

というところでは、個人負担になって会員さん自体がやめていくというようなことになれば本

末転倒になりますので、そういう意味では、国としての対策もありますでしょうけれども、実

際にそういうふうになった場合のこと、市が負担するというようなことも念頭に考えていただ

きたいというふうに思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、インボイス制度で、地域の中で経営をしていらっしゃる

市民等の、細やかな工事だったりとか修繕などにも関わってある、また販売をしてある業者さ

んに影響がありますので、そういう意味での対応ですね。市としても、この制度自体に待った

をかける、導入を見送るなり凍結をするというような声を上げていただきたいというふうに思

っております。このことをお願いしまして、１件目を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 教育施設整備担当課長。 

○社会教育課教育施設整備担当課長（福田久博） ２件目のアスベスト対策についてご回答いたし

ます。 

 まず、１項目めの学校、保護者及び周辺住民への工事告知についてですが、今回の解体工事

につきましては水城小学校の改築に伴う旧校舎の解体工事であり、学校、保護者には文書や２

回の保護者説明会で工事の概要等についてお知らせするとともに、周辺住民には工事のお知ら

せチラシを作成し、配布いたしました。あわせて、地元自治会長の皆様には、定期的に開催さ

れる校区自治協議会で説明しております。 

 また、アスベストに関する現場での直接告知としましては、大気汚染防止法に基づき、事前

調査結果の概要を掲示しています。主な内容といたしましては、建築物の解体等の作業に関す

るお知らせ、石綿含有建材の有無の事前調査結果の概要、石綿を取り扱う作業場であること、

石綿の人体に及ぼす作用、石綿取扱い上の注意事項及び使用すべき保護具について、喫煙及び

飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について記載しております。 

 次に、２項目めの解体時の飛散状況の把握についてですが、大気汚染防止法の改正に伴い、

令和３年４月から石綿飛散防止対策が強化されておりますので、この改正に基づき、今回の解

体工事の現場でも対応しているところです。具体的な解体時の飛散状況把握につきましては、

アスベストの位置を確認し、専門の資格を有している作業員が行い、労働基準監督署、県保健

所の職員の立会い検査を実施することとしています。工事に際しては、散水養生しながら密閉

して封じ込めることにより、飛散しないように実施いたします。また、大気中のアスベスト濃

度の測定を行い、飛散状況を確認しながら安全に工事を進めていくこととしております。アス

ベスト除去は慎重に行う必要があり、事業者としても、監督者としても、慎重に工事を行って

いくことを最優先に考え、実施しております。 

 次に、３項目めの、令和元年９月議会の一般質問で要望していた建築物石綿含有建材資格者

の立会いとアスベスト測定器の使用についてご回答いたします。 

 建築物石綿含有建材調査者の資格については、職員の資格取得には至っておりませんが、今
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後、アスベスト対策の研修等の機会があれば、積極的に参加してまいりたいと考えておりま

す。アスベストアナライザーというアスベスト含有調査器については購入には至っておりませ

んが、今回の水城小学校の解体工事については、アスベスト除去にも実績があり、資格者を有

する業者が安全に実施しております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） まず、１点目の工事告知についてですけれども、水城小学校建物にア

スベストが含まれているということは、令和２年の秋に、市民の方が水城小学校のほうに訪問

をしてアスベストの調査をされています。そのときに、アスベストアナライザー、調査器で測

定をしたときに出てきた、また壁が剥がれて、そこからアスベストがむき出しになっていると

いうような話がありまして、その点については担当課のほうで対応していただいて、塗装など

の上塗りをして学校自体の安全を守られているというような状況であったというふうに思って

います。 

 しかしながら、実際に使われていることは明らかになっておりますので、これを解体するこ

とによって飛散する、飛び散るというような影響があるのではないかということは市民の皆さ

んも心配をしているところですけれども、今のご回答の中で、工事の概要について周辺住民に

は配布をしましたということでした。また、説明会でもお話をしたというふうなご回答ありま

したけれども、解体工事について、いつからいつまで、始まります、行いますというようなこ

とはされていますでしょうか。私が近隣の方にお話を聞くところによると、そのようなお話が

なかったというようなことだったんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育施設整備担当課長。 

○社会教育課教育施設整備担当課長（福田久博） 工事のお知らせにつきましては、事前に、５月

24日と７月27日の説明会も含めまして、水城小学校の解体工事についてということで、周辺の

住民の皆様に、職員も含めて、業者も含めて一緒に回っておりまして、50軒ほどですけれど

も、周辺のマンションとか、その辺り中心に回って案内をしております。さらに、現在なんで

すけれども、水城郵便局のすぐ隣のところの県道からの入り口のところに告示しておるような

表示を現在しております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） 事業者さんと一緒に訪問されて説明をしたというお話で、これについ

ては、契約書の中にもあります近隣との折衝のところに当たることを実行されたというふうに

理解いたします。工事現場の入り口のところの掲示板にも、今朝見ましたけれども、７日か

ら、昨日からですかね、工事が始まったというふうに書いてありました。実際に、保護者説明

会のときですかね、に工事の計画書もありましたけれども、そのときの解体の時期というのが

８月から２月、３月までというふうに大きく取ってあったんですけれども、心配しているの
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は、実際に工事があっている間ですね、子どもたちに、気をつけなさいじゃないですけれど

も、今あっているんだなという認識、子どもたちだけじゃなくて先生方とか近隣の方へです

ね、という細やかな告知が要ったのじゃないかなというふうに思っていますけれども、この点

については今からでも、今やっていますと、７日から始まっていて、いつ頃終わる予定ですと

いうようなことを保護者のほうにお知らせをすると、今、万全の体制でやっていますというよ

うなことをお願いしたいと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育施設整備担当課長。 

○社会教育課教育施設整備担当課長（福田久博） 先ほど申しましたように、建築物等の解体等の

作業に関するお知らせということで見ていただいたということですけれども、水城郵便局の隣

の県道からの入り口のところに貼らせていただいておりまして、アスベストの対策工事をやっ

ていますということで貼っております。保護者説明会等、一応２回開催しておりますので、さ

らなる配布につきましてはもう少し検討させていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） その点についてお願いをしたいと思います。 

 それから、２件目の解体時の飛散状況の把握についてですけれども、アスベスト含有施設と

いうことで、契約書のほうの中身を見せていただいた中で、吹きつけ材が管理教室棟の外壁に

使われている。それから、保温材が職員室の天井、また教室棟の１階から３階の天井にある。

そして、成形板が１階の職員室の天井にあるということが記載をされていました。対応として

は、封じ込めをしながら散水養生しながら密閉してというようなことでしたけれども、これの

立会いについてはどのようにされていますでしょうか。発注者の市がきちんとその現場を確認

をしているのか。また、県も優先順位をつけて県内の公共施設については立入調査をするとい

うふうな話があっているというふうに聞いていますけれども、この点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（門田直樹議員） 教育施設整備担当課長。 

○社会教育課教育施設整備担当課長（福田久博） まず、市の職員は定期的に巡回して現地を確認

しておりますのと、県の保健所の職員の方が来ていただいて事前調査の確認をやっているとい

うことで確認しております。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） 公共施設に限らず、アスベストを含有している施設の解体に従事して

いる労働者の方のお話では、アスベストを吸うことによって発症する中皮腫だったりとかとい

うような、今発症しなくても20年、30年たってから苦しい思いをするというふうなことになる

ということが知らされていなかったり、意識が薄かったりというふうなこともあって、タオル

で口を押さえながら散水をするとか、それから先ほど作業の中でありましたけれども、解体す

る場所を一つ一つ隔離をして、除じん装置を設置して、またシャワー室を設置するというふう
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な細かな規定があると思うんですけれども、そういうものが見当たらなかったというふうなお

話も聞いております。これは太宰府市ではなくて、そういう現場もあるということですので、

こういうところも踏まえて発注者側というところでの立入りをしていただいて、働いている方

の労働環境を安心に安全にというところでお願いしたいというふうに思います。 

 ３点目です。2019年９月議会で、上下水道事業センターの天井剥落でアスベストが含まれて

いたということが判明をして、緊急対応後に要望していた調査員の資格取得とアナライザーの

購入についてですけれども、残念ながらどちらとも、資格もまだ取得している職員がいらっし

ゃらないということ、それからアスベスト調査器については今、１台800万円近くするという

ふうに聞いておりますけれども、これもそろえられていないという中であります、というふう

なお話でした。これから、太宰府市の場合は公共施設、古いものがたくさんありますので、

2019年のときにもお話ししましたけれども、施設を解体していくときに、やはり調査員とい

う、きちんとアスベストに対しての知識を持った職員がいて、そこに立ち会うなり、事業者と

の折衝を行うなどの体制が必要かと思います。今回の水城小学校はまず初めの一歩かなという

ふうに思いますので、今後この調査員、資格を取るということをお願いしたいと思いますけれ

ども、積極的に参加してまいりたいというふうにご回答ありましたので、ここのところはぜひ

お願いします。 

 これは、研修を受けるのに四、五万円かかるというふうに私は調べたところであるんですけ

れども、そういう金額でよろしいんでしょうか。１人当たり、講習を受けたら４万円から５万

円かかるというふうに調べておりますが、どうでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育施設整備担当課長。 

○社会教育課教育施設整備担当課長（福田久博） 建築物の石綿含有建材調査者の資格を取得する

のに５万5,000円の資格取得の費用がかかると。２日間講習会に参加して、最後、試験を受け

まして、合格したら資格が取れるという形になっておりまして、職員としては資格を持ってお

りませんので、アスベストの大気汚染防止法の改正に伴いまして今回段階的に、またさらに強

化されていきますので、県のほうで研修会等を今後増やしていきたいということで聞いており

ますので、なるべく私たちとしましては、アスベスト対策の研修会が県庁等で開かれたりと

か、そういった場合には参加していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） 公共施設の建設が1960年代ぐらいから始まって、今もう七、八十代に

なった建設労働者の方たちが発症して、補償の法整備なども進んでいるところでありますけれ

ども、建設に関わった方たちも苦しい思いをしている。そして、今回、解体をするときの労働

者の方も、また年齢を重ねたときに苦しんでいくというようなことがないように、もちろん事

業者は法律にのっとって事業を進めていくんですけれども、発注者側の市としてもそういう知

識を持って監視をしていく、点検をしていくというふうなことが必要ではないかというふうに
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思いますので、その点をお願いしたいと思います。 

 ３件目お願いします。 

○議長（門田直樹議員） 高齢者福祉担当理事。 

○健康福祉部高齢者福祉担当理事（行武佐江） ３件目の高齢者の生活支援についてご回答いたし

ます。 

 コロナ禍における原油価格、物価高騰の中、年金削減、１割負担者のうち一定以上の所得の

ある後期高齢者の医療費の窓口負担２割化など、高齢者の生活が厳しくなっている。市として

の支援についてですが、議員ご指摘のとおり、75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担増があ

りますが、これは、令和４年10月１日から、現在窓口負担割合が１割の被保険者で、そのうち

一定の所得がある方は窓口負担割合が２割に変更になるものです。ただし、２倍となる負担を

抑えるための３年間の配慮措置が設けられています。 

 市といたしましても、全世帯に対する下水道料金１か月分の無料化を予定しております。ま

た、住民非課税世帯臨時特別給付金10万円につきましては、令和４年度に非課税になった世帯

も含めて支給いたしておりますが、そのうち65歳以上の高齢者を含む世帯は全体の約７割を占

めております。そのほか、財政面の支援ではございませんが、地域包括支援センターでは、ケ

アマネジャーによる食事、運動など日常生活への声かけを訪問や電話で行い、個々の状況に応

じたきめ細かな支援に努めております。さらに、一部地域では、制度の周知も兼ねて、保健師

による80歳以上の独居高齢者宅の訪問を行い、孤立しがちな高齢者の実態把握を行いました。

今後も他課との連携を図りながら、一体的に訪問事業を進めてまいりたいと考えております。 

 また、通常の業務においても、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー、いわゆる３職種

が相談を伺う中で生活困難な状況を把握した場合には、様々な支援機関への連携を図っており

ます。さらに、コロナ禍における高齢者向けの対策としまして、今回の補正予算で、高齢者を

含め希望される方への検査キット配付や、高齢者や疾病を抱える方などが不便を感じることな

く安心して外出していただけるように、公共施設の男性トイレの個室にサニタリーボックスを

設置することといたしております。 

 また、高齢者がスマートフォンを活用して様々な情報収集や手続などができるように、令和

３年度からスマホ講座を地区公民館において実施しております。令和２年度と令和３年度に

は、要介護高齢者などの支援継続のため、高齢者施設などを運営する事業者に対して特別支援

金の給付を行いました。さらに、だざいふペイの申込みに際し、高齢者に多いと思われるスマ

ートフォンをお持ちでない方や、持ってはいるが、アプリのインストールができないという方

のために、だざいふ紙ラク商品券を発行することといたしております。 

 今後とも、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができるように、さらな

る高齢者への支援策を検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員。 
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○１３番（神武 綾議員） ありがとうございます。コロナ禍でなかなか外に出られなかったり、

それから施設に通うことも困難になったりというふうな中で、包括支援センターとして細やか

な事業を展開されていたということは聞いておりますので、それとは別に、実際にお年寄り世

帯で、消費の中で食料品の割合が高くなりますし、また在宅時間が長いために光熱水道料の変

動が大きくなっているということが言われています。実際に今、物価高騰で、知り合いの高齢

者世帯の方にこの３か月間の電気代の数字を出していただいたんですけれども、前年比較で９

割の方が負担が増えたというふうな結果がありました。 

 最初に回答いただきました給付金などもありますけれども、私が相談を受けた方は、この暑

い夏の時期、エアコンをつけるのをためらったというふうな方が、これはずっと言われている

ことですけれども、ためらっている、つけたいけれども、エアコン自体を持っていなくて、買

うお金がないというような方もいらっしゃいました。そういう意味では、暑さは命を落とすと

いうことにもつながりますので、エアコン設置費用を市のほうで助成事業を行っていただけな

いかということの提案をさせていただきたいと思います。 

 全国的にも幾つか取り組んでいる自治体がありまして、エアコン購入設置費用助成事業とい

うふうに銘打って進めているところですけれども、例えば東京都の港区であれば、区内在住の

65歳以上の高齢者世帯、それで住民税が非課税であること、そして自宅にエアコンが一台もな

い、または故障で使用できるエアコンが一台もないというところで条件を満たした方にはエア

コンの設置費用を支援するというふうな制度があります。ですので、こういうことも考えてい

ただきながら、本当に今、高齢者の皆さんの生活が苦しくなっている。最初に申し上げました

年金の引下げとか、それから医療費の負担増などもあります。ですので、全体的に考えていた

だいて、この点要望させていただいて一般質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（門田直樹議員） 13番神武綾議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時40分まで休憩します。 

              休憩 午後２時29分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時40分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 田久美子議員から一般質問の資料配付の申出がありましたので、許可をし、机上に配付い

たしておりますので、お知らせします。 

 12番田久美子議員の一般質問を許可します。 

              〔12番 田久美子議員 登壇〕 

○１２番（田久美子議員） 議長より許可をいただきましたので、通告のとおり質問をさせてい

ただきます。 

 １件目は、高雄公園付近の市有地について２点お伺いいたします。 
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 １点目は、当該市有地の取得年度と整備計画について伺います。参考資料をご覧ください。

このような用地を取得された目的をお伺いいたします。 

 ２点目は、当該市有地の今後の活用についてお伺いいたします。 

 ２件目は、新生児聴覚検査の地方交付税措置についてです。円安やウクライナ情勢の影響に

よる物価高騰の影響が医療、介護、福祉の現場に出ており、夏や冬の空調費などの負担を危惧

する声が多数ある中、医療機関等において、食材料費の値上げや光熱費の高騰が生じている場

合等において、地方公共団体が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用でき

る旨の事務連絡が厚生労働省より発出されております。介護施設と保育所、幼稚園、認定こど

も園等に関しても同様の事務の連絡が、厚生労働省と内閣府子ども・子育て本部、文部科学

省、厚生労働省より発出されていますが、９月の補正予算に反映されていたようですので、安

心しております。 

 そこで、これまで地方交付税の中の少子化対策の内数として措置がされていた新生児聴覚検

査は、令和４年度からは新生児聴覚検査費として所要の金額が計上されるようになっています

が、このことを市として把握しておられるのかお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） １件目の高雄公園付近の市有地についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの当該市有地の取得年度と整備計画についてですが、ご質問の高雄公園入り

口付近の道路に隣接する約200㎡の土地に関しましては、高雄公園整備のため、平成２年に取

得しております。その後、平成15年度から高雄公園の整備事業が始まりましたが、当該土地に

つきましては公園本体の用地に含まれることはありませんでしたので、結果として道路用地と

して現在に至っております。 

 次に、２項目めの当該市有地の今後の活用についてですが、現時点では具体的な整備計画は

ありません。今後、高雄公園の利用状況や地元関係者等と協議の上、活用方法や整備について

検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） ご回答ありがとうございます。市民から見て、ここがどこの土地、

市有地、民有地というのは分かりにくいところであります。ここだけではありません。今回は

高雄公園の手前のところなんですけれども、先ほど私のほうで現場の写真を提供させていただ

きました。結局、こういうふうな市有地は、民有地もですけれども、管理、整備はどちらのほ

うが、正確にですけれども、教えてください。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 道路に隣接するこちらの土地につきましては、現在、建設課のほう

で管理をしております。今いただきましたお写真というか、こちらの写真のほうですが、見て

いただいたとおり、草が伸びているところが当該市有地ということになります。こちらにつき
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ましては、建設課のほうにおきまして草刈り等の管理をさせていただいている次第でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 今ここに草が生えているところは今後整備をされるということでし

たけれども、こういうふうに草ぼうぼうで何の目的でこういうふうに草ぼうぼうというのが、

これ入り口ですよね。ちょうど公園に入る入り口ですので、本当にこの管理はしてほしいと思

っておりますけれども、計画について、今後どういうふうな計画でこの道路、200㎡の土地を

されるのか、もう一度お願いします。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） こちらの土地に隣接しております現在道路の部分でございますが、

現在、道路の幅員が４ｍから４ｍ50㎝、道路としての規格は十分兼ね備えております。しかし

ながら、今議員おっしゃられたように、隣接の土地につきましては草が今生えているような状

況で、道路の拡幅というところも検討していかなければいけないと思いますが、実はここの横

に側溝、水路・農業用水として用いられている側溝がございます。その側溝がこの道路と約１

ｍの高さ、高低差があるということになっておりますので、こちらの側溝をどういうふうにす

るのか。農業用水をどうするのか。ただ広げるだけであれば簡単にできるんですけれども、側

溝がございますので、その１ｍの高低差をどうするかとか、また相当の費用もかかるかと思い

ます。今後、地元の関係者の方々とも協議をさせていただいた上で、整備について検討してま

いりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 今、部長がおっしゃいましたように水路があるということですの

で、災害ではまた水があふれてくるかもしれません。また、下のほうの中学校、高校の水路に

も影響するだろうと思っておりますので、早いうちに整備をしていただくことをお約束したい

と思っております。 

 この写真には載っておりませんけれども、選挙看板が設置されております。私たち選挙する

人間としては、空き地、駐車場、そういうふうなところには立てたらいけないという指導があ

ります。それを超して今でも看板が設置されておりますので、選挙管理委員会のほうから福岡

県のほうに言っていただきたいと。選挙人としてのマナーを守ってポスターを貼っていただく

ように、選挙管理委員会のほうにお願いしたいと思っております。 

 １件目はこれで終わります。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） ２件目の新生児聴覚検査の地方交付税措置についてご回答いたしま

す。 
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 聴覚障がいにつきましては、早期に発見され、適切な支援が行われた場合には音声言語発達

等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見、早期療育を図るために新生児期に

聴覚検査を実施することが重要となっているところです。このため、厚生労働省では、市町村

における新生児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、平成19年度から市町村に対し、地方

交付税措置が講じられてきたところでありますが、本年度、これまでの少子化対策に関係する

経費の内数としての算定から、保健衛生費からの算定に変更し、検査費として所要の金額が計

上された旨、令和４年７月21日付で事務連絡を発出されているところであり、本市においても

同文書を受領いたしております。 

 出生児数に対する新生児聴覚検査の受診者割合は９割程度となっているところでありまし

て、本市といたしましては、まずは母子健康手帳交付などの際に全ての新生児に検査を受診い

ただくための周知啓発を行うとともに、本制度を活用し、家庭の経済状況にかかわらず公費負

担を行うことで、検査費に係る受検者の経済的負担の軽減を図ることは重要であると認識いた

しておりますので、できるだけ早く実施できますよう取り組んでまいります。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 本当に前向きにきちんとした回答をいただきましたので、質問はや

めようと思ったんですけれども、１か所だけさせていただきたいと思います。 

 公費負担の積極的な取組をするということで、回答ではきちんと事務連絡は受けているとい

うことなんですけれども、この公費負担を予算化していく、きちんと自治体でも予算化してい

くことが動き出すことだろうと思いますので、一日も早く、公費負担ということですので、進

めていっていただきたいと私思っておりますので、それだけをお願いしまして一般質問を終わ

ります。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時まで休憩します。 

              休憩 午後２時51分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時00分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 10番堺剛議員の一般質問を許可します。 

              〔10番 堺剛議員 登壇〕 

○１０番（堺  剛議員） ただいま議長より許可いただきましたので、通告しておりました本市

のデジタル実装に向けて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 現在、新型コロナウイルスの感染症拡大の影響は継続しており、本市においても感染者数が

過去最高に推移している状況であります。また、ロシアによるウクライナへの侵攻も６か月を
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過ぎ、いまだに終息しない中、世界経済全体が成長減速とインフレ加速の影響を受けていま

す。総務省が発表した７月の全国消費者物価指数では、価格変動が大きい生鮮食品を除く総合

指数が102.2と、前年同月比2.4％上昇し、２％を超えるのは４月から４か月連続で、物価高は

加速している現状であります。今後も食料品を中心に値上げが続くと見られています。このよ

うな原油高や物価高騰などの社会を取り巻く経済環境は、本市の市民生活を直撃している現状

であります。 

 このような世界情勢の中、日本政府は今、人への投資やグリーン化、デジタル化への推進を

強化していく方向性を示しています。デジタル化については、昨年９月１日に発足したデジタ

ル庁がデジタル化への司令塔としての役割を担っており、今年６月７日には「デジタル社会の

実現に向けた重点計画」が閣議決定され、デジタル庁として初めてとなる本格的なデジタル化

計画が発表されております。まさに、デジタル庁は、我が国がコロナ禍から立ち直り、デジタ

ル化で新たな時代を切り開いていく先導役としての役割が期待されております。 

 本市においても、デジタル基盤の社会実装についての市民理解を深め、行政事務の電算化や

情報化を通して電子自治体を展望し、スマート公共サービス実現へ向けて計画的に推進してい

く責務があると認識いたしております。そこで、誰一人取り残さないというＳＤＧｓの理念の

下、地理的な制約や年齢、性別などにかかわらず、その恩恵を享受する取組を展望するに当た

り、本市のデジタル化実装に向けた観点から以下の４点について伺います。 

 １点目、本市においては、市のホームページや毎月発行の広報「だざいふ」、公式ＬＩＮＥ

アプリ、また太宰府市ｄボタン広報誌など情報提供の充実をこれまでも図られてこられ、多面

的な対応が行われており、情報提供の推進拡充に努めていただいていることには感謝申し上げ

ます。そこで、地域市民ニーズの福祉向上の観点からソーシャルサービスの充実を醸成するた

め、市役所と共同利用施設や公民館など市民利用の公的施設とのネットワーク化を実現できな

いかを伺います。 

 ２点目、デジタル庁が打ち出している重点計画では、ビジョンとして、「デジタル活用によ

り一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を

明記していることから、デジタル化社会実現へ向けて欠かせないマイナンバーカード普及促進

に向けた本市の取組について、現状認識と今後の取組について伺います。 

 ３点目、今、福岡県では、福岡県官民データ活用推進計画を改訂するに当たり、新たにＤＸ

の考え方を取り入れた福岡県ＤＸ戦略として策定してあります。そこでは目指すべき姿を明記

して本年度よりスタートしておりますが、そこでお尋ねいたします。太宰府市版の自治体ＤＸ

推進計画に伴う全体方針、ガイドライン的な策定予定はあるのか、市の見解をお聞かせくださ

い。 

 ４点目、自治体ＤＸ推進計画策定に当たっては、本市においても、行財政改革の推進に伴う

デジタル活用など、あらゆる業務を対象とした業務内容や種々の制度の見直しもセットで行う

必要があると認識いたしますが、市の見解をお聞かせください。 
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 以上４点について、一括してご回答をお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 本市のデジタル実装推進に向けてについてご回答いたします。 

 まず、１項目めの、ソーシャルサービスの充実を醸成するため、市役所と共同利用施設や公

民館など市民利用の公的施設とのネットワーク化を実現できないかについてご回答いたしま

す。 

 現在、市内に、高齢者の方を対象とした地域包括支援センター、お子さんとその保護者の方

を対象とした子育て世代包括支援センター、障がいをお持ちの方やそのご家族や事業所の相談

に対応している障がい者基幹相談支援センターを設置し、対象者に応じて対応しているところ

です。それぞれのセンターには専門職を配置し、相談や支援などを行っており、必要に応じて

関係部署で連絡会議や調整会議などを行いながら課題の解決策を見いだしております。また、

電話での相談に応じるとともに、対象の方のご自宅を訪問したり、関係機関につないだりして

おります。 

 議員ご指摘の公共施設のネットワーク化による相談方法の多様化等によるソーシャルサービ

スの充実につきましては、大変重要な視点であり、昨年度策定いたしました第四次地域福祉計

画の中でも、基本的目標３、「日ごろからつながる」の重点施策として、ＩＣＴを活用した新

たなつながる仕組みの構築を掲げているところです。社会参加のための支援体制を構築すると

ともに、高齢者や障がい者など社会的弱者の方々が、社会との関わりやつながりが希薄とな

り、孤独、孤立化することのないように、誰もがデジタル情報から取り残されることがない環

境づくりを目指してまいりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 次に、２項目めのマイナンバーカード普及促進に向けた本市の取組

についてご回答いたします。 

 マイナンバーカードの普及につきましては、これまでも広報紙やホームページによる広報を

行ってきており、昨年度から市役所玄関前にマイナンバーカードのオンライン申請に対応した

証明用写真機を設置し、申請する際の利便性向上を図ってまいりました。さらに、カードの申

請につきましては、今回の補正予算にて計上しております玄関前証明用写真機を使用して申請

した場合の使用料を無料にする申請サポート事業を実施し、より一層の利便性の向上を図りま

す。加えて、市民課窓口において、マイナンバーカードの申請補助、カードの交付及び更新、

マイナポータルやマイナポイントについての説明や手続補助を行っております。 

 先般の参議院選挙に際しましては、期日前投票のために多くの方が来庁されることから、マ

イナポイント第２弾のチラシを投票所に配架することでカードの申請を後押しするなど、機を

捉えた取組を進めてきたところでございます。また、昨年10月から、マイナンバーカードを利

用してコンビニエンスストアで住民票等の各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスも開

始し、着実に利用者数も伸びているところであり、マイナンバーカード取得の具体的なメリッ
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トをＰＲしてまいります。マイナンバーカードの普及促進に向けて、引き続き全庁的に努力を

重ねてまいる所存です。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 次に、３項目めの太宰府市版のＤＸ推進計画に伴う全体

方針（ガイドライン）の策定予定はあるかについてご回答いたします。 

 自治体ＤＸについては、総務省において、令和２年12月、自治体が重点的に取り組む事項を

内容とする自治体ＤＸ推進計画を、令和３年７月には、この計画を踏まえた自治体の情報シス

テムの標準化、共通化などの諸課題に取り組むための標準的な手順を内容とする自治体ＤＸ推

進手順書がそれぞれ作成されております。 

 本市におきましては、ＤＸ推進計画という名称の取りまとめを行っているわけではありませ

んが、国の推進計画、実施手順書に沿って各種施策の工程管理を行っており、成果を出すべく

順次取り組んでいるところでございます。具体的な事例を申し上げますと、今年度は、重点取

組事項の一つである行政手続のオンライン化に向けた準備や、マイナンバーカードを用いて子

育て、介護の分野でのオンライン手続が可能となる整備を進めております。ＤＸの推進に当た

っては、文書情報課を中心に先ほど述べました工程管理を徹底し、状況を横断的に把握しなが

ら鋭意取組を進めてまいります。 

 次に、４項目めの、今後様々なＤＸ推進のときに、業務内容、種々の制度など見直しもセッ

トで行う必要があると思いますが、市の見解をお聞かせくださいについてご回答いたします。 

 一部、先ほどの回答と重複いたしますけれども、国の推進計画、実施手順書に沿った工程管

理を行っているところでございます。行政改革の一例を申し上げますと、国の推進計画の中で

も掲げられております押印の見直しを昨年度実施いたしました。押印見直しを実施する上で

は、庁内全ての業務において点検を行い、特例規則を制定することで、９割を超す行政手続に

おいて押印義務を撤廃いたしました。これにより、オンライン化の一つの阻害要因を乗り越

え、市民の皆様の利便性も向上し、総務省が掲げる自治体ＤＸの推進に向けた前進となったと

ころであります。 

 また、別の例を挙げますと、８月からは試行的にテレワークが可能な業務端末を導入し、閉

庁日における市内の新型コロナウイルス感染症の発症者の報告業務で活用を始めたところで

す。閉庁日における業務であれ、平日におけるテレワークであれ、これに即した服務や勤務の

考え方を新たに整理する必要も認識しているところです。これにとどまらず、今後も新たな取

組を実施していく上では、議員ご指摘のように、業務内容や制度の見直しを予断なく進めてい

くことが重要であり、手探りの面もありますが、引き続きデジタルを活用した業務変革を進め

てまいります。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） ご回答ありがとうございます。回答のほうで１点目のほうにつきまし
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ては、主体は、確かに社会的弱者の方を中心に今までサービスを行ってこられているという認

識ですが、私が今回申し上げたのは、地域福祉の観点から、高齢者世帯のＤＸに不慣れな方々

への観点から申し上げているつもりでございましたので、よろしくお願いいたします。 

 それと、マイナンバーカードの普及促進につきましては、庁舎玄関前、ありがとうございま

した。公明党市議団として要望して設置していただいた経過がありまして、本当に感謝申し上

げます。ただ、この利活用につきまして、マイナンバーについてはまた後ほど申し上げます。 

 ３点目のガイドラインのことを要望させていただいたのは、後で申し上げますが、確かに業

務のほうの確認させていただきましたら、文書情報課のほうとの協議の中で押印の見直しとか

電子決裁とか様々、点での業務はされてある実態は分かっております。ただ、これが体系化さ

れておらず、体制、仕組みづくりもない。このあたりを後で申し上げたいと思います。 

 それと、ＤＸ推進におきましては、これは待ったなしの時限的な計画でございまして、国が

しっかりやっている内容でございまして、市長にここで１点だけお願いです。デジタル大臣と

総務大臣が今度、ホームページ見ていただくと、ＤＶＤを作成されて思いを述べてありますの

で、よかったら一回ご見聞いただければと思っております。 

 今度の質問に先立ちまして、なぜこういう経緯で質問させていただいているかと申します

と、昨年９月に、ＤＸ推進計画につきましては電子化、スマート自治体に向けてというところ

で、市民福祉の向上の観点から質問させていただきました。今後、この観点につきましては、

実装に伴う行財政改革、うちのまち・ひと・しごと総合戦略、ビジョン、これに大きく関わっ

てくる課題でございますので取り上げさせていただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 そこで、最初に確認でございますが、昨年の質問の折に、たしか高齢者向けに、スマホに不

慣れな方のための施策として、シニア等向けのスマホ教室の実施的なものをされるという計画

を伺っておりましたが、その後どういう状況になったか、分かれば、お示しいただければと思

います。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 高齢者のスマホを活用しました情報取得、発信を支援するため、高齢者

対象のスマホ講座を令和３年度は１自治会、公民館において実施をいたしております。令和４

年度につきましては、総務省の利用者向けデジタル活用支援推進事業の採択を受けまして、同

事業として５自治会を公民館においてスマホ講座を実施する予定でございます。また、そのほ

かにも、スマホ事業者、これはＮＴＴドコモさんとソフトバンクさんですが、事業者独自に各

自治会と連携をいたしまして、現在６自治会において公民館で講座を実施しておりまして、さ

らに今後３自治会、公民館におきまして実施をする予定でございます。このほかに、市主催の

講座も今後、今のと別に２自治会で実施する予定となっております。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） ありがとうございます。その取組、重要だと思いますので、引き続き
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継続と、併せて、後で申し上げますのはリモート化の話になりますので、よろしくお願いいた

します。 

 もう一つ確認でございます。マイナンバーカードの申請の窓口ですね。私の手元の資料で

は、５月現在のちょっと古いデータになるんですが、本市におきましては42.7％の交付枚数に

なっておりまして、今、現行の状況、概況が市民課のほうで分かれば、お示しいただければと

思います。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 現在のマイナンバーカードの交付率でございますけれども、８月末

の時点で45.7％となっております。それと、マイナンバーカードの申請の窓口である市民課の

現状ですけれども、現在、市民課のマイナンバーカードの交付窓口におきましては大半のお客

様がマイナポイントのことについてお尋ねになられております。場合によっては、マイナンバ

ーカードの基本的な説明からカードの申請、受け取り、それから保険証としての利用申込みと

公金受け取り窓口の登録などなど、お客様の対応に非常に時間がかかっております。１人当た

り１時間以上かかることもありまして、操作の説明から、初めから行うようなこともございま

す。職員のほうも幅広い知識、それと丁寧で分かりやすい説明が求められているのが現状でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） ありがとうございます。今お聞きになったとおりでございます。不慣

れな方には、すぐ終わる内容でも丁寧に進めていく上で時間がかかる。であれば広げるしかな

いんですね。そういう観点から、公民館での自治会でのリモート化というのをお願いしたいな

と思っておりますが、ここで市長のほうに質問を続けていきたいと思いますが、市長、まず初

めに、うちの今のまち・ひと・しごと創生総合戦略、これに我々の市民生活かかっておりまし

て、ここに、大事なのは成果指標というＫＰＩの指標が示されております。これにつきまして

は、本当は実績値もあったほうがいいんですが、基準値、実績値、目標値というのが本来ある

べき姿かなと思っております。ただ、問題なのが、市長、ここは、ＫＰＩを設定するに当たっ

てこの数値をどういうふうに見える化するか。このあたりが、これは本市だけではございませ

んで、自治体を全国的に見ますと、構築する際のＫＰＩ設定に妥当性が薄い。そして、社会構

造の分析をしなかったので、政策として打開すべき状況が不明。こういった、方向性は示され

るけれども、本当に効果、成果を生むような、重要業績評価指標という数値でございまして、

これが本当に市民サービスで一番大事な数値になってきますので、このあたりを重視して申し

上げたいと思いますが、そういった分析を踏まえて、政策、施策、今後こういった都市計画に

おける事業、それに隠されたいまだ発見できていない課題、こういったものを改善する、難し

いんですよね、ＫＰＩ設定をするということ自体が。多分、本市でもかなり頭を痛めてこの設

定をされてあるんだろうと思いますが、ここで質問したいのは、地域の見える化をするために
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もっと具体的な指標を求めていかないといけないと思います。 

 その観点から申し上げますと、２点申し上げておきたいと思うんですが、１点目は、地域に

住んでいる方の日常生活における様々な不安を取り除くための助言や支援活動を通してソーシ

ャル的役割を地域で展開していただいていますので、その方々の、自治会役員とか民生委員の

方とか児童委員の方などとか、ソーシャル的な役割で地域で本当に頑張っていらっしゃる、こ

の方々が見えない課題まで知ってありますので、連携強化につなげていただくことが重要では

ないかというのが一点。 

 それと、２点目は、多くの市民の方は行政サービスや各分野の制度などの手続申請について

よく分からないということが、私も市民相談をよく受けるんですけれども、そういったことが

大きく存在しております。市民生活において個別的課題やニーズ、そして市役所などに直接出

向かなくても、定例的な地域行事の中で市役所とつながる公民館、共同利用施設のリモート化

があれば、地域の自治機能と地域福祉の向上へ大きな役割を期待できるものと考えておりま

す。その際に、一つの意見として申し上げますが、今年度からコロナ禍の影響等で各地域の事

業展開ができずに、多分、恐らくですけれども、リモート化するに当たっては財政支出が伴い

ますので、自治会の会計状況を見ますと繰越金がかなり発生していると思われます。それを使

うルール化もされていないというところから考えますと、一つの原資としてもいいのかなとい

うのをご検討いただければというふうに思っております。そこで、市長にお尋ねいたします。 

 総務省がＤＸ推進計画について自治体へ求めていることの一つに……。 

○議長（門田直樹議員） 堺議員、すみません、途中ですけれども、マスクの関係もあって少し聞

き取りづらいので、もう少しゆっくりお話しください。 

○１０番（堺  剛議員） 時間の制約があったもんですから。急がないと間に合わないもんです

から。すみません。 

 自治体へ求めていることの一つに、自らが担う、今回の推進計画ですね、行政サービスにつ

いてデジタル技術、データを活用して住民の利便性を向上させるということと、デジタル技

術、ＡＩ等の活用に業務の効率化、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくこ

とが求められております。こういったことの見解で、推進計画における市長の見解をお聞かせ

いただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 先ほど来、お話しありますように、コロナ禍の中だからこそ、市民の皆さん

の不安を取り除くために、様々な自治会なり民生委員なり、そうした方々と連携しながら地域

の中でつながっていく。そうした中で、リモート的にも、そうしたツールを活用して課題解決

をしていく時代になってきたということを強く認識しております。そうした中で、新しい公共

という概念の議論も始めましたけれども、デジタル庁も様々理念を掲げているところでありま

すので、そうしたことを踏まえまして私としましても、何よりも市民のためのデジタル化であ

って、手段と目的が逆転しないように、市民の方のためにある程度の予算もかけつつデジタル
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化を進めることによって、人が実際に直接触れ合ったり、様々な心の触れ合いの中で課題解決

できるような本来業務に集中できるような、そういう理想的なデジタル化が図れればいいなと

思っているところであります。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） 市長、そのあたりは具現化していかれるように、よろしくどうぞお願

いいたします。 

 あわせまして、先ほど申し上げましたＫＰＩのほうなんですけれども、非常に難しいと申し

上げましたが、国のほうの支援のほうで、国と民間のほうで今回窓口をつくってくださいまし

て、デジタル庁が中心となってやっているみたいですが、官民連携で、ＬＷＣ指標利活用ガイ

ドブックというのがあります。ＫＰＩだけではなくて、これは各自治体たぐっていけばきれい

に見れます。どういうものかというと、ＫＰＩ指標というのは各事業についていろいろ設定を

されていきますが、これは、これをリンクした形で地域の見える化が、重層的に俯瞰的に捉え

ることができるようになっておりますので、どうかご活用いただければと思いますが、所管の

ほうにてこの活用について何か見解があれば求めたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 今、議員がおっしゃったもの、ウエルビーイング指標の

ことかというふうに理解してございますけれども、政府のデジタル田園都市国家構想が目指す

心豊かな暮らし、これがウエルビーイングでございまして、これと持続可能な環境社会経済、

サステナビリティーの実現のため、地域ごとに定期的にこういった指標を策定し、このような

指標を設けて恒常的に改善を図るためのツールというふうに認識してございます。こういった

価値観の多様化が進む中で、本市といたしましてもウエルビーイング指標をどのように活用で

きるかということを今後しっかりと研究してまいりたいと考えてございます。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） ありがとうございます。ぜひ、これ活用いただいて、より具体的な市

の見える化を図っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あわせまして、マイナンバーカードの普及につきまして、市長、実は９月、今月、もう時間

がないんですが、９月までにマイナンバー取得されていない方は、今、総務省のほうからＪ－

ＬＩＳを使って再々交付されています、７月からですね。それで、今回、１万円分ポイントか

ら２万円分なんですね。先ほど所管課からもご報告ありましたが、２万円分ポイントで、市民

の方が、うちは人口約７万人でしょうから、７万人からの人口で全員の方が取得されると、先

ほど社会的な経済負担も今市民を直撃しているというお話をさせていただきましたが、ここ

は、我々が財政投資しなくてもここに大きな財源が転がっているわけですから、ご活用いただ

ければと思いますので、そのあたりを充実させていただければというふうに思っております。

市長のほうの見解があれば、お述べいただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 
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○市長（楠田大蔵） 最近、河野大臣も言われていましたけれども、本筋からいうと、ポイントと

いうよりは利便性を高めるということだとは思いますけれども、せっかくそういうキャンペー

ンというか期間がありますので、市民の方も結果としてそれでコロナ禍の中で助かるというこ

とであれば、積極的に呼びかけていくことは当然でありますので、村田理事も総務省から来て

もらっていますし、総務省の方からも直接に私もいろいろなアイデアをいただいておりますの

で、私も先頭に立って取得向上に努めていきたいと思っています。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） 市長、ぜひ先頭に立ってお願いいたします。 

 続きまして、マイナンバーカードは、実は自治体ごとのポイントをつける自治体マイナポイ

ントという取組ができるようになっておりまして、本市におきましては、一つの提案と申しま

すか、医療関係の経験から申しますと、元気づくりポイントとか健康増進に役立つようなポイ

ントとかを、今後、本市独自のポイントについて、自治体マイナポイントについて市のほうで

考えてあることがあれば、お示しいただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 自治体マイナポイントの独自ポイントの費用につきまし

ては、実は我々もコロナ対応分の地方創生臨時交付金の活用と併せまして、従前から事務レベ

ルで検討を行ってまいりました。しかしながら、現状は、自治体マイナポイントの基盤システ

ムであるマイキープラットフォームに接続するための改修費用が高額に上るため、関係予算を

計上するには至っていないところでございます。しかしながら、総務省が令和５年度予算の概

算要求におきまして、自治体マイナポイントを全国へ広げるための新規参画自治体への初期費

用の補助を含む関係経費、これ確認しましたら12.8億円、これを計上しておるところでござい

ますので、こういった動向を見守りながら、引き続き市においても研究を行ってまいりたいと

考えております。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） 今、理事のほうからお示しいただいたとおり、そのとおりです。国の

ほうから補助金の、あとは民間契約等の手数料の一部も補助していくという打ち出しが出てお

りますので、前向きにご検討いただければと思います。 

 市長、認識の中で情報共有でさせていただいておきたいんですが、マイナンバーカード、コ

ロナ対策にもありまして、今日ちょっと携帯、私持ってきちゃいないんですけれども、携帯に

もあるんですけれども、ワクチン接種証明書というのが携帯でマイナンバーカードを持ってい

らっしゃる方はすぐ取れます。今回、私も４回目ということで、紙媒体でもコピーしたらこん

な形で取れました。これも簡単にスマホでできますのでね。今後、コロナ対策にしても一々、

紙ベースでやるんではなくて、受付も全てオンラインでやっていく。こういうシステムに変わ

っていきますし、マイナンバーカードも活用されていくと、その中で。そういうことでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 
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 それと、次のポイントとしては、大事なことは体制づくりですね。マイナンバーカードの充

実を図ることも啓発についても申し上げておきたかったんですが、時間がありませんので飛ば

します。それで、デジタル実装に向けたＤＸの専門部署等のご検討。今後、機構の考え方も変

革されていくと思うんですが、デジタル化に向けて、もう資料は提示しませんが、大野城市で

も担当部署の推進課みたいなのをつくっておりますし、春日もその体制に入ってガイドライン

までつくっております。近隣がやっているからうちもやんなさいという話ではなくて、国の速

度、市民が求めている生活の利便性を向上するのにうちも本格的に乗り出すために、その体

制、機構的な役割を果たすために市のほうも何か検討されてあるのか。あれば、お伺いしたい

と思います。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 専門的な知見を持つ職員の必要性等につきましては、

我々といたしましても認識しておるところでございます。ＩＣＴ分野の専門職としての採用に

つきましては、自治体ＤＸの進捗状況や他市の状況等も考慮しながら、今後の検討課題と考え

てございます。当面は、業務委託等による外部人材の活用も含めて検討していきたいと考えて

おります。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） ちなみに、大野城市は総合政策部デジタル推進課というのがありま

す。春日市はＩＴ推進担当というのがおります。本市においてはその部署が、文書情報課が担

っていらっしゃるのかなというふうに思っておりますが、ご負担になっていないのかなと懸念

をしとるところでございます。そういったところで、村田理事にこれはお願いなんですが、村

田理事は来年６月いっぱい、７月には任期満了されると思いますので、そのあたり体制づくり

のところも含めて、人、物、金の角度から行財政改革していく上でＤＸの推進も体制づくりを

求めていきたいと思いますが、一言コメントいただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） ＤＸにつきましては、私も国で関与していたこともあり

ますので、非常に思い入れがある施策でございます。この思い入れを単に気持ちだけではなく

て、なるべく具体的な成果に落とし込めるように、しっかりと文書情報課とか関係部局と一丸

となりまして取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） それと市長、一つは、体制づくりの中で大事なのは、今後課題になっ

てくるのは人材ですね。どうやってＤＸに対する推進の人材を確保していくかということで、

自治体によっては、今日時間がないので紹介しませんが、郡山市あたりは具体的に何名確保す

るという打ち出しをしながら、ＳＤＧｓの理念の下で募集をかけていらっしゃいます。一般行

政職ということで、複数名募集されてありましたけれども。そういったことを考えますと、本

市も早く乗り出していかないと、貴重な人材が他市へ流れていってしまって本市には残らない
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という形にもなりかねないので、この点よろしくお願いいたします。 

 それと、ただ今回、ＤＸにおきまして、行財政改革も含めたところで、本市においては様々

な角度から近年、市の監査報告でも指摘されてありますが、財政的課題を含む行財政執行事務

における是正や意見をいただいている現状であります。そういった中で、本市の契約状況や各

種の制度の要綱などの整備の見直しもご指摘いただいているところでございます。具体的に

は、指定管理業者や委託業者の適正事務における財政執行の観点でのご指摘だと認識しており

ます。また、各分野の所管におかれても、行政サービス上の弊害等を実感されている職員の皆

様もおられると思います。本市のデジタル化推進に向けて、官民連携で行っている事業をはじ

め、全庁的な行財政執行事業の一つ一つをデジタル化とセットで検討すべきものと考えます

が、市並びに市長の見解を求めます。 

○議長（門田直樹議員） 経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 予期せぬコロナ禍で露呈いたしました我が国そして自治

体のデジタル化の遅れではありましたけれども、そのことによりデジタル技術やデータ活用の

重要性が認められたと考えてございます。市民の皆様にとっても、また行政にとっても、様々

な課題の解決に有用であると認識しております。 

 この点について、新たに導入いたしました取組の例を挙げますと、これまで市税滞納者の預

金照会を郵送により行っていましたため、一定の費用と時間を要しておりました。今年度から

はオンラインによる預金照会を導入しましたところ、本市及び照会先の金融機関の業務に要す

る費用と時間を大きく効率化できる見込みでございます。これにとどまらず、今後も全庁的に

事業のデジタル化を進め、市民の皆様の利便性を向上し、人に優しいデジタル化を目指してま

いりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 先ほど述べたとおりでありますけれども、先ほど来申していますように、デ

ジタル化に当たっては市民の皆様の目線からの利便性を意識するよう伝えているところであり

ます。加えて、８月からは若手発案のゼロ予算事業として、１階市民課の窓口の待合状況閲覧

システムの運用を開始して、待合状況の見える化や遠隔確認が可能になりました。こうした人

に優しいデジタル化を今後もしっかりと進めていきたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） ありがとうございます。それでは最後に、国のほうは、これらのデジ

タル化と併せ、グリーン化と併せてやっているのが一つ、全世代型社会保障の構築を今目指し

て進めておられます。世代間の給付バランス、そういったものを勘案しながら、人生のステー

ジを謳歌していただくために少子・高齢化としてどうしていくかということは、将来世代へ負

担を見送らないようにするということも一つあると思います。私も、これ私の議員活動で恐縮

なんですけれども、生活支援課のほうで対応していただいた折に、生活保護の制度を使うしか

ないかなと判断したところでサービス提供したところ、それだけは避けたいという市民の方が
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おられました。その方は、でもそこまでしないと本当に生活が成り立っていかない。それは所

管の方もそう言われていましたけれども、そういった方々の、結局、サービスというのは救済

制度、今までの国のやり方というのは。でも、これから今国が目指しているのは、弱者を生ま

ない社会の構築、これを選んでいく。要するに、ベーシック的な考え方ですね、を中心にされ

ていく方向性になっているかと思っております。 

 そこで、最後にお伺いしますけれども、本市の未来ビジョンの構想の中でデジタル化社会実

現に向けて太宰府のデジタル化推進における重点計画の基本構想として掲げていただき、人に

優しいデジタル化で、ぜひ弱者を生まないまちづくりを視野に入れていただいたデジタル化の

実装の取組を人、物、金の観点から早急に準備に取りかかっていただきたいと思いますので、

市長に最後のご決意を聞いて一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 先ほど来、ご指摘をいただいております弱者を生まないまちづくりの視点

は、私自身もこれまで訴えてまいりました全世代居場所と出番構想なり、安心・安全バリアフ

リーの推進や多様性の確保など２期目の重点公約にもしておりまして、こうした観点ともつな

がってくると思っています。 

 これまでも、職員からも例示がありましたけれども、加えまして市のホームページで、視覚

に障がいがある方が音声読み上げソフトを利用することで情報を得るなどのアクセシビリティ

ー確保に努めたところであります。また、昨年度から福祉課において、ビデオ通話アプリを用

いた遠隔手話通訳サービスも実施しているところです。例えば、遠隔手話を希望する方が事前

にお申し込みいただくことで、ワクチン接種会場に設置したタブレットを用いて、本市の専任

手話通訳者が市役所に居ながらにして会場のスタッフとの橋渡しを行うこと。手話通訳者が同

行しなくても、コロナに感染した方が通院した先の医療機関の方とのコミュニケーションがで

きるなどのサポートも率先して行っているところであります。 

 このように、誰一人取り残さない、人に優しいと。何より、一番困っている方がこうしたこ

とによって救われるような社会の実現のために、デジタル化というものを前向きに推進してま

いりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員。 

○１０番（堺  剛議員） ありがとうございました。弱者を生まない世界と言っていましたが、

先ほど例に取ったのは、生活保護受給者の対象者の方の心の中を見てみると、傷ついているな

というのを実感いたしましたので、救済するというんじゃなくて、本当にそういったベーシッ

クなプランで生活できる、確保できる、そのためのＤＸでございますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

 これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（門田直樹議員） 10番堺剛議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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○議長（門田直樹議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月９日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後３時38分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（４日目） 

   〔令和４年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    令和４年９月９日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
舩 越 隆 之

（９） 

1. 総合体育館の指定管理について 

  総合体育館の営繕工事の費用について３点伺う。 

 （１） ２階用具倉庫ドアクローザーの工事費について 

 （２） 受水槽清掃費用について 

 （３） 音響設備の定期点検使用料について 

２ 
小 畠 真由美 

（15） 

1. 機構改革について 

 （１） 複雑化、多様化する市民ニーズに応え、地域共生社会の実

    現に向けた総合的、横断的な組織展開を行うための機構改革

    について伺う。 

 （２） 直面する課題の整理解決のため（仮）行財政推進室や 

    （仮）公共施設アセットマネジメント推進室などの設置や、

    適所適材の人事、組織の統廃合など、本市の持続可能な行政

    経営の観点からの機構改革について伺う。 

３ 
森 田 正 嗣 

（４） 

1. 総合計画に係る請願の採択をうけて 

  令和４年第２回定例会に提出された請願第２号「第六次太宰府市

 総合計画」の策定に関する請願書は定例会において採択された。 

  市長は総合計画策定にどう向き合われるのか見解を伺う。 

2. 自治基本条例の取り組みについて 

  太宰府市自治基本条例審議会は自治基本条例第29条に基づく「条

 例の見直し」作業を行い、その結果として令和３年８月12日付けで

 答申を出され、本条例の運用の改善を求める「提言」をされてい

 る。 

  今回、そのうち情報共有分野の改善の取り組みについて伺う。 

４ 
入 江   寿 

（６） 

1. 登下校時の児童の見守りについて 

 （１） 登下校時の児童の見守りの現状について伺う。 

 （２） 登下校時における交通事故や犯罪をなくすための地域との

    連携強化について伺う。 

 （３） ながら見守りの推進について伺う。 
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   （４） 登下校見守り者の心得等について伺う。 

５ 
宮 原 伸 一 

（５） 

1. 地域猫について 

 （１） 市などに対する地域猫の苦情内容や件数、また苦情にはど

    のように対応しているのか伺う。 

 （２） 不妊去勢手術費補助金の申請、交付状況について伺う。ま

    た、その他に地域猫に対する県や市の補助があるのか伺う。

６ 
橋 本   健 

（17） 

1. クラウドファンディングとふるさと納税について 

 （１） クラウドファンディングの過去の実績について 

     本市では、ウクライナ避難民学生に対してクラウドファン

    ディングで寄付金が集まったが、これまでの実績について伺

    う。 

 （２） 本市のふるさと納税の状況と課題について 

     毎年、順調に伸びてきており目標達成してきている。しか

    し、その中身は、太宰府の商品というより、福岡に依存した

    返礼品の傾向が強いが、現在の状況と見解について伺う。 

 （３） 今後の事業展開について 

     返礼品は商品だけでなく、太宰府観光資源の活用やイベン

    トを組み込んだ方法も考えられるが、今後どのような企画を

    準備されているのか展開について伺う。 

７ 
笠 利   毅 

（11） 

1. 個人情報保護条例の改正について 

  太宰府市個人情報保護条例の改正が必要となっているが、今後の

 改正に向けての予定及び改正にあたっての市の姿勢を伺う。 

８ 
今 泉 義 文 

（３） 

1. 子ども達の健康状態管理について 

  斜位や斜視に気付かず、小学校や中学校生活を送っている児童生

 徒がおり、高校生や大人になって気付く人もいるようである。早期

 発見することにより対応できることもあるので、子ども達の検診環

 境改善の観点から２点伺う。 

 （１） 乳幼児健診や学校での斜位や斜視を含めた目の検査の実施

    状況について 

 （２） スポットビジョンスクリーナーの活用について 

2. 交通事故多発地点の改善について 

  交通事故は、いつどこで起こるか分からないということも考えら

 れるが、事故多発地点も存在している。太宰府市内での交通事故発

 生件数減少の観点から２点伺う。 

 （１） 交通事故多発地点の情報収集体制について 

  

 （２） 交通事故多発地点の取り組み予定について 

  ① 梅香苑通り（梅香苑、緑台、高雄の区境付近） 

  ② 梅香苑公園交差点 
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２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  タコスキッド 議員         ２番  馬 場 礼 子 議員 

  ３番  今 泉 義 文 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  宮 原 伸 一 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  木 村 彰 人 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  舩 越 隆 之 議員         10番  堺     剛 議員 

  11番  笠 利   毅 議員         12番   田 久美子 議員 

  13番  神 武   綾 議員         14番  陶 山 良 尚 議員 

  15番  小 畠 真由美 議員         16番  長谷川 公 成 議員 

  17番  橋 本   健 議員         18番  門 田 直 樹 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  原 口 信 行 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  山 浦 剛 志 

          村 田 誠 英        市民生活部長  中 島 康 秀 

  健康福祉部長  川 谷   豊        都市整備部長  髙 原   清 

  観光経済部長  友 添 浩 一        教 育部理 事  堀   浩 二 

          佐 藤 政 吾        経営企画課長  轟   貴 之 

          杉 山 知 大        文書情報課長  髙 原 寿 子 

  防災安全課長  竹 崎 雄一郎        環 境 課 長  高 野 浩 二 

  福 祉 課 長  井 本 正 彦        建 設 課 長  齋 藤 実貴男 

  学校教育課長  鳥 飼   太        スポーツ課長  大 石 敬 介 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  木 村 幸代志        議 事 課 長        花 田 敏 浩 

  書    記  三 舛 貴 市        書    記  井 手 梨紗子 

         

総 務部経 営 
企画担当理事 

総務課秘書担当課長兼経営企画課広聴 
広報担当課長兼シティプロモーション担当課長 

総 務課長 併 
選挙管理委員会事務局長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 ここで議員８名退場のため、暫時休憩します。 

              休憩 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時00分 

○議長（門田直樹議員） 会議を再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（門田直樹議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 ９番舩越隆之議員の一般質問を許可します。 

              〔９番 舩越隆之議員 登壇〕 

○９番（舩越隆之議員） 議長より質問の許可をいただきましたので、通告に従い、総合体育館の

指定管理について、営繕工事の費用について、３点お伺いします。 

 １点目、アリーナ２階用具倉庫のスチールドアクローザー２か所の取替え工事について伺い

ます。 

 市民の方が資料開示請求された工事費の見積りを拝見させていただいたところ、30万

2,500円という金額の記載がされていました。ドアクローザー２か所の取替えにしては工事費

が高額過ぎるのではないかと思い、この金額が妥当なものか、それを基に私なりに種々の比較

検討をいたしまして調べてみましたところ、やはり高過ぎるのではないかと思い、執行部の見

解を伺います。 

 ２点目、受水槽清掃費用について伺います。 

 清掃費用については20万640円支出されていますが、一般的な清掃費用がどのくらいなの

か、これも私なりに比較して検討しましたが、見積りの精査はなされているのでしょうか。１

点目と同様、見解をお伺いします。 

 ３点目、音響設備点検費用について伺います。 

 総合体育館の音響設備は、コンサートができるような設備にはなっていないと確認していま

すが、点検費が毎年236万2,800円支出されています。この音響設備の点検内容についてご説明

をください。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） おはようございます。 

 総合体育館の指定管理についてご回答いたします。 

 まず、総合体育館の営繕工事の費用についての１点目、２階用具倉庫ドアクローザーの工事

費についてですが、扉の急な開放を制御するドアクローザーが経年の開け閉めにより故障した

ことから、指定管理者より修繕実施の事前承認伺いの提出を受け、スポーツ課で内容を精査し

た上で承認し、令和４年３月30日に指定管理者が修繕を行いました。 

 故障の原因は、もともと設置されていたドアクローザーの開き角度の限度が90度であったた

めに、開閉の際に無理が生じていたと思われるため、開き角度135度のものに取替えを行い、

併せてずれが生じていた扉の取付けヒンジの調整等を行っております。 

 修繕料の精査につきましては、事前承認伺いに２社の見積書を添付させて価格の比較を行

い、国土交通省の公共工事設計労務単価表などを参考に、金額の妥当性を確認しております。 

 部品の価格につきましても、カタログ等で定価を確認するようにしておりますが、今回取り

替えたドアクローザーについてはオープン価格であったため、定価が設定されている製品では

ございませんでした。インターネットの通販サイトでは価格が安いものもあるようですが、附

帯する保証サービスの内容も異なるといったため、額面価格だけでは判断できない面もあると

ころ、利用者の安全確保の観点から、品質の保証が得られる正規の販売ルートからの購入品と

しております。 

 議員ご指摘の点も踏まえ、製品と保証サービスの内容を精査しながら、引き続き適正な調達

に努めてまいります。 

 次に、２点目の受水槽清掃費用についてですが、法令により年１回の受水槽の定期清掃が義

務づけられていることから、指定管理業務において毎年９月に清掃業務を実施しております。

業務内容といたしましては、有効水量62.5の２槽式受水槽内を１槽ごとに洗浄と消毒を行っ

ており、指定管理者より提出される受水槽清掃実施報告書にて、作業内容と水質に問題がない

ことを確認しております。 

 受水槽の清掃費用につきましては、指定管理収支報告書により20万640円の支出報告があっ

ており、当該受水槽の規模、構造から見て妥当な金額ではないかと考えておりますが、今後も

ご指摘いただいた点を踏まえ、費用の精査に努めてまいります。 

 最後に、３点目の音響設備の定期点検使用料についてですが、総合体育館に設置している音

響設備の機能を良好に保つため、指定管理業務として年２回の音響設備の保守点検を行ってお

ります。 

 点検内容といたしましては、会議室、多目的ラウンジ、軽運動トレーニング室、アリーナに

設置している各種の音響設備について、動作チェックのほかに、測定器を用いた電気的性能測

定など専門的な点検を行っております。 

 保守点検に要した費用につきましては、指定管理収支報告書により236万2,800円の支出報告
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があっており、技術者による専門的な点検を定期的に行うことで、トップアスリートを招いた

スポーツイベントのみならず、トークショーや講演会、また保育園の運動会など様々なイベン

トが行える環境を整えることができております。 

 今後につきましても、ご指摘いただいた点を踏まえ、経費削減の視点を持ちながら、総合体

育館を利用される皆様が安全かつ快適に利用することができるよう、指定管理者等とも協議し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） まず、アリーナのドアクローザーの件ですけれども、この金額が妥当か

どうかというのは、私なりに調べて、ドアクローザーの値段的には大体高いところで１万

5,000円、安かったら8,000円とかというのがいろいろ出ています。それで、これを確認するた

めに、私は業者の方に、実際どこどこのドアのクローザーを替えるじゃなくて、ドアのクロー

ザーを替えたら実際どのくらい費用、工賃込みでどのくらいかかりますかと、二、三件の業者

の方に確認しました。したら、大体２万5,000円からそのくらいだろうと、工賃込みでという

ことですので、この見積書を見る範囲では、クローザーの部品１個が４万3,600円ぐらいのた

しか単価が出ていたと思います。これは私は見たときに、工賃込みかなと思ったけれども、実

際やったら部品だけの値段、それが２個。ということは、もうそこだけで９万円ぐらいの金額

になります。そのほかに４万円という工事費を取ってあります、取付け費を。そしてまた、な

おかつドアクローザー調整費として１か所２万円。あのドアクローザーの調整というのは、取

り付けたときに、普通は調整はその時点でするはずなんですよ。新たにするものではないと思

います。それにいろいろな経費を含めても、大体10万円か11万円ぐらいでできるんじゃないか

なと私は思っています。それをこういう形の30万円という３倍近い金額で見積を提出されたも

のをそのまま支払うというのは、私はこれはいかがなものかなと思っているんですよね。 

 こういうお金を、修繕費としてアリーナ自体は大体100万円ぐらい見てあります。その100万

円の中に入っているとは思うんですが、その100万円を最終的な決算でちゃらにするために、

最終的にそこら辺を調整して金額を合わせるような見方でしか私は見てないんですよ。じゃな

いと、２月までぐらいの金額で66万円ぐらいの修理費だったです。それで、３月30日にこの

30万円というのが上がって、100万1,480円という金額になっています。ということで、返納金

がないということなんですね、太宰府市に対して。 

 私は、この修繕費とかそういうのは、私は返納金があればあっていいと思います。そうじゃ

ないと、これからの太宰府の学校給食を含めいろいろな費用が出ていきます。だから、そうい

う中で少しでもそういう費用を返納してもらうこと自体は、当たり前のことじゃないかと思う

んです。それを管理するのが市の役目。そして、それをできない指定管理者に対して指示する

のも市の役目じゃないかと私は思う。どう思われますか。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 
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○スポーツ課長（大石敬介） まず、ドアクローザーの価格につきましては、同じ型番でインター

ネット等でも我々も調査をしましたところ、最低でも１万7,600円ほどかかっております。 

 調整につきましては、先ほども申しましたとおり、ドアクローザーの調整ではなく、扉のヒ

ンジの部分ががたついておりましたので、そこの部分の調整をさせていただいております。 

 工事費につきましては、指定管理料の中に100万円という予算を計上しておりますが、当然

残金が出れば戻入していただくことになっておりますので、今後も経費削減の観点を持って、

戻入のほうをしていただくようにこちらも精査してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） このドアクローザーを取り付けるために、補強用の鉄板みたいなのが、

あれはステンレスで見てありましたよね、４か所かな。あれ、１枚が大きさが3.5㎝×７㎝や

ったかな、ぐらいだったと思う。厚みが2.3㎜。そのステンレス製にしても、１枚がそんなに

何千円もしやしませんよ。それで、２か所分で２万円出してあるということは、私もいろいろ

なあれを見るけれども、ステンレスのそういう、このくらいのステンレスで１枚何千円という

単価というのは、幾らステンレスであってもちょっと考えられないんです。 

 だから、そういうふうな部品に上乗せした金額を出して、帳尻を最終的に合わせるみたいな

この見積りというのは、私はちょっと納得できないんですけれどもね。そのところの説明をお

願いします。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 見積りについては２社、指定管理者のほうからさせていただいてお

りまして、その中で金額のほうを査定、審査しておりますが、やはり議員ご指摘のとおり、そ

ういった金額についてはしっかりと精査してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） そうなんです、業者の方から２社見積りが上がっていることを私も知っ

ています。１社は今回の30万1,500円、相見積りを取られた業者に対して33万3,000円と上がっ

ていますよね。その最初の見積りの30万円の方が取られるためには、それより高い金額を出さ

ないと取れないはずですから。 

 それは私も議員になる前までいろいろな商売してきたので、相見積りの取り方もいろいろ分

かりますけれども、これは民間であれば許せる部分はあるかと思います。でも、公共の施設の

場合、そういうやり方というのはちょっとあり得ないんじゃないかと。最終的に100万円に合

わせるための帳尻合わせは、これはあってはならないことじゃないかと思うんですね。そこの

ところは管理者としてしっかり精査してチェックして、指定管理者に見積りを出させる、出た

中でお互い精査しないと駄目じゃないですかね。いかがですか。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 施設の修繕につきましては、施設及び設備、機器が適正に安全に使

用できるように行っておるものでございますので、見積りについてもしっかり精査しまして、
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見積りについては適正な価格であるというふうに考えておりますが、今後につきましてもしっ

かり精査してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） この金額があくまでも適正と思われるわけですね。それではそれでいい

ですけれども。 

 ドアクローザーが壊れた要因として、これは角度が90度の角度がどうのこうのってあります

けれども、これは最初に出来上がったときに、そのドア自体は90度の開きで、それでバスケッ

トゴールあたりを出し入れするのに、それでオーケーじゃなかったんですかね。それで、バス

ケットゴールなんかを出すときに、ドアを壁にぶつけたりしてドアが凸凹になったりしとるの

は、これは利用する方々に任せ過ぎで、指定管理者として誰も立ち会ってないということでし

ょうね。だから、こういう事故というか故障が起きてくるんじゃないですか。そこのところは

どうされていますか。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 指定管理者に対しましては、日常から施設を大事にすることを意識

づけるために、施設が毀損しないように心がけること、また修繕を行う場合は、できるだけ安

価な方法で行うことなどを、口頭ではございますが指導をしておるところでございます。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） このドアクローザー及びドアノブの修理が平成29年かな、令和元年ぐら

いから毎年ドアノブの交換、ドアクローザーの交換が毎年のごと出ています。そんなに壊れる

んですか。これはどういうふうに思われています。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 同じ箇所が壊れているわけではございませんで、ドアが幾つかあり

ますので、そのドアがそれぞれ壊れているという状況でございます。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） 確かにドアは１つだけじゃないですけれども、ただ私が言いたいのは、

ほかのドアにしても何にしても、そういう指定管理者がついて、品物を出すときに、バスケッ

トゴール自体も壊れてもいけないし、ドアが壊れてもいけないし、太宰府の公共の施設なんで

すよ。そういうものを壊すようなことが起きちゃならないから、指定管理者にちゃんと管理し

なさいというのが、通り一遍の当たり前の行為じゃないですかね。それを見落としとるから、

こういう故障とかがしょっちゅう、壊れたりとかがしょっちゅう、年々起きてくるんじゃない

ですか。そこはどうですか。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） ご指摘ありがとうございます。施設につきましては、やはり大切に

長く使っていくことが大事だと思っておりますので、指定管理者にはその旨指導したいという

ふうに考えております。 
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○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） 確かに指定管理者に指導せないかんのやけれども、これはあまりにもそ

ういう故障とか取替えの工事が多過ぎるんですよ。そこのところはもう少しちゃんとしたチェ

ックをしてないということが要因で、こういうことが起きてきよるというのが現状じゃないか

と私は思っております。 

 今後やっぱりこういうことをなくすためには、市としても指定管理者に対しては厳しい指導

をしなきゃ、これは一向に直らないような気がしますけれども、今後どういうような指導をし

ていきますか。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 指定管理者とは毎月定例で定例会議を行っておりますので、その中

でもしっかりと指導してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） そういう一定の会議は行ってあると思うんですけれども、それにして

も、あまりにもこういう故障とか修理のあれが出てくるということ自体は、そこの会議の中で

指定管理者に対して、指定管理者自体がそこのところをちゃんと理解してないんじゃないです

かね。これ、市のそういう運営費の中のあれだから、自分のお金じゃないから、見積りが上が

った分は出していいよと、払いなさいというような安易な見積りを精査するんじゃなくて、そ

このところは厳しい目でやっぱり見ないと。今後は太宰府自体が、市自体がなめられますよ、

業者に。そういうことがあっちゃいかんちゃないですかね。私は常にそう思っています。 

 だから、今回この質問をするのに対して、私も文章を書きながら、ちょっといらいらしてい

ました、正直言うて。あまりの情けなさに。これはまずいですよ、今後こういうことが続く

と。だから、これは今後二度と起こらないような指導の仕方をしていただきたいと思います。 

 １点目に対してはこれで終わります。 

 ２点目、受水槽の件ですが、受水槽の清掃については、１ｔ当たりが大体1,000円の単価で

す。それで、62.5ｔということは、６万2,500円。それにプラスの１万5,000円か１万6,000円

の基本料金というのが加わります。それにプラス水質調査、これが7,000円から8,000円。多分

化学検査だと思いますけれども、大体十二、三項目あるはずです。それを含めても10万円か

11万円かなと。それも約20万円出ている。ということは、どういうふうに、これも適正と思わ

れますか。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 受水槽の清掃費用についてですが、先ほども申しましたように有効

水量62.5という受水槽でございまして、しかも２槽式という構造になっておりますので、こ

の構造規模からいいますと妥当な金額ではないかというふうには考えておりますが、ご指摘い

ただいた点も踏まえまして、今後もしっかり精査してまいりたいというふうに考えておりま

す。 
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○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） これが１槽式だろうが２槽式だろうが、水槽を掃除することにはそう変

わりはないんですね。ただ、２槽式だから高くなりましたよ、１槽式だから安いですよという

問題ではないと思います。これは１ｔ当たりの単価が出ていますので、これが２槽式だろうが

３槽式だろうが、そのトン数によって単価が出ていますので。それを２槽式だから高くなりま

した、１槽式だから安くなりました、あり得ない話です。これをもう少しちゃんと精査しても

らいたいと思います。今後の指導の中で、それも含めた上で指導してほしいというのが私の考

えでございます。 

 それから、これはこれでもう終わります。 

 ３点目の音響設備の保守点検、年に１回ですかね。これ約236万円出ています。いろいろな

点検をするに当たって、ここはコンサートとかそういう音響設備じゃないはずです。ならば、

いろいろな点検するに当たって、236万円というのは、どれだけの人数を入れて点検している

のかなと。そんなにかかるのかなということなんですよ。ちょっと疑問に思うんで、もう一度

ご回答をお願いします。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 音響設備の保守点検につきましては、先ほどもご説明したように、

かなり専門的な調査、保守点検を行っております。動作確認だけでなくて、電気的な専門な調

査をしておる関係で、このような金額になっております。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） 確かに専門家がしないと点検はできないはずですから、それは当たり前

のことであって、これ約230万円を捻出するに当たって、したら、何日間かかってこれ点検さ

れているんですか。１日で終わっているんですか、１週間かかっているんですか。どうぞ。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） すみません、正確な日数は把握しておりませんが、１日ではなく、

数日間行っているというふうに聞いております。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） 何日間か把握しないって言われますけれども、報告書が出ていますよ

ね。たら、その報告書にとって何月何日、何月何日って出ているはずなんですけれども、それ

をトータルすれば、何日かかったかというのは分かるはずなんですね。そこのことを把握して

ないというのは、ちょっと市としてはおかしくないですか。じゃないと、多分10人で10日かか

りましたというんやったらまだ分かりますよ。でも、１人で何日かで、１週間かかったって、

230万円かからないでしょう。経費を入れたって、そんなにかからないと思いますよ。そこの

ことをもう一度ちょっと説明してください。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 大変失礼しました。保守点検でございますが、点検日は２日に分け
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て点検をしてございます。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） ２日間を何人でされておるんですか。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 申し訳ありません。人数まではこちらにちょっと報告に上がってお

りません。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） こういう点検とかというのは、最終的には市のほうでチェックをしなき

ゃいけないと思うんですね、金額が大きいなら大きいなりにですね。しなきゃいけないと思い

ます。人数が分からないというのは、ちょっとあまりにも残念なことですね。 

 だから、こういう問題が起きないように、なるべく返納金というのが少しでも出るようにし

て、市のほうに戻さないと、今後の市の運営としていろいろな問題がかなり出ていく、お金が

出ていくそういう、学校給食の問題とかあるから、そこのことはもう少し丁寧にチェックし

て、真剣に向き合ってもらいたいというのが私の思いでございます。今後どういうふうにされ

ますか。 

○議長（門田直樹議員） 副市長。 

○副市長（原口信行） いろいろご指摘ありがとうございます。 

 保守点検につきましては、いろいろな状況によっては特別な加工、それから調整、それから

消耗品等が必要になる事情もあるかとも思います。ご指摘の件につきましては真摯に受け止め

まして、再確認した上で、今後も適正な、適切な維持管理に努めてまいりたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） 副市長が答えられたんで、副市長にちょっといろいろな形で申し上げた

いと思いますけれども、副市長の立場として、やっぱりこういうのは常々チェックしてない

と、大きな問題になってくると思うんですね。太宰府のそういう財政的な問題も出てくるし、

業者からも、今さっきも言ったように、太宰府市は、高い見積りを出したって、甘いから通る

よというような、私が感じるのはそういうところなんですよ。私もそういう事業をしてきて、

そういういろいろな経験をしてきとるから、そこのところは分かるんですよ。これが帳尻を合

わせるための金額なのか、普通に当たり前のちゃんとした金額なのかと。 

 ３月の末に帳尻合わせみたいな約30万円の、そしたら100万1,480円になりましたと、返納金

はゼロですと、あり得ないでしょう。20万円残ったら残ったで、返納すりゃあいいじゃないで

すか。あってもおかしいことじゃないでしょう。何でそういうことをしないのかなと思って。

したら、1,900万円年間運営費として預けているから、全部使っていいですよということです

か。そういうことじゃないでしょう。そこのことをちょっと副市長答えてください。 

○議長（門田直樹議員） 副市長。 
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○副市長（原口信行） 市の手続としては、所管もきちんとした手続でやっているということは、

これは間違いないことだと思います。ただ、どうしてもそこら辺で精査するということの確認

をさらに体制を考えながら、どういうふうな形でそれが適正かどうかという判断をする、その

方法とかを今後とも考えてまいりたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） 業者に相見積りを取るにしても、私、その業者、２業者知っています

よ。知っていますけれども、同じ業者が２回、３回、同じ相見積りを出しちゃったりしていま

すね。それはおかしくないですか。もう少し業者を替えるなりして、別の業者にさせることも

できるんじゃないですか。 

 それと、この業者を選定するためには、誰が業者を選定しているんですか。管理会社です

か、それとも市ですか。管理者ですか。 

○議長（門田直樹議員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（大石敬介） 見積りにつきましては、指定管理者のほうで徴取しておりますが、

できるだけ市内の事業者に依頼するようにということにしております。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） じゃあ、市内の業者でいろいろな形でそういう公共事業のあれを回そう

と思うのはよく分かりますが、同じ業者ばっかりというのもいかがなものかなと思う。１回し

たら、次は別の業者って。したら、別の金額が出るかもしれない。当たり前の金額が出るかも

しれない。それをされてないというのが、私が不審がって言っとるわけですよ。そこは誰が見

てもおかしいと思いません。同じ業者が何年にもわたって相見積り出し合ったりしとれば。普

通思うでしょう。癒着があるんじゃないのって。それは今の太宰府としてはあっちゃならんこ

とですよ。 

 そういうことを指摘されないように、やっぱり業者を毎年順繰り、業者がある程度は市の仕

事ができるような、営繕で何にしてもできるようなやり方をしないと、こういう同じような見

積りが出て、同じような業者が出すと。それはちょっと考えられないので、今後そういうこと

はちゃんと精査していただけますか。 

○議長（門田直樹議員） 副市長。 

○副市長（原口信行） 指定管理の趣旨からいえば、当然指定管理者の中でそういうふうな営繕業

者を選ぶというふうな、そういうふうな決まりにはなっているんですけれども、ただそういう

ふうな決まりの中でも、本市がどれだけ指導できるかということについて、今後とも考えてい

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員。 

○９番（舩越隆之議員） 指定管理者が選ぶにしても、指定管理者と地元の業者というのはそんな

に付き合いがあるのかな。それとも、私は市のほうがその業者とは付き合いが多いかと思いま



－113－ 

すけれども。だけん、そこのことをやっぱり疑われないように、今後精査するなり、指定管理

者に対しての、逆に言えばもう教育ですよ。やってくれと、ちゃんと。だから、市民からこう

やっていろいろ疑われたりするよと。 

 それはほかの、よそのことはあまり言いたくないんだけれども、春日とかああいうところは

ちゃんとしていますよ。点検報告書を出すにしても何にしても、ちゃんと出ています。それが

なされてない部分が太宰府にはあるから、ということは、チェックが漏れているということな

んですよ。そのチェックが漏れているということは、太宰府にとって大きな損ですよ、将来的

に。 

 太宰府はやっぱり、太宰府の営繕にしても何にしても厳しいもんなって。ばってん、損はせ

んよねって、変な言い方が。当たり前の金額を出しとけば、それよりたたくことないんだか

ら。入札でもそうでしょう。 

 だから、そこをちゃんと、こうしてスポーツ課に出しても厳しいもんなと言われるぐらいで

ちょうどいいんじゃないですか。僕は業者から好かれる必要はないと思います。業者にある程

度厳しくしながら、緩めるところも緩めてしとかんと、甘いばっかりやったらこうやってなめ

られて、大きな金額が出てきて、10万円しかできないのが30万円の金額が出てきたりするわけ

ですよ。それを今後、副市長も含めて指定管理者に対してよくよく指導しとっていただきたい

と思います。 

 これをもって私の一般質問を終わります。 

○議長（門田直樹議員） ９番舩越隆之議員の一般質問は終わりました。 

 ここで10時45分まで休憩します。 

              休憩 午前10時34分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時45分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 15番小畠真由美議員の一般質問を許可します。 

              〔15番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１５番（小畠真由美議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、通告いたしておりま

した機構改革について質問いたします。 

 市長をはじめ執行部におかれましては、社会情勢の変化に合わせながら、安定した財政運営

の見直しを毎年柔軟に行っていただいております。これまで、中・長期財政については何度も

質問させていただき、議論を重ねてまいりました。 

 人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎える2040年頃の自治体運営を見据えながら、

顕在化する諸課題や、複雑化、多様化する市民ニーズに応えていくためには、盤石な組織体制

が不可欠だと考えます。楠田市政２期目を迎えた今、機構改革、組織編成について２点伺いま

す。 
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 １項目め、複雑化、多様化する市民ニーズに応えるために、地域共生社会の実現に向けた取

組が求められています。公的支援の縦割りから丸ごとへの転換、地域住民が支え合い、誰もが

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるまちづくりを目指して本市が大きな一歩を踏

み出すために、総合的、横断的な組織展開で相談支援体制を構築していくことが必要だと考え

ます。この観点から、機構改革への見解をお聞かせください。 

 ２項目め、行政の心臓部である財政運営を強化するため、財政係から財政課とする提案、市

が直面する課題の整理解決のため、（仮称）公共施設アセットマネジメント推進室、（仮称）

行財政改革推進室の設置について、およそ７年前から取り上げ提案しながら、自己研さんとし

ての研究も重ねてまいりました。 

 社会情勢に合わせた専門性や、適所適材の人事の必要性、組織の統廃合など、持続可能な行

政経営の観点から、機構改革への見解をお聞かせください。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 機構改革についてご回答いたします。 

 １項目めの複雑化、多様化する市民ニーズに応え、地域共生社会の実現に向けた総合的、横

断的な組織展開を行うための機構改革についてですが、近年、高齢者のみの世帯や単身世帯の

増加など、少子・高齢化や核家族化が進む中、自治会加入率の低下など地域のつながりの希薄

化が進んでおります。また、貧困や虐待、家庭内暴力、ひきこもり、介護と子育てを同時に迎

える世帯、高齢の親と無職の子どもの同居世帯など、複雑化、多様化した課題を抱え、多方面

からの包括的な支援を必要とする人が増えております。 

 このような中、従来の支援体制のみでは、拡大するあらゆるニーズに対応していくことがま

すます困難となりますことから、令和３年、地域共生社会の実現に向け、社会福祉法に基づく

重層的支援体制整備事業が創設され、国において自治体における取組を支援することとされま

した。これは、高齢者分野、障がい者分野、子ども分野、生活困窮者分野ごとに組織されてお

ります体制について、属性や世代を問わない包括的な支援体制を構築し、相談支援と地域づく

りを一体的に行っていくものであります。 

 本市では、昨年度、第４次太宰府市地域福祉計画を策定し、みんなで支え合い、一人一人に

居場所と出番のある地域共生社会実現に向けた具体的な施策であります相談支援、参加支援、

地域づくりに向けた支援の実施体制の構築に取り組むとともに、本年度施政方針でも、行政と

市民が連携し合う新しい公共の促進を図ることといたしており、総合戦略推進委員会、通称ま

ちづくりビジョン会議などを通じ、活発な議論を進めているところであります。 

 このような様々な立場の皆様の意見を取り込みながら、地域共生社会の実現に向け、多様な

困り事について一緒に考え、課題を明らかにして専門機関につなぐ福祉総合窓口の設置などの

横断的な組織体制につきまして検討を重ねてまいります。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 次に、２項目めの直面する課題の整理、解決のため、
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（仮称）行財政推進室や（仮称）公共施設アセットマネジメント推進室などの設置や、適所適

材の人事、組織の統廃合など、本市の持続可能な行政経営の観点からの機構改革についてです

が、本市といたしましては、子育て支援課を新設するといった社会情勢に応じた機構面からの

措置を講じるとともに、人事面の措置として、部局間のさらなる連携を企図した人事配置や人

事交流や人材派遣による適材適所への人事配置を行うことで、各種多様な本市の課題への対応

を行っているところであります。 

 しかしながら、今後想定される人口減少、高齢化の進行に伴う社会情勢の変化や公共施設の

老朽化対策、安心・安全なまちづくりやデジタル化の推進、ゼロカーボンシティの推進など、

アフターコロナも見据えた新たな行政課題に対し、各種施策を展開し、持続可能な行政経営を

進めていくため、機構並びに人事の両面から積極的に検討を進めていくことが重要であると考

えております。 

 先日開催いたしました行政事務改善委員会においても、機構改革の在り方について意見交換

を行ったところです。 

 機構改革を進めるに当たっては、市民ニーズを柔軟かつ機動的に即するとの視点から、現場

の一線で働く職員の声を丁寧に集約しながら、全体最適を見据えて取り組んでまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございます。 

 今回、機構改革につきましては、前市長の芦刈市長からの踏襲、そのまま今引き継いだ形に

なっております。この平成28年から平成29年替わるときに、相当異論も申し上げまして、議論

もさせていただきましたが、そのことは後々お話をさせていただきますが、１項目めは、第４

次太宰府市地域福祉計画、上位計画でありますこの計画に沿いながら質問をさせていただき、

また２項目めにつきましては、財政面、また先ほど舩越議員からもありました本市が抱える諸

問題を絡めながらの質問、最終的には総体的な機構改革の考え方という形で質問させていただ

きます。 

 それではまず、ご回答いただきましたけれども、福祉分野の物の考え方といたしましては、

共生社会というようなことで、今国のほうが求めてまいっております。そもそも平成30年に地

域包括ケアシステムという言葉が各自治体から上がりまして、これは国の方策といたしまし

て、地域包括支援センター、子育て支援センター、子育て包括支援センター、こういった包括

的な支援センターの拠点、福祉の拠点を幾つかつくりながら、そしてそこを包括して面整備を

してまちづくりをしていこうということが、この地域包括ケアシステムということなんです

が、そして令和３年度になりますと、重層的支援体制の整備事業という形に進化していくとい

うところに、本市のこの今の組織編成が時代の流れに合っているのかどうかというところの疑

問と、またこれは、私の中では組織編成をしていただかないといけないという思いで、今日機
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構改革の質問をさせていただいております。 

 先ほどご回答にありました総合窓口、福祉総合窓口の設置として、横断的な組織体制につい

て検討を重ねていくといったご回答をいただきました。この福祉総合窓口についても、ワンス

トップ総合相談窓口であったりとか、複合課題調整チーム型、この２つが大体あるというふう

に言われていますけれども、どういうイメージでこの総合窓口を考えていらっしゃるのか、お

聞かせください。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） お答え申し上げます。 

 社会福祉の分野におきましては、議員ご指摘の高齢者でありますとか障がい者、子ども、子

育て家庭、生活困窮者など属性別、対象別の制度によりまして、これまで専門的支援が提供さ

れてきております。しかしながら、現在個人が抱えていらっしゃる生きづらさとか、一つのご

家庭の中で複数のリスクがある、こういったことが複合化、複雑化してきておりますケースも

ございますので、そういった公的支援制度が対象とならないような、いわゆる制度のはざまに

あるケースなども含めながら、総合的な相談、気軽な相談ができるような窓口支援について検

討をしてまいりたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） 健康福祉部７課１所13係、保育所１という組織体制でございます。

福祉課が２係ですね、生活支援課が２係、介護保険課が１係というようなことで、個々の主な

ところの課の業務の複雑さと、重層的な相談体制と横の連携と、かなり行政側からしたら高度

な支援体制の充実を求められているということが、現実に迫っているということですね。 

 その中で、今様々、各課においては、生活支援課、手帳を持っている、持っていないという

ようなところでの精神的な方たちへの自立支援に向けた、グリーンコープさんとかも入ってい

ただきながら、民間の力を借りながらしていただいております。 

 ただ、やはりここで、例えば福祉課におきましても、障がい者基幹相談支援センターを開設

してくださっているということなんですけれども、これは併設でも大丈夫ですので、これは義

務ではなくて任意ということで、市のほうに国のほうからの方針が出された内容なんですけれ

ども、ここが今現在どんな機能を果たしているのか、恐らく市民の方たち、知らない方たちも

たくさんいらっしゃるし、どこが核になって、どこが総合窓口の主体になってというイメージ

がなかなかつきづらいんですけれども、その辺のお考えをちょっとお聞かせいただければと思

います。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 本市では、令和３年度に障がい者基幹相談支援センターを設置いた

しまして、この中には社会福祉士や保健師を配置いたしまして、障がい者の皆さんの支援の中

核的な役割を担っておるところであります。設置時期としましては、筑紫地区、同じ時期に設

置をいたしているところでございますが、障がい者の方が気軽に生活の困り事などが相談でき
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ますように、福祉課まで来ていただければ、あらゆるところにつないでいくというような機能

を果たしておるといったところでございます。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） そうですね、健康福祉部の中で横断的なということもあると思うん

ですが、今多くの自治体では、こども家庭庁を来年のいずれかには開庁すると、ここを見据え

ながら子育て支援、また子ども未来部であるとか部にするとか、子ども未来課の中でも重層的

にしていくとか、ここの部分を、今私たちのこの健康福祉部の中では保育児童課というところ

と子育て支援課という、子育て支援センターをつくりまして庁舎外にあるんですけれども、こ

この今２課でするというようなことですけれども、この子ども・子育てというところの分野

と、大人の方たちの生活支援、また障がい者支援、また障がい者にも子どもと大人と立て分け

ながら支援をしていく。 

 そういったところの考え方としては、こども家庭庁というのはステージごとに、妊娠、出

産、新生児、乳幼児、それから児童、思春期という各ステージの中で伴走的に支援をしていき

ましょうという流れがございます。ここの整合性を取るときに、本市としては、この健康福祉

部、この形で、特に１課２係ぐらいの感じでいいものかどうか。これはちょっと部長のほうは

回答しづらいと思いますので、もしよかったら副市長か市長のほうでお答えいただきたいと思

います。 

○議長（門田直樹議員） 副市長。 

○副市長（原口信行） ご指摘ありがとうございます。当然、こども家庭庁ができるわけですか

ら、議員ご指摘のことは本当にもっともで、前の議会からもご指摘をいただいておりました。

やっぱりそういうふうな重層的な考え方というのは、職員一人一人の能力といいますか、それ

のスキルアップもしとかないと、重層的な支援ができない。組織の人数とか組織の数だけでも

なかなか判断しづらい面がございます。そこら辺を重々検討しながら、どれぐらいの組織体制

がいいのか、いつそういうふうな組織をつくっていくのかというのも含めながら、今後考えて

いきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） まず、１項目めのこの福祉の分野の視点からというのは、まさにそ

こでございまして、今回地域福祉計画という上位計画をおつくりになって、これが令和８年ま

でのこの期間の間に、どうやってこの計画を進めていこうかとする組織になっているかどうか

という見直し、またこども家庭庁ができるという前提の中で、本市がそこに向かった組織体制

をどうつくるかという視点、この２点から、今回のこの１点目は質問をさせていただいている

わけなんですが、今副市長がおっしゃってくださったみたいに、何が足りないかというと、や

はり人材だと私も思っていて、その人材というのも専門職。専門職の考え方というのを、少し

やはり市の中で考え方を変えていかないといけない。もともと人事というものの在り方を少し

やっぱり考えていかないといけないということで、先ほど私は適所適材ということを申し上げ
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ました。今これは民間企業は、適材適所ではなくて適所適材というところで、即戦力になっ

て、そこから教育、次の時代への育成ができる体制を取るというような、やっぱり継続的な太

宰府市の庁舎内での相談体制が、いつ行っても、何年後でもきちんと熟練した方たちからきち

んとした重層的な相談が受けられるといった、そういうところにはやはり専門職が必要だと思

っています。 

 私ども常任委員会で視察に行きますと、やはり先進地は課長、課長代理、係長という方たち

は大体福祉関係は５年から10年スパンで、もうずっとそこで業務を担当するために人事として

そこの配置をされたような人たちばかり。ここは一般職と専門職の多様的な考え方というの

は、この太宰府市がつくっています人材育成基本方針にもきちんと載っていますね。専門職の

人材育成というところで、専門職と一般事務職の連携の深化というようなことも書いてありま

して、専門職の配置ポストの多様化などの拡大を検討しますということは、まさにこれは技術

職だけではなくて、こういった今、１階窓口で様々な複合的なご相談に来られたときに、きち

んと相談ができる体制のためには、この専門職の多様的な考え方、だから中途採用でも即戦力

で、その方の力を借りながら、経験と知見を借りながら、市役所の中で力を発揮していただ

く。そんな人事もこれからは本当に必要になってくる、待ったなしのやり方ではないかと思い

ます。その点についてお聞かせください。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 福祉分野におきまして専門職の必要性が高まっているということは、も

う私どもも重々承知をしております。そのため、令和４年度より福祉課に保健師、子育て支援

課に社会福祉士を配置しておりまして、専門的な知見を生かしながら業務に当たってくれてお

ります。今後も必要性を考慮しながら、適切な配置を行っていきたいと考えております。 

 また、専門職の年齢構成につきましても、議員ご指摘のとおり年齢構成にちょっといびつさ

があるということで、それを解消するために、採用試験を行う際には、年齢要件等も拡大する

などして対応をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございます。やはり、今ちらっと言いましたけれども、

障がい者基幹相談支援センターだけを考えても、国としては主任相談支援専門員、相談支援専

門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、平成30年からは主任相談支援専門員がというこ

とも位置づけられるということで、様々な相談員のバリエーションも必要であるということま

で、今そんな流れにもなっていますので、１課に１人配属したからというような時代ではない

と。それほど相談件数も多いし、それほどやはり市民の皆様方のご相談内容も多岐にわたって

いる。そういう意識をまず変えていただきたいかなというふうにちょっと思いましたので、す

みません、人事の在り方についてももう一度検討していただきたいと思っています。 

 この地域福祉計画の中で、社会資源の捉え方として、やはり地域共生社会の中でいくと、幾
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つか社会資源が分かれていますということで、これは市役所だけでの公助だけではなくて、共

助というところでは自治会に頼るところが非常に重要であるということも含めて、地域共生社

会ということなんですけれども、これは先日、馬場議員のほうからも質問いただきまして、本

当にそのとおりだという思いでお話を聞いておりました。 

 やはり平成28年、芦刈前市長が機構改革をする前は、地域健康部と市民福祉部と２つに分か

れていたんですけれども、その中で地域づくり課、ここが地域コミュニティ係といきいき推進

係という形で、地域というところでのベースになる課だったんですね。今はどこにあるかとい

いますと、これは総務にあるんですが、総務部に地域コミュニティ課、１課１係というところ

なんですが、これで地域を巻き込みながら、自治会を巻き込みながら様々な展開ができるかと

いったところが、一つの大きな組織機構改革、組織編成の肝になってくるのかなとも思いま

す。 

 なので、この組織編成を見た中で、まず１課１係が非常に多くて、私も本当にこれでいいん

だろうかということも相当その当時言いましたし、集約できるところは集約をし、また重層的

にするところは重層的にするという、コンセプトがあまりにもなさ過ぎる組織編成だというこ

とで申し上げましたが、どうもこれがこのままずっと踏襲されているということなんですね。 

 なので、ぜひもう一度この組織機構図をご覧いただいて、しっかりと福祉分野についてはど

うやったら重層的にできるのかというところは、これはどこの市も今、実は機構改革を今年度

から始めていたりとか、この二、三年、急に増えました。やはりそういう団塊の世代が75歳に

なるという目の前にある時代、また大きく国のほうもこども家庭庁をつくるという流れ、また

市民の皆様を見れば相談が多岐にわたる、そういったことも含めて、コロナを機に随分と、や

はりこれじゃあいけないということで、各市が機構改革を始めたということだろうと思ってい

ます。 

 私も今回の質問をするに当たり、50か所以上の市の組織図を全部見ました。やはりいろいろ

なことを本当に、ここでは割愛しますけれども、いろいろなことをやはり考えさせられまし

た。しっかりとその辺の皆さん方の意識の中で、福祉分野をどうやって進めていくかというと

ころを考えていただきたいと思います。 

 １つは、現場の職員しか、どうやったら横断的にできるかという解決策は持っていませんの

で、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、幾つか案を出されたものを上層部がしっかりと検討する、こういうこ

とで機構改革を進めていくに当たっては、ぜひともこれをしていただきたいと思います。この

点について、すみません、お願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） これまでお聞きしておりまして、非常に大切なご指摘だと認識をしていま

す。 

 それで、反論するわけでもないんですけれども、反論になるかもしれませんが、平成28年か

ら平成29年の芦刈市長時代の機構改革を踏襲と言われましたけれども、私自身、決して踏襲を
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しようと思って、それがいいと思って続けているわけでは決してなくて、それをあまり言い過

ぎるのもよくないかもしれませんが、私が思ったことは、やはり芦刈市長時代に限らず、機構

改革が非常に逆に多過ぎて職員が右往左往した、市民も分かりにくくなった、議会からもご指

摘を受けてきた、そうしたことを逆に感じていたものですから、私が少なくとも１期目は、こ

うした機構をできるだけいじらずに、今いる職員なり新しい職員と共に、そうした横断的なと

いうか、有機的なといいますか、機動的な、様々な増えゆく市民ニーズに応えていくために、

いわゆる機構というよりは中身のソフト的な面で何か実現ができないものかということで、知

恵を絞ってきたところであります。 

 あわせて、国を見ましても、官邸機能がかなり強化をされてきました。これはやはり、民主

主義の必然として、国民から選ばれた総理が最終的には様々なニーズを吸い上げて、そして時

の政権の公約に従って、機動的に、物事を横断的に、省庁の縦割りではなくて実現するという

大きな目的があってそうなってきたと思いますので、そうした意味では、地方自治体はさらに

直接に選んでいただいて、４年間の期限の中で実現をしていくという意味では、私自身がこれ

まで以上に市民ニーズに非常に耳を傾けながら、それを機動的に実行していく、能動的に実行

していく。そうした意味でも、市長部局といいますか、私自身の周りの部分もできるだけ強化

をしたいとも思いながらやってきたということもございます。 

 ただ、いずれにしましても、そうしたことの中で、結果として大きな機構改革はせずにやっ

てきましたけれども、ご指摘のように今の時代からしても、様々な予期せぬコロナ禍などもあ

りましたので、そうした中で、デジタル化などもありますので、そうした中で、今こそ大きな

ダイナミックな機構改革をする時期が来たと。私も２期目にも入りましたし。そうしたことの

中で、何かしら動かしていかなければいけないということも改めて感じているところでありま

すので、今後もご指摘をいただきながら、結果につなげていきたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） 誤解があって大変失礼でございました。１期目というのは、やはり

外に打って出ることも大事、知名度を生かして、ふるさと納税等もそうですし、必死になって

外に向かっての外交戦も張られながら、また今の組織をじっくり見ていきながら、どこに課題

があるかを見ていくのも１期目ということで、今回、私も楠田市政２期目に当たっての組織編

成または機構改革ということで申し上げさせていただきたいという思いでございますので、大

変失礼をいたしました。 

 また、今回のこの機構改革におきまして、この２項目めの視点につきましてなんですけれど

も、これは先ほども舩越議員からありました、昨日は木村議員からもありました。大変、これ

は私も10年前から公共施設アセットマネジメントというところには焦点を合わせながら、長い

間かかるであろうという自分自身の研さんとして、ずっと方向性は持ってきておりました。 

 10年前に福岡市がアセットマネジメント計画をつくりながら、先進地からはやはり10年遅れ

ている、遅れるところは10年遅れるんだなということを思いながらここまで来たんですけれど
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も、この公共施設につきましては様々な業務があります。先ほど舩越議員からありましたよう

に、指定管理者とか、また民間委託業者とのやり取りを、日常的な点検業務だとか清掃業務を

どうするかというようなこと、こういったところに市がどうかんでいくかというのも、先ほど

スポーツ課長がずっと回答されていましたけれども、そもそもスポーツ課の事務分掌の中に

は、それこそ一番大事なところはスポーツの推進ですよね。ここは本当は社会スポーツであっ

たり、またスポーツの推進の柱になるべきことなんですが、本市の場合はどうも整備のことに

ついてのボリュームが多過ぎる。 

 ましてや今、以前は教育部にはなかったんですけれども、今スポーツ課が教育部にあります

ね。なかなかこの違和感というのは拭い切れずにまだおりますし、その辺のスポーツ課がこう

いう質問のやり取りをしなければいけないのかというところ。 

 だから、事務分掌もきちんと立て分けながら、業務の一括の中で、市民が今、やはりこうい

うところは削減していかないといけないという厳しい目と、そして時間も労力も使いながら調

査をされながら指摘をしているということは、ありがたいことなんですが、ここをじゃあどう

受け止めて、この公共施設の管理運営で削減をしていこうかというときには、やはり別建て

で、公共施設の課でも係でも室でも何でもいいんですけれども、やはりつくっていきましょう

よということを再三申し上げてまいりました。 

 ここに専門職を入れながら、技術系専門職を入れながらやり取りをして、一々スポーツ課か

ら誰かが行くとか、いろいろな課から誰かが行くとかということをやらずに、包括的な管理運

営というところが、今各市がやり始めました。 

 春日市が今年度からやり始めて、九電とこれは提携をして、九電グループさんが入り込んで

こういうことを、清掃とか点検業務とか修繕とか、そういったことも全部ここの契約先がやり

ます。それを受けるのがアセットマネジメント、やっぱりそういう部署をつくっているんです

ね。だから、受皿になる組織体制が必要じゃないですかということを申し上げているんです。

この件についてもう一度お聞かせください。 

○議長（門田直樹議員） 副市長。 

○副市長（原口信行） 議員おっしゃるとおり、公共施設、最終的には再編という話になるんです

けれども、公共施設を再編するということは、すなわちその管理体制も再編していくというの

は、もうおのずと見えてくるわけでございます。 

 いろいろな他都市も先進地もございますので、それも確認しながら、どういう管理体制がい

いか、今後とも研究してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ぜひ、今包括的な管理運営ということが主流になってきてございま

すので、しっかりと本市においてもそういうところに目線を向けながら、複数の公共施設を包

括的に管理をしていこう、そしてもう一つは、今度はどうやって総重量を減らしていくのか、
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統廃合をどうしていくのかというような部署、これも恐らく公共施設についてはこの２本柱で

やっていく必要があろうかと思いますので、効果的に行うためには、一々一々、各課からいろ

いろな人が行って点検、設備が、ここが不備があるということも、よくそれだけの業務ではな

い課が行ってというようなことというのは、もうやめていったほうがいいんじゃないかなとい

うふうに思いました。 

 その件についてもしっかりと、もし機構改革、また組織編成をされていく上では、財政係を

財政課というところの回答は得られませんでしたけれども、この辺も含めて、本市の心臓部で

ある財政運営、行財政改革をどこでじゃあ議論をし、どこで決定権が発生をし、どこで全庁的

に取り組んでいくのかという一つの大きな組織体制になっていないということを認識をしてい

ただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 もう一つ、教育委員会部局におきましても、非常にこれはよそと比べると、春日市はもう教

務課、学校教育課、地域教育課、様々やはりきちんと分けながらあっているんですけれども、

本市もやはりこのスポーツ課というのが教育委員会部局にあるというところが、どういう理由

でこのままずっとあるのかもよく分からない状態なんですが、市民の自治会との、また介護予

防との企画、様々なバリエーションをやっていこうと思えば、どうもここは地域コミュニティ

課であってもいいんじゃないかとか、健康福祉でもいいんじゃないかとか、様々思うところも

ありますので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 組織図の中でもう一つだけ言わせていただきたいのが、国際・交流課、観光経済部に観光推

進課、国際・交流課、産業振興課の１課１係が３つ並んでいるんですね。だから、１課１係が

悪いということではないんですが、当時の市長が国際・交流課をここに入れた理由は、私には

さっぱり分かりませんということをずっと申し上げました。 

 この事務分掌を見ましても、姉妹都市、友好都市の交流であるとか、ここの太宰府市に在住

の、今人口約500人ぐらいでしょうかね、外国人の方たちの通訳であるとかサポートであると

か、多文化の交流であるとか、そういったことをやっていこうというところ、国際交流協会と

共にやっていこうというところなんでしょうけれども、これがインバウンドとは違うんですよ

ということを再三、以前も申し上げながら議論したんですけれども、ここも非常に違和感があ

るところで、太宰府市に住んでいらっしゃるところの国際・交流課というところの役目という

ところは、コミュニティの場所でなかろうかというふうなことを思いますし、いろいろな部署

で、課で、すごく不思議な、クエスチョンマークがつくようなそんな組織図であるかなという

ふうに思っています。 

 まだたくさんあるんですけれども、一々一々、指摘するような時間はありませんし、そうい

うつもりもございませんが、今現にこの組織図の課長さんなりは、自分たちの事務分掌を本当

に一生懸命、何とか全うしないといけないという思いで、コロナ禍の中で頑張ってくださって

いますが、もっと本当ならば市民に還元できるような組織編成ができるんではなかろうか。そ

ういうジレンマもありながら、もしかしたら課長さんたち、係長さんたち仕事されていらっし
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ゃるかも分かりませんので、そういう現場の声から出来上がった組織編成にぜひしていただき

たいということだけお願いをいたしたいと思います。 

 最後にもう一つだけ、インターンシップ制度ということで、せっかくここ太宰府には大学生

がたくさんいらっしゃいますが、総社市は96名、今回インターンシップで、今日はこのお二人

が秘書係ですということでツイッターが上がっておりましたけれども、そういったふうに、せ

っかく大学生がいらっしゃって、次のいい人材という形、またその方たちにもいい経験を積む

ということでは、インターンシップ制度で市役所の、特にこういう福祉部とか子育てとか様々

な部署で経験を積んでいただく、こういう発想はいかがでございましょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろん大変重要な発想というか、よい発想であると思います。それで、現

に地元の大学生で、私もできるだけ期間中に会うようにしていますけれども、まだ数が少ない

んですけれども、インターンシップで来てくれている学生もいます。 

 一方で、意外と地元の大学出身の職員が少ないんですね。ですから、そこのミスマッチがど

こにあるのかというのも分析しなければいけませんが、いずれにしましても、まさに大学が短

大と合わせて５つありますので、高校も４つありますので、そうした方々との連携をさらに強

めて、インターンシップ制度をさらに強化していくということは、非常に重要だと考えており

ますので、前向きに進めていきたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） 大学生が地域の中に、自治会に入るというのは、なかなかちょっと

ハードルがやっぱり高いので、やはりその橋渡しになる市役所が一緒に連れて自治会を回ると

か、そういったことでインターンシップ制度をしっかりと活用していただきたいと思います。 

 以上で一般質問を終了させていただきます。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時35分まで休憩します。 

              休憩 午前11時24分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時35分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ４番森田正嗣議員の一般質問を許可します。 

              〔４番 森田正嗣議員 登壇〕 

○４番（森田正嗣議員） ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、あらかじめ通告し

ておりました２件につきまして質問をさせていただきます。 

 １件目は、総合計画の請願採択を受けてということで、令和４年の第２回定例会に提出され

ました請願第２号「「第六次太宰府市総合計画」の策定に関する請願書」というのは、定例会

において採択されたわけであります。市長におかれましては、総合計画策定にどう向き合われ
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るのか、ご見解を伺いたいところでございます。 

 ２件目でございますが、自治基本条例の取組についてでございます。 

 太宰府市自治基本条例審議会は、自治基本条例第29条に基づく条例見直し作業を行い、その

結果として、令和３年８月12日付で答申を出され、本条例の運用の改善を求める提言をされて

おります。今回、そのうち情報共有の分野について、改善の取組についてお尋ねをしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） １件目の総合計画に係る請願の採択を受けての、市長におかれては総合計画

策定にどう向き合われるのかについてご回答いたします。 

 請願の趣旨は、市政運営における基本指針として、全ての計画の最上位計画であるとされる

総合計画を策定していないこと自体が自治基本条例に違反しており、策定を求める内容と承知

しておりますが、前提といたしまして、平成23年の地方自治法改正により、総合計画の法的な

策定義務はなくなっております。 

 また、総合計画等について規定する自治基本条例第18条では、基本構想及び基本計画を策定

する場合における市民参加と議会の議決をする場合という仮定の条件として規定されているに

とどまることから、総合計画の策定自体が条例上の義務とまでは言えないと考えてもおりま

す。 

 とはいえ、市政をより発展させるための指針を持つことの重要性は、当然認識しておりまし

て、当時のベスト・アンド・ブライテストたる市内外の委員の皆様のご意見やパブリック・コ

メントなどを経て、私の１期目の公約を土台とした太宰府市まち・ひと・しごと創生総合戦

略、いわゆるまちづくりビジョンを策定いたしました。 

 また、これを基に作成した選挙公約を新たに掲げまして、18年ぶりの無投票にて市民の信任

を得て、現在２期目の市政運営を行っていることからも、まずはまちづくりビジョンの計画期

間である令和６年度までは、まちづくりビジョンを基幹的な指針として市政運営を行ってまい

りたいと考えておるところであります。 

○議長（門田直樹議員） 再質問は。 

              （「件ごと」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 件名ごとですね。総合計画について。担当理事は。 

              （市長楠田大蔵「２件目もいいんですか。何かいまだにルールがよ

く分からない」と呼ぶ） 

○議長（門田直樹議員） いやいや、まず１件目、総合計画の自治基本、あと。 

 ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございました。今、市長のご見解を伺いました。結論としま

しては、令和６年度までは、まちづくりビジョン会議を基幹的な指針として市政運営を行って

まいりたいということで、一応総合計画そのものについての策定といいますか、そういうアプ
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ローチは一応保留されているという形として理解させていただきました。 

 そこで、その判断の基準になっております、平成23年度の地方自治法改正によって、総合計

画の法的な策定義務がなくなっているという話でございますが、これがいわゆる国法上で地方

自治法上の策定義務がなくなっているということが、ローカルルールである地方、私どもの太

宰府市自治基本条例第18条に影響を与えるのかどうなのかということについてお答え願えます

か。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） お答えいたします。 

 まず、そもそも法律と条例、どちらが上位概念かといいますと、これは条例よりも法律が上

位でございます。もちろん法律において条例委任事項で法律と異なることを定めることができ

る場合も規定される場合がございますが、今回そういったことがあるわけではございませんの

で、まずそこは大前提として申し上げさせていただきます。 

 まず、法令用語上、今回この自治基本条例、「場合」と書かれてございます。場合という用

語の意味でございますけれども、これは仮定条件を示し、または既に規定された事例を引用す

る包括的条件を示す用語として用いられておりますけれども、この前項の場合ですとか議決を

した場合とかといった場合は、これは仮定的条件を示す言葉でありますので、あくまで仮にや

る場合はという意味の言葉でありますので、少なくともこの自治基本条例のここの文言によっ

て法的義務がかかるという用語ではないというふうに考えてございます。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 今のご意見は、国法上のところと自治基本条例第18条との兼ね合いから

見て、一応自治基本条例側がそのことに影響を受けないというふうに解せられた、あるいは影

響を受けるというふうに解せられたということでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） まず、地方自治法が改正されて義務がかかっておりませ

んので、市として義務はかかっておりません。まずこれが大前提でございまして、先ほど来議

論で、自治基本条例があるから義務がかかるんじゃないかといったご意見があったかと思うの

で、そこがそうではありませんということを申し上げた次第です。その根拠といたしまして、

自治基本条例第18条に書かれている規定が、「策定する場合には」という言葉になっておりま

す。今申し上げたのは、この「場合には」という言葉の法令用語としての意味を申し上げたの

でありましたので、こういった場合は仮定的条件を示す意味でありますので、策定するという

ことが法的な義務がかかっている用語ではないということを、自治基本条例の解説として申し

上げた次第であります。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 今理事がおっしゃったことは、一つの解釈としてはそういう解釈が成り

立つというお話ですよね。つまり、仮定義務としての場合にはという理解の仕方というふうに
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おっしゃいましたけれども、自治基本条例審議会においては、そういう理解について異論が出

されたと思います。当時、少なくとも第五次総合計画があって、その計画の中で総合戦略の計

画がつくられたという事例の中で、その後、総合計画が３月31日現在で切れてしまった後に、

総合戦略だけが形の上で残ってしまったと。そこは空文化しているんではないんですかという

ご質問があったときに、そのときに「策定する場合には」という理解の仕方をめぐって、そも

そもその時点であった総合計画を全くないという形で、新たにつくるという趣旨で理事はご発

言なされたと思いますけれども、そのことについては、審議会のほうで会長、副会長もお二方

とも、その理解は間違っていませんかということを指摘されたと思います。その点については

どういうふうにご理解していらっしゃいますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） あくまで私が申し上げているのは、法令上の用語として

は義務がかからないということを申し上げております。それとは別次元の話としまして、提言

を受けて、市としてどう検討するかということはあろうかと思っておりまして、私が申し上げ

ているのは、後者ではなく、前者のこととして義務がかかっているか、かかっていないか、こ

れはかかりませんということを申し上げている次第であります。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） それにいたしましても、最終的に市民の方から見て、いわゆる総合計画

というのがその間、不存在であるというのは明瞭な事実なんですね。それを、その空白をどう

するんですかという素朴な疑問から、この請願というのは出されておりますので、その請願の

趣旨に従いますと、どうあっても総合計画というものに代わるもの、もしくは総合計画そのも

のを策定されるのかされないのかというのは、依然として残ってくると思います。 

 私も、恐らく市長がこの段階で明確な方針を出されるのは難しいかなというふうには思って

おります。しかしながら、市民の目線から見た場合に、総合計画の必要性というのは、これは

自治基本条例が市民との協働によって太宰府市政を運営していくんだということをうたってお

りますので、どうしても何らかの旗印が必要になってくる。仮に総合戦略をもってそれに代え

るという趣旨であったとしても、そうなってくると、総合計画という外装をまといながら、そ

れを市民に問いかける、もしくは議会の議決を必要になるというふうに考えているんですけれ

ども、その点のご理解はいかがでございましょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろん大切なご指摘ということは認識しております。それで、先ほど申し

ましたように、とはいえ、私自身、総合戦略自体が本当に１期目の７つのプラン、いろいろな

市民のご期待を得て１期目を任されたときに、まずはもう既に総合計画は続いておりましたけ

れども、一方で、当時総合計画、市長が替わってもその総合計画に沿ってだけ市政が運営され

るというのも、直近の民意からすると違うのではないかと。そうした思いもありまして、総合

戦略をつくって、特に私自身は、やはり期待の大きかった財政面、歳出入の一体改革とかそう
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いうことに力を入れて、そしてそうした中で給食を実現するとか、そういうことを前に進めて

きたという自負もありますので、そうした意味では、この総合戦略の中身というものも、一定

のご理解なり支持は得てきたと思っておりますし、そして２期目においても、その総合戦略を

柱として、キャッチフレーズなり公約の柱を立てて選んでいただいたという意味では、正当性

は私はあるとは思っています。 

 ただ、重ねて申し上げますけれども、とはいえ、総合計画が必要なのか、総合計画的なもの

がまた必要になってくるのか。総合戦略も令和６年度までという期限がありますので、その

後、総合戦略を新たなものに変えていくべきなのか、そうしたことを改めて私自身、市民の皆

様のニーズも感じながら、議会のご指摘も受け止めながら、そして私自身、与えられたこの２

期目の任期の中でどのように約束を果たしていくべきなのか、こうしたことを見詰め直しなが

ら、最終的にどのような方向性を示すべきかということを考えていきたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 少なくとも今の市長のご発言の趣旨を酌みますと、総合戦略というもの

を温めながら、それが総合計画になるべく近づけるようなものをご研究をしていただいて、そ

ういう方向に、最終的には令和６年度で切れる総合戦略の後までは、ちょっと今のところ考え

てないというふうに事実としてはお考えということでよろしいんですかね。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 結論としてはそうなります。ただ一方で、先ほど来、例えば組織改革の話と

か、福祉部門でさらなるニーズが高まっている、こども家庭庁などもできてくる、こうしたこ

と、またコロナ禍、予期せずコロナ禍の中で危機管理なりそうした災害対応なり、こうしたこ

とも新たな局面に入ってくるでしょうし、コロナ後の観光なりそうしたものも考えていかなけ

ればいけない。様々な新たな行政課題、市政課題は山積していますので、そうした中で新たな

目標をどう定めていくのかということは、もちろん議会のご意見もいただきながら、市民のご

意見もいただきながら、私自身、見定めていきたいということであります。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 一応市長の基本的なお考え方は承りました。今の市長のご発言にもあり

ましたとおり、今回の議会で数名の議員の方がいろいろな形で、行財政改革あるいは福祉関係

の組織、機構変更とかいろいろな形のものを出されておりますけれども、それはいずれも自治

基本条例に根差しております。しかも、ご存じだと思いますけれども、第18条の中には、これ

は自治基本条例の第18条ですけれども、第１項は総合計画の策定ですけれども、第２項、第３

項という形で細分化していく。総合計画を具体的に細分化していくという、そしてしかもその

接合部を、それが連続している、総合計画に基づいているという形の担保というものを示さな

ければいけませんよという制度上の立てつけになっています。 

 したがって、確かに今の戦略のものを実施なさるにしても、そういうところまで振っていっ

ていかないと、総合計画の精神というものはできていかないというところはあろうかと思いま
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すので、その点をよろしく留意をお願いしたいと思いまして、第１問についてはこれで結構で

ございます。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ２件目の自治基本条例の取組についてご回答いたします。 

 私が市長に就任して以来、市民の皆様をはじめ多くの方々の声をお聞きするとともに、私自

身、率先して広報「だざいふ」、インターネット媒体の公式ホームページ、ＳＮＳ媒体のツイ

ッター、フェイスブック、ＬＩＮＥ、ユーチューブ、そしてマス媒体の九州朝日放送のｄボタ

ン広報誌など、まずはこの７種類の情報発信ツールなどを駆使しまして、自らの言葉で情報提

供、共有を心がけてまいりました。 

 特にフェイスブックは、２日か３日に一度、欠かすことなく、約１時間かけて、必ず自らの

手で少しでも読みやすいように、段落、パラグラフごとの文字数をほぼ同じとするなどの工夫

をして発信しています。また、ダイレクトメールなどにも基本的に返事をするように心がけて

きました。その結果、多くの市民の皆様から、以前より市政がどのように進められているのか

が分かるようになった、市民の声が届きやすくなったというお声も頂戴しているところであり

ます。 

 ここでせっかくの機会ですので、先日来話題になっております私のＳＮＳでの一つの決め事

も披瀝しておきます。 

 私は、ごく少数でありますけれども、ＳＮＳ上でブロックをしたり友達を削除する場合がご

ざいます。やむを得ずブロックした人は、私のサイトで、私自身にとどまらず、私の友達に対

しまして攻撃をしてくるケースがありました。これはまさにＳＮＳのルール違反でありまし

て、私の友達にも申し訳ないことでありますので、やむを得ずブロックをするということがご

ざいます。 

 加えて、私のサイトで一方的に否定的な批判をされたり、公開質問をしてくるという方もあ

ります。これに一つ一つリアクションする余裕は、市長としてはございませんし、やはり新た

な中途半端な反論をしても誤解を生んでしまいますので、そして何より友達の数がもう

5,000人と限りがありますので、私も上限にほぼ達しておりますので、新たな友達を優先する

ということにしています。ここにいる議員や議員経験者の方でも、そうした対象とやむを得ず

せざるを得なかった方もおられますので、これを機にご理解を賜りたいと思います。 

 また、私の就任後、議員の皆様方と議会連絡会を毎月開催することとしまして、最新の内容

を可能な限り共有するなど、速やかな情報発信にも努めてきたところであります。また、議会

後の経営会議で、議員からお受けした質問をレビューし、その実現や進捗の報告にも努めてま

いっております。 

 あわせまして、本市の情報をより多くの皆様に情報提供する手段の一つとして、記者会見や

情報のリリースなどにも力を入れてまいりました。会見は広告などと違い、お金をかけずに大

きな効果を得られることから、ふるさと納税の躍進などにも大変効果的でありました。もちろ
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ん何度も空振りを続けながら、取り上げられるために、我ながら涙ぐましい努力をしてまいり

ました。 

 なお、いまだに議会審議前に記者会見で議案情報を発信するのはおかしいとの指摘がありま

すが、もちろん会見前に議案は議会に提供、共有しておりますし、議運後に行うようにしてお

ります。何より議会審議が市民にとってもより分かりやすく、注目をいただくために、どこの

自治体でも行っている、もちろん国や県でも行っているものでありますので、議決を経た後で

なければ発信すべきでないという指摘は今までありましたが、市民へのむしろ必要不可欠な情

報提供共有を否定するものであると、あえて触れておきます。 

 こうした取組につきましては、私の市長就任以来、特に注力して取り組んできたところであ

り、まさに自治基本条例第１条の市民、コミュニティ、議会及び市長等が互いに理解を深め信

頼し合う関係を築きという部分を、どの自治体よりも体現してきたと自負しているところであ

ります。 

 改めまして、私はどんな方でも一度はお会いをし、可能な限り平等に対話をし、その声を市

政に反映させるべく努めてきたところであります。その結果、参加すべきでないイベントに参

加をしてしまい、先日批判も受けました。そうしたときも、またさきに、体育館の件ですが、

裁判の控訴を断念したときなども、可能な限り開かれた場で、迅速に正直に情報を提供共有し

てきたところであります。 

 もちろん、まだまだその内容や手法などに至らない点もあると思っておりますので、今後も

精進を重ねてまいりたいと思っているところであります。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。市長がいろいろな形で情報の発信をなさってい

るということは、よく了解をさせていただきました。 

 ところで、この議会でいろいろな方が行財政改革とか、それから障がい者のこと、母子家庭

のことあるいは高齢者のこと、いろいろな形の需要が出てきて、それに対応するという側面で

情報の共有ということを考えた場合、市長の情報はあくまでも太宰府市の代表者として対外的

に向かって、太宰府市は現在何に取り組んでおりますとか、そういった非常に抽象的といいま

すか、一般的な広報にはなっていると思います。 

 仮に市長のところに、例えばこういうことで困っているから何とかしてくれませんかという

話が仮に、今5,000件がマックスだというふうにおっしゃいましたけれども、それが入ってき

た場合、そのことを各部署に割り振って対応できるかというと、恐らくそれは不可能だと思わ

れますけれども、その点いかがでしょう。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 5,000件と申したのは、フェイスブックの友達になれる方ですけれども、私

公開していますので、ブロックをしてない方以外は見ていただけますので、そうした意味では

5,000人以上の方も見ていただけるのですが、先ほど来申した一部にありましたけれども、実
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はなかなか市長として様々用件はありますけれども、直接のメッセージをいただくことはかな

りありまして、これは本当に無視せずにリアクションするように心がけています。最近特に多

いのは、中学生がインスタグラムのメッセージで、勉強のやる気が出ないんだけれども、どう

したら出ますかというような、本当に非常に率直な悩みを相談されたりもします。そうしたこ

とにもできるだけ答えをしようと心がけてきました。 

 今日、秘書などもいますけれども、秘書経験者もいますけれども、最初は本当に嫌がられた

んです。私に来るメッセージを公式なものとして伝えて、それを検討してくれ、実現してく

れ、前向きにやってくれというのは、本当に最初、職員は嫌がっていたと思うんですけれど

も、それでもやっぱり直接いただくお声というのも、当然もちろん意図的な非常に批判である

とか、現実的じゃないものはもちろん除きますけれども、基本的にはさっきの受験の相談も含

めて切実なものが多いです。例えば今までも話してきましたけれども、自宅療養者の方が買物

に行けない。そうした中で、何か物資を、欲しい物資の中でもやっぱり体温計を入れてほしい

とか、除菌シートを入れてほしいとか、おかゆも入れてほしいとか、そういうことが直接来ま

すので、すぐさま担当に伝えてきました。 

 なかなか難しい作業ではありますけれども、時間もかかるし手間もかかりますけれども、私

の自負としては、可能な限りこれは、ご指摘をいただいたものは正式に職員に伝え、私が直接

できることはやってきたつもりでありますので、そうしたことは今後も続けていきたいと思っ

ています。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。今回の私の前に出されました小畠議員が機構改

革のことについて非常に触れておられました。情報の共有ということは、実は、大変市長には

申し訳ございませんけれども、各部署で市民の方に直接向き合っている方、あるいはもっとオ

ープンな形で申し上げますと、いろいろなパブリック・コメントとか意見の交換会とかという

そういう概要的なものもございます。ただ、結局それを効率的に市側が要請として受け入れ

て、それを効率的に処理していく体制が整っていないというのが現状なんだろうと思います。 

 つまり、行財政改革にしましても、それから職員の研修、専門能力のそれを昇華するといい

ますか、高くしていくことも含めて、自治体としてスリム化していきながら能力を高くしてい

くというのは、少なくとも自治基本条例の下では市民との協働、市民も政治責任を負いますよ

という形でそこにはうたってあります。そうすると、市民に対する働きかけというのも、実を

いうと自治体側の大変な義務になってくるわけですね。 

 そうしましたときに、情報の取り方、つまり、大変市長には申し訳ございません、市長がい

ろいろな形でこういう情報を発信されていることは、もうそれだとお見受けしますけれども、

実をいうと、例えば徴税係の方が行って、お金が納められないのよと、それはどういうことで

すかという、例えばそういう話。あるいは道路の陥没箇所について報告というか通報があっ

て、そこへ行ってみたら住民の方が待っていらっしゃって、あなたたちはいつまでだったら来
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てくれるのとか、それからどういう復旧工事をしてくれるのかとか、いろいろな個別的な話が

あります。しかし、私は今まで自治会を含めて対応したところによりますと、それがある部署

のいわゆる一件事項として処理をされていくと。つまり、例えば一つのシートの中に、どの場

所で何時頃にどういうことが起きて、どういうふうな処理をしていったということが、結局そ

こだけにとどまってしまって、全庁的にそれが情報の共有になっていない。 

 つまり、これから全庁的な仕事の能力の高さとか、それから職員のスリム化とかといったこ

とを考えていくときに、あるいは情報処理技術を使っていこうとも、そういった太宰府市それ

自体が生き物として情報を受け入れて、どこの部署が仕事をやっても、きちんと応えています

というふうな方向性を見つけなければ、情報の共有とは言えないのではないかと。 

 恐らく今回、いろいろな議員が質問を出されていますけれども、仮に中学校給食の問題にい

たしましても、それからほかにもありましたけれども、そういうものを、もちろん一つの政策

を取られるわけですから、その場面ではこういうことでしか処理が、あるいはその方針を決定

できませんということはあろうかと思いますけれども、そのことも含めてきちんとした情報発

信を出されて、それに対する応答といいますか、それを取り入れるような形のシステムをつく

っていただければ、恐らく情報の共有ということはかなり負担が軽減されていくと思います。 

 これは一つは情報公開請求ということも一つ絡んでおりまして、情報公開請求は当然のこと

ながら、そこに処理した文書があるということが前提の下に、その文書を請求してくるわけで

すけれども、かつてそれが文書がないとか、見当たらないとか、そういう形の処理をされたこ

ともあると聞いております。したがって、そのこと自体が、もう既に情報の共有ということに

ついてかなり行き詰まったといいますか、そういうところに袋小路に入っているんだと思いま

すね。 

 つまり、もちろん市の処理される事業において、市長のそれこそ最高次の判断でこれを表に

出すことはできないということが、もしかするとあるかもしれません。しかし、そういったケ

ースはほとんどゼロだと思いますので、そういった実績をきちんと残していって、それを常に

オープンにしておけば、たとえ情報開示請求があって、それがあったとしても、すぐ出せます

し、個人のプライバシーを勘案した形で、こういうところで、こういう場所で、こういう要求

がおありになった、あるいはそれはもちろん今の情報技術をもってすれば、年齢代、中学生は

こういう意見を持っている、高齢者はこういう意見を持っている、主婦の方はこういう意見を

持っている、妊婦さんはこういう意見を持っている、それは全て全庁的に上がってくると思い

ます。それを集約する機関がどこかにあって、それを指示をしていく機関がどこかにあって、

そういうことを、推測ですけれども、小畠議員はおっしゃっているのではないかというふうに

思います。 

 だから、私どもも情報の共有というのを、単に意見交換会とかそういうものを回数を重ねな

さいということでなくて、出てきた意見に対して、現在こういう対応をしております、この後

こういうふうにするつもりですというふうな形の総合のものをおつくりになっていくことが、
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情報の共有ではなかろうかと。 

 市長が日夜そういうふうに、一応太宰府市の代表として外に情報を出されていることは、非

常にありがたいことだと思いますけれども、全庁的に能力を高くしていくということを勘案さ

れて、ぜひともそういう仕組みをつくっていただきたいと思っておりますけれども、この点に

ついてはいかがでございましょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろん今まで可能な限り、私に限らず、あらゆる職員が行政として、全体

としても個別としても、市民の皆様に信頼を得られるようなそうした情報の公開なり情報の提

供共有を心がけてきたつもりではあります。 

 ただ一方で、先ほども申しましたけれども、どんな方でも基本的に一度はお会いしてきたつ

もりなんですが、私だけにとりましても、一度お会いすると、毎日会いたいと言ってこられる

方もあるんですね。毎回話しても、同じことでまた来られて、また同じ話をしても、そのとき

は納得されるけれども、また次の日、やっぱり納得できないとか、そういう方もやっぱりおら

れまして、なかなかそうしますと、毎日私もお会いするということにならざるを得ないので、

そういうことも職員も同じ悩みを抱えていると思うんです。非常に事務作業的にも、本来業務

があって、そうした中でそうしたことの対応をする中で、さらに煩雑化していくということも

やっぱりあるのも現実です。 

 ですので、先ほど申されたようなシステム化を図っていくことは、大変さらに重要でありま

すし、何よりやっぱり根本的に、我々公務員、行政に携わる者が、巷間、今問題視されており

ます情報を恣意的にねじ曲げるとか、事実に基づかないとか、やはり何か意図的に改ざんする

とか、廃棄するとか、そういうことはやはり避けなければいけないですし、そうしますと結論

としては、我々一人一人が常に市民の皆様、自分自身の良心に基づいても正しい判断をしてい

ると、正しい行動をしていると、皆さんに説明できる行動をしていると。私も先ほど申しまし

たように、何か疑惑があれば、できる限り会見の場で説明もしてきましたので、そうしたこと

を、やはりつまるところ、市民の皆様の信頼に堪え得るような行動を常々取るということに尽

きると思いますので、なかなか人間全てが聖人君子というわけにいきませんけれども、そうし

たことを常々、世のため人のためということに尽きるんですけれども、職員にも徹底していま

すし、私自身も自律しているところでありますので、そうした中で、回りくどくなりました

が、それでもなお市民の皆様からさらに信頼を得られるようなシステムづくりには取り組んで

いきたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。市長の思いが皆様に伝わるという形で、もう少

し具体的にご提案申し上げると、恐らく、私は実はパソコンが苦手なんです。しかし、皆さん

は非常に修練されているから、パソコンを使ってワンシートでどこの部署でも情報を定型的な

書式化をして、こちらが欲しい情報、向こうに与えるべき情報、そして将来これは使っていか



－133－ 

なきゃいけない情報とかといういろいろなものをつくって、それを皆さんが窓口で仕事が終わ

った瞬間にそれを、やっている最中にそれを打ち込んでいけば、作業量としてはそれほど出て

こないのではないかというふうに思っております。 

 ただ、それをつくるということ自体が、かなりの機構の中の新たなものを編み出されるか、

既存の部課長職さんにそういうことをしていただけるのかとか、いろいろなそういう機構的な

問題はあろうかと思いますけれども、恐らく一旦そういうものができてしまったら、情報は恐

らく、例えは悪いですけれども、嵐のように入り込んでくると思います。それをそういう管理

をなさっているところが項目別にずっと集約されて、どこで何の情報、あるいはどういう需要

が起きている、そういったものをあらかじめつかんでいくことで、初動態勢も含めてかなり仕

事の質も量も、質は高くなる、量も無駄な出動をしなくても済むんではないのかというふうに

考えておりますが、この点はいかがでございましょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ちょっとなかなか、結局かみ合ってないかもしれないんですけれども、でき

る限り私も様々なあらゆる市政の課題について、逐一情報共有を職員からしてもらい、相談し

てもらって、最終的に私に知らせたり相談してもらったことは、全て全部私が責任を持つとい

うことは常々言っているつもりです。 

 ただ一方で、やっぱり限りがありまして、相談時間も。あらゆることを全て私自身が判断す

るということも難しいですので、現場で可能な限り自主的に判断できるものはしてもらっても

いますけれども、ただ、とにかくそうした、特に市民の皆様の切実な情報、ご意見、ご要望、

しかもそれが複数にわたる、複数の方々が言ってこられるような、例えば紙ラク商品券なんか

もかなり、私に届いたのは二、三人でしたけれども、二、三人おられるということは、二、三

百人おられるかもしれないとか、例えばそういうふうに私も経験上思いますので、キャッシュ

レスだけじゃなくて紙の部分もとか、そういうこともやってきましたので、できる限り共有化

して、そうしたことを市民の方にもお伝えできるようにさらに心がけたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） これを発表する場という、情報は、結局市民との間に情報を共有すると

いうことは、市民の側にもこの情報を提供されるということだと思います。 

 実は、これを市民に知らせるのという意見があるかもしれません。ただ、そうではなくて、

市民側からしますと、ああ、私と似たようなことを言っている人がほかにいるんだということ

とか、それからもう既に規定事項として市のほうにはこういうものが要請が上がっているんだ

と、そういうふうな形で、市民の側が市政の動きについて理解をしていただける。これは協働

のまちを推進するに当たっては、大変重要なことだろうと思います。 

 だから、技術的な困難さはあろうかと思いますけれども、何とか進捗計画をつくっていただ

いて、ぜひとも進めていただきたいと思っておりますが、いかがでございましょうか。 

○議長（門田直樹議員） 森田議員、通告の時間を過ぎておりますので、よろしくお願いします。 
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 市長。 

○市長（楠田大蔵） もうとにかく今の時点では可能な限りとしか申せませんけれども、可能な限

り市民の方に分かりやすく、信頼していただけるような形で、そうした情報の整理なり提供な

りも心がけたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございました。ひとつよろしくお願いいたします。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午後０時16分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ６番入江寿議員の一般質問を許可します。 

              〔６番 入江寿議員 登壇〕 

○６番（入江 寿議員） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告しておりました登下校

時の児童の見守りにつきまして一般質問をさせていただきます。 

 子どもは国の宝です。そして、地域の宝物でもあります。地域の子どもは地域で守るの観点

から、地域の方々がいろいろな方策により子どもたちを見守っています。しかしながら、小学

生が歩行中に事故に遭遇して死亡、重傷を負った件数は、平成28年度から令和２年度の５年間

で2,779人になっています。このうち33.3％に当たる908人が登下校中の通学路で発生している

と警察庁が発表しています。 

 このようなことから、私は、児童の登下校時の安全対策について、平成29年第２回６月議会

で児童を交通事故から守るための安全・安心な通学路の確保について、また令和２年第３回９

月議会では、児童を犯罪から守るための安全・安心な通学路の確保をするために、行政が地域

と一体となって取り組んでいただくよう、具体的な改善策を提案しながら、お願いを含めて一

般質問をさせていただきました。本日は、登下校時の児童の見守りに絞り込んで一般質問をし

ます。 

 ご承知のとおり、児童の登下校時間帯に、地域の多くのボランティアの方々が児童の通学路

で見守りをされています。本当にご苦労さまです。この場をお借りしましてお礼を申し上げま

す。 

 １項目め、登下校時の児童の見守りの現状についてお伺いいたします。あわせて、この見守

り箇所は、児童が道路を横断する箇所以外にあるのか、あれば、どのようなところで見守りを

されているのか、お伺いいたします。 

 また、児童の登下校の見守りをする上で問題点があるとすれば、どのような問題があるとお
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考えか、お伺いいたします。あわせて、その問題を解決する方策等について伺います。 

 ２項目め、登下校時における交通事故や犯罪をなくすための地域との連携強化についてお伺

いいたします。 

 児童の登下校の見守りは、各地域の皆様の協力があって成り立つものです。日頃、地域との

連絡、調整、連携をどのようにしてあるのか、お伺いいたします。あわせて、今後においても

地域とさらなる連携強化を図る必要があると思料いたします。連携強化の具体策があれば伺い

ます。 

 ３項目め、太宰府市にはついで隊がありますが、ながら見守りの推進についてお伺いいたし

ます。 

 児童が安全に安心して登下校できる通学路にするために、防犯カメラの設置や危険箇所の改

修など環境整備をしなければならないことは言うまでもありませんが、見守りに限定すると、

現在行われている児童の登下校時の見守りは、児童が道路を横断する場所のみです。言うなら

ば、通学路の一部でしかありません。通学路の全域を見守るためには、ながら見守りは重要な

取組です。 

 私が令和２年９月議会の一般質問で、ついで隊について質問をしました。そのときの回答

は、市内で1,316人の方が登録されている。しかしながら、今年度はまだ３人にとどまってい

る。ＰＴＡをはじめいろいろな機会で改めて周知を行い、ついで隊の登録者の増加を図り、安

全・安心なまちを目指したい。そして、ついで隊への加入について、ＰＲをもっともっとして

いきたいと回答されております。ちなみに、２点とも総務部長のご答弁です。 

 また、私の要望として、市の職員の皆様がついで隊に加入し活動する、そのような活動が市

民の皆様のついで隊加入につながるなど、私なりに具体策を提案させていただきました。 

 令和２年９月以降、具体的についで隊への登録を呼びかけておられると思いますが、どのよ

うな手法で推進されているか、その成果について伺います。あわせて、現時点のついで隊の登

録者数を伺います。 

 ４項目めです。児童の登下校を見守っていただいているボランティアの皆様の心得等につい

てお伺いいたします。 

 何年も長きにわたり見守りしていただいている皆様、また新たに見守りを始めた方もおられ

ます。また、見守りの成り手がない、高齢者となり、これ以上見守りを続ける自信がないな

ど、地域における悩みがあるのではと思っております。 

 市内には７校区ありますが、現状は全て各校区の地域の皆様に委ねているというのが実態で

はないでしょうか。児童の登下校を見守っていただいているボランティアの皆様には、統一し

た心構えや考えで見守りをしていただく必要があると考えますが、市の見解を伺います。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 登下校時の児童の見守りについてご回答いたします。 

 まず、１項目めの登下校時の児童の見守りの現状についてですが、登下校時の児童・生徒の
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安心・安全を確保するために、本市では、学校、ＰＴＡの皆様や地域の皆様との連携、協力に

より、登下校時の見守り活動を担っていただいております。見守りの場所といたしましては、

横断歩道等のほか、車通りが多い場所、特に危険な場所、人目が少ない場所、また、見守りの

方のご自宅の近くなど、自主的に決めていただいた場所などでございます。 

 課題といたしましては、交通量が多いところや道路幅が狭いところなど、ハード面での整備

が望まれる箇所ではあるものの、どうしても道路の構造上、整備が困難な場所の対応などが挙

げられます。現状といたしましては、児童への交通安全学習や地域での見守りなど、ソフト面

で対応しているところでございます。 

 次に、２項目めの登下校時における交通事故や犯罪をなくすための地域との連携強化につい

てですが、現在、市内の全小・中学校は、コミュニティ・スクールとして学校、地域が一体と

なって学校運営を行っておりますので、登下校時の安全対策に関する地域の連携の強化につき

ましては、学校運営協議会などでご協議いただきながら進めているところでございます。 

 毎年、児童・生徒が安全に通学できるように、筑紫野警察署、那珂県土整備事務所、太宰府

市建設課、太宰府市防災安全課、ＰＴＡ代表者、小学校校長代表者で構成される通学路安全推

進会議を開催しております。 

 この安全推進会議開催前に、各小学校において危険箇所調査を自治会等と協力して実施して

いただき、危険箇所一覧として教育委員会に提出していただいております。この資料を基に、

通学路安全推進会議で危険箇所及び市が把握している対応が必要と思われる通学路について、

どういった対処をしていくのか協議し、決定しております。 

 ここで決定された回答を各小学校に報告し、各小学校は学校運営協議会の安全・安心部会な

どで報告していただくことで、地域に対しても、要望されていた危険箇所がどのように対応さ

れるのかが把握でき、また、地域の協力が必要な場合は協力のお願いをしているところでござ

います。このサイクルを絶やすことなく継続することで、通学路の安全確保に努めているとこ

ろであります。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 次に、３項目めのながら見守りの推進についてですが、ながら見守りと

は、見守りの担い手の裾野を広げるために、ウオーキング、ジョギング、買物、通勤通学、犬

の散歩、花の水やりなど日常活動を行う際に、防犯の視点を持って行うことで、生活多様な世

代や事業者が日常活動の機会に気軽に実施できる見守り活動として、全国的にも推進されてお

ります。本市におきましても、平成17年から筑紫地区統一の活動として、ついで隊の名称で、

日常生活のついでに見守りや防犯活動に参加いただける方々を募集及び登録をいたしておりま

す。 

 登録募集の呼びかけにつきましては、毎年犯罪数が増加する12月の広報で、防犯だよりと併

せて掲載をいたしまして、市のホームページ、校区ごとに開催されます防犯防災部会等の会議

において紹介、職員向けに募集登録を行っており、令和４年８月末現在の本市の登録数は
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1,339名となっております。 

 この活動は、安全・安心のまちづくりを推進するため、防犯活動全般の視点を持って進めて

おり、児童の登下校時に特化した活動ではないものの、登下校時の空白区域などの見守りの一

翼を担っていただいている部分もあります。 

 市民などと役割を協働、分担していく新しい公共の促進に向けても、大変有用な活動である

と考えておりますことから、今後とも積極的な募集、参加の呼びかけに努めてまいります。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 次に、４項目めの登下校見守り者の心得等についてですが、事故や犯

罪被害の多くは、子どもだけで行動しているときや、人目が少ない状況で発生していると言わ

れております。そのため、子どもたちや地域に目を向け、事故や犯罪が起きにくい環境づくり

が重要であることから、子どもたちへの挨拶や声かけなど、見守り活動を実施していただくこ

とを知ってもらうということが、見守り活動において大切なことだと考えております。 

 ただし、地域の方による見守り活動は、地域活動の一環であることから、ご協力していただ

く皆様が無理なくできる範囲の中で取り組むことも、心がけとして必要なことではないかと考

えます。そういう意味では、散歩や買物などの際に見守りを行うながら見守りは、個々の方が

無理なくできる範囲で、子どもや地域に目を向けることができるので、有効な手段であると思

います。 

 見守り活動への心構え、考え方の周知につきましては、学校運営協議会にて協議をする中で

周知できるのではないかと考えます。 

 登下校時の児童の安全につきましては、地域をはじめ関係機関との協力が不可欠であります

ことから、今後も連携を密にして、安心・安全な登下校の環境づくりに努めてまいりたいと考

えております。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） ご回答ありがとうございました。では、再質問をさせていただきます。 

 児童の登下校時の見守りの目的は、児童が安全に安心して登校できるようにすることだと思

っております。太宰府市から痛ましい事故や事件が起きないようにすることです。自治体や小

学校のみでは児童の登下校の見守りはできないことから、見守りのボランティア活動があると

思っております。 

 ご回答を聞きながら思ったことを率直に申し上げますと、児童の登下校時の見守りについ

て、市の取組とボランティア活動をしていただいている皆様とを比較をすると、かなりの温度

差があるんじゃないかと言わざるを得ません。 

 市は組織で動いています。それぞれ所掌業務が定められています。児童の登下校時の見守り

という業務は、どの部署、課にも明記されていないはずです。しかしながら、児童が安全に安

心して登下校できるという取組という業務は、いずれの部や課の所掌業務と明記されているは

ずです。その延長線上に、児童の登下校の見守りがあると思っております。積極的に取り組ん
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でいただきますようお願い申し上げます。これは要望といたします。 

 また、雨の日も風の日も暑い日も、また寒い日も欠かさず、児童が安全に安心して登下校で

きるように、多くのボランティアの皆様が見守りを続けていただいております。この活動は、

地域の力、地域とのさらなる連携強化が求められております。校区ごとには地域との連携強化

を講じられていると回答いただきましたが、その会議に出席する市の担当者は同じ人でしょう

か、それとも違う人でしょうか。報告、連絡、相談、いわゆる報・連・相は確立されているで

しょうか。市の体制等についてお伺いいたします。 

 また、校区ごとに見守りの方法等ばらつきがあるのではないでしょうか。市でこれらのばら

つきをどのように共有してあるでしょうか。７校区それぞれの活動でなく、太宰府市として統

一された見守りの活動が必要ではないでしょうか、お考えをお伺いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） まず、１点目の会議に出席する担当者のことですけれども、先ほども

述べましたが、通学路安全推進会議には、市から学校教育課、防災安全課、建設課が出席して

おります。この担当者も決まっております。出席者につきましては、会議後にそれぞれ所属し

ている課で、また必要に応じて関係の部署に会議の内容を報告、共有化しておるところでござ

います。 

 ２点目につきまして、地区ごとに見守り方にばらつきがあるのかということでございます

が、現在、見守り活動には、自治会、ＰＴＡの方、ついで隊をはじめとする有志の方々が活動

していただいております。見守り活動の心がけとして、無理をしない、無理をさせないという

ことが大事であると言われております。ボランティアの方のライフスタイルにも合わせて、活

動の範囲や時間帯などを決めて活動されていくことも大切かなと思っております。 

 その中で、学校、地域ごとの実情もあると思いますので、その実情に合わせてご協力をいた

だければと思っておりますので、そこが統一できるかというと、なかなか難しいところではあ

るのかなとは思いますが、しっかりと活動はしていただいているというふうに認識をしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） ありがとうございます。見守り活動については、市の体制強化を図って

いただいて、７校区の統一した見守り活動になるように、いろいろな角度から検討していただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 そして、インターネットにアップされておりました文書がございます。平成30年９月12日付

で、太宰府東小学校校長ほか２名で、保護者及び地域の皆様へ、児童の登下校の時間帯におけ

る見守りのお願い文書です。こういったものでございます。 

 この文書は、いわゆるながら見守りのお願いの文書です。児童の登下校時の見守りボランテ

ィア活動は、通学路の一部でしかなく、通学路全域を地域の方たちの協力により、児童が安
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全・安心に登下校できるようにするための取組です。ご存じだと思いますが、太宰府東小学校

区でこのような文書が配布されておりました。ほかの６校区もながら見守りのお願いをしよう

と、これこそが市に実施していただかねばならないようなことだと思っておりますが、こうい

ったところも検討していただければと思っております。これも要望といたします。 

 次に、ご承知のとおりですが、平成30年６月に政府は、登下校時の子どもの安全確保に関す

る関係閣僚会議で、社会全体で子どもの安全を守るための対策として、登下校防犯プランの通

知を出しております。この登下校防犯プランに基づく取組として、令和３年３月に「やってみ

よう！登下校見守り活動ハンドブック」の通知をしております。このハンドブックは、児童の

登下校時のボランティア見守りとながら見守りの両方に役立つハンドブックです。一方、「子

ども見守りハンドブック」、京都府警察が作成したハンドブックがございます。これは、児童

の登下校時のボランティア活動をする人向けのハンドブックです。どちらもよくできているハ

ンドブックだと思います。 

 児童の登下校時のボランティア活動用とながら見守り活動用の２種類のハンドブックが必要

ではないかと思いますが、そのあたりのお考えをお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 最近言われていることですけれども、まずボランティアの方が少なく

なっている地域があるという実情も聞きます。そんな中、毎日子どもたちの登下校時に合わせ

て時間をつくってくださり、見守っていただいていることに感謝を申し上げます。 

 子どもたちにとって、ボランティアの方にとって、より安全に見守り活動を行ってもらうた

めには、適切な見守り活動についての研修を行うという手だてもあると思いますけれども、研

修を受けなければならないということが、ボランティアへの参加自体をためらわれる状況にも

つながるかなということで懸念しているところでございます。 

 今ご提案いただきましたハンドブックにつきましては、私も拝見させてもらいましたけれど

も、大変分かりやすくて、安全指導について知っていただくような内容かなと思っておりま

す。これらのハンドブックの活用について可能性もあるかなと考えますので、この活用につき

ましては今後検討させていただければと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） ボランティア活動というのは、正直、市がどうのこうのということじゃ

ないと思います。ついで隊でもそうと思います。そこは警察署とか防犯協会が主立ったところ

だと思いますので、そういったところも鑑みて、ハンドブックなんかを作成していただければ

と思います。 

 今回、私がこの質問、登下校時の見守りという形で３回目質問させていただきました。こ

れ、なぜ３回したかと申しますと、先日のことなんですが、ある地区で交差点がございまし

て、その交差点に女性の見守りの方が立って、いつも子どもたちを見守っていただいておりま
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した。でも、この女性はもうかなりの高齢化されていて、やっぱり体の不調を訴え、２週間ほ

ど病院に行かれたと。入院されて、ちょっと治療を受けたと。その２週間の間、そこの交差点

には誰も立っておられない状況だったんです。 

 それからどうなったかと申しますと、保護者の方からそこの地区の自治会長さんに連絡があ

り、なぜあそこの交差点に見守りをされる方がおられないんでしょうかと。最初は自治会長

は、ああ、病気のことを気遣って連絡をくれたのかなと思っていたら、そうじゃなく、ちょっ

とクレームっぽく、立ってないと子どもが危ないでしょうと、そういう話があったと。そちら

の自治会長も、これはいかんと思いながらも、自治会の中で自治会の役員の方、また保護者を

呼ばれて、こういうことがありました、立っておられる方はボランティアの方なので、責任

云々はないんですよと。それで、立ってないと言うんであれば、保護者の方が立っていただけ

ればという、そういったところで、本当にいろいろなディスカッションというか話合いが持た

れて、そのときはそれで終わったんですけれども。ただ、そのときの中で、ボランティアの

方、ボランティアという、ハンドブック、ガイドブックに書かれているって、ボランティアっ

てどこまでが自分らの責任なのという質問もされていました。 

 正直言って、ボランティアの方に責任とかはまずないんですよね。例えば子どもが事故に遭

いました、通学路で途中で川に落ちましたとかといって、見守っていたとしても、ボランティ

アの方に責任はないと思います。あるのはやっぱり本人、子どもか保護者だと思います。 

 そういった中で、ボランティアの方は一生懸命見守っておられるので、何か市として、また

我々議員として手助けできるようなことがあれば、本当に手助けできればと思っております。

ボランティアはもう全然市とはちょっとかけ離れたところなんで、関係ありませんよって、そ

れは重々私も承知しております。でも、何かこうやってガイドブックを作るとか、作るに対し

て結構時間も手間もかかると思います。それならそれで、例えば京都府警だったかな、これを

作ったところが。福岡県警に物申してもらうとか、それぐらいだったらできるんじゃないかと

思いますので、そういったところでボランティアの方の支援もしていただければと思います。 

 結びになりますが、最初の質問で言いました。子どもは国の宝、また地域の宝、そういった

ところで、子どもの事故がいまだに30％ぐらいあるという中で、ゼロ％になることをお祈り申

し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時35分まで休憩します。 

              休憩 午後１時24分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時35分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ５番宮原伸一議員の一般質問を許可します。 

              〔５番 宮原伸一議員 登壇〕 
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○５番（宮原伸一議員） 議長の許可をいただきましたので、通告に従い地域猫について質問させ

ていただきます。 

 私が住む地域には、飼い主がいない猫と思われる猫が五、六匹います。おなかをすかせてい

るのか、夜出されたごみを破って、燃えるごみを食べているようです。また、親が育児放棄を

したのか、子猫が民家に迷い込んでしまうケースや、道路で車にはねられたり、民家の庭に迷

い込んで死んでいたケースと、とにかく飼い主がいない猫がかわいそうな事例が多く見受けら

れます。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １点目は、市に寄せられている地域猫に対する苦情内容や件数、どういった内容の苦情が年

間何件ほど寄せられているのか、また不妊去勢手術を行うに当たり、保護した猫が病気にかか

っていたら、治療費は保護された方の負担となったり、捕獲器の貸出しはあるものの、捕獲器

の台数が少ない、貸出期間が短いなど多くの課題があると思いますが、そのような課題、問題

点を市はどのように考えているか、またその対策としてどのような対応を行っているのか、お

伺いします。 

 ２点目に、そのような猫を保護して、不妊去勢手術を市の補助でできるのは知っています

が、その補助金の申請、交付状況について伺います。そして、その他、市や県が行っている地

域猫に対する補助がほかにあるのか、お伺いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 地域猫についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの市などに対する地域猫の苦情内容や件数、また苦情にはどのように対応し

ているのかについてですが、市への苦情、相談内容は、飼い主のいない猫への餌やりと、それ

に伴う周辺でのふん尿被害が主なものとなっており、令和３年度は27件、令和４年度は８月末

現在で16件の苦情や相談が寄せられております。 

 猫は動物の愛護及び管理に関する法律により愛護動物とされており、駆除を目的とする捕獲

は行っておりません。また、餌やりを禁止する明確な根拠もないことから、市は無責任な餌や

りの禁止や室内での飼育、不妊去勢手術の実施など個別に助言指導を行うとともに、ホームペ

ージや広報等において猫の適正飼養について啓発を行っているところです。 

 そのほか、自宅敷地への侵入を防ぐため、猫よけ用の超音波発生器の貸出しや、臭いや物で

防ぐ方法など、苦情主に自衛策の紹介を行っております。 

 次に、保護した猫の治療費についてですが、譲渡や不妊去勢手術を受けさせる際に、事前準

備として病気の治療等が必要な場合があり、申請者の方に治療費を負担していただいておりま

す。市としましては、限られた予算でできるだけ多くの方に飼い主のいない猫の不妊去勢手術

補助金を活用していただきたいと考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

 また、不妊去勢手術のための猫の捕獲器の貸出しにつきましては、昨年度まで２台用意して

おりましたが、貸出しまでに時間がかかることがございましたので、今年度１台購入し、現在
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計３台となっております。今後につきましても、申請や捕獲器の貸出状況を考慮し、検討をし

てまいります。 

 次に、２項目めの不妊去勢手術補助金の申請交付状況、そのほか地域猫に対する県や市の補

助があるのかについてですが、市では、飼い主のいない猫の過剰な繁殖に伴う近隣へのふん尿

被害を防止するために、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費の補助金を雌２万5,000円、雄１

万5,000円を上限として令和２年度から交付しております。令和２年度は12件、令和３年度は

15件交付し、令和４年度は８月末現在で12件申請があり、手術が終了しました６件補助金を交

付しております。 

 また、県が地域猫活動を行っている地域がある市町村に対し補助をする福岡県地域猫活動支

援事業補助金がございます。地域猫活動は、特定の活動場所を設定し、ルールを決めた餌やり

やトイレの管理を行うとともに、不妊去勢手術を受けさせて、１代限りで生を全うさせ、時間

をかけてでも地域から飼い主のいない猫をなくすことを目的としております。 

 これは、単に猫の愛好家や地域猫活動団体のみで実施するものではなく、飼い主のいない猫

が引き起こすふん尿被害などの問題を地域の課題として取り組んでいただく活動であるため、

地域住民の理解と合意が必要となります。本市では、現在のところ地域猫活動の取組事例はあ

りませんが、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金の取組を通して、地域猫活動の周知啓発

にも努めてまいります。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） ご回答ありがとうございます。 

 まず、１項目めですけれども、不妊去勢手術の相談なんですけれども、令和３年度が27件、

令和４年度が８月現在で16件ということは、あと12月までには同じぐらいの相談があるという

ことでよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 苦情相談につきましては、ここ数年、30件前後で推移しております

ので、議員お見込みのとおりかと思います。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） そのような相談を受けて、環境課として大体どのような対応というか処

理、対応を含めてされているのか、教えてください。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 苦情相談をされる市民の方の中には、猫の好きな方、苦手な方な

ど、いろいろな考えを持つ市民がいらっしゃいます。市としましては、飼い主のいない猫等に

よる周辺環境が悪化しないように説明を行い、納得していただけるように努めてまいっており

ます。 

 30件と先ほど申しましたけれども、こちらについては、相談がありまして、実際に現地等で

の対応を行った件数になります。電話等の相談につきましては、毎日数件あっているような状
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況でございます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） 市民から苦情や相談、今後もいろいろありましょうけれども、よろしく

お願いいたします。 

 次に、猫よけの超音波発生器ですかね、それと捕獲器、今まで２台あったのを３台にしたと

いうことで、これの期間というのが多分あると思うんですけれども、どれぐらいの期間で申請

して、何日間貸していただけるか教えてください。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） まず、超音波発生器でございますけれども、市のほうで５台用意し

ております。こちらにつきましては、２週間の期間で貸出しをいたしまして、効果を見極めて

いただいて、効果があるようであればご自身でご購入を勧めております。 

 捕獲器のほうですけれども、現在３台ということで、こちらも２週間程度ということで貸出

しを行っております。猫の捕獲につきましては時間がかかるケースもございますので、再度更

新して貸出しをしたりとか、予約が入っていなければそういった対応もしているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） この超音波発生器がまず常に貸出状態なのか、また捕獲器についても常

に貸出しして、なおかつ次の予約者がおられるのか、教えてください。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 超音波発生器につきましては、直近の状況で申しますと、返ってく

るのを待っている状態ということもあります。時期によりまして、やはり猫が活動を活発にす

る発情時期でありますとかそういったときには、やっぱり貸出しの申込みも多いという状況で

ございます。 

 捕獲器につきましても、やはりそれぞれの利用者の方のご事情で捕獲をされますので、集中

するときもあれば、そうでないときもあるというのが現状でございます。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） この超音波発生器につきましては、効果があれば、また新規に買ってい

ただいてということでできるんでしょうけれども、捕獲器についてはなかなか、これはアマゾ

ンみたいなネットで見たんですけれども、１基3,000円ぐらいで何か売っているんですよね。

違いますかね。市のはまだ高いですか。まだ高い。3,000円でもちょっとあったんで、こうい

う安価であれば、もうちょっと増やしてもらってできるのかなと思いました。 

 個人的に買っても、それを仕事にするわけでもないし、なかなか買うというのはどうかなと

思うんで、よかったらそうやって貸出しが間に合ってないなら、そういうネットで見てもらっ
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て、小動物をつかまえるのですから、そう頑丈じゃなくてもできるでしょうから、検討してい

ただければと思っております。 

 １項目めはこれで終わります。 

 ２項目めですけれども、不妊去勢手術の金額、先ほど雌が２万5,000円、雄が１万5,000円、

上限ということで言われたんですけれども、実際のところ、これたしか指定病院になると思う

んですけれども、大体指定病院でこの金額で収まるんですか。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） その猫の状態によっても違うというふうには聞いております。た

だ、こちらの事業を始める前に、病院の獣医師の先生方にいろいろヒアリング等も行いまし

て、妥当な金額で設定しているところでございます。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） 捕獲した場合、病院に連れていく場合ですけれども、ちょっと聞き漏れ

したかもしれませんけれども、例えば違う病気等があれば、そこはもうこういう補助金では対

応できないと、捕獲した、連れていった方の個人負担となるということなんですけれども、ご

存じであれば、仮にどのような病気が多いのかとか、事例がもし分かれば教えてください。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 一番多いのは、野良猫という状態ですので、やはりノミ、ダニが皮

膚に付着しているという状態が多いというふうに聞いております。そちらの除去のための薬の

投与であるとか、そういった分については市民の方にご負担をしていただいているところでご

ざいます。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） 実際、私も１回環境課に申請をして、捕獲器を借りて猫を捕獲しようか

なと思ったんですけれども、昨年ちょうど12月が私の選挙だったんで、ちょうど借りたときが

選挙のちょっと前になって、今もしつかまえて、猫ちゃんは病院には連れていけないなという

ことで、ちょっとそのままにしとって、結局次がおられるんで返してくださいということで、

また申請してくれということになると、なかなか難しいところがあるし、これが私に限らず、

一般の方でもなかなか次の申請というのが、また写真を撮ったり、近所の人の署名をもらった

りとか、この辺は割愛できるのかどうか知りませんけれども、恐らくちょっとできるようなこ

とは言われていたんですけれども、そのような形でしていただければと思います。 

 それで、一番私が言いたいとは、広報「だざいふ」に今月載っていましたけれども、今月９

月20日から26日、動物愛護週間ということで、ペットを飼う前にとか、いろいろな情報が載っ

ておりました。まず、飼う前とか飼ったときの情報はあるんですけれども、例えばそういう猫

を保護したときに、保護してくれる団体というのは太宰府にはあるんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 地域猫活動を行っている団体さんが、保護猫活動も行っているとい
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うのが多いと伺っております。太宰府市内、今現在、地域猫活動をされている団体はございま

せん。猫を保護するような活動を行っている団体も、今のところはないというのが現状でござ

います。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） これは他市の事例なんですけれども、私は知り合いの議員がいますん

で、そちらに紹介していただいて、ちょっといろいろお話を聞いてきたんですけれども、例え

ばじゃないですけれども、猫がかわいくて餌をやる方、嫌いな方がおられて、また自治会を含

めて飼い主のいない猫に困っている地域があるとするじゃないですか。したら、そういう人た

ちを一回集めて、そういうお話合いをしてもらって、そういうボランティア活動につなげてい

くということをしたということで、那珂川だったんですけれども、非常に盛んなんですよ。ペ

ットショップとかにチラシを配ったり、公共施設、あと自治会などに配って、そういうお話を

しませんかと、意見交換会をしませんかということで、行政も担当者が一緒になってそういう

お話合いをして、そこから保護団体が活発になったということを聞いております。捕獲をして

手術をして、また元に戻すというか、地域猫として一生を終えてもらうという活動を物すごく

されています。 

 やはり太宰府は、例えば誰かが手を挙げると、私の勝手なんですけれども、例えばそこの家

に子猫がおったら、その子猫を玄関先に置いてきたりとか、そういうことも聞いたようなこと

もあるんですよね。 

 ですから、市民の方々だけでそういうボランティアグループというのはなかなかできないと

思うんで、そこを少し行政がお手伝いしてあげて、そういうボランティアができるようなお話

合いとか、取っかかりをつくっていただければいいんじゃないかなと思うんですけれども、そ

の辺はどのようにお考えですかね。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（中島康秀） 今議員がご指摘されたように、地域猫活動というのが、ボランティ

アの方、それと地域、そして行政のほうが三位一体となってやらないとうまくはいかない事業

であるというのは、我々も認識しております。これまでなかなか、個人レベルでは餌やりをし

て、不妊去勢手術をして、そしてトイレの世話までしているというそういう話までは聞いては

いるんですけれども、なかなか団体としてそういった活動をして、地域にまで相談ができてい

るというケースが生まれていないというのが現状でございます。 

 我々としても、飼い主のいない猫を減らしていくためには、地域猫活動が重要だというふう

に考えておりますので、そういった議員が言われたような取組も今後進めていければと思って

おります。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員。 

○５番（宮原伸一議員） そこは思っているじゃなくて、ぜひとも、やっぱり小さな猫の命、大事

な命ですので、殺処分がないようにしていくのも一つの考え方というか、社会の在り方じゃな
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いかなと思っております。 

 最後になりますけれども、今月の市政だよりにこういうワンちゃんの写真が載って、ペット

のという、例えばこの下に、何月何日にそういうお話をしますよとかそういう、まず自治会に

会長に知らしめてもらって、そういうことをしますということで、やっぱり本当にしていって

もらって、太宰府もそういうボランティア活動で、先ほども言いましたけれども、小さな命が

殺処分されないようにやっていただければと思っております。 

 また、他市の事例を言いますと、保護した猫を譲渡会、ペットショップでお願いして譲渡会

をしたり、その中にはやはり譲渡会に来られて、三味線にする人とか、虐待をする人も含まれ

ているそうなんですよ。だから、必ずそこの団体は一回家を見に行ったりとか、多頭飼いして

ないかとか、飼える状況なのか、そういうところまで見られて、また、あれっと思ったときに

は、また後日、家のほうにお伺いして状況を見たりとか、そういうところまでされて、里親を

見つければもうそれでいいんじゃなくて、そういうところまでやっぱり活動が深く、猫の命の

大切さに触れてやられていますので、太宰府のほうもそういう活動をしていただければと思い

ます。 

 市長にもちょっとひとつお願いで、やっぱり子どもたちの食育、本当に大事でありますけれ

ども、こういう地域猫、環境問題も含めて取り組んでいただければと思っております。どうか

よろしくお願いいたします。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長（門田直樹議員） ５番宮原伸一議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時10分まで休憩します。 

              休憩 午後１時57分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時10分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 橋本健議員から一般質問の資料配付の申出がありましたので、許可をし、机上に配付いたし

ておりますので、お知らせします。 

 17番橋本健議員の一般質問を許可します。 

              〔17番 橋本健議員 登壇〕 

○１７番（橋本 健議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告書記載のクラウドフ

ァンディングとふるさと納税について質問させていただきます。 

 まず、クラウドファンディングについての説明ですが、これは事業の趣旨に共感していただ

く方、つまり支援してくださる方々から資金を調達する方法であります。クラウドファンディ

ングには、寄附型、購入型、貸付型、不動産投資型、株式投資型の５種類がありますが、寄附

型クラウドファンディングは、返礼やお返しといった特別なリターンを求めない社会貢献のた

めの有意義な方策です。本市はこれまで、多くの皆様のご理解とご厚意をいただいておりま
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す。 

 次に、全国の自治体に寄附をするとお礼の品が届くふるさと納税は、日本全国にすっかり定

着してまいりました。2008年、平成20年４月、地方税法等の改正が行われ、税収減少への対応

や地方と大都市の格差是正を目的として、同じ年の５月からふるさと納税がスタートいたしま

した。生まれ故郷や応援したい自治体、つまり自分の故郷に寄附ができるふるさと納税は、寄

附を行った場合に、寄附額の2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住民税

から控除される制度であります。また、寄附した人は、自治体から地域の名産品などをお礼の

品としていただける魅力的な仕組みになっております。ふるさと納税の受入金額は年々増加し

ておりますし、令和４年７月29日現在、1,788自治体がこの制度を活用されています。 

 さらに、地域の企業にとっても、ふるさと納税サイトを通じて自信がある商品を大きな市場

で全国展開できるメリットがあり、また地元のためにも貢献できる制度でもあります。 

 過去におきましては、返礼品の金額にばらつきがあったり、地場産業に関わりのない高額な

返礼品などが社会問題になりましたが、現在、総務省からの制度改革により、寄附額の３割以

下の地場産品に限ると規定され、落ち着きを取り戻しました。 

 このふるさと納税に対する力の入れ方は、自治体により異なります。太宰府市の場合、全国

の受入金額トップテンとはかなり開きがありますが、毎年順調に伸びてきており、市長が常に

自慢される事業であります。今後におきましても、さらにアイデアを生かし、自主財源アップ

に力を注いでいただきたいと存じます。 

 そこで、質問いたします。 

 １項目め、クラウドファンディングの過去の実績についての質問ですが、つい最近、本市で

はウクライナ避難民学生に対するクラウドファンディングで寄附金が集まりましたが、これま

での実績について伺います。 

 ２項目めは、ふるさと納税は毎年順調に伸びてきており、目標達成しております。しかし、

その中身は、太宰府の商品というより、福岡県に依存した返礼品の傾向が強いのですが、現在

の状況と課題についてご見解をお聞かせください。 

 ３項目めは、返礼品は商品だけではなく、太宰府観光資源の活用やイベントを組み込んだ方

法も考えられますが、どのような企画を準備されているのか、今後の事業展開についてお伺い

したいと思います。 

 以上３項目について、ご回答よろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） クラウドファンディングとふるさと納税についてご回答いたします。 

 まず、１項目めのクラウドファンディングの過去の実績についてでありますが、ご指摘のよ

うに、ウクライナ避難民学生に対するクラウドファンディングは、３か月余りで1,400万円を

超える寄附が全国各地から寄せられました。額もさることながら、何かウクライナのために役

に立ちたいと思っていたときに、タイミングよくクラウドファンディングを立ち上げてくれて
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ありがとうといった、ウクライナへの支援の思いにとどまらない取組自体への激励も多かった

のが特徴でした。サイト側との直接のパイプを生かしまして、時宜を得たスピード感と、記者

会見などの広報戦略がポイントだったと考えております。 

 これまで、令和のご縁の際の祈念モニュメントの作成や、コロナ禍の給食停止に伴う牛乳支

援など９プロジェクト、合計約3,300万円の寄附をいただいております。 

 思い起こせば、平成31年３月に実施いたしました筑陽学園高校甲子園応援プロジェクトがス

タートでありました。もちろん私がもともと甲子園の大ファンで、何とか応援ムードを盛り上

げたいとの気持ちが大きかったわけでありますが、もう一つの理由として、私立の高校の野球

部の応援、しかも市民じゃない選手のほうが多かったと記憶しております。そうした応援のた

めに、市の単費を支出することは、今の時代において、なかなか理解が得られないのではない

かとの思いがあったからであります。 

 ちなみに約20年前、同校が甲子園初出場したときには、市として実に500万円もの支出をし

ていました。 

 ウクライナ支援においても、市税を費やすことに否定的意見も厳然とありましたし、恐らく

クラウドファンディングしていなければ、大学で70人ほどの受入れでありましたので、何かし

ら公的支援も求められていたと思いますので、そうした中で、プロジェクトに共感いただいた

方からの寄附を活用することで参加意識を高め、関係人口、交流人口を拡大するという側面と

ともに、市の財政負担を軽減するという側面があると考えております。 

 今後もそうした目的に即したクラウドファンディングを積極的に仕掛けてまいりたいと考え

ております。 

 次に、２項目めの本市のふるさと納税の状況と課題についてでありますが、就任以来、ふる

さと納税の取組に特に力を入れてまいりました。決して自慢ばかりしているわけではないつも

りでありますが、そして先ほど議員からご指摘がありましたようにルール変更がありまして、

非常に公平性が保たれるようになったことも、本来、伸び切れてなかった太宰府市にとっては

プラス材料と、チャンスと捉えまして、結果として令和３年度決算で、就任当初の20倍を超え

る９億円余りとなりました。 

 直近の令和２年度と令和３年度を比較分析しますと、本市のふるさと納税寄附額の伸び率が

2.1倍と２倍以上ということでしたが、福岡県内の市町村の平均伸び率が1.2倍でしたので、約

２倍近くその伸び率がよかったということからしましても、やはり累次の広報戦略が奏功し

て、太宰府市自体の魅力に注目をいただいた上でご寄附をいただいたものと認識しています。 

 一方、返礼品につきましては、これまでも様々ご指摘がありましたように、本市には専業農

家が一軒もなく、特に原材料的な特産品と言えるものがほぼないため、あまおうやラーメン、

めんたいこといった福岡県産品が上位を占めているところですので、令和発祥の都太宰府

「梅」プロジェクトなどの取組をさらに強化をして、市独自の産品をノミネートできるように

さらに努めてまいります。 
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 とはいえ、結果として寄附額の約半分が市の新たな税収となり、以前より市民ニーズに応え

ることが可能になってきていることを考えれば、総じてよい傾向だとは考えております。 

 また、太宰府市民の皆様で他自治体へふるさと納税をされている方も年々増えてきておりま

すので、市が何もせずに手をこまねいていれば、財政状況に悪影響をむしろ及ぼすとの危機感

も持ちながら、本市への寄附額が増加するべく、さらに集中して取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、３項目めの今後の事業展開についてでありますが、ご指摘のようないわゆるコト消費

としまして、これまでも太宰府巡りの令和コースやブラタモリコースなどを提供したり、笑い

を返礼とした商品を開発したりとやってきましたし、現在も人力車でのんびりめぐる令和の里

太宰府や太宰府迎賓館の挙式パックなどの体験型の返礼品や電子感謝券、楽天トラベルクーポ

ンなどを掲出している状況であります。 

 今後につきましても、通常の返礼品はもちろん、先ほど来申し上げたクラウドファンディン

グや地場産品、高価格帯の返礼品などをさらに拡充するとともに、広報戦略のさらなる強化

や、今後取り組む予定であります太宰府応援大使、仮称でありますが、こうした方々を任命す

ることによりまして、関係人口、交流人口の拡大などの取組を推進していき、目標額であるま

ずは10億円達成を目指してまいりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） ご回答ありがとうございます。クラウドファンディングについて、時

間の関係上、４点ぐらいに絞って質問をさせていただきたいと存じます。 

 2019年ですから令和元年、今から３年前ですね、春夏連続出場で筑陽高校が甲子園に出場し

ました。このときのクラウドファンディングで集められた金額を教えていただけませんでしょ

うか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 正確に申しますと、平成31年３月15日から平成31年４月

15日に、まず春のほうの甲子園のクラウドファンディングを行いまして、このときの寄附額が

125万9,200円でございます。夏でございます、令和元年８月５日から令和元年８月21日までに

行いました筑陽学園のこの甲子園の関係のクラウドファンディングで寄せられた寄附額につき

ましては、60万4,555円でございます。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） 実は、20年前のお話が出ていましたけれども、筑陽高校が20年前に甲

子園に出場したときに、私は議員になりたてで、議員団で甲子園へ行きました。応援に行きま

した。ダルビッシュ君が投げた試合でございましたけれども、今は大リーガーでばりばり活躍

しております。これはちょっと余計なことでございましたけれども。 

 筑陽高校のこの春夏連続出場というのは、非常にすばらしいことだと思っておりますが、ク

ラウドファンディングでこうやって活用されたというのは、大変すばらしい方法だったという
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ふうに思います。 

 ２件目の質問になりますが、寄附型のクラウドファンディングというのは、リターンといい

ますか、返礼品がない、返礼がない。やはり苦労があると思うんですね、いろいろ。支援者の

理解を求めるためのその苦労や工夫について、ございましたらお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） やはり実は空振りをしたものもありまして、本当にこれが空振りをしたとき

のいたたまれないといいますか、まず大変申し訳ない思いに駆られるんですね。でも、やっぱ

りコンテンツによって全然違うんです。今回のウクライナの件は、非常に全国的、世界的にも

関心が高かったし、全国的に一番最初にガバメントクラウドファンディングという形で立ち上

げられましたので、非常に額も積み上がったんですけれども、一方で、やっぱり女子サッカー

のときなんかは、筑陽学園の、なかなか難しさを感じたと。やっぱり本当に注目度によって違

いますし、かといって、それをやらないとなると、また失礼にも当たるかもしれないというこ

とで、そこが非常に難しいことと、あともう一つはタイミングなんです。 

 先ほどのウクライナの件も、本来であれば４月１日から全国と一緒に始めるという予定だっ

たんですけれども、これまた怒られますけれども、職員は基本的には４月でいいんじゃないで

すかという感じだったんですけれども、太宰府市で70人ほど受け入れるということになって、

連携協定を結んでいる日本経済大学さんですから、やっぱりまずイの一番にやることが重要だ

と思いまして、本当に直接経営者の方とやり取りして、とにかく一番最初に始めさせてほしい

ということで、やっぱりそのタイミングと、あと会見ですね。その会見に来てくれるかどうか

も本当に気が気じゃなくて、呼びかけはするんですけれども、本当に来られないときもありま

すから、もう本当にそこは残酷ですから。そうした中で、結果としてかなり取り上げていただ

いて、高まりにつながったと。そこら辺が非常に難しさと、やっぱり空振りを何度もしてきた

ということも事実でありますので、その点はご理解いただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） ウクライナ避難民学生のクラウドファンディングが３か月で1,400万

円というのは驚きです。びっくりしました。 

 今お話があったように、やはりタイミング、これは大事だろうと思いますし、スピード感を

持ってやるということと、あと冒頭に申されました広報戦略ですね、こういったものも大事だ

ろうというふうに認識いたしました。 

 ほかにも社会的な貢献度が高いクラウドファンディングというのは、ゲリラ豪雨とか地震な

ど被災された地域にも活用されているようでございますけれども、本市の場合、何々プロジェ

クトというのを立ち上げてから発信するまでの手続と、その周知方法、これについてちょっと

お教えいただければと思っています。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 
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○総務部経営企画担当理事（村田誠英） まず、これはホームページを立ち上げる必要がございま

す。実際提携しておりますポータルサイトをやる関係でございますので、まずはそのプロジェ

クトの立案、例えば寄附募集目標金額ですとか期間をいつまでかというのをまず定めまして、

それに基づきましてサイト掲載申込みを行うところでございます。それで、実際に寄附を募る

ためのサイトのページ、具体的なコンテンツを作成するといったプロセスを経ております。最

後のサイト募集のページは、例えば掲載文ですとか画像ですとか、こういったものを集めたり

とか、そういったような作業を行っているところでございます。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） ありがとうございます。手前みそで大変恐縮なんですけれども、この

ウクライナ避難民学生に対する寄附でございますが、私も地元青葉台のたんぽぽの会という組

織がございますけれども、額面は少なかったんですが、５万円ほど寄附をさせていただきまし

た。 

 今後もこの寄附型のクラウドファンディングというのは、機会が大いにあると思います。こ

の項目の最後になりますけれども、募集から集まった寄附金額を先方に渡すまでの一連の活

動、こういったものは当然記録されているというふうに思いますが、こういったものが今後に

もまた生かせるわけでございますけれども、どのようなまとめ方をされているのか、教えてく

ださい。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 我々の事務といたしましては、どのような経過をたどっ

たかということをデータ、台帳といたしまして整理をしてございます。それを基に、今後も同

じような業務をやるときは参考にするような形で事務を進めておるというところでございま

す。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） ２項目めに移らせていただきます。 

 本市のふるさと納税の状況と課題について質問いたしますけれども、本市の状況を先ほどお

尋ねいたしましたが、再度またお聞きしたいと存じます。 

 昨年度は目標の８億円、達成をいたしました。本市の令和３年度の返礼品のベストファイブ

の返礼の数と金額をお教えいただければと存じます。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 令和３年度の返礼品と、それに申込件数、寄附額につい

て申し上げます。 

 一番多かったのがあまおう４パックのものでございまして、件数が３万610件、金額にいた

しますと３億610万円でございます。２番目が豚骨ラーメンでありまして、件数が１万9,190件

でございます。金額が１億9,190万円でございます。３番目がめんたいこ１㎏でございまし

て、件数6,600件、金額にいたしまして6,600万円でございます。４番目、あまおう６パックで
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ございまして、件数が1,997件で金額が2,196万7,000円でございます。５番目がめんたいこ

1.5㎏でございまして、件数2,166件、金額で申しますと2,166万円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） ありがとうございました。ご当地の特産品じゃないんですけれども、

福岡県産品でありますけれども、結構数を聞きますと多いもんですね。あまおう、ラーメンあ

るいはめんたいこと、こういったものがよく出るということでございますが、ふるさと納税の

経緯についてご質問させていただきたいんですが、昨日木村議員のほうから福岡都市圏のラン

キングといいますか、ふるさと納税の受入金額のランキングをいただきまして、大変これも参

考になりました。ですから、平成30年から４年間は、昨日の資料で分かります。ですから、始

めた年、ふるさと納税を始めた年から平成29年までの実績が分かるようでしたら教えていただ

きたいんですが。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 失礼いたしました。平成28年からと今、よろしいです

か。 

 寄附額で申しますと、平成28年度が2,031万円でございます。平成29年度が4,085万4,000円

でございます。平成30年度が7,121万7,000円でございます。令和元年度が２億8,304万5,000円

でございます。令和２年度が４億2,977万2,000円でございまして、令和３年度が９億217万

9,000円でございます。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） 返礼品を始められた年、これはいつからでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 平成28年12月から返礼品のお渡しを開始しているところ

でございます。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） やはり市長の取組、就任されてから非常に伸びているわけですよね。

やっぱり力の入れ方が違うのかなというのも感じますし、今後もますます努力していただけれ

ばというふうに思います。 

 それから、利用の多いポータルサイト、これは昨日の資料でさとふるとふるさとチョイスと

ふるなび、これが多いというのが昨日の資料で分かりました。ほかにも新規に、要するにふる

さと納税サイト、いわゆるポータルサイトが増えているようですけれども、増やされた理由

と、どういったサイトが採用されたのかお教えください。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） まず、本市はポータルサイトを今６つ導入してございま

すが、導入開始の時系列に沿ってお話しさせていただきます。 
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 まず、平成28年度からさとふるというサイトを導入してございます。平成30年度にふるさと

チョイスと楽天ふるさと納税、この２サイトを追加してございます。令和３年度にふるなびを

追加してございます。令和４年度からＡＮＡふるさと納税と三越伊勢丹ふるさと納税を導入し

ておりまして、計６サイトで導入してございます。年によって、どこのポータルサイトから一

番寄附が集まるかどうかというのは変わっておりますので、どこが一番多いのかといったこと

が明確に申し上げられるわけではないという状況でございます。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） ありがとうございます。やはりサイトも数が多いほうが、金額的にも

受入金額も多くなるんじゃないかなというふうには思います。知名度のある楽天なんかは、こ

れから伸びるかも分かりませんし。ポータルサイトで順位は入れ替わるかも分かりませんけれ

ども、大いにこういうサイトを広げていただければというふうに思います。 

 それから、ふるさと納税の使い道ですけれども、これはホームページを拝見しましたら11ぐ

らいメニューがございまして、市長におまかせというのもありましたね。過去に、この使い道

ですけれども、どういうものにお使いになったのか。メニューとしては産業振興や観光、それ

から子育て支援、健康福祉、もろもろございました。これまでの活用された実績を教えていた

だければというふうに思います。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） ふるさと納税につきましては、これはいわゆる特定財源

ではなく、一般財源という形でいただいておるところでございます。したがいまして、ご寄附

に選んでいただきましたその使途に応じまして、具体の施策にそれぞれ当て込んできていると

いう状況でございます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） 昨日のお話の中では、やっぱり中学校完全給食のこういったものにも

活用はされていくんじゃなかろうかというふうには思っておりますが。 

 返礼品の事業者についてお伺いしたいと存じますが、返礼品の登録は何社あって、品数がど

れくらいなのか、現状をお聞かせください。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 返礼品事業者につきましては、８月29日現在108事業者

となってございます。返礼品の数については、ちょっと網羅的に数えているところではござい

ません。魅力あるものをなるべく多くという形で、かなり多くの返礼品が入っておりますの

で、全ての件数を数えているというわけではございません。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） 業者さんはフリーに受付されているんでしょうか。いつでもいいとい

う感じでされているんですか。 
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○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 事業者として登録するタイミングは、いつまでにしなけ

ればならないということはございませんので、我々も常に年中、営業に駆け回っておりまし

て、魅力ある事業者さんと常に返礼品の提供のお願いをしておるという状況でございます。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） 市長にお伺いしたいと存じますが、令和の都太宰府ふるさと納税基金

条例制定が今議会で上程をされておりますけれども、お考えをお聞かせいただければというふ

うに思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 令和の都太宰府ふるさと納税基金条例ですね、今ご提案を申し上げておりま

すが、先ほど来のやり取りからも言えますように、使途について、やはり市長におまかせの部

分、そして子育て・教育、そして産業振興という順番で額が来ておりますけれども、いろいろ

聞いていきますと、寄附をされた方は、市長にお任せという方はあまりこだわりないかもしれ

ませんが、やっぱり子育て、教育なり産業振興ということで、特に企業版はそうなんですけれ

ども、目的を持ってされている方からしますと、それがどう使われたか具体的に、事後的にぜ

ひ教えてもらいたいという方は、やっぱり全国的に最近増えておられるようで、そういう意味

でも、この基金に一度、一定程度その目的にも応じて積ませていただいて、これから私が特に

重点を置いているところ、またそうした子育て、教育分野など、給食もそう当てはまるわけで

すけれども、そうしたところにしっかりと使わせていただいていることを報告することが、昨

日の木村議員のご指摘もありましたように、リピーターなりそうした意欲につながっていくと

思っていますので、そうした意味でも、この基金条例というのが生かすことができるのではな

いかと期待しているところであります。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） ありがとうございます。 

 ３項目めの今後の事業展開について質問をいたします。 

 資料をちょっとご覧いただきたいと存じますが、令和３年度、昨年度のふるさと納税人気ベ

スト20をちょっと拾ってみました。これは令和４年７月29日現在で総務省のデータを抜粋した

ものです。やはり北海道。網かけしておりますけれども、町でもこんなに上位に行けるんだと

いうのが、これはもうびっくりでございますが、人口をちょっと参考に書いておりますけれど

も、北海道４位の北海道白糠町は人口約7,300人、都農町も人口約１万人でございまして、こ

ういう小さな町が非常に健闘していると。 

 主な返礼品を見ますと、やはり海の幸、海産物が多いんですよね。ホタテ、ズワイガニ、イ

クラ、それからあとは肉類ですね。特筆すべきは、12番の加西市のアラジン、家電のアラジ

ン。これはストーブ関係だと思うんですが、あと日用品で年間64億円。ほかにも商品はたくさ

んあると思うんですが。それから、京都市は旅行クーポンという、非常に特色があります。や
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はり北海道はイクラですね。弟子屈町というのが人口7,600人、58億6,000万円、イクラ、ホタ

テ、ウニが主な返礼品であると。それから、和歌山県の有田市、ウナギとかミカン。ミカンは

もうここはご当地、産地のミカンでございますから、やはり人気があるんでしょう。それか

ら、健闘しているのは佐賀県上峰町45億5,700万円と。ここも人口9,500人で、さがびより、お

米ですね。佐賀牛、それからウナギと。 

 １つ、ここを注目していただきたいんです、10番。福岡県の飯塚市、10位です、全国で。

65億6,300万円。ハンバーグにコーヒーにもつ鍋。これ、どこでも出せそうな返礼品なんです

よね。これ、深掘りじゃないですけれども、この辺をちょっと行政のほうでも研究していただ

きたいというふうに思います。どうしてこんなに金額が上がるのか、受入金額が上がるのか、

人気があるのか。これは温めるだけのデミソースのハンバーグだそうでして、かなり出ている

ようでございます、人気があるようです。コーヒーはどこでもあまり変わらないと思うんです

が、あともつ鍋ですね。ほかにもたくさんあるとは思うんですけれども、ここは飯塚市は

694品登録されているそうなんですよ。ぜひここの研究をお願いいたします。 

 質問に入ります。 

 先ほど申しました小さな町でも工夫次第で収入増が見込めることが分かります。100位まで

見れば、かなりの町も、小さな町もたくさんランクアップしているというふうに思いますが、

このような状況を見てどのような感想をお持ちなのか、お聞かせをいただきたいというふうに

思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 飯塚の件も全て知り切れていませんが、実はこのハンバーグ、私も10個ぐら

い食べたんです、一人暮らしなんで。１回にじゃないですよ、何回かに分けて食べたんですけ

れども、これも怒られるかもしれないんですけれども、最初の二、三個までは結構おいしくい

ただいたんですけれども、あまり続くとちょっとさすがにというところはありましたが、いず

れにしてもやっぱり手軽に温めて食べれるし、保存が利くということで、すごくよかったな

と。本市の梅が枝餅なんかは、20個入りですけれども、なかなか１個ずつ温めて20回食べると

いうことも少ないのかもしれませんので、そういう意味でも日々の食事に使えるということで

人気が出ているのかなと。 

 ただ一方で、これもまた問題になっちゃいけませんが、やっぱり地元の牛をどこまで使って

いるのかとか、そういうところも難しいところはあるんでしょうから、そうしたことも含め

て、本市の中でも、梅が本市の梅であれば大丈夫なんですけれども、どうしても梅の量が限ら

れておりますので、まだ。こうしたことがどのような工夫の中で、太宰府は梅の風味でいいの

かとか、梅のエキスでいいのかとか、そういうことも研究はする必要があろうかと思います。 

 あともう一点、この上峰町さんは、就任直後に視察に行ったんです。そうしましたところ、

いわゆる、昨日名前が出てこなかったんですけれども、地域商社というのをもう立ち上げて、

別会社のようなものを立ち上げて、そこにもう職員さんたちがおられて、バイヤーみたいな方
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がいろいろな商品を自分たちで導入してきて、それを、ある意味、職員はあまり携わらずにや

っているということを見聞きしてきました。 

 ただ一方、昨日申しましたように、私としては、そこまでなりますと、ちょっと本業との兼

ね合いが出てくると思いますので、そういう意味では、45億円というのを目指すかというと難

しいところなんですが、やっぱり本市の職員も大変なんですけれども、市の職員中心に10億円

ということが、まずは実力に沿った現実的な目標かなと思って、そうしていきたいとは思って

います。 

 ただ一方で、もちろん増えれば増えるほど、先ほども申したように地域の振興にもなります

し、様々な新しい事業を始めることにも費やせますので、もちろん増やしていければありがた

いと思っております。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） 冒頭の回答の中で体験型、太宰府迎賓館挙式パックとか、それから体

験型の電子感謝券ですかね、これもやられているというんですが、これ内容はどういうもので

しょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 電子感謝券といいますと、中身はあまりイメージがつか

ないかと思うんですけれども、簡単に申しますと、寄附をした先の自治体で使える電子マネー

というふうにご理解をいただければと思っておりまして、これもまた最近名前が変わるところ

でございまして、チョイスＰａｙという名前に変更というふうに聞いてございます。こういう

ふうに、旅先ですとか訪問先で使えるような電子マネーというようなものとして、返礼品が提

供されているものでございます。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） 最後に提案をさせていただきたいと思うんですが、高野山に近い和歌

山県高野町では、ふるさと納税の手続に自動販売機を設置されていると。運転免許証を読み込

ませて、宿泊割引券や商品券などが受け取れるそうです。こういった全国にも自動販売機を設

置している箇所、11か所あるみたいなんですよね。この辺もぜひ調査研究していただければと

思います。 

 そこで、太宰府駅にもふるさと納税自動販売機の設置を検討してみてはいかがかな、面白い

かもしれませんねという提案でございます。例えば１万円の寄附に対して、参道の店で使える

3,000円のクーポン券、こういったものを発行するとか、それから旅の思い出に、天満宮さん

と協議の上、例えばお清めのおはらいをしていただくとか、こういった工夫ができるんじゃな

かろうかというふうに思いますけれども、いかがでしょう。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ちょっと先ほどの女子サッカーがあまり集まらなかったって言っちゃったん

ですけれども、実は100万円超えていましたので、目標は達成していました。全て実は目標は
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ほぼ達成していまして、クラウドファンディングについては非常にありがたいと思っていま

す。そのためにいろいろ呼びかけをしてきました。 

 そして、先ほどの販売機といいますか、太宰府駅にということも、非常に興味深いご提案で

ありますので、可能性を前向きに探っていきたいと思いますし、今後も様々な皆さんからいた

だいたご指摘をプラスにしながら、さらに寄附額を増やしていきたいと思っています。 

 最後に、先ほどの参拝の件でありますけれども、この件が私もやっぱりできればなと思って

おるところですが、なかなかいわゆる政教分離の関係、天満宮さんとはいえ神道の一つの神社

でありますから、そこだけを助長することになれば問題になる可能性がありますので、そこは

慎重に、例えば当然お守りなんかもできればいいなと思いつつ、やっぱりこれも特定の宗教の

助長になりかねませんので、この点は非常に難しいところでありまして、ただ一方で、天満宮

さんをはじめそうした地元の方々と協力をしていくことも重要だと思っていますので、そうし

た観点でやっていきたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員。 

○１７番（橋本 健議員） ちょっとまだ言い足りないことがあったんですが、時間が来ましたの

で、先ほども申しましたように、いろいろなアイデアを出していただきまして、皆さんでいろ

いろ調査研究、こういったものを重ね、ふるさと納税の充実をさらに図っていただきたいとい

うふうに思います。 

 これをもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（門田直樹議員） 17番橋本健議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時まで休憩します。 

              休憩 午後２時49分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時00分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 11番笠利毅議員の一般質問を許可します。 

              〔11番 笠利毅議員 登壇〕 

○１１番（笠利 毅議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

させていただきます。 

 個人情報保護条例の改正について。 

 デジタル社会形成整備法の成立に伴い、2021年に改定された個人情報保護法は、2023年４月

までに、各自治体が既存の個人情報保護条例を廃止し、個人情報保護法施行条例を制定するよ

う求めています。 

 現在、全国の自治体が、それぞれの条例を年度内に改正する必要に迫られています。この春

には、審議会での検討を始めたり、パブリック・コメントを既に済ませたりした自治体も存在

します。 
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 地方分権を旨とする現在の日本では、国と地方はそれぞれの立場で法を解釈するものとされ

ていますが、改正法では、個人情報に関わる法解釈は、個人情報保護委員会が独占することに

なっています。各自治体がそれぞれの立場で条例を定めて個人情報保護制度を設けることや個

人情報保護審議会を活用することは、強く制約されています。 

 そこで、改めて改正された個人情報保護法、その目的を見てみます。 

 地方自治体にとっての個人情報保護は、行政の適正かつ円滑な運営と個人の権利利益の保護

を目的としてきましたが、今回の改正法により、そこに個人情報の有用性への配慮が行政の主

な目的の一つとして加えられることになります。 

 現行の太宰府市の個人情報保護条例も見てみます。 

 その目的は、やはり市政の適正かつ円滑な運営と個人の権利利益を保護することに置かれて

いますが、個人情報の有用性への配慮が改正された法に入っている代わりに、基本的人権の擁

護という文言が置かれています。 

 目的達成の手段として、行政による個人情報の適正な取扱いが上げられるのは無論のことで

すが、個人情報にアクセスする権利を明らかにすることも上げられています。曖昧な書き方で

すが、法律用語としては確立されていないと言われることの多い自己情報コントロール権が暗

示されているとも読める本市の現行の条例になっています。 

 さて、全国共通のルールの下での個人情報保護制度という未経験の事態を前に、自治体には

限定的にしか法解釈が認められていない、そういう条件の下で国から要請されている条例の改

正ですが、しかもそこに、これまでとは異質な目的を組み込んでいかなければなりません。自

治体としての主体的、自立的な判断で、また今までも太宰府市の考え方を踏まえて条例を改正

することが求められると思います。 

 そこで、以下の諸点、まず伺います。 

 まず、日程に関して、条例改正案の議会への上程はいつを予定していますか。 

 また、個人情報保護審議会に諮問をしたり、あるいは意見を聞く予定はありますか。 

 パブリック・コメントは予定していますか。 

 また、ちょっと違う内容ですが、太宰府市としての条例改正に当たっての考え方、姿勢につ

いて伺います。 

 新しく定められる条例を、個人情報保護条例としますか、それとも個人情報保護法施行条例

としますか。 

 個人情報保護審議会を残しますか。 

 最後に、現行条例が権利を明らかにする条例であることの意味を、基本的人権の擁護との関

係でどう捉えていますか。 

 また、このような現行条例の性格を保持したいと考えていますか。 

 制度は改まりますが、個人情報保護は法定受託事務ではないので、単に法を施行するという

だけではなく、自治体として住民を保護する、そういう姿勢と、未知の事態の中、自律的に動
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くことができる条例の枠組みを備えておくことが大切だと考えています。 

 ご回答をよろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 個人情報保護条例の改正についてご回答いたします。 

 まず、条例改正の契機となりました個人情報の保護に関する法律の改正経緯を説明させてい

ただきます。 

 令和３年５月19日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律におきまして、個人情報保護制度の見直しが行われました。地方自治体の個人情報保護

制度については、改正後の個人情報保護法におきまして、国、地方公共団体は、共通のルール

の下で運用されることとなり、地方公共団体においては、令和５年４月１日から関係規定が施

行されます。 

 これまで地方公共団体における個人情報保護制度は、いかにして個人の権利利益を保護する

かという視点から発展してきており、各団体の実情に適合させる必要性から、その内容は条例

に委ねられてきました。 

 一方で、近年の社会全体のデジタル化が進む中、地方公共団体が保有するデータについて

も、個人の権利利益を保護しながら、学術研究等においての活用が期待されております。 

 地方公共団体がそれぞれに個人情報を定める条例を制定しているため、全国に取扱いが異な

る条例が2,000個存在するといういわゆる2,000個問題を解決し、個人情報保護とデータ流通と

の両立や、災害対応や感染症対策などの個人情報の取扱いについて全国的な統一運用ルールの

基準を示すために、法律が改正されるに至ったと承知しております。 

 このような背景の下、本市を含め、地方公共団体の執行機関は、保有個人情報の開示手数料

といった法律における条例委任事項や、情報公開条例との整合性確保といった一部規律の整備

のみが認められておりまして、条例要配慮個人情報の規定といった例外事項を除きまして、個

人情報保護の保護水準の変更を伴う条例の制定は、法律上許容されておらず、国が新たな義務

づけ、枠づけを行うものと認識しております。 

 まず、１点目の日程に関してでございますが、本市といたしましては、法律の範囲内におい

て、条例で規定する必要がある事項、必要に応じて条例で定めることが考えられる事項など、

区分ごとに検討を行っております。令和５年４月１日施行に向け、令和４年12月議会に上程す

ることを念頭に、今準備を進めているところでございます。 

 また、情報公開・個人情報保護審議会への諮問または意見聴取及びパブリック・コメントに

つきましては、現段階では未定でございますが、今後検討を行ってまいります。 

 次に、２点目の条例改正に当たっての考え方、姿勢についてご回答いたします。 

 まず、条例の名称でございますが、条例の規定内容と併せて検討しているところでございま

す。条例の名称については、地方公共団体において適切な判断を求められておりますところ、

条例の趣旨に合致した名称としたいと考えておりますが、一般に法律の委任事項や実施細則を
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定める条例の名称は、その内容を端的に表現するものとして、施行条例とされるものと認識を

しております。 

 また、個人情報保護審議会の存廃に関しましても、現時点で未定でございます。個人情報の

保護に関する規律が法律事項となり、個人情報の保護制度に及ぶ市の裁量が極めて小さくなる

ところ、市が個人情報保護審議会を設ける必要性について検討してまいりたいと思います。 

 最後に、基本的人権の擁護の考え方でございますが、現行の個人情報保護条例は、市が独自

に個人情報の保護について規律しているものであるのに対しまして、今般各地方公共団体に制

定が求められている条例は、あくまで国が個人情報の保護について規律する個人情報の保護に

関する法律を施行するための委任規定や施行細則を定めるものであるため、その制定目的は、

個人情報の保護に関する法律の立法目的と概念上、同一とならざるを得ないものと認識をして

おります。 

 なお、ご指摘の基本的人権の擁護の文言について改めて調べてみましたところ、基本的人権

と擁護を併用する国の法令の用例を見てみますと、人権擁護委員法と弁護士法のみでございま

して、両法律とも、基本的人権に関し、かなり踏み込んだ取組が期待される規定を含むものと

なっております。また、基本的人権の他用例を含めましても、国の全法令中22法令となってお

ります。法制執務の観点で客観的に申し上げますと、このように基本的人権という用語は、法

令の規定内容と照らし合わせまして、極めて限定的な場合において用いられるものと認識して

おります。 

 したがいまして、あくまで立法論の観点からでございますが、新たな条例において基本的人

権の擁護の文言は含まれ得ないことになると考えており、翻って、本市が平成16年に制定した

個人情報保護条例の目的規定に基本的人権の擁護との文言を用いていることは、法制執務的に

はやや踏み込み過ぎたとの指摘もあり得ると認識しておるところでございます。 

 とはいえ、本市の基本的人権の擁護に対する考え方につきましては、これまで同様、何ら変

更が生じるものではなく、引き続き、昨年12月に改定を行いました太宰府市人権尊重のまちづ

くり推進基本指針の下、市役所一丸となって取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） ありがとうございます。法律の改正とかというものを題材にしたの

で、細部に入り込むと切りがなくて、とても40分では終わらないかとは思うので、まず、きれ

いに整理していただいてありがとうございます。皮肉でなしに言うんですけれども、見方も一

貫していまして、かえって質問はしやすくなったかなと思っております。 

 全般的なことをあらかじめ言っておきますけれども、法律が改正された後、昨年の秋ぐらい

から解説書物のようなものが出始めて、私が問題の所在を知ったのは春先ぐらいなんですけれ

ども、少しずつ議員間の勉強会を通じて状況を把握してきた感じです。 

 当然、疑問を持った人たちが声を上げていたので、私もそれを聞いていたんですけれども、
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簡単に言うと、個人情報を、例えば私の個人情報であれば、私がその持ち主だという視点から

見て、おかしいのではないかという見方と、地方自治体、自治の主体であるという観点から見

て、今回の法律の規制の在り方というものには疑問点があると、大きく言うとこの２点で批判

があろうかと思います。 

 もう一つは、実際にこれで変わることによって、具体的に、先ほど山浦部長が説明してくだ

さったように、各自治体でばらつきのある保護水準のレベルというのが、所によっては上がる

かもしれない、所によっては下がるかもしれない、特にこっちが問題になると。こっちといっ

て、手振りじゃあ記録に残りませんが、下がってしまう自治体が問題になるかもしれないとい

うことですね。 

 私自身の見解ですけれども、今のご答弁の中で何回か、例えば法制執務の観点からとか、立

法論の視点ではと、視点、観点といった言葉がありましたけれども、私もそれはよく分かりま

す。法律が変わったことに応じて条例も変えるという観点からすれば、当然その目線で見て、

今思わずこうやっていますけれども、当然そのように考えていくというのが一つのやり方。そ

れは受け入れざるを得ない面があると思います。 

 他方で、先ほど大まかに言って紹介した疑問点、批判点といったものは、例えば今山浦部長

が言われたことから引いても、これまでの地方公共団体における個人情報保護制度は、いかに

して個人の権利利益を保護するかという視点から、これは立法論あるいは法制執務という表現

で言われているものとは別の視点。それこそが、私たち自治体が今まで持ってきた視点。結論

的に言うと、それを今失うという選択をしていいのかという疑問です。 

 それだけ言っておけば、最初は十分かな。もう一つ言いましょうかね。 

 ですから、同じことではあるんですけれども、現在条例の改正を求められているという言い

方もありましたように、条例の制定目的を法の立法目的と同一にするのであれば、先ほど説明

されたような形に乗るのは当然だと思います。また、せざるを得ない面。けれども、繰り返し

になりますけれども、自治体が独自に育ててきた個人情報保護制度ということを各自治体が、

仮に個人情報保護委員会の表現を借りて言うならば、地域の特性に応じたものとして自己理解

するならば、その視点で条例の改正には臨むべきだと、臨むのがむしろ自然だということをあ

らかじめ言っておきたいと思います。 

 その上で、12月ということから順番に少しずつ確かめていきたいと思いますが、まず１点、

単純な質問ですけれども、３月制定では遅いという考え方なのでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） ３月ということも十分考えられはしますけれども、やはり市民の皆さん

に対しての周知期間等もあったほうがよりいいのではないかというふうなことがありますの

で、あえて12月というところで今検討しておるところでございます。検討状況によっては、や

はり３月にずれ込む可能性もあろうかと思いますが、今のところそれで検討しております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 
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○１１番（笠利 毅議員） しっかり市民に知ってもらいたいということを覚えた上で、次に進み

ますけれども、続けて、審議会に諮問をしたり意見を聞く予定がありますかというのをその次

に掲げていますけれども、個人情報保護審議会、情報公開云々の部分は省いて口にしますけれ

ども、個人情報保護審議会は、これはホームページから取った表現ですけれども、個人情報保

護制度の運営に関する重要事項について、行政からの諮問に応じる形で答申等を行うというよ

うな内容で書かれていたかと思いますけれども、まず今回の条例改正、それに伴っておのずと

ある程度制度も変わるかと思いますけれども、それは個人情報保護制度にとって重要なことと

考えるべきか否か、そこを答えていただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 今回の法改正に伴ってこの条例というのをつくりますので、法に定めら

れた内容でございますので、どこまで重要かと、基本的に地方自治体はいわゆる義務づけ、枠

づけの中で動かざるを得ないというところがありますので、そういった観点から判断をしてま

いりたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 明確な回答ではありませんでしたけれども、では別の聞き方をします

けれども、重要かどうかの判断というのは、法律的な観点から、今のご回答だとそうなるかと

思うんですけれども、法律的な観点から判断すべきことなのか、それともこれが市民生活にと

って重要か否かという観点から判断すべきなのか、これについて見解をいただければと思いま

す。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 両方でございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 両方の面から考えていただきたいと思います。その先を言うと、また

最初に言ったことの繰り返しになりますので。 

 じゃあ、一応次に行きましょうかね。 

 続いて、パブリック・コメントをするか否かということですけれども、パブリック・コメン

トについては、自治基本条例の第25条で、私たちの自治体の条例体系の中では定められている

わけですけれども、そこでは、繰り返しのようですけれども、市政に係る重要事項について、

広く市民の声を聞くと定めると。似たような質問になりますが、自治基本条例でいうところの

この個人情報保護制度、条例の改正というのが重要な事柄に当たると考えるべきか否か、もし

くは考えているかいないかお答えいただければ。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 基本的には同じと思いますが、改正後の個人情報保護制度におきまして

は、その規定のほとんどが、先ほど言いましたように法律によって規律をされておりますの

で、一部の例外を除きまして市の裁量がございません。これも先ほど申し上げました。 
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 今後、条例の案文を具体化していくとともに、その内容を踏まえまして、パブリック・コメ

ント実施要領に沿って、実施をするのかあるいはしないのかというところも検討してまいりた

いと思います。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 今のご回答について、一部を除いてということがありましたけれど

も、最初に言いましたように、個人情報というのは、かけがえのないその人にとっての問題だ

と。今ＳＤＧｓでも似たような言い方がされることが多いかとは思いますけれども、というこ

とでいえば、それ以外の部分、今おのずと残されていた、それが果たしてこの町に暮らす人に

とって重要か否かという観点は、捨てることのできない事項ではないかと思います。 

 その上で、もう一つ自治基本条例のことでお尋ねしますけれども、実はこの間、担当課とお

話をした後で気づいたんですけれども、自治基本条例でたった１つだけ特定の条例名が上げら

れているのが、個人情報保護条例なんですね。第14条だったかな。第14条ですけれども、市民

参画の原則というものを定めたところの第14条の最後に、個人情報保護条例というのが上げら

れています。 

 ここを解釈する必要はないかと思うので、一応技術的なことだけ聞いておきますけれども、

仮に先ほど答弁があったように、個人情報保護条例が、現行の、名称が変更もしくは廃止され

て新たに定められるということになった場合には、おのずと自治基本条例も改定すると、もし

くは同時にすることになると考えてよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） それはならざるを得ないと思います。ただ、改正の方法というのはござ

いますので、そこはまた別途、考えないといけないと思います。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） ちょっと法制執務のことなんで、法律関係のほうで私の

ほうからも補足させていただきます。 

 いわゆる法律の世界だとハネ改正というかと思うんですけれども、一つの法律の改正を行い

ますと。その同一目的の改正につきましては、それぞれ一体的な改正内容でありますので、同

一の法令であるということが一般的だと考えてございます。 

 そういった意味で、今回ここの個人情報保護条例というのが、市の保有する個人情報を保護

する規律を守るための法令ということで書かれていますので、機械的に考えるんであれば、こ

こは今後は国の個人情報保護法になりますので、そういったところに置き換えていくべきもの

なんだろうというふうに考えているところではございます。あとは具体的な中身を見てからと

いうことにはなってくるかと思います。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 私には法律論議をするだけの素養がないので、ただし、今のご説明に

対して、専門的ではない、ごく素朴な疑問があるので申しておきますが、同一の目的がある場
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合にという話がありましたけれども、現行の個人情報保護条例と、改正された保護法と、新た

に定められる改正された保護法の下にある条例、これは確かに大枠でいうと個人情報保護条例

というものの枠には入りますけれども、ただ最初に申しましたように、目的規定がもう文言か

らして明らかに違う。しかも、自治体レベルから見るならば、言ってみれば自治体の外まで含

めた流通というものも目的に入るという点では、必ず自治体としてそしゃくし直さなきゃいけ

ない、そういう要因が目的に入ると思います。 

 その疑問を踏まえた上で言うならば、仮に全く同一の制度、仕組みを指す条例ではないとい

う考え方が成り立つ余地があるとすれば、自治基本条例の改正に当たって、例えば自治基本条

例審議会のほうに意見を求めるとか諮問するとか、そのような手続も場合によっては必要にな

ってくると考えてもよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部経営企画担当理事。 

○総務部経営企画担当理事（村田誠英） 今２つの論点があると思っております。今議員おっしゃ

ったのは、もともと市として自律的に決めていた個人情報保護法制たる保護条例があります

と。これが今度、市の裁量が及ばない国の裁量で決められた法律に取って代わると。そういっ

た意味で、多分これが一体性がないということをまずおっしゃっていたんだと思っておりま

す。 

 他方、この自治基本条例のこの条文を見たときに、市として自主的に定めた個人情報という

意味で個人情報保護条例と書いておるのか、市が保有する個人情報を規律するための法令とし

て個人情報保護条例を書いておるのか。恐らく自治体の自主性に基づいた面に基づいてこれを

書いたというんであれば、議員おっしゃったみたいに、ここは必然的に変わる話じゃないとい

う意見も成り立ち得るかと思いますけれども、どう考えてもここの規律といたしましては、市

が持っている個人情報を守ろうという一般論として書いているところでありますので、ここは

考え方といたしましては、もうハネ改正の範囲で自動的に置き換わるべきものなんだろうとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 言っておきたいことだけ言っただけで、論争する趣旨で言ったわけで

はないんですけれども、ただ最初に言いましたように、結局は自治体としてこの条例改正にど

ういう姿勢で臨むかということで、文言の解釈上、どういう立場を取るにしても、別の異なる

視点というのは入り得るはずだということを趣旨としては言いたかったわけなので、今の村田

理事が答えてくださったようなことも踏まえて、そこは検討していただきたいなと。 

 その上で、先ほど市民にしっかり知ってもらうためにということを山浦部長が言われました

けれども、そのための時間が必要だという趣旨だと思いますが、逆に言うと、じゃあいつ知っ

てもらうかということに関して、変わった結果を知ってもらうのか、どういうふうに変わるの

かということをあらかじめしっかり知ってもらった上で、条例を変えるという手順の取り方も

あろうかと思います。それはぜひ検討されてください。 
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 私としては、審議会に意見を求めるなり諮問するなり、それも市民参画の一環として自治基

本条例には定められていることですし、パブリック・コメントも、先ほど両方について伺いま

したけれども、市民にとって重要なものだと考える余地、あると思いますが、考えるべきであ

ると行政として判断するのであれば、３月になったとしても、可能なら両方の手続を踏まえた

上で、しっかり市民に理解をしていただいた上で定めたほうが、自治基本条例の趣旨には沿う

ことになるだろうというふうに考えます。 

 日程に関することとしてはここまでで。 

 質問の後半部分に入りますけれども、条例の名称に関してですけれども、山浦部長の回答の

中の、言ってみれば、なるべくなら名は体を表すというふうにしたいという趣旨だと思いま

す。そのとおりだと思います。 

 条例は、我々議員は日頃から読み慣れているところはありますけれども、当然、必要に応じ

てぱっと見る人というのが見るものという性格もあるので、だとするならば、この条例が、市

が私たちを守ってくれる、私たちの個人情報を守ってくれる条例として耳に響くか、国が守っ

てくれるから、それを市がやっているんだなという条例で響くのか。これは市長に聞いたほう

がいいと思うんですけれども、耳に響くにはどちらがいいかと、市民の立場で考えた場合、ど

のように思われるでしょう。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 今までの答弁で、私どもも内部的に議論したんですけれども、やはり私自

身、今の時点で、条例名も個人情報施行条例にすべきだと思っております。ただ一方で、先ほ

ど来申していますように、これがそうした名前が変わったとしても、個人情報をしっかりと保

護していく、基本的人権を守っていくということは、我々の方針をしっかりと堅持していくと

いうことが重要だと思っております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 施行条例とするほうがよかろうという文言がありましたけれども、私

自身は真逆の考え方ですね。私が一市民だったら、そうでないほうを望むと思います。 

 それをかくかくしかじかは、ちょっと後にしましょうかね。 

 もう一つ、今回、個人情報保護法、改正された保護法の下でいうと、個人情報の有用性を配

慮しつつ、つまりそれが加工された形であっても流通していくという前提の下で扱われるとい

うことになろうかと思いますけれども、それは当然、市の外、これは今回、国が定めた体系的

な制度になりますから、ですけれども、今まで市によって私の個人情報は守られてきたと。当

然、これについては全国民がそう思っているという状況なんですよね、今は。それが、市は私

の情報を守ってくれることを直接はしないで、その外にまで行くことも国の名前の下に行われ

ることが、市として行われるということになろうかと思います。 

 人によってはこう言うと思うんですね。俺には関係ねえことだって。どういうことかという

と、もっと強く言えば、私の個人情報を市の外になんか、特定されない形ででも出してほしく
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ないという考え方は、当然あると思いますし、それについてやっぱり前面に立つ市として説明

しなければならなくなると思います。 

 これは、今わざと俺という一人称を使ったように、必ずしも理性的なものではないので、こ

れを議論すると切りがないのでまとめますけれども、パブリック・コメントなり審議会に意見

を求めるなり、やはり時間は取って丁寧な議論をして、庁舎内だけでは判断しない形を取った

ほうがいいかなと思います。 

 それだけ言って、審議会の存廃ですけれども、審議会の存廃についても、私が考えても、審

議会を制度として持ち続けた場合に、今までほどの活用事例は恐らく生じないだろうと。それ

は致し方ないことだと思いますけれども、これも繰り返しにはなりますけれども、市として自

律的な判断を、法解釈の主体としては国と対等なので、仮に国の制度の下でこの個人情報保護

制度を運用するとしても、それ以上のことは何もしないとしたとしても、私たちは定められた

法律に対して、自治体としての解釈権というのをしっかり持っているんだと、そのために専門

家の意見が必要になるとは思うということを形で示すという制度設計にはなっていくかと思い

ます。ぜひそこを考慮していただきたいと。これはそれにとどめておきますね。 

 せっかくですので、もう一つ。最後の基本的人権の擁護に関することですけれども、調べて

いただいても非常に興味深い資料で、大変面白かったんですけれども、基本的人権の擁護とい

う表現が法律で求められているのは、人権擁護委員法と弁護士法だけと。彼らは仕事としてそ

れが必要だと、強い表現が用いられていて、あとたくさん基本的人権の享有という言葉が用い

られているのは、人権に直接関わるような、基本的人権の享有が難しいような立場にある人た

ちのための法律がほとんど。 

 もう一つ、侵害が云々とかというようにほかの形で分類されるのは、ほとんどが警察に関す

ることだったり国防に関することだったり、国権による人権の制限に関わるような領域がほと

んどなので、極めて抑制的に使われているということだと思うんですね。 

 それはそれとしてよくて、太宰府市の条例に現在基本的人権の擁護というのが入っているの

も、あまり深い意味はないだろうと率直に言って思っております。ただ、個人情報保護、自分

に関する権利の考え方というのは変化しつつある中で、時代の流れによって変わってきている

からこそ、今回の法律の改正もあると思うので、その基本的な考え方は基本的人権の尊重です

ね、憲法の用語でいえば、あろうかとは思うので、擁護を使う必要ないと。必要がないという

点では私も理解しますけれども、自治体の姿勢を示すという点では、入れておくことに何の矛

盾もないだろうと。擁護という言葉を使うかどうかは、また別ですけれどもね。と思っていま

す。 

 40分だと議論を交わす余裕がないので、かなり一方的にしゃべりましたけれども、最後に一

言、最後にまとめておきたいと思います。 

 今回の制度は、国と地方との役割分担といいますか、そういう面と、時代の流れに合わせて

変わっていく個人情報の権利としての社会的意味、それらをどう扱っていくかという点では、
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地方自治の本旨に基づけば、やはり私たち地方自治体がこの状況を自主的に解釈して、今後も

自律的に対応していくという姿勢を、内容よりもまずは形で表すことがとても大切だと思って

います。 

 そこに同時に、自治基本条例を改めて読み直せば、そこに入っている市民参画、市民の声を

聞いてという要素を可能な限り取り込んでほしい。そのことは、先ほども言いましたけれど

も、例えば死者に関する情報の扱いであるとか、幾つかは、現行の太宰府市の個人情報保護条

例の中から見ても、変化を余儀なくされるところというのがあるはずなんですね。それを整理

して市民に示して、ここをこういうふうに変えていきたい、だから理解してくださいと。変え

ましたから従ってくださいという形は取らないのが、内容的には正しい道ではないかと私は感

じています。 

 かなりしゃべったので、最後に２分ほど市長にまとめていただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 非常にこれも重要な議論、ご指摘だと思っております。私も憲法を学んだの

がもう25年ほど前でありますので、最近あまり日本国憲法を読んでないなと改めて認識しまし

たが、基本的人権の擁護、基本的人権もやはりいろいろあると思いますけれども、憲法の三大

原則の一つでありますと習ってきましたが、やっぱり表現の自由とか、最近話題になっている

信教の自由とか、いろいろな門地とかで差別されないとか、いろいろあると思いますけれど

も、そうした中で個人情報保護というものが、やはり個人情報自体が保護され、大切なものと

して認識されることは、これはもう変わらない現実でありましょうから、その一方で、ただ国

のほうで法律をあえて改正して、そのビッグデータなりの活用も有用なものとして考えていく

ということも、時代の流れだし、恐らく様々な地方の議会なり地方の方々の意見も吸い上げる

中で、改正ができてきたということも考えますと、名前も大切ですし、基本的人権の擁護を書

くかどうかも大切かもしれませんが、やはりそうした今の時代において、この個人情報保護を

どう考えていくかということをこの太宰府市として考えていくために、今後も議論は続けてい

きたいと思ったところであります。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 今回の改正を市民の皆さんに一人一人に、私たち行政はあなた方を大

切にしているんだということを伝えられるような改正の手続と改正の内容、形にしていただき

たいと思います。 

 これで終わります。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時50分まで休憩します。 

              休憩 午後３時40分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時50分 
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○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 今泉義文議員から一般質問の資料配付の申出がありましたので、許可をし、机上に配付いた

しておりますので、お知らせします。 

 ３番今泉義文議員の一般質問を許可します。 

              〔３番 今泉義文議員 登壇〕 

○３番（今泉義文議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い、

２件について質問させていただきます。 

 １件目は、子どもたちの健康状態管理についてです。 

 令和４年３月に行われました定例会の一般質問で、学校での色覚検査実施状況や色覚チョー

ク導入についての質問をさせていただきました。その内容をチラシにして太宰府市内に全戸配

布したところ、市民の方から相談を受けました。相談者は、給食の質問をする議員さんはよく

いらっしゃいますが、子どもの健康のことを質問する議員さんがいらっしゃるんだとおっしゃ

り、相談者のお子さんの斜位について相談したいとおっしゃっていました。 

 斜位とは、目の筋肉を相当に使わなければ両眼で見ることができない状態のことだそうで

す。内斜位、外斜位、上下斜位というものがあるそうです。例えば内斜位というのは、片方の

目が内側に寄っている状態のことで、黒板を見るとき、片方の目の筋肉を使って位置のずれて

いる片方の目を外側に動かして、両眼で見るようにするそうです。また、ノートを見るとき、

またもう一回、これピントを合わせなくちゃいけないんですけれども、片方の目の筋肉を使っ

て位置ずれしている片方の目を外側に動かし直して、両目で見るようにしなければならないそ

うです。 

 相談者の子どもさんは、目の筋肉に相当の負担がかかり眼精疲労を起こすため、学校から帰

ってきてぐったりしているとのことでした。 

 斜位や斜視に気づかず小学校や中学校生活を送っている児童・生徒は、高校生や大人になっ

て気づく人もいるようです。早期発見することにより対応できることもあるので、子どもたち

の検診環境改善の観点から２点伺います。 

 １項目め、乳幼児健診や学校での斜位や斜視を含めた目の検査の実施状況について、２項目

め、スポットビジョンスクリーナーの活用について。 

 ２件目は、交通事故多発地点の改善についてです。 

 交通事故は、いつ、どこで起こるか分からないものですが、事故多発地点というものも存在

しています。 

 市民の方から、今年の８月７日と17日に同じところで自動車同士の事故が起こりました、あ

そこは車の通りも多いし、通学路にもなっているから危ないという内容の相談でした。貴い命

が失われることがないよう対応していただきたいと思います。 

 そこで、太宰府市内での交通事故発生件数減少の観点から２点伺います。 

 １項目め、交通事故多発地点の情報収集体制について、２項目め、交通事故多発地点の取組



－169－ 

予定について。資料を出させていただいておりますけれども、梅香苑通りや梅香苑公園の交差

点について伺います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） １件目の子どもたちの健康状態管理について、乳幼児に関する部分

につきましては私から、学校に関する部分につきましては教育部からご回答いたします。 

 まず、１項目めの乳幼児健診での斜位や斜視を含めた目の検査につきましては、３歳児視覚

健診におきまして、２項目めにありますスポットビジョンスクリーナーを活用し実施をいたし

ております。 

 視力検査では、ご家庭で乳幼児が識別可能なチョウやチューリップなどの絵指標を用い、お

よそ2.5ｍ離れた距離で検査いただき、問診票に記載いただくこととしております。正しく答

えられた場合は、およそ視力0.5以上となります。 

 スポットビジョンスクリーナーは、生後６か月の乳幼児から大人までの視機能上の問題を迅

速に、かつ正確に検査することをサポートするための携帯型の機器でありまして、検査会場に

おきまして、網膜に光を当て、反射する光を解析することで、屈折異常や眼位異常の有無を調

べることができ、近視、遠視、乱視、不動視、瞳孔不動のスクリーニングを行うことができま

す。検査方法は、暗室にて１ｍの距離を置いて両眼をスポットビジョンスクリーナーで撮影

し、検査を行います。検査結果に２回異常が続けて出た場合、眼科医への紹介状をお渡しし、

精密検査の受診をお勧めしているところであります。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 学校に関する部分に関しまして、私からご回答いたします。 

 まず、１項目めの乳幼児健診や学校での眼科健診の実施状況についてですが、小・中学校に

おいては、目の疾病及び異常の有無を検査します。具体的には、感染症の疾患の有無、まぶ

た、まつげ、結膜、角膜などの疾病の有無及び斜位や斜視など眼位の異常の有無を検査しま

す。これらの項目は、学校保健安全法施行規則で定められております。 

 次に、２項目めのスポットビジョンスクリーナーの活用についてですが、小・中学校の健康

診断の際の検査方法については、文部科学省作成の児童・生徒等の健康診断マニュアルに基づ

き学校医が決定いたしており、現在、市内小・中学校の眼科健診において、スポットビジョン

スクリーナーの活用実績はございません。 

 ご指摘の黒板を見たりノートを書いたりすることが困難な児童・生徒など特別な配慮が必要

な児童・生徒に対して、教職員がその困難に気づき、何が要因であるのか丁寧に考察し、どの

ような支援ができるのかを検討する必要があります。 

 ご指摘の児童・生徒に対しては、困難の要因を探るために、眼科医以外の教職員がスポット

ビジョンスクリーナーを使用することも想定されます。 

 まずは、教職員が視覚に課題があるまま生活している児童・生徒がいる可能性があることを
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認識する必要があると思いますので、前回ご指摘いただいた色覚の件と同様に、校長会などで

共有いたします。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ご回答ありがとうございます。令和４年３月に一般質問で色覚に関して

質問させていただきましたけれども、そのときは色覚チョークの導入について、堀理事のほう

から、赤色のチョークに関しては色覚チョークを導入しているということでお伺いして、本当

は白も黄色もいろいろ全部入れてほしいなというのもあったんですけれども、その辺はまたご

検討いただければと思います。 

 色覚チョークとかの質問をした際にも、私、このスポットビジョンスクリーナーというもの

があるというのは知っていたんですよね。それで、太宰府市さんはどうしているんだろうとい

うことを思っていたんですけれども、私が環境厚生常任委員会に属しておりまして、所管調査

があったときに、ちょうど子育て支援課さんを訪問させていただいた際に、そのスポットビジ

ョンスクリーナーというカメラみたいなものがあって、それで目の異常が確認できます。本当

にカメラみたいな形で、ちょっと暗い部屋でカシャッとすれば、もう本当、数秒で目のほうに

異常があるというのが分かるということで、さすが導入が太宰府市さんは早いなというのを感

じた次第でした。 

 今回、３歳児健診ではその機械を使っていらっしゃるということで、この機械を導入された

時期というのはいつぐらいだったんでしょうか、お願いします。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 導入の時期でございますが、令和３年３月に購入をいたしたもので

ございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 令和３年３月。令和４年３月ではなく、令和３年３月ということですか

ね。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 失礼いたしました。令和４年３月でございます。失礼いたしまし

た。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 令和４年３月。使い始めとかというのは、やっぱりどういうふうに使っ

たほうがいいのかとか、そういうのもあると思いますので、今年度４月ぐらいから使い始めら

れたということはお伺いしたんですけれども、この相談されたお子様のときとか、もう今４

歳、５歳、６歳とかなっている方々は、そういうスポットビジョンスクリーナーという機械を

使うことなく、健診もできない。 

 これは眼鏡屋さんのデータなので、ちょっと目が悪い人が眼鏡屋さんに行かれていると思う
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ので、ちょっと偏りがあるデータかもしれませんけれども、斜位の方を検査したらしいんです

よね。1,000人ぐらいの方のデータで51.4％、もう半分ぐらいの方が斜位が認められるという

ようなデータもあります。 

 このお母さんは、勇気を振り絞って私に相談されたと思うんですよね。自分の子どもさん

が、夏休みの宿題をするときに、左側のドリルを見ながら右に分数式を書いたりして、でも書

くのが遅い。そのときはやはり、ただ書けばいいだけだから、何でそんなに書けないの。計算

するのはできるけれども、とにかく書き写すのが遅いとか。その当時はお母さんもそういう状

況を認識されてなかったんで、やっぱり叱ったりとかそういうようなこともしていましたと。

ずっと成長して、高校生ぐらいになって、一旦眼鏡をかけたりとかそういうのもあったみたい

で、勉強って、例えば算数に関してなんですけれども、小学校低学年の勉強しているその内容

を踏まえて、小学校高学年の内容を勉強する。それをもって中学生ではまた勉強するとか、結

構連続性というか、関わりがあるようなものというのは、最初つまずいてしまうと、あともう

やっぱり勉強が嫌になったり嫌いになったりとかというような形もあるし、そういうことが発

生するということは、その子の人生の可能性というか、成長するところをついばんでしまうと

いうような気持ちがあったんで、今３歳児健診ではされている。でも、小・中学校ではスポッ

トビジョンスクリーナーを使われてないということでしたけれども、ぜひ私としては、スポッ

トビジョンスクリーナーを使っていただきたいというのが私の気持ちなんですよね。 

 今お持ちのスポットビジョンスクリーナーなんですけれども、例えば小学校、中学校とかで

も使ったりするようなことは可能でしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） せっかくあるので、活用できるところはもちろん有効に活用できたら

ということは、今回この機に考えさせていただいたところなんですけれども、小・中学校の健

康診断につきましては、眼科医のほうで検査をしております。スポットビジョンスクリーナー

で検査をすることは、短時間で非常にいろいろなものが検査結果が出てくるということなんで

すけれども、法で定めております眼科健診の検査項目を全て網羅することはできません。です

ので、スポットビジョンスクリーナーを活用したとしても、別途、学校医の検査が必要になっ

てくることに結局なってしまうので、現在は眼科医が健診をしていますので、そちらのほうで

検査終了という形になっておる現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） では、じゃあスポットビジョンスクリーナーを使って検査をすることも

可能であるというような認識でよろしいんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） すみません、説明がうまくいかなかったので。 

 スポットビジョンスクリーナーでやったときに、スクリーニングになりますので、お医者さ
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んの、私も実は使わせてもらったんですよね。たら、眼科医に診てもらってくださいという、

異常が出たときは恐らく表示されると思うんですけれども、小・中学校の眼科健診は眼科医が

診ますので、斜位も含めたものが発見されるということでなりますので、逆にスポットビジョ

ンスクリーナーだけでやっちゃうと、お医者さんに行きなさいとかで、結局お医者さんのほう

に行ってしまうということになってしまいます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 目の検査とかだったんで、私、教員の方が小学校４年生とか中学１年生

のときに、養護教諭の方が検査されるのかなと思っていたんですよね。 

 ３歳児健診のときですけれども、そのあたりは医師の方がされているんですか。職員の方が

スポットビジョンスクリーナーを使ってやっていらっしゃるんですか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 市の保健師において行われております。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） というのであれば、小学校、中学校であれば眼科医の方かもしれないで

すけれども、養護教諭の方がしていただいてもいいのではないかなというのを感じました。 

 今、私が見せていただいたとき、そのスポットビジョンスクリーナー、ネットで調べると、

メーカー小売希望価格120万円というような金額が書いてありましたので、私としては２台目

を購入いただいて、使い道とかというのを検討していただきたいなというのが要望であるんで

すけれども、すぐ購入とかというのは検討することはできますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀 浩二） 購入の件とはちょっと違うんですけれども、今回、実際に私も使って

みて、確かに早く結果が出るということで、３歳児健診でも使っていて、市で持っているとい

うことなんですが、先ほど小・中学校については、もうご回答いたしましたとおり眼科医なん

ですけれども、なるべくこういうものは早く発見して早く対応するほうがいいということで言

われておりますので、本市では３歳児健診の後に小学校の入学前に就学時健診を実施しており

ます。そこでは眼科医の健診はございませんので、そういった場で、希望者だけになるかもし

れないんですが、せっかく市が持っていますので、使ってみませんかというか、調べてみませ

んかということの可能性はあるのかなというふうに今考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ありがとうございます。３歳児健診でもやっぱり子どもさんがいっぱい

いらっしゃって、スケジューリングですか、機械が空いているとか、万が一それが壊れた場

合、予備の機械がすぐ修理できるのかできないのかというのもあるので、予備で備えていただ

くとか、そういうのをしていただくと、活用の頻度もあると思いますので、ぜひ増やしていた
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だければと思いますし、就学前というのでもお使いいただければなと思い、これは本当、子ど

もさんたちの目というのは、５歳から６歳までに目が発達して完成に至るような形というのを

聞いていますので、やはり小学校入学前というのもあります。 

 ただ、最近スマホとかタブレットを使ったりとかというので、これは平成29年３月の内閣府

のデータなんですけれども、中学生は１時間から２時間までスマホを使っている子が27％ぐら

い、２時間から３時間が22.6％、３時間から４時間が17.3％、４時間から５時間が4.9％、５

時間以上使っている子どもさんは7.3％。これは２時間以上で計算すると52.1％の子どもさん

がスマホを使っている。授業でもタブレットを使うというので、やっぱり目を酷使するという

のがあるので、５歳、６歳ぐらいに目の発達がある程度出来上がったとしても、やはり学生時

代、小学校、中学校時代でも目が悪くなったりとかということが多いと思うんですよね。なの

で、ぜひそのあたりは検査していただけるように要望しておきたいと思います。 

 それとあと、最近ですけれども、教室の中で支援学級の生徒さんが増えていらっしゃるとい

うのも聞きます。それで、この相談者の方と１回会った後、その方が行っていらっしゃる眼鏡

屋さんにも一緒についていったんですよね。お話を聞いていると、支援学級に行っていらっし

ゃる子どもさんで目の能力が、視力に異常があるとか、そういう方も多いという話を伺いまし

た。 

 やっぱり先ほどお話ししましたちょっと勉強が分からない、見えにくいから分かりにくいか

ら嫌になるとか、そういう関係性もあると思いますので、子どもさんたちの支援学級の生徒が

増えているのも、斜位の方はプリズム入りの眼鏡、光の進路を屈折させる眼鏡をするときれい

に見えるらしいんですよね。その子どもさんは、道路というのが灰色に見えていたと。でも、

そのプリズム入りの眼鏡をかけると、あ、アスファルトって灰色とか黒とか白とかあるんだね

とか、草が生えていても緑一色しか見えなかったらしいんですよね。でも、こういうふうに線

があるんだというので、本当にお母さんは悔やまれていたんですけれども、早く気づいてあげ

ればよかったということも言われていたんですよね。なんで、そういう眼鏡をかけたりとかす

ると、子どもの可能性も伸びますしというのを感じております。 

 これは、例えば支援学級の子どもさんが減るとなると、学校の中でも教師不足ということが

叫ばれていると思います。文部科学省の調べでは、2021年度の始業日時点の話ですけれども、

2,558名の教師不足、1,897校。小学校では、中学校では、高校では何％ぐらいいませんよとか

というデータも出ています。そういう形で子どもさんが普通学級に行ければ、先生たちの負担

も減ったりとか、そういうこともありますので、ぜひ健診のほうを強く希望して、１件目の質

問を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） ２件目の交通事故多発地点の改善についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの交通事故多発地点の情報収集体制についてですが、本市では、危険な道路

や事故が頻発する交差点等については、今回のような議会でのご指摘や、市民、自治会からの



－174－ 

交通安全対策要望等により把握しております。加えて、現在、筑紫野警察署とさらに緊密な情

報交換ができる仕組みづくりを検討しております。 

 次に、２項目めの交通事故多発地点の取組予定についてご回答いたします。 

 まず、１点目の梅香苑通り、場所ですが、梅香苑、緑台、高雄の区境付近の太宰府南小学校

から梅香苑へ向かう梅香苑団地２号線と、緑台団地１号線、緑台団地13号線の交差点について

ですが、交差点の南東側から北西側にかけて、また太宰府南小学校側道路に勾配があり見えづ

らいため、安全対策として、交差点交差部分の路面に赤色塗装を施しまして、ドライバー等へ

の注意喚起を図り、止まれや車両の減速を促す路面標示、各道路から左右が分かるようカーブ

ミラーの設置など、できる限りの安全対策を行っております。 

 次に、２点目の梅香苑交差点についてですが、公園南側の交差点は見通しが悪い状況でござ

います。交通安全対策のためのカーブミラーなどの施設は、自治会や通学路安全プログラムの

要望等に基づきまして状況を確認の上、交通安全施設の設置等を行っており、市で設置できな

い交通安全施設につきましては、公安委員会へ要望を行っている状況であります。 

 ご指摘の箇所につきましては、交通安全施設を設置はしておりますが、状況を確認し、地元

自治会等とも協議の上、安全対策を検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ご回答ありがとうございます。情報に関しては、議会での指摘や市民、

自治会からの交通安全対策要望等で把握されているということでお伺いしました。 

 なかなか、私がこの交通事故多発地点、何件以上が多発地点かというのはちょっと明確では

ありませんけれども、私が書いてしまったのであれだったんですが、太宰府市のホームページ

を私、拝見させていただいたんですよね。ホームページの暮らしの情報、防災・防犯・安全、

交通安全というふうにだんだん入っていくと、子どもを交通事故から守りましょうというとこ

ろがありました。そこに太宰府市内における交通事故が多発する交差点とその特徴というとこ

ろで書いてあるんですけれども、太宰府市内における６か所の交差点には、交通事故が多発し

やすい場所なので十分に気をつける必要がありますと書いてありました。危険な交差点とその

特徴という内容で、高雄交差点や大佐野交差点、朱雀大路交差点、君畑交差点、長浦台入り口

の交差点、都府楼橋交差点というような形に書いてありまして、その中では、2015年から

2019年までの交通事故件数、これは高雄交差点ですけれども42件、うち死亡事故１件。事故の

特徴、国道３号線を通行する車両による追突事故が多発しています。また、右折時の事故も多

く、特に道路横断中の歩行者に十分な注意が必要ですというのを拝見して、やはり市でも情報

を取られているんだなと私思ったんですよね。 

 やはり事故というのは、個人情報的な要素も含まれているので、なかなか収集しにくいかな

とも思ったんですが、すばらしく調査されているなと感じたところでありました。 

 こういうのも、やはり市民の方や自治会からの情報を収集して集計されたものになるんでし
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ょうか。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 今議員さんのほうからご指摘といいますか、ご報告がありましたこ

ちらの交差点等につきましては、やはり筑紫野警察署、警察のほうから危ない交差点というこ

とで、市のほうにも情報が入っております。 

 先ほど死亡事故の件数もご報告がありましたが、こういうふうに死者が出るなど大きな事故

の場合は、道路管理者のほうに警察のほうからも連絡があるような状況でございますが、それ

以外の軽微といいますか、車両同士の交通事故等については、警察から逐一、市のほうに報告

があっているような状況ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 軽微といいますか、自動車同士の事故とかというのは、やっぱり件数と

かには報告とかというのも上がってこない、場所がここですよというのも上がってこないもの

だと、私もそう感じるところはございます。 

 それで、このホームページ上では2015年から2019年と書いてあるので、もう2022年になって

いるというのもあるので、その後の変化があったりとかというのがあれば、追いかけていただ

ければなということを感じました。 

 地域の情報というのは、自治会とかそこに住んでいらっしゃる方、市民の方がよくお分かり

になると思います。自治会のほうから、例えば道路が凸凹しているから直してほしいとか、そ

ういう要望が毎年出てきていると思うんですけれども、もしそこの項目として、事故が起こっ

た場所はありますかみたいな、そういう項目があれば、自治会のほうから情報が収集できたり

とかすると思うんですけれども、そういう、例えば自治協議会に市の職員さんが参加して話を

聞いたりというのもあるんですけれども、そういう自治会からの要望、それに項目を追加して

事故の場所とか、自治協議会さんに市の職員さんが参加して情報収集するということは可能で

しょうか。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 自治協議会等の会議等に職員は、それぞれの必要な部署といいます

か、地域コミュニティ課が中心となって参加等はしております。また、先ほどそれぞれの部署

がということで申し上げましたが、必要に応じて、例えば道路交通関係であれば建設課等、そ

れから住民の方の福祉関係とかであれば福祉担当部署がその都度参加をして、会議等にも参加

させていただいて、情報共有等はさせていただいておりますので、先ほど今議員さんからご指

摘がありました交通事故等に関しましても、自治会のほうからご要望等、必要があれば、また

職員のほうも参加して情報共有は図っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 
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○３番（今泉義文議員） ありがとうございます。引き続き情報を収集していただければなと思い

ます。 

 何で私がこの質問をしたかといいますと、冒頭でお話ししましたけれども、８月７日と17日

にここで同じ場所で事故があったっちゃんねというお話をお伺いしたんで、じゃあ、これは何

とか手を打たなくてはいけないんじゃないかと思ってこの質問をさせていただいたんですけれ

ども、２項目めのほうに移りますけれども、お手元に資料を配付させていただいております。 

 これは、左側が梅香苑公園付近の交差点というところ、右側、２つあるところが梅香苑通

り、梅香苑、緑台、高雄の区境付近の交差点。これは太宰府南小学校側から上ってくる坂道

と、もう一つは星ヶ丘保育園側から上ってくる坂道。私が２か所事故があったと言うのは、こ

ちらの梅香苑通りのこの区境の交差点だったんですよね。 

 これって、一番右下のほうの写真でこれ坂道を上ってくるんですけれども、ここに真ん中辺

に止まれの文字が道路に書いてあります。その上の写真の、これは太宰府南小学校から上がっ

てくるところなんですけれども、これ道路に字が書いてあるんですけれども、これはスピード

落とせって書いてあるんですけれども、これはもう、交通量が結構多くて、字が何て書いてあ

るか分からないぐらいなんですよね。星ヶ丘保育園から上がってきて止まるけれども、ちょっ

と両方坂道になっているので見にくいというのがあります。 

 何でもう一つ左側の梅香苑公園付近の交差点を挙げたかというと、ここも事故したというの

を私、市民の方からお話を聞いて、挙げさせていただいたんですけれども、これも坂道を上っ

ていくと、左側に桜の木が生い茂って生えているんですけれども、この電信柱の裏辺りにカー

ブミラーがあるんですけれども、これ坂道から上ってくる方向じゃなくて、反対側の下ってく

るほうから見るカーブミラーになるんですよね。なので、坂道を上る方向だとカーブミラーが

ないような状態で、その方は坂道を上っていて、左側から車が来てぶつかってしまったみたい

なことだったんですよね。 

 なので、ここは私としては、ちょうど右側に見えるおうちのこの木が生えているところにカ

ーブミラーがあればいいなというのをちょっと考えたもので、もう一つ、左下のほうに松川運

動公園付近の看板と書いているんですけれども、私、ここは太宰府市のソフトボールのリーグ

に入っていて、よくソフトボールに行くときに、これ坂道からがあって下ってくるときに、左

側のところがここに左右確認、一時停止ってこれ強調してあったので、こういうものがこの梅

香苑通りの区境の交差点にあればいいなというのを思ったんですよね。 

 そういうのを取り付けたり、左上のほうのところにカーブミラーをつけるというのは、自治

会からいろいろ要望があって、優先順位とかもあると思いますけれども、そういうのは検討し

たり進めたりすることはできるものでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 今議員ご指摘の２か所についてでございますが、まず、南小学校か

らの上り坂といいますか、この交差点に差しかかるところ、スピード落とせの標示がちょっと
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消えかかっているような状況がございます。こちらについては、またできるだけ早急に対応は

させていただきたいと思いますが、この梅香苑交差点付近の先ほどおっしゃられた標識、松川

運動公園から下りてきたところのこちらの標識及びカーブミラー等でございますが、実施につ

きましては、先ほどおっしゃられたとおり自治会のほうと協議して、自治会からのご要望に基

づきましてさせていただくというのが原則になっておりますので、そのあたりは協議をさせて

いただきたいと思いますが、１つ、松川運動公園から下りてきたところの一時停止のこの標識

なんですが、実はこれ、民地といいますか、太宰府市の土地の中にこれは立っておりまして、

道路用地ではございません。したがいまして、道路交通法に規制されず、自由に立てれる標識

なんですね。それに対しまして、これはこちらの梅香苑公園交差点付近に道路上に立てるとい

うのは、これは道路交通法のほうの規制に引っかかってきますので、勝手に市が立てるわけに

はちょっといきませんので、その点はご理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） やはりここは警察のほうとか、そういう相談とかも必要になるかなとは

思います。 

 命がなくならなくてよかったなと、２回続けて事故があったけれども、そういうことが発生

しないように、警察の方とか、私が思ったのは、電柱に看板をつけたりとか、これは左下のほ

うに写真が２枚ありますけれども、右側も、これは松川運動公園のほうに向かっていくほうの

左側にある看板なんですよね。これは選挙の看板みたいなやつがくくりつけてあったんで、こ

ういうのが右下の星ヶ丘保育園側から上がってくるこの電柱につけたりできるのかな。これも

警察の確認が必要なのか、そのあたりは調べなくてはいけないところかとは思いますけれど

も、あとはここの近所の場所を借りて、そこの敷地にこういう看板をつけさせてもらえるのか

なとか、そういうことも住んでいらっしゃるのにお話しできるのかなというのも考えましたの

で、そのあたりもご検討いただければと思いますけれども、やはりそのあたりはいかがなもの

でしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） こちらの看板につきましては、実はこちらは市のほうが立てている

ものではないと思います。自治会といいますか、地元のほうで注意喚起の看板を立てられてい

るんじゃないかなと思いますので、このような似たような看板を設置ということになれば、ま

た地元の自治会のほうとも協議、調整をさせていただいた上で、対応を検討させていただきた

いと思います。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ありがとうございます。ぜひ、事故が起こって命がなくなる前にご対応

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わらさせていただきます。 
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○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月21日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時28分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（５日目） 

   〔令和４年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    令和４年９月21日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第37号 太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第２ 議案第38号 令和の都太宰府ふるさと納税基金条例の制定について 

 日程第３ 議案第39号 令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第４ 議案第40号 令和４年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第５ 議案第41号 令和４年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第６ 議案第42号 令和４年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第７ 議案第43号 令和４年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第８ 認定第１号 令和３年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 認定第２号 令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第10 認定第３号 令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第11 認定第４号 令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第12 認定第５号 令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第13 認定第６号 令和３年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

 日程第14 認定第７号 令和３年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

 日程第15 意見書第３号 教育予算の拡充等に係る意見書 

 日程第16 議案第44号 水城小学校管理棟他改築工事（電気設備）請負契約の締結について 

 日程第17 議案第45号 水城小学校管理棟他改築工事（機械設備）請負契約の締結について 

 日程第18       議員の派遣について 

 日程第19       閉会中の継続調査申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  タコスキッド 議員         ２番  馬 場 礼 子 議員 

  ３番  今 泉 義 文 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  宮 原 伸 一 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  木 村 彰 人 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  舩 越 隆 之 議員         10番  堺     剛 議員 

  11番  笠 利   毅 議員         12番   田 久美子 議員 

  13番  神 武   綾 議員         14番  陶 山 良 尚 議員 
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  15番  小 畠 真由美 議員         16番  長谷川 公 成 議員 

  17番  橋 本   健 議員         18番  門 田 直 樹 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１３名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  原 口 信 行 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  山 浦 剛 志 

          村 田 誠 英        市民生活部長  中 島 康 秀 

  健康福祉部長  川 谷   豊                行 武 佐 江 

          山 崎 謙 悟        観光経済部長  友 添 浩 一 

  教 育部理 事  堀   浩 二        管 財 課 長  堀   修一郎 

          福 田 久 博 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  木 村 幸代志        議 事 課 長        花 田 敏 浩 

  書    記  三 舛 貴 市        書    記  井 手 梨紗子 

         

総 務部経 営 
企画担当理事 

都市整備部理事 
兼総務部理事 

健康福祉部高齢者福祉担当理事
兼高齢者支援課長

社会教育課教育 
施設整備担当課長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１と日程第２を一括上程 

○議長（門田直樹議員） お諮りします。 

 日程第１、議案第37号「太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて」及び日程第２、議案第38号「令和の都太宰府ふるさと納税基金条例の制定について」を

一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 陶山良尚議員。 

              〔14番 陶山良尚議員 登壇〕 

○１４番（陶山良尚議員） 総務文教常任委員会に付託された議案第37号及び議案第38号につい

て、その審査の内容と結果を一括して報告いたします。 

 まず、議案第37号「太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て」。 

 今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正する

ものである。具体的な改正内容の１つ目は、男性職員が育児休業を取得しやすくするための取

得回数制限の緩和である。改正前は、出生後８週間以内に１回、８週間後に１回とされていた

が、それぞれ２回まで取得できるように改正する。この改正によって、夫婦交代での育児休業

取得など、女性の育児負担軽減が見込まれている。２つ目は、主に会計年度任用職員が対象と

なるが、非常勤職員が育児休業を取得しやすくするために、１年間の継続勤務という取得要件

を廃止する等の緩和措置がなされているため、必要な定めを規定するものであるとの説明を受

けました。 

 委員からは、第22条の勤務環境の整備に関する措置に対する市の具体的な取組についてなど

質疑がなされ、執行部からは、育児休業の取得率を上げるためにこれまでも取組を行ってきた

が、今回の改正をいい機会に、該当職員だけではなく全職員向けの情報誌で周知を行い、取得

率を上げるとともに、実際に育児休業を取得する際の悩みを受けるために、相談体制をより充
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実していこうと考えているなどの回答がありました。 

 その他質疑、討論を終え、採決の結果、議案第37号は委員全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 次に、議案第38号「令和の都太宰府ふるさと納税基金条例の制定について」。 

 ６月議会でも触れていたが、中学校完全給食の財源化も含め、ふるさと納税制度により寄せ

られた寄附金等を活用した令和の都太宰府のまちづくりを推進することを目的に制定するもの

であるとの説明を受けました。 

 委員からは、活用については中学校完全給食を含むまちづくり推進のためという理由づけが

なされているが、一定の目的範囲を設定された限定的な取扱いの基金運用なのか、それとも自

由度を広げたものなのか。また、上限額を設けずに運用することで、金額が大きくなることに

より国の補助金、交付金に影響が出ないのかなどの質疑がなされ、執行部からは、活用につい

て、様々な行政需要の増加も見込まれるので、その財源化も含め、総合戦略や施政方針に基づ

くその他の重要施策への活用等も想定しているところである。補助金、交付金への影響につい

ては、特に影響は出てこないと認識しており、そのところは心配していないなどの回答があり

ました。 

 その他質疑、討論を終え、採決の結果、議案第38号は委員全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第37号の委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 次に、議案第38号の委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第37号「太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第37号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決することに賛成の方は起

立願います。 
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              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時05分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、議案第38号「令和の都太宰府ふるさと納税基金条例の制定につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第38号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決することに賛成の方は起

立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時05分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３９号 令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（門田直樹議員） 日程第３、議案第39号「令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第４

号）について」を議題とします。 

 本案は予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 予算特別委員長 陶山良尚議員。 

              〔14番 陶山良尚議員 登壇〕 

○１４番（陶山良尚議員） 予算特別委員会に審査付託されました議案第39号「令和４年度太宰府

市一般会計補正予算（第４号）について」、その審査内容と結果を報告いたします。 

 補正予算の審査に当たりましては、歳出より審査を行い、歳出の中で関連する歳入等の項目

については併せて説明を受け、審査を行いました。 

 歳出の主なものとしては、２款１項７目001公共施設整備関係費10億円の増額補正につい

て。一般会計における令和３年度決算が確定したことにより剰余金が発生したため、歳入とし

て繰越金16億8,118万1,000円を増額補正し、そのうち10億円を財源として公共施設整備基金に

積み立てるものである。このことにより、現時点における基金の残高見込みは予算ベースで

24億913万8,185円となる。 

 次に、３款２項６目家庭児童対策費1,871万2,000円の増額補正について。子育て支援センタ

ーの一層の機能強化のため、敷地内に施設を増築するための費用である。現段階では、敷地面

積約46㎡、延べ床面積約92㎡程度の軽量鉄骨２階建ての建物を増築するところで計画してい
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る。なお、関連する補正として、歳入15款２項２目、母子保健・児童福祉一体的相談支援機関

整備事業費補助金1,565万2,000円を計上しているとの説明を受けました。 

 次に、９款１項４目災害対策費1,228万4,000円の増額補正について。コロナ禍の中において

医療が逼迫している状況もあることから、緊急事案に備え、ＡＥＤを各公民館44か所に配備す

るものである。財源は全額、15款２項１目、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金であるとの説明を受けました。 

 委員から、ＡＥＤの使用方法について救命救急講習等をすべきだと思うが、いかがかとの質

疑があり、執行部から、画面や音声で案内するアシスト機能つきのＡＥＤを購入しようと想定

している。加えて、消防署や消防団などにご協力をいただきながら、救急救命講習も併せて行

いたいと思っているとの回答がありました。 

 次に、債務負担行為補正の主なものとして、指定管理料（男女共同参画推進センタールミナ

ス）について。令和５年度から令和７年度までの３年間の指定管理料を計上しているとの説明

を受けました。 

 委員から、指定管理者を随意選定するとのことだが、公共施設の指定管理は公募選定が原則

であり、随意選定の場合は理由が必要である。理由の公表はどうするのかとの質疑があり、執

行部から、厳しい財政状況の中、築40年以上経過した施設の経年劣化に対する更新が課題であ

る。このような施設の特性や状況を踏まえると、公募による事業者の選定は困難と判断したと

の回答がありました。 

 次に、西鉄バス宇美～太宰府線路線維持補助金について。当該路線を存続させるために、自

治体が運行の赤字相当分を補助する必要があるため、補正計上するものである。補助額は、当

該路線の収入から経費を引いた収支差がマイナスの場合、いわゆる赤字相当額について、その

約半分を国、県から、残り約半分を関係自治体である本市と宇美町で補助することとなるとの

説明を受けました。 

 委員から、将来的な見通しについて質疑があり、執行部から、まずは急遽、路線廃止になる

ことによって影響が出るだろう学生たちのことを一番に考慮した。今後については一年ずつ積

み上げていきたいとの回答がありました。 

 その他の審査についても款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠などについて

質疑を行いました。 

 質疑、討論を終え、採決の結果、議案第39号については委員全員一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 報告は終わりました。 

 質疑は、全議員で構成された特別委員会で審査しておりますので、省略します。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 
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 議案第39号「令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 ７番木村彰人議員。 

○７番（木村彰人議員） 議案第39号「令和４年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）につい

て」賛成の立場で討論いたします。 

 今回の補正予算20億174万4,000円については賛成いたしますが、予算の執行に当たっては次

の３つの重要事項についてご配慮いただければと考えます。 

 まず、１点目、新型コロナウイルス対応緊急支援策の各種事業について。国の臨時交付金を

活用した各種のコロナ対策事業でありますので、執行のタイミングとスピード感が必要である

ことは重々理解しますが、予算審査の際に議員各位からも質問が集中するなど、事業の目的は

ともかく、制度設計に無理があるものが散見されました。それらにつきましては、事業を進め

る中で軌道修正と議会への丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

 次に、２点目、公共施設11か所の指定管理料に関する債務負担行為について。まちづくりビ

ジョン会議において、本年度に指定管理が満了する施設に関して随意選定から公募への見直し

を検討するとの報告があり、大いに期待していたのですが、しかしながら公募による指定管理

だけで行革が達成するわけではなく、管理する施設の特性に応じて管理形態を使い分けるな

ど、じっくりと取り組んでいただきたい案件です。 

 最後に、３点目、西鉄バス宇美～太宰府線路線維持補助金に関する債務負担行為についてで

す。赤字が深刻なバス路線の運行を支援するための補助金になります。この債務負担行為につ

いては、先般、議会に対しては一通りの説明はいただきましたが、今後の継続的な財政負担に

もなり得る重要案件になります。幸い、具体的な予算の執行は令和５年度とのことであり、十

分な時間的余裕もあろうかと思いますので、次の各項目について内容の整理と情報発信をお願

いしたいと思います。一つ、路線を存続する判断に至った経緯。一つ、関係機関との協議内容

と結論。一つ、補助金の負担割合の設計。一つ、当該路線に対する今後の方針と活性化対策な

どについてです。 

 以上３つの重要事項へのご配慮をお願いして、私の賛成討論といたします。 

○議長（門田直樹議員） 反対討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第39号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決することに賛成の方は起

立願います。 

              （全員起立） 
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○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時14分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４と日程第５を一括上程 

○議長（門田直樹議員） お諮りします。 

 日程第４、議案第40号「令和４年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」及び日程第５、議案第41号「令和４年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小畠真由美議員。 

              〔15番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１５番（小畠真由美議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第40号及び議案第

41号について、その主な審査内容と結果を一括して報告いたします。 

 まず、議案第40号「令和４年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」。 

 本議案は、保険事業勘定の歳入歳出予算にそれぞれ１億885万8,000円を追加し、予算総額を

60億5,825万4,000円とするものであり、補正内容の主なものは、令和３年度介護給付費負担金

及び地域支援事業交付金の精算により超過交付が判明したため、前年度繰越金を財源として、

国、県に合わせて7,914万2,000円を返還する。また、その結果、前年度繰越金の残額2,962万

8,000円については介護給付費支払準備基金積立金に積み立てるとの説明を受けました。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第40号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第41号「令和４年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について」。 

 本議案は、令和３年度決算において258万8,000円の剰余金が確定したことにより、住宅新築

資金等公債償還積立金に計上するものであるとの説明を受けました。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第41号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 以上で議案第40号及び議案第41号について報告を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第40号の委員長報告に対し、質疑はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 次に、議案第41号の委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第40号「令和４年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第40号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決することに賛成の方は起

立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時18分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、議案第41号「令和４年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第41号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決することに賛成の方は起

立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時18分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６と日程第７を一括上程 

○議長（門田直樹議員） お諮りします。 

 日程第６、議案第42号「令和４年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」及

び日程第７、議案第43号「令和４年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について」
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を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

建設経済常任委員会の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 入江寿議員。 

              〔６番 入江寿議員 登壇〕 

○６番（入江 寿議員） 建設経済常任委員会に付託されました議案第42号及び議案第43号につい

て、その主な審査内容と結果を一括して報告いたします。 

 初めに、議案第42号「令和４年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」。 

 今回の補正は、太宰府市浄水場浄水業務及び北谷ダム管理の一部委託業務が令和５年３月

31日で満了となるため、本年度中に次期契約を行うことに伴う債務負担行為３億6,695万円の

追加。内容は、松川浄水場、大佐野浄水場の浄水に係る運転管理、施設の巡視・点検、各種デ

ータ測定等及び北谷ダムの一部管理業務で、委託期間は令和５年４月１日から令和10年３月

31日までの予定であるとの説明がありました。 

 委員からは、松川浄水場、大佐野浄水場、北谷ダムは全て同じ契約業者の管理になるのかな

ど質疑がなされ、執行部からは、同じ業者に委託したいと考えているなどの回答がありまし

た。 

 そのほか質疑、討論を終え、採決の結果、議案第42号につきましては委員全員一致で原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第43号「令和４年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について」。 

 今回の補正予算は、コロナ禍における原油価格や物価高騰を踏まえた経済対策として１か月

分の下水道使用料を全額免除することに伴い、下水道使用料の１億円の減額及びシステム改修

のため料金調定システム電子計算機等改修委託料の100万円の増額をするもので、収益的収入

の他会計補助金に１億100万円の増額及び収益的支出業務費に100万円の増額を補正計上するも

の。なお、これらの増減を合わせて、一般会計から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を財源として１億100万円の補助を受けるものであるとの説明がありました。 

 委員からは、下水道使用料の免除について市民に対してどのように周知する予定かなど質疑

がなされ、執行部からは、ホームページやＳＮＳ、広報11月号にて周知する予定。また、水道

の検針時にお知らせのチラシを投函し、下水道のみ使用している方や不動産管理会社などに郵

便にて通知する予定であるなどの回答がありました。 

 そのほか質疑、討論を終え、採決の結果、議案第43号につきましては委員全員一致で原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 
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 議案第42号の委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 次に、議案第43号の委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第42号「令和４年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」討論を行いま

す。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第42号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決することに賛成の方は起

立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時23分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、議案第43号「令和４年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１

号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第43号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決することに賛成の方は起

立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時24分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８から日程第１４まで一括上程 

○議長（門田直樹議員） お諮りします。 

 日程第８、認定第１号「令和３年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程
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第14、認定第７号「令和３年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について」

までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

決算特別委員会の報告を求めます。 

 決算特別委員長 陶山良尚議員。 

              〔14番 陶山良尚議員 登壇〕 

○１４番（陶山良尚議員） 決算特別委員会に審査付託されました認定案件の審査結果について一

括してご報告いたします。 

 本定例会におきまして審査付託を受けました認定第１号「令和３年度太宰府市一般会計歳入

歳出決算認定について」から認定第７号までの各会計の歳入歳出決算認定についての審査につ

きましては、本会議初日の８月29日に市長の提案理由説明を受け、同日、本会議散会後の特別

委員会にて各担当部長の概要説明を受けた後、９月14日及び15日の２日間にわたり、各部長、

課長出席の下、審査いたしました。 

 審査に当たりましては、決算書に付随して提出されました事務報告書、監査委員の各決算審

査意見書、施策評価を参照し、さらに議会から資料要求を行いました審査資料も併せ、各委員

からの質問とそれに対する所管部課長の説明を基に慎重に審査いたしました。審査資料の請求

に当たりましては、委員各位のご協力、また提出していただきました執行部の皆様方には、新

型コロナウイルス感染症対策にご尽力いただきながらのご対応に改めてお礼申し上げます。 

 部長の概要説明では、令和３年度は、今なお続くコロナ禍において市民や事業者の皆様の支

援に着実に取り組みつつ、まち・ひと・しごと創生総合戦略、まちづくりビジョンに基づく各

種施策に全力で取り組み、事業の遂行に当たっては、コロナの影響による市税の減収等を見据

え、例年以上に費用対効果を意識し、限られた予算の中で効果的、効率的な事業の推進に努め

た。また、令和発祥の都太宰府「梅」プロジェクトを推進するなど、市の魅力向上にも積極的

に取り組んだという報告がありました。 

 なお、各会計とも審査の詳細な内容につきましては、全議員で構成する委員会での審査であ

ったこと、また後日、決算特別委員会会議録が配付される予定であり、その他の関係資料とし

ての事務報告書並びに議会から要求した審査資料等も既に配付されておりますので、ここで逐

一報告することは省略いたします。執行部におかれましては、委員会審査の中で出された問題

点、指摘事項、意見、要望等について十分に整理、検討され、新年度予算の編成に反映させる

とともに、今後の事業執行にも積極的に対応されることを強くお願いしておきます。 

 また、令和３年度太宰府市決算審査及び基金の運用状況審査意見書の結びにも記載されてい

ます、令和４年度以降も新型コロナウイルス感染症の終息が見通せず、ロシアのウクライナ侵

攻による国際情勢の悪化やインフレによる景気低迷の影響、少子・高齢化による社会保障費等

が漸増することは避けられず、市の健全な財政を維持できるかどうか予断を許さない状況であ
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るということを念頭に、行政の効率化、財政の健全化をより一層進められますよう、また単年

度の決算状況だけでなく、市の将来を見据えた計画的で持続可能な行政サービス、行政運営に

取り組まれますよう要望いたします。 

 それでは、各会計の実質収支の状況を主に報告いたします。 

 なお、各会計とも金額につきましては1,000円単位にて報告いたします。 

 まず、認定第１号「令和３年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」報告いたしま

す。 

 令和３年度の一般会計の決算額は、歳入総額306億4,572万1,000円、歳出総額281億6,676万

3,000円で、歳入歳出の形式収支額は24億7,895万8,000円の黒字であり、翌年度に繰り越すべ

き財源３億4,542万5,000円を差し引きますと、実質収支額として21億3,353万3,000円の黒字決

算となっています。歳入歳出ともに大幅減となったのは、令和２年度に実施した総額70億円を

超える特別定額給付金事業の影響が大きいとの説明がありました。 

 普通会計における市債残高は令和３年度末で206億9,376万1,000円であり、前年度より11億

6,049万2,000円減少しています。また、経常収支比率は90.4％で、前年度に比較して4.3ポイ

ント改善しています。これは、普通交付税や地方消費税交付金の大幅な増加、市税収入におい

て新型コロナの影響を抑えられたことが大きく影響しているとの説明があっております。 

 執行部にあっては、今後とも行政の効率化、財政の健全化に向けてより一層の努力をなされ

るよう要望いたします。 

 質疑、討論を終わり、委員会採決の結果、認定第１号は多数をもって認定すべきものと決定

しました。 

 次に、認定第２号「令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」報告いたします。 

 令和３年度の決算額は、歳入総額71億5,381万6,000円、歳出総額70億3,289万8,000円で、歳

入歳出差引き額は１億2,091万8,000円の黒字決算となっています。 

 歳入総額は、前年度に比較して３億710万円、4.5％増加しています。収入の基礎となる国民

健康保険税収入は14億1,093万1,000円で、前年度と比べ、2,977万9,000円、2.1％の減。現年

課税分の収納率は93.86％で、前年度と比べ、0.45ポイント上昇しています。国保税の収入未

済額は、現年分、滞納繰越分を合計すると３億4,969万3,000円となっており、前年度に比べ、

6.07％の減となっています。その他の歳入では、県支出金が49億8,979万円で、前年度と比較

して４億8,151万6,000円、10.68％の増となっています。また、一般会計からの繰入金は６億

3,361万3,000円で、前年度に比べ、183万9,000円、0.29％の減となっています。 

 歳出総額は、前年度に比較して２億7,322万9,000円、4.04％増加しています。これは、主に

保険給付費の増によるもので、新型コロナ感染症の影響によるワクチン接種の普及等による受

診控えが収まり、国保被保険者の高齢化による医療費の増加があったことによるものです。な

お、歳出において、歳出総額の68.45％を占める保険給付費は48億1,428万6,000円で、前年度
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に比べ、４億6,780万円、10.76％の増となっています。 

 令和３年度は、昨年同様、黒字決算となりましたが、国民健康保険制度は被用者保険と比し

て年齢構成や医療費水準が高く、所得水準が低いという構造的な課題があります。今後も厳し

い財政状況が予想されることから、財政運営の責任主体である福岡県と共に、医療費の適正化

及び市民の健康づくりに向けた取組により一層の努力をお願いするものです。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第２号は全員一致で認定すべきものと

決定しました。 

 次に、認定第３号「令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て」報告いたします。 

 令和３年度決算額は、歳入総額13億5,335万9,000円、歳出総額13億889万円で、歳入歳出の

形式収支は4,446万9,000円の黒字決算となっている。また、前年度実質収支を差し引いた単年

度収支は872万3,000円の赤字となっています。 

 執行部におかれましては、今後とも健全運営に努力されますようお願いいたします。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第３号は全員一致で認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第４号「令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」

報告いたします。 

 令和３年度の決算額は、保険事業勘定においては歳入総額55億1,573万7,000円、歳出総額

54億692万2,000円で、実質収支額は１億881万5,000円の黒字決算となっています。介護サービ

ス事業勘定においては、歳入総額5,909万6,000円、歳出総額5,909万6,000円で、歳入歳出差引

き額は０円となっています。 

 保険事業の歳出総額の約９割を占める保険給付費については、前年比で１億6,882万

1,000円、3.56％の増となっており、高齢化の進展に伴い、引き続き増加するものと考えられ

ます。 

 執行部におかれましては、今後とも介護予防対策などに努力されますようお願いいたしま

す。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第４号は全員一致で認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第５号「令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について」報告いたします。 

 令和３年度の決算額は、歳入総額598万6,000円、歳出総額339万7,000円で、実質収支額

258万9,000円の黒字決算となっています。 

 償還金については、令和３年度末の収入未済額は8,298万2,000円となっており、収入済額は

258万9,000円で、回収率3.03％となっています。 

 執行部におかれましては、滞納解消に向けての取組と滞納整理について、今後ともさらなる
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努力をお願いいたします。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第５号は全員一致で認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第６号「令和３年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について」

報告いたします。 

 令和３年度の年間総給水量は570万8,105で、前年度に比べ、0.4％減少しています。な

お、有収率は、前年度と比べ、0.1％減少し、93.8％となっています。また、行政区域内人口

に対する給水人口普及率は、前年度に比べ、0.3ポイント上昇し、84.8％となっています。 

 経営成績は、総収益が14億228万7,000円、総費用は11億6,487万9,000円となっており、差引

き２億3,740万8,000円の純利益となっています。また、企業債の令和３年度発行額はなく、１

億2,916万5,000円を償還しており、令和３年度末現在では５億4,846万1,000円の残高となって

います。 

 水道事業経営においては、今後とも老朽管等の施設更新や耐震化、災害等を想定した緊急対

応などについて計画的に取り組んでいくとともに、適正な資産管理、中・長期実施計画により

費用の削減に努め、健全経営の維持と安全で良質な水道水の安定供給をお願いするものであり

ます。 

 質疑を終え、討論はなく、委員会採決の結果、認定第６号は全員一致で原案可決及び認定す

べきものと決定いたしました。 

 次に、認定第７号「令和３年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定につい

て」報告いたします。 

 令和３年度末の行政区域内人口に対する水洗化人口は６万9,727人で、前年比0.1％減となっ

ておりますが、水洗化人口普及率は97.4％、水洗化率は97.7％で、前年度と同様もしくは微増

となっています。また、有収水量は644万2,729で、前年度に比べ、0.5％の増となっていま

す。 

 経営成績は、総収益が18億1,554万6,000円、総費用が13億3,432万円となっており、差引き

４億8,122万6,000円の純利益となっています。また、企業債は8,770万円を発行、６億2,288万

7,000円を償還し、年度末残高は53億2,556万6,000円となっており、前年度より減少していま

す。 

 建設工事は、主に汚水人孔蓋更新工事のほか、下水道への理解と関心を深めてもらうため、

ＰＲキャラクターデザインのカラーマンホールを市内３か所に設置されております。 

 下水道事業は、市民の生命、健康や生活環境を支える社会基盤の一つとして重要な役割を担

っています。災害に強いまちづくりの面からも、今後とも雨水・汚水管渠の整備事業などを計

画的に事業推進するとともに、営業収益の根幹であります下水道使用料の収入確保と経費節減

を図りながら、併せてストックマネジメントによる施設の耐震補強等を含めた長寿命化対策に

取り組み、安定的な事業経営に努力していただきますよう希望します。 
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 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第７号は全員一致で原案可決及び認定

すべきものと決定いたしました。 

 以上で決算特別委員会に審査付託されました認定第１号から認定第７号までの令和３年度各

会計の決算認定案件についての委員会審査報告を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 報告は終わりました。 

 質疑は、全議員で構成された特別委員会で審査されておりますので、省略します。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 認定第１号「令和３年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） 認定第１号「令和３年度一般会計歳入歳出決算認定について」反対の

立場で討論いたします。 

 ２点について述べます。 

 １点目は、予算審査時にも指摘をしておりました中学校完全給食に向けての動きがなかった

ことです。今年度、動き出してはいますが、やはり計画から実施まで、市民、当事者意見を盛

り込んだ事業推進に取り組むべきだったと思います。 

 ２点目は、人権啓発費の運動団体補助金、地域対策費、扶助費の老人医療費、介護サービス

費については一部地域限定であることから改善するよう指摘をしておりましたが、支出されて

います。南児童館を含む人権センターについては、一部地域限定でなく、人権という大きな枠

組みの中で利用拡大を図り、全市民が集える施設に移行するときだと考えます。 

 以上を反対理由といたします。 

 令和３年度決算は、実質収支で21億3,000万円の黒字となりました。基金には７億9,000万円

を積み上げています。内訳は、公共施設整備基金に５億円、地域福祉基金に２億5,000万円な

ど、例年にない積み上げ額です。老朽化が進む今後の公共施設管理について、市民の声を交え

た着実な議論が進むことを期待します。 

 令和３年度も、コロナ禍が続く中での国のコロナ対応、地方創生臨時交付金があり、事業者

支援を中心に、市民生活の底上げと併せて、にしのまどぐちやスマホ納付、子育て世代包括支

援センターなどの開設など一定の利便性の向上は進んでいますが、コロナ禍での市民生活、格

差が広がっている中で経済的に厳しくなっている世帯、そして社会の影響から来る子どもたち

の感じている息苦しさへの支援がまだまだ必要です。市民の生活、福祉向上のための今後の市

政運営に期待し、討論といたします。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） 賛成討論はありませんか。 

 ７番木村彰人議員。 
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○７番（木村彰人議員） 賛成の立場で討論します。 

 令和元年度までの歳出決算額が約250億円前後で推移してきたことを考えると、令和３年度

の歳出決算額は約282億円と、令和２年度に引き続き巨額の歳出決算となりました。この増額

の理由は、言うまでもなく新型コロナ関連の事業費の積み増しによるものです。令和２年度か

ら始まり、今もなお終息しないコロナ禍においては、平常業務に加えての巨額のコロナ対策事

業を優先して実施せざるを得ず、限られた組織と人員でこの難局を乗り越えられました。もち

ろん、令和３年度決算におきましても、新型コロナワクチン接種をはじめとする様々なコロナ

対策、支援事業を着実に実施することができたと評価いたします。市長、執行部の皆様におか

れましては、その働きとご苦労に対して心より感謝申し上げます。 

 それでは、これより本旨に入ります。 

 ようやくコロナ禍の先にうっすらとですが終息の光明が見え始めたように感じています。こ

れまでの２年間、そして令和４年度においてもコロナ対策事業の優先度は引き続き高いのです

が、コロナ対応で休止状況にある平常時の主要課題へのシフトを始めるべきではないでしょう

か。 

 今回の令和３年度決算で明らかになったものを例示しますと、一つ、コミュニティバスまほ

ろば号と地域線の運行状況はますます厳しさを増しています。一つ、公共施設の再編について

も公共施設等総合管理計画を策定した段階のままであり、使用料、手数料の見直しについても

プロジェクトチームの検討が待たれます。一つ、指定管理者の選定の随意選定から一般公募へ

の見直しについてはまちづくりビジョン会議による検討が始まったばかりなどです。まずは、

これら休止中の主要課題を洗い出し、それらを第５次行政改革大綱に位置づけ、次年度の令和

５年度予算に織り込むことが何より必要であると考えます。 

 以上、私の賛成討論といたします。 

○議長（門田直樹議員） ほかに討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第１号に対する委員長の報告は認定です。本案を認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

              （多数起立） 

○議長（門田直樹議員） 多数起立です。 

 よって、認定第１号は認定されました。 

              〈認定 賛成16名、反対１名 午前10時46分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、認定第２号「令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第２号に対する委員長の報告は認定です。本案を認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、認定第２号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時47分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、認定第３号「令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第３号に対する委員長の報告は認定です。本案を認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、認定第３号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時47分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、認定第４号「令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第４号に対する委員長の報告は認定です。本案を認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、認定第４号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時48分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、認定第５号「令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算認定について」討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第５号に対する委員長の報告は認定です。本案を認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、認定第５号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時48分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、認定第６号「令和３年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び

決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第６号に対する委員長の報告は原案可決及び認定です。本案を原案可決及び認定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、認定第６号は原案可決及び認定されました。 

              〈原案可決及び認定 賛成17名、反対０名 午前10時48分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、認定第７号「令和３年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及

び決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第７号に対する委員長の報告は原案可決及び認定です。本案を原案可決及び認定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、認定第７号は原案可決及び認定されました。 

              〈原案可決及び認定 賛成17名、反対０名 午前10時49分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  日程第１５ 意見書第３号 教育予算の拡充等に係る意見書 

○議長（門田直樹議員） 日程第15、意見書第３号「教育予算の拡充等に係る意見書」を議題とし

ます。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 陶山良尚議員。 

              〔14番 陶山良尚議員 登壇〕 

○１４番（陶山良尚議員） 総務文教常任委員会に審査付託された意見書第３号「教育予算の拡充

等に係る意見書」について、その審査内容と結果を報告いたします。 

 意見書に対して提出議員から補足説明があり、委員から、文部科学省の令和４年度予算のポ

イントを見たら、教育相談体制等の充実によるいじめ、不登校、虐待、自殺対策等の推進など

が挙げてある。このように現在進行しているものに対してこの意見書を提出する理由について

質疑があり、提出委員から、教育予算が少ないために学力格差が起きていることや、職場環境

がブラック化することで教員が辞めていっている。教育は未来の子どもたちのためにあるべき

で、今課題が実際にあるのだから、やはり教育予算の拡充の意見書を各議会から提出すること

が私は一番大事だと思っているとの回答がありました。 

 質疑を終え、討論では、きめ細かい対応をするために先生が増えることはとてもいいと思っ

た。教員志願者数が少ないことからモラルなどの教員の質の低下が問われている現状であり、

その点には不安を感じるが、全体的な予算が上がって環境がよくなることで優秀な人材が増え

ればいいと思う。現状進んでいたとしても、要望は絶えず言っていくべきだと思うとの賛成討

論がありました。 

 一方で、全体的には今既に進めている内容であり、本当に求めていかないといけないもの

か、もっと審査しなければならないと思う。また、国もこの意見書にある課題は認識してお

り、進めていこうとされている。そういったことを考えると、内容云々ではなく、このタイミ

ングでこの意見書を提出されることがいかがなものかと思うとの反対討論がありました。 

 討論を終え、採決の結果、意見書第３号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（門田直樹議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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 １番タコスキッド議員。 

○１番（タコスキッド議員） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、賛成の立場か

ら討論させていただきます。 

 日本の教育予算について私が調べました限り、最新の情報としまして、2020年９月８日に発

表された調査結果によりますと、経済協力開発機構、ＯＥＣＤは加盟国の教育施策を分析した

報告書を公表し、2017年の初等教育から高等教育の公的支出が国内総生産、ＧＤＰに占める割

合は日本が2.9％と、比較可能な38か国中37位であることが明らかになったとあります。平均

は4.1％、最も高いのはノルウェーの6.4％で、日本の2.9％と比べると倍以上の数字になりま

す。 

 現在、学校現場では解決すべき問題が山積みで、学習に関することはもちろんのこと、いじ

めや不登校など、児童・生徒のメンタルに関わる部分のケアにおいても少人数クラスでの手厚

い対策のための教職員の増員が不可欠で、ＯＥＣＤの報告でも日本の教職員の労働時間の長さ

が指摘されていますし、現状の教職員の多忙による肉体的、精神的な負担を軽減するための増

員は必要ではないかと考えます。 

 しかしながら、教職員の増員が行われると、近年問題となっております成り手不足から来る

採用職員の質の低下やストレスから来る問題行動などが気がかりではありますが、労働環境が

改善することにより、よい方向に向かうのではないかと考えます。 

 以上のことから、教育予算の拡充等に係る意見書について賛成とさせていただきます。 

○議長（門田直樹議員） ほかに討論はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第３号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決することに賛成の方は

起立願います。 

              （多数起立） 

○議長（門田直樹議員） 多数起立です。 

 よって、意見書第３号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成９名、反対８名 午前10時55分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１６と日程第１７を一括上程 

○議長（門田直樹議員） お諮りします。 

 日程第16、議案第44号「水城小学校管理棟他改築工事（電気設備）請負契約の締結につい

て」及び日程第17、議案第45号「水城小学校管理棟他改築工事（機械設備）請負契約の締結に

ついて」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 楠田大蔵 登壇〕 

○市長（楠田大蔵） 皆様、改めましておはようございます。 

 心配されました台風14号も、皆様のご理解、ご協力によりまして人的、物的被害は最小限に

抑えられたところであります。また、コロナ禍も、本市の陽性判明者もかなり落ち着いてきて

おりまして、県のコロナ特別警報も解除されたところであります。今後も気を引き締めて災害

対応、コロナ禍対応にも最善を尽くしてまいりたいと考えております。 

 さて、令和４年太宰府市議会第３回定例会最終日を迎えまして本日ご提案申し上げます案件

は、契約締結２件の議案のご審議をお願い申し上げるものであります。 

 それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第44号及び議案第45号を一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第44号「水城小学校管理棟他改築工事（電気設備）請負契約の締結について」

ご説明申し上げます。 

 本契約は、水城小学校管理棟ほかに係る電気設備工事についての契約であります。工事内容

は、水城小学校管理棟ほかの施設老朽化に伴う改築に関連する電気設備工事を行うもので、令

和６年３月22日までの完成を予定いたしております。入札の状況につきましては、令和４年８

月30日に特定建設工事共同企業体１社の参加により一般競争入札を行いましたところ、イチデ

ン・勝電設特定建設工事共同企業体が工事費１億2,024万円で落札し、９月８日に消費税を加

えた１億3,226万4,000円で仮契約を締結したところであります。入札結果調書を添付しており

ますので、ご参照いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第45号「水城小学校管理棟他改築工事（機械設備）請負契約の締結について」ご

説明申し上げます。 

 本契約は、水城小学校管理棟ほかに係る機械設備工事についての契約であります。工事内容

は、水城小学校管理棟ほかの施設老朽化に伴う改築に関連する機械設備工事を行うもので、令

和６年３月22日までの完成を予定いたしております。入札の状況につきましては、令和４年８

月30日に特定建設工事共同企業体１社の参加により一般競争入札を行いましたところ、大橋・

水研特定建設工事共同企業体が工事費１億9,500万円で落札し、９月８日に消費税を加えた２

億1,450万円で仮契約を締結したところであります。入札結果調書を添付しておりますので、

ご参照いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（門田直樹議員） 説明は終わりました。 

 自席へどうぞ。 

 お諮りします。 

 議案第44号及び議案第45号は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありません
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か。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 議案第44号「水城小学校管理棟他改築工事（電気設備）請負契約の締結について」質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第44号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時59分〉 

○議長（門田直樹議員） 次に、議案第45号「水城小学校管理棟他改築工事（機械設備）請負契約

の締結について」質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第45号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（門田直樹議員） 全員起立です。 

 よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時00分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  日程第１８ 議員の派遣について 

○議長（門田直樹議員） 日程第18、「議員の派遣について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 地方自治法第100条第13項及び太宰府市議会会議規則第164条の規定により、別紙のとおり議

員の派遣が生じましたので、これを承認し、変更があったときは議長に一任することにご異議

ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１９ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（門田直樹議員） 日程第19、「閉会中の継続調査申し出について」を議題とします。 

 別紙のとおり議会運営委員会、各常任委員会、特別委員会から、会議規則第110条の規定に

より継続調査について申出があっております。 

 お諮りします。 

 それぞれの申出のとおり承認することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議は全て終了しました。 

 お諮りします。 

 本定例会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 これをもちまして令和４年太宰府市議会第３回定例会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（門田直樹議員） 異議なしと認めます。 

 よって、令和４年太宰府市議会第３回定例会を閉会します。 

              閉会 午前11時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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